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平成２２年第３回摂津市議会定例会会議録

平成２２年９月１０日（金曜日）
午前 １０時　　　　開 会

摂   津   市   議   会   議   場

１ 出席議員 （２２名）

　　１ 番　　村　上　英　明 　　２ 番　　本　保　加津枝

　　３ 番　　大　澤　千恵子 　　４ 番　　野　原　　　修

　　５ 番　　川　端　福　江 　　６ 番　　藤　浦　雅　彦
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　１１ 番　　森　内　一　蔵 　１２ 番　　山　本　靖　一

　１３ 番　　弘　　　　　豊 　１４ 番　　山　崎　雅　数

　１５ 番　　木　村　勝　彦 　１６ 番　　森　西　　　正

　１７ 番　　嶋　野　浩一朗 　１８ 番　　柴　田　繁　勝

　１９ 番　　三　好　義　治 　２０ 番　　原　田　　　平

　２１ 番　　安　藤　　　薫 　２２ 番　　野　口　　　博

１ 欠席議員 （０名）

市 長 森 山 一 正 副 市 長 小 野 吉 孝

教 育 長 和 島 剛 市 長 公 室 長 羽 原 修

総 務 部 長 有 山 泉 生 活 環 境 部 長 水 田 和 男

保 健 福 祉 部 長 佐 藤 芳 雄 保健福祉部理事 福 永 冨 美 子

都 市 整 備 部 長 小 山 和 重 土木下水道部長 宮 川 茂 行

会 計 管 理 者 寺 西 義 隆
教 育 委 員 会
教 育 総 務 部 長

馬 場 博

教 育 委 員 会
教育総務部理事

市 橋 正 己
教 育 委 員 会
生 涯 学 習 部 長

宮 部 善 隆

監査委員・選挙管理
委 員 会 ・ 公 平 委 員
会・固定資産評価審
査 委 員 会 事 務 局 長

寺 本 敏 彦 水 道 部 長 中 岡 健 二

消 防 長 北 居 一 消 防 本 部 理 事 浜 崎 健 児

事 務 局 長 野 杁 雄 三 事 務 局 次 長 藤 井 智 哉

事 務 局 参 事
兼 次 長 代 理

池 上 彰

１ 地方自治法第１２１条による出席者

１ 出席した議会事務局職員

１−１



１ 議　事　日　程

1， 会期決定の件

2， 議 案 第　５５号 副市長の選任について同意を求める件

議 案 第　５６号 教育委員会委員の任命について同意を求める件

議 案 第　５７号 公平委員会委員の選任について同意を求める件

3， 認 定 第　　１号 平成２１年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件

認 定 第　　２号 平成２１年度摂津市水道事業会計決算認定の件

認 定 第　　３号 平成２１年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件

認 定 第　　４号 平成２１年度摂津市老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定の件

認 定 第　　５号 平成２１年度摂津市財産区財産特別会計歳入歳出決算認定の件

認 定 第　　６号 平成２１年度摂津市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定の
件

認 定 第　　７号 平成２１年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計歳入歳
出決算認定の件

認 定 第　　８号 平成２１年度摂津市介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件

認 定 第　　９号 平成２１年度摂津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の
件

議 案 第　５３号 平成２２年度摂津市一般会計補正予算（第２号）

議 案 第　５４号 平成２２年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第１号）

議 案 第　６４号 大阪広域水道企業団の設置に関する協議の件

議 案 第　６５号 摂津市民図書館条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　６６号 摂津市立鳥飼図書センター条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　６７号 摂津市立ふれあいの里条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　６８号 摂津市火災予防条例の一部を改正する条例制定の件

4， 議 案 第　５８号 摂津市総合計画基本構想について議会の議決を求める件

5， 報 告 第　１３号 平成２１年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率報告
の件

6， 議 案 第　５９号 工事請負契約締結の件

7， 議 案 第　６０号 動産取得に関する件

議 案 第　６１号 動産取得に関する件

議 案 第　６２号 動産取得に関する件

議 案 第　６３号 動産取得に関する件

１ 本日の会議に付した事件

　　日程１から日程７まで

１−２



 

 

 

１－３

（午前１０時 開会） 

○上村高義議長 ただいまから平成２２年第

３回摂津市議会定例会を開会します。 

 会議を開く前に、市長のあいさつを受け

ます。市長。 

  （森山市長 登壇） 

○森山市長 おはようございます。 

 本日、平成２２年第３回摂津市議会定例

会を招集させていただきましたところ、議

員の皆様には、大変暑い中、ご参集賜りま

して、まことにありがとうございます。 

 さて、今回お願いいたします案件は、報

告案件といたしまして、平成２１年度決算

に基づく健全化判断比率及び資金不足比率

報告の件、認定案件といたしまして、平成

２１年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定

の件ほか８件、議案といたしまして、平成

２２年度摂津市一般会計補正予算ほか１５

件、合計２６件のご審議をお願いいたすも

のでございます。 

 何とぞよろしくご審議の上、ご承認、ご

可決賜りますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

 簡単ではございますが、開会に当たりま

してのごあいさつといたします。 

○上村高義議長 あいさつが終わり、本日の

会議を開きます。 

 本日の会議録署名議員は、森内議員及び

山本議員を指名します。 

 日程１、会期決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 この定例会の会期は、本日から９月３０

日までの２１日間とすることに異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 日程２、議案第５５号など３件を議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。市長。 

  （森山市長 登壇） 

○森山市長 ただいま一括上程となりました

議案第５５号から議案第５７号の提案理由

の説明を申し上げます。 

 まず、議案第５５号、副市長の選任につ

いて同意を求める件につきまして、ご説明

を申し上げます。 

 本件につきましては、平成２２年９月１

８日付で小野吉孝副市長が任期満了となる

ことに伴いまして、引き続き小野吉孝氏を

摂津市副市長に選任いたしたく、地方自治

法第１６２条の規定により、議会の同意を

求めるものでございます。 

 続きまして、議案第５６号、教育委員会

委員の任命について同意を求める件につき

まして、ご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、平成２２年９月３

０日付で和島剛委員が任期満了となること

に伴いまして、引き続き和島剛氏を摂津市

教育委員会委員に任命いたしたく、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第４条

第１項の規定により、議会の同意を求める

ものでございます。 

 続きまして、議案第５７号、公平委員会

委員の選任について同意を求める件につき

まして、ご説明申し上げます。 

 本件につきましては、平成２２年１１月

１２日付で古谷博子委員が任期満了となる

ことに伴いまして、引き続き古谷博子氏を

摂津市公平委員会委員に選任いたしたく、

地方公務員法第９条の２第２項の規定によ

り、議会の同意を求めるものでございます。 

 なお、それぞれの履歴書を議案参考資料

の３ページから５ページに添付いたしてお

りますので、ご参照いただきますようお願

い申し上げます。 



 

 

 

１－４

 簡単ではございますが、提案理由の説明

とさせていただきます。 

○上村高義議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 お諮りします。 

 本３件については、委員会付託を省略す

ることに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 討論なしと認め、討論を終

わります。 

 議案第５５号及び議案第５６号を一括採

決します。 

 本２件について、同意することに賛成の

方の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○上村高義議長 起立者多数。よって本件は

同意されました。 

 議案第５７号を採決します。 

 本件について、同意することに異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、本件は同

意されました。 

 小野吉孝氏からあいさつを受けます。 

  （小野副市長 登壇） 

○小野副市長 ただいま副市長選任のご同意

をいただきまして、ありがとうございます。

ちょうど４年前の助役就任の際のあいさつ

の中でも申し上げたところでございますが、

市長、副市長２人は２馬力でございます。

それをともに協力しながら３倍、４倍の仕

事をしようではないか、そして、そのこと

で市民の皆さん方にお返しをしていこうと

いう森山市長の言葉を再度心に刻みまして、

これからの行財政運営に邁進してまいりた

いと、かように考えております。 

 議員各位のより一層のご指導をお願い申

し上げまして、副市長就任に当たりまして

のあいさつとさせていただきます。ありが

とうございました。（拍手） 

○上村高義議長 日程３、認定第１号など１

６件を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 認定第１号、平成２１年度

摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件につ

いて、その内容を説明させていただきます。 

 本市の平成２１年度決算は、歳出では、

職員給与の抑制や公債費の減少などがあっ

たものの、退職手当や扶助費の増加が上回

りました。一方、歳入では、景気後退の影

響を受け、法人市民税が大幅な減となった

ことなどにより、市税は前年度から１０億

円を超える減収となりました。そのため、

赤字地方債の発行により市税減収に対処す

ることによって、主要基金の残高を減らす

ことなく実質収支の黒字を何とか確保する

ことができました。また、他の財政指標に

つきましては、経常収支比率が１．２ポイ

ント減少の９２．８％になったことをはじ

め、実質公債費比率、将来負担比率など、

前年度数値を下回っております。しかしな

がら、財政指標改善の要因を分析いたしま

すと、企業誘致に伴う税収の増加や赤字地

方債の増発など、一時的な要因によるとこ

ろもございます。それを考慮いたしますと、

抜本的に財政状況が改善されたとは言えま

せん。 

 景気低迷などにより市税収入の大幅な増
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加が今後見込めない一方で、社会保障経費

の増加が想定される状況下でさまざまな課

題に対処するためには、さらなる行財政改

革の推進が必要であります。これまでの取

り組みに対し満足することなく、健全な財

政運営を継続的に実現し、これを確固たる

ものとするためにも、今後も一丸となって

行財政改革を推進してまいります。 

 それでは、平成２１年度一般会計決算の

概要についてご説明させていただきます。 

 まず、予算額につきましては、当初予算

額３１３億５，３００万７，０００円に対

し、３３億４３８万９，０００円を増額補

正し、前年度繰越事業費２８億２，１９８

万９５０円を合わせまして、最終予算額は

３７４億７，９３７万６，９５０円となり

ました。 

 歳入につきましては、調定額３６０億７，

２３２万７，１５５円に対し、収入済額３

４８億３，６２２万２，６８７円で、収入

率９６．６％となっております。 

 収入構成は、別冊の平成２１年度決算概

要１１ページに記載しております。自主財

源が２３１億７，８１３万７，７６１円、

依存財源が１１６億５，８０８万４，９２

６円となっており、その構成比率は、自主

財源が６６．５％、依存財源が３３．５％

であります。歳入の主な構成比率は、市税

が５２．７％、市債が９．８％、国庫支出

金が１３．５％、府支出金が５％などとな

っております。 

 次に、歳出でございますが、予算現額３

７４億７，９３７万６，９５０円に対しま

して、支出済額３３９億９，６７５万４，

１９１円で、執行率は９０．７％となって

おります。 

 これを性質別に見てまいりますと、決算

概要の１５ページに記載しておりますとお

り、人件費、扶助費、公債費の合計である

義務的経費は１７０億７０９万４，５８４

円となっており、歳出全体に占める割合は

５０％となっております。 

 普通建設事業費は２６億７，４８１万８，

９８６円で７．９％となっており、その他

の経費では、補助費等が３５億８，２０６

万４，２１８円で１０．５％などとなって

おります。 

 この結果、平成２１年度の一般会計の決

算額は、歳入歳出差し引き８億３，９４６

万８，４９６円となり、翌年度へ繰り越す

べき財源を差し引いた後の実質収支は１億

５，２９８万８，１８４円となりました。 

 この実質収支額は、臨時財政対策債をは

じめとする赤字地方債の増額発行などによ

り確保したものでございます。 

 なお、年度末における市債現在高は、一

般会計で２７７億９，２６２万６，０９０

円となっております。また、主要基金の現

在高は５０億６，０２０万１，９８７円と

なり、前年度末現在高と比べ３億７，７０

８万３，８５３円の増となりました。 

 それでは、決算書に従いまして、歳入歳

出の各款別のその主な内容について、ご説

明申し上げます。 

 まず、歳入でございますが、１０ページ、

款１、市税は、収入済額１８３億７，３６

６万７，９０２円、前年度に比べ６．９％、

１３億５，８０６万９，４３２円の減額と

なっております。 

 項１、市民税は、収入済額５８億７，８

８１万４，５４６円、前年度に比べ１９．

９％、１４億６，４５２万３，５２２円の

減額となっております。これは、景気低迷

による法人市民税が減額となったことなど

によるものでございます。 

 項２、固定資産税は、収入済額８７億６，
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９６６万４，４３８円、前年度に比べ０．

２％、１，３４１万２，８１７円の減額と

なっております。これは、家屋の経年減価

や償却資産の新規設備投資の減少によるも

のでございます。 

 項３、軽自動車税は、収入済額７，９２

５万５，３５７円、前年度に比べ２．５％、

１９４万７，９５７円の増額となっており

ます。 

 項４、市たばこ税は、収入済額２０億２，

９９２万１，０３０円、前年度に比べ６．

３％、１億２，０３５万２，０１４円の増

額となっております。 

 項５、都市計画税は、収入済額１６億１，

６０１万２，５３１円、前年度に比べ０．

２％、２４３万３，０６４円の減額となっ

ております。 

 なお、市税の徴収率は９４％で、前年度

に比べ０．６ポイント低下いたしておりま

す。また、不納欠損額につきましては７，

８８１万９，５６０円となっております。 

 款２、地方譲与税は収入済額１億７，６

５０万１，４３７円、前年度に比べ６．

１％、１，１５４万８，５６３円の減額と

なっております。 

 項１、地方揮発油譲与税は、収入済額２，

８４９万１，０００円となっております。

これは、平成２１年度の税制改正により、

地方道路譲与税にかわり一般財源として譲

与されたものでございます。 

 項２、自動車重量譲与税は、収入済額１

億２，８４４万８，０００円、前年度に比

べ９．７％、１，３８７万円の減額となっ

ております。 

 項３、地方道路譲与税は、収入済額１，

９５６万２，４３７円で、前年度に比べ５

７．２％、２，６１６万９，５６３円の減

額となっております。 

 款３、利子割交付金は、収入済額６，３

８１万３，０００円、前年度に比べ１４．

６％、１，０８９万６，０００円の減額と

なっております。 

 款４、配当割交付金は、収入済額２，３

９３万８，０００円で、前年度に比べ１８．

５％、５４４万１，０００円の減額となっ

ております。 

 款５、株式等譲渡所得割交付金は、収入

済額１，１１２万３，０００円で、前年度

に比べ６．５％、６７万５，０００円の増

額となっております。 

 款６、地方消費税交付金は、収入済額９

億７，０７１万７，０００円、前年度に比

べ５．６％、５，１１９万３，０００円の

増額となっております。 

 款７、ゴルフ場利用税交付金は、収入済

額２６６万４，４０９円、前年度に比べ５．

５％、１５万４，８３４円の減額となって

おります。 

 款８、自動車取得税交付金は、収入済額

８，９４５万７，０００円、前年度に比べ

４２．７％、６，６７３万９，０００円の

減額となっております。これは、税制改正

による自動車取得税の減税によるものでご

ざいます。 

 款９、地方特例交付金は、収入済額２億

１，２６１万円、前年度に比べ７．７％、

１，７６３万６，０００円の減額となって

おります。 

 項１、地方特例交付金は、収入済額１億

４，５９８万１，０００円、前年度に比べ

８．９％、１，４２２万３，０００円の減

額となっております。 

 項２、特別交付金は、収入済額６，６６

２万９，０００円、前年度に比べ３．５％、

２２４万２，０００円の増額となっており

ます。 
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 款１０、地方交付税は、収入済額２億２，

６４７万９，０００円、前年度に比べ１万

円の増額となっております。 

 款１１、交通安全対策特別交付金は、収

入済額１，８６３万５，０００円、前年度

に比べ３％、５７万３，０００円の減額と

なっております。 

 １２ページ、款１２、分担金及び負担金

は、収入済額９億５，９５５万６９９円、

前年度に比べ７．８％、６，９５１万１，

４７５円の増額となっております。 

 款１３、使用料及び手数料は、収入済額

６億２９４万３，５９２円、前年度に比べ

５％、３，１５６万４，３５２円の減額と

なっております。 

 項１、使用料は、収入済額４億７，６８

９万８，２６０円、前年度に比べ３．３％、

１，６３０万８，７１６円の減額となって

おります。 

 項２、手数料は、収入済額１億２，６０

４万５，３３２円、前年度に比べ１０．

８％、１，５２５万５，６３６円の減額と

なっております。 

 款１４、国庫支出金は、収入済額４７億

１，１４２万６，６１０円、前年度に比べ

５４．６％、１６億６，４８８万４，３８

８円の増額となっております。 

 項１、国庫負担金は、収入済額２８億６，

０３８万４６８円、前年度に比べ９．４％、

２億４，６１３万６，２３３円の増額とな

っております。これは、生活保護費等負担

金の増などによるものでございます。 

 項２、国庫補助金は、収入済額１７億９，

９１５万６，２６１円、前年度に比べ３５

１．９％、１４億１０５万３，２６１円の

増額となっております。これは、定額給付

金に係る国庫補助金の増などによるもので

ございます。 

 項３、委託金は、収入済額５，１８８万

９，８８１円、前年度に比べ５１．７％、

１，７６９万４，８９４円の増額となって

おります。これは、衆議院議員総選挙に係

る委託金の増などによるものでございます。 

 款１５、府支出金は、収入済額１７億２，

７０２万４７０円、前年度に比べ１４．

７％、２億２，１５３万６，５６６円の増

額となっております。 

 項１、府負担金は、収入済額９億７，０

２１万３，７９８円、前年度に比べ５．

８％、５，３４９万５，１３７円の増額と

なっております。 

 項２、府補助金は、収入済額６億５５６

万９，６２２円、前年度に比べ５５．７％、

２億１，６７３万１，２３９円の増額とな

っております。これは、民間保育所施設整

備に係る府補助金の増などによるものでご

ざいます。 

 項３、委託金は、収入済額１億５，１２

３万７，０５０円、前年度に比べ２４．

４％、４，８６８万９，８１０円の減額と

なっております。これは、府税徴収事務委

託金の減などによるものでございます。 

 款１６、財産収入は、収入済額７，４９

８万５，９６１円、前年度に比べ１１．

７％、７８６万４５１円の増額となってお

ります。 

 項１、財産運用収入は、収入済額４，７

４１万４，６８３円、前年度に比べ３．

８％、１８５万８，９７６円の減額となっ

ております。 

 項２、財産売払収入は、収入済額２，７

５７万１，２７８円、前年に比べ５４．

４％、９７１万９，４２７円の増額となっ

ております。これは、土地売払収入の増に

よるものでございます。 

 款１７、寄附金は、収入済額１，１７４
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万２，２８３円、前年度に比べ２５．５％、

４００万８，８９７円の減額となっており

ます。 

 款１８、繰入金は、収入済額１１億４，

１３３万２，３８６円、前年度に比べ４８．

５％、３億７，２８３万７７円の増額とな

っております。 

 項１、特別会計繰入金は、収入済額２，

３３７万３，２４４円、前年度に比べ０．

４％、８万８，２７２円の減額となってお

ります。 

 項２、基金繰入金は、収入済額１１億１，

７９５万９，１４２円、前年度に比べ５０．

１％、３億７，２９１万８，３４９円の増

額となっております。これは、減債基金を

１０億９，０００万円取り崩したことなど

によるものでございます。 

 款１９、諸収入は、収入済額７億１，７

９０万１，４４６円、前年度に比べ９．

４％、６，１４７万３，５９２円の増額と

なっております。 

 項１、延滞金、加算金及び過料は、収入

済額１，９９０万５４７円、前年度に比べ

１１．４％、２５６万９，１０９円の減額

となっております。 

 項２、市預金利子は、収入済額２２３万

５，８９７円、前年度に比べ６９．９％、

５２０万３，４１７円の減額となっており

ます。 

 項３、貸付金元利収入は、収入済額１億

３９７万７，４００円、前年度に比べ０．

７％、７４万８，１００円の増額となって

おります。 

 項４、雑入は、収入済額５億９，１７８

万７，６０２円、前年度に比べ１３．１％、

６，８４９万８，０１８円の増額となって

おります。 

 款２０、市債は、収入済額３４億２，３

７０万円、前年度に比べ１８．６％、７億

８，０８０万円の減額となっております。

これは、借換債の減額などによるものでご

ざいます。なお、借換債を除く実質収入済

額は、前年に比べ６０．４％、１１億２，

５６０万円の増額となっております。 

 款２１、繰越金は、収入済額１２億９，

６０１万３，４９２円、前年度に比べ２２

３％、８億９，４７９万６，５８５円の増

額となっております。繰越金の内訳は、平

成２０年度実質収支額及び南千里丘まちづ

くり関連事業などに係る繰越財源でござい

ます。 

 続きまして、歳出でございますが、１８

ページ、款１、議会費は、支出済額３億１，

０６２万２，８４３円、執行率は９８．

５％となっております。 

 款２、総務費は、支出済額６８億２，１

１１万８，６９２円、執行率は８７．８％

となっております。 

 項１、総務管理費は、支出済額５７億９，

９８６万９，４７１円となっております。

その主な内訳は、広報に係る経費、人事、

会計管理に係る経費、電子計算事務に係る

経費、庁舎等の財産管理に係る経費、自治

振興に係る経費、コミュニティプラザ整備

に係る経費などを執行いたしております。 

 項２、徴税費は、支出済額７億２，１４

０万２，３３０円となっており、税務事務

に係る経費でございます。 

 項３、戸籍住民基本台帳費は、支出済額

１億７，２６０万９，８４２円となってお

り、戸籍関係などの事務執行経費でござい

ます。 

 項４、選挙費は、支出済額７，１９０万

８，４１１円となっており、市議会議員一

般選挙及び衆議院議員総選挙に係る経費な

どを執行いたしております。 
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 項５、統計調査費は、支出済額２，８２

９万４，９７５円となっており、各種基幹

統計調査に係る経費でございます。 

 項６、監査委員費は、支出済額２，７０

３万３，６６３円となっており、監査事務

に係る経費でございます。 

 款３、民生費は、支出済額１０８億２，

６２２万５，４００円、執行率は９６．

６％となっております。 

 項１、社会福祉費は、支出済額４５億３，

２７２万６，２００円となっております。

その主な内容は、国民健康保険特別会計、

介護保険特別会計などへの繰出金のほか、

市立せっつ桜苑やみきの路運営委託料など

の経費を執行いたしております。 

 項２、児童福祉費は、支出済額３８億２，

０２０万２，５１７円となっており、保育

所の管理運営に係る経費などを執行いたし

ております。 

 項３、生活保護費は、支出済額２３億４

９１万１，１９９円となっております。 

 項４、生活文化費は、支出済額１億６，

８３８万５，４８４円となっております。

その主な内容は、摂津市施設管理公社委託

料や文化ホールなどの施設に係る管理経費

のほか、旧保健センター改修に係る経費を

執行いたしております。 

 項５、災害救助費は、執行はございませ

ん。 

 款４、衛生費は、支出済額２０億２，４

３４万５，８９３円、執行率は９０．４％

となっております。 

 項１、保健衛生費は、支出済額６億９９

１万３，８００円となっております。その

主な内容は、保健センターや葬儀会館の業

務委託料、各種健診や予防接種に係る経費

などを執行いたしております。 

 項２、清掃費は、支出済額１４億１，４

４３万２，０９３円となっております。そ

の主な内容は、ごみの収集や処理に係る経

費、クリーンセンター及び環境センターの

維持管理経費などを執行いたしております。 

 款５、農林水産業費は、支出済額１億２，

３４４万９，４５１円、執行率は９５．

３％となっております。その主な内容は、

農業振興に係る事務経費及び農業水路のポ

ンプ場維持管理経費のほか、農業水路改修

工事に係る経費を執行いたしております。 

 款６、商工費は、支出済額５億５，４３

２万２，０８２円、執行率は９８．８％と

なっております。その主な内容は、地域商

業の活性化に関する経費や商工業の振興に

係る経費を執行いたしております。 

 款７、土木費は、支出済額５２億２０万

８，３６９円、執行率は８４．９％となっ

ております。 

 項１、土木管理費は、支出済額２５億４，

７４５万２，３３８円となっております。

その主な内容は、公共下水道事業特別会計

への繰出金、自転車・自動車駐車場管理関

係経費のほか、交通安全推進経費などを執

行いたしております。 

 項６、道路橋りょう費は、支出済額４億

２，１２７万１，７７５円となっておりま

す。その主な内容は、道路維持補修工事、

道路改良工事のほか、歩道改良などの交通

安全対策工事を執行いたしております。 

 項３、水路費は、支出済額８，５５６万

３，９５８円となっております。その主な

内容は、ポンプ場の維持管理のほか、排水

路改修工事に係る経費などを執行いたして

おります。 

 項４、都市計画費は、支出済額２０億８，

０７９万２，７０４円となっております。

その主な内容は、南千里丘まちづくり関連

事業に係る経費のほか、阪急京都線連続立
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体交差事業に係る経費などを執行いたして

おります。 

 項５、住宅費は、支出済額６，５１２万

７，５９４円となっております。その主な

内容は、市営住宅の維持管理や建て替えに

係る経費を執行いたしております。 

 款８、消防費は、支出済額９億９，３７

６万５，１７６円、執行率は９３．９％と

なっております。その主な内容は、消防活

動、救急救助活動、予防活動に係る経費の

ほか、消防団に係る経費などを執行いたし

ております。 

 ２０ページ、款９、教育費は、支出済額

２９億６，５９０万８，９７５円、執行率

は７６．４％となっております。 

 項１、教育総務費は、支出済額５億８１

３万５１７円となっております。その主な

内容は、学校の安全対策事業や教育研究所

の教育相談事業のほか、学校教育充実のた

めの各種事業に係る経費などを執行いたし

ております。 

 項２、小学校費は、支出済額１０億７，

０００万７，１５８円となっております。

その主な内容は、耐震補強工事や給食調理

室改修工事のほか、小学校運営に係る経費

を執行いたしております。 

 項３、中学校費は、支出済額３億５，１

８４万５，５７３円となっております。そ

の主な内容は、空調機設置工事のほか、中

学校運営に係る経費を執行いたしておりま

す。 

 項４、幼稚園費は、支出済額２億７，１

１８万６８５円となっております。その主

な内容は、耐震補強に係る経費のほか、幼

稚園運営に係る経費を執行いたしておりま

す。 

 項５、社会教育費は、支出済額３億８，

６０９万８，２５６円となっております。

その主な内容は、摂津音楽祭、市美術展、

こどもフェスティバル等の各種行事のほか、

学童保育、公民館の管理運営経費を執行い

たしております。 

 項６、図書館費は、支出済額１億５，５

５９万４，４６５円となっており、市民図

書館及び鳥飼図書センターに係る管理運営

経費を執行いたしております。 

 項７、保健体育費は、支出済額２億２，

３０５万２，３２１円となっております。

その主な内容は、市長杯総合スポーツ大会

に係る経費のほか、地区市民体育祭に係る

補助金、体育施設の管理運営経費などを執

行いたしております。 

 款１０、公債費は、支出済額４１億７，

６７８万７，３１０円、執行率は９９．

９％となっております。借換債を除いた実

質では３７億４，１６８万７，３１０円と

なっております。なお、実質公債費比率は

７％となっております。 

 款１１、諸支出金につきましては、執行

いたしておりません。 

 款１２、予備費につきましては、当初予

算３，０００万円に対しまして１，２５４

万９，１４３円の充当額となっております。

その内容は、衛生費で新型インフルエンザ

に係る医師報酬、医薬品及び陰圧式テント

等に１，２３０万７，９７３円、消防費で

新型インフルエンザワクチン接種費用に２

４万１，１７０円を充当いたしております。 

 以上、平成２１年度摂津市一般会計歳入

歳出決算内容の説明とさせていただきます。 

 続きまして、認定第５号、平成２１年度

摂津市財産区財産特別会計歳入歳出決算認

定の件につきまして、その内容をご説明申

し上げます。 

 特別会計歳入歳出決算書６３ページ以降

をご参照願います。 
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 平成２１年度の決算といたしましては、

歳入１５億６，５７３万５，９７０円、歳

出４，７１０万９，０９４円となり、差し

引き１５億１，８６２万６，８７６円の剰

余金を見た次第でございます。この剰余金

につきましては、全額、平成２２年度の同

会計の収入といたすものであります。 

 以下、その内容についてご説明申し上げ

ます。 

 まず、歳入でございますが、７２ページ、

款１、財産収入、項１、財産運用収入の６，

２２０万８，０００円は、前年度と比べ１．

３％、８０万円の増となっております。 

 次に、款２、繰越金、項１、繰越金は、

収入済額１４億９，９３１万３，３４７円

となっており、前年度と比べ２．４％、３，

５５９万２，７６４円の増となっておりま

す。 

 続きまして、款３、諸収入、項１、預金

利子等は４２１万４，６２３円となってお

り、前年度に比べ１０．１％、４７万３，

９２２円の減額となっております。 

 次に、歳出でございますが、７４ページ

の款１、繰出金、項１、繰出金１，２４４

万１，６００円は、前年度に比べ３．２％、

３８万４，０００円の増になっております。

これは、味舌上財産区の財産運用収入に係

る一定割合を一般会計へ繰り出したもので

ございます。 

 次に、款２、諸支出金、項１、地方振興

事業費３，４６６万７，４９４円は、各財

産区への事業交付金であり、前年度に比べ

８７．９％、１，６２２万１，３１３円の

増額となっております。この内容といたし

ましては、決算概要の２２９ページから２

３５ページに記載しておりますので、ご参

照願います。 

 以上、平成２１年度摂津市財産区財産特

別会計歳入歳出決算のご説明とさせていた

だきます。 

 続きまして、議案第５３号、平成２２年

度摂津市一般会計補正予算（第２号）につ

きまして、提案内容をご説明申し上げます。 

 今回、補正をお願いいたします予算の内

容としましては、歳入につきましては、子

育て支援事業に係る府補助金のほか、介護

保険特別会計からの繰入金などとなってお

ります。歳出につきましては、子育て情報

に係るホームページ開設経費をはじめとす

る子育て支援事業のほか、過年度の国庫府

費返還金など、一部緊急を要する事業につ

いての追加補正となっております。 

 まず、補正予算の第１条といたしまして、

既定による歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ６，２３２万円を追加し、その総

額を３２０億４，７３９万１，０００円と

いたすものでございます。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

２ページからの第１表歳入歳出予算補正に

記載のとおりでございます。 

 歳入につきましては、款１５、府支出金、

項２、府補助金２，０７０万１，０００円

の増額は、子育て支援事業に係る補助金を

計上いたしております。 

 款１８、繰入金、項１、特別会計繰入金

２，２９０万６，０００円の増額は、介護

保険特別会計の過年度分の精算により、一

般会計への繰入金を計上いたすものでござ

います。 

 項２、基金繰入金１，６９１万３，００

０円の増額は、今回の補正財源を調整する

ため、財政調整基金繰入金の増額を計上い

たしております。 

 款２０、市債、項１、市債１８０万円の

増額は、臨時財政対策債の増額を計上いた
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しております。 

 続きまして、歳出でございますが、款３、

民生費、項１、社会福祉費では、老人医療、

障害者医療及び障害者自立支援給付費等に

係る過年度精算による返還金３，４８２万

１，０００円を計上いたしております。 

 項２、児童福祉費では、子育て情報ホー

ムページ構築業務委託料など、子育て支援

に係る経費のほか、乳幼児等医療の過年度

府費返還金など２，３６９万３，０００円

を計上いたしております。 

 項３、生活保護費では、過年度国庫府費

返還金１６０万１，０００円を計上いたし

ております。 

 款４、衛生費、項１、保健衛生費では、

過年度国庫返還金１０３万８，０００円を

計上いたしております。 

 款９、教育費、項４、幼稚園費では、公

立幼稚園に設置するＡＥＤ購入経費１１６

万７，０００円を計上いたしております。 

 次に、第２条、債務負担行為の補正につ

きましては、３ページ、第２表債務負担行

為の補正に記載のとおりでございます。 

 一般廃棄物収集運搬業務委託事業につき

ましても、業務委託の範囲を拡大の上、長

期契約を行うもので、平成２３年度から平

成２７年度までの間、７億７，５６０万円

の債務負担行為の限度額を設定いたすもの

でございます。 

 学校給食調理業務等委託事業につきまし

ては、従前から実施いたしております長期

契約の更新を行うもので、平成２３年度か

ら平成２５年度までの間、６，１５０万円

の債務負担行為の限度額を設定いたすもの

でございます。 

 次に、第３条、地方債の補正につきまし

ては、４ページからの第３表地方債の補正

に記載いたしております。変更分につきま

しては、臨時財政対策債の発行可能額の確

定に伴い、その限度額を変更するものでご

ざいます。 

 以上、平成２２年度摂津市一般会計補正

予算（第２号）の内容説明とさせていただ

きます。 

○上村高義議長 水道部長。 

  （中岡水道部長 登壇） 

○中岡水道部長 それでは、まず初めに、認

定第２号、平成２１年度摂津市水道事業会

計決算認定の件につきまして、決算書に基

づき、その内容をご説明申し上げます。 

 決算書の２ページから３ページの収益的

収入及び支出、４ページから５ページの資

本的収入及び支出につきましては、消費税

及び地方消費税を含んだ金額で表示いたし

ております。 

 まず、２ページから３ページの収益的収

入及び支出でございますが、収入の款１、

水道事業収益は、決算額２４億５８８万２，

３９５円で、前年度に比べ４．７％、１億

１，７７２万９，４７０円の減少となって

おります。この主な要因は、項１、営業収

益が２３億３３７万９，６９７円で、前年

度に比べ４．７％、１億１，３２９万８，

６０７円減少し、項２、営業外収益が１億

２５０万２，６９８円で、前年度に比べ４．

１％、４４３万８６３円減少したもので、

基幹収入である給水収益は、企業や市民の

節水などにより減少し、さらに住宅開発に

伴う納付金なども減少したことによるもの

でございます。 

 次に、支出でございますが、款１、水道

事業費用は、決算額２１億２，６３７万８，

４３３円で、前年度に比べ１．５％、３，

２２０万２，８２４円の減少となっており

ます。この主な要因は、項１、営業費用が

１９億３，４１０万７，３４７円で、前年
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度に比べ０．８％、１，５６１万４８８円

減少しております。これは、賃金や退職給

与金などが増加したものの、人件費や有形

固定資産に係る減価償却費などが減少した

ことによるものでございます。 

 項２、営業外費用は１億８，０２４万７，

８７２円で、前年度に比べ９．３％、１，

８４１万８，３４４円減少しております。

これは企業債の支払利息が減少したことに

よるものでございます。 

 項３、特別損失は１，２０２万３，２１

４円で、前年度に比べ１７．９％、１８２

万６，００８円増加しております。これは、

水道料金滞納者に対する追跡調査等を実施

してきたにもかかわらず、転出先不明や企

業倒産等による徴収不能により、過年度損

益修正損として処分したものでございます。 

 項４、予備費は、項２、営業外費用の支

払消費税及び地方消費税へ２８１万１，０

００円を充当し、残額７１８万９，０００

円を不用額といたしております。 

 続きまして、４ページから５ページの資

本的収入及び支出でございますが、収入の

款１、資本的収入は決算額５億３，０８７

万円で、前年度に比べ０．２％、１１６万

円減少しております。この主な要因は、項

２、工事負担金が８７万円で、前年度に比

べ５７．１％、１１６万円減少したもので、

これは消火栓設置に係る工事負担金が減少

したことによるものでございます。 

 次に、支出でございますが、款１、資本

的支出は、決算額１０億７，５１１万９，

０９０円で、前年度に比べ１．２％、１，

３３９万６，６６７円の減少となっており

ます。この主な要因は、項１、建設改良費

が２億７，１７５万５７５円で、前年度に

比べ１０．４％、２，５５０万７５６円増

加しております。これは、固定資産取得費

が減少したものの、太中浄水場の施設改修

費などが増加したことによるものでござい

ます。 

 項２、企業債償還金は３億３３６万８，

５１５円で、前年度に比べ１１．４％、３，

８８９万７，４２３円減少しております。

これは、公的資金補償金免除繰上償還制度

に基づく繰上償還がなくなったことによる

ものでございます。 

 項３、貸付金は５億円で、前年度と同額

となっております。これは摂津市土地開発

公社へ貸し付けているものでございます。 

 項４、予備費につきましては、５００万

円の予算額全額を不用額といたしておりま

す。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額５億４，４２４万９，０９０

円につきましては、過年度分損益勘定留保

資金１億８，２１６万２，３１８円、減債

積立金２億円、建設改良積立金１億５，０

００万円及び当年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額１，２０８万６，７７

２円をもって補てんしております。 

 また、棚卸資産購入限度額の執行額は２，

５９１万９，２１５円で、これに伴う仮払

消費税及び地方消費税相当額は１２３万４，

１９８円でございます。 

 続きまして、６ページに記載しておりま

す水道事業会計損益計算書につきまして、

ご説明申し上げます。 

 損益計算書につきましては、当年度中に

おける水道事業の経営成績をあらわすもの

で、消費税及び地方消費税を含めない金額

で表示しております。 

 まず、営業収益２１億９，４１４万３，

７５７円に対し、営業費用は１８億８，５

７４万６，６１２円で、差し引き３億８３

９万７，１４５円の営業利益が生じました。
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また、営業外収益９，９２６万７，５１１

円に対し、営業外費用は１億３，００３万

９８４円で、差し引き３，０７６万３，４

７３円の損失が生じ、営業利益から営業外

収支の損失を差し引きした額２億７，７６

３万３，６７２円が経常利益となりました。 

 この経常利益から特別損失である過年度

損益修正損１，１４５万６８０円を差し引

きいたしますと、当年度純利益は２億６，

６１８万２，９９２円となりました。 

 したがいまして、当年度純利益に前年度

繰越利益剰余金６億９，０２０万７，５３

５円を加えますと、当年度未処分利益剰余

金は９億５，６３９万５２７円となりまし

た。 

 また、８ページに記載しております剰余

金処分計算書につきましては、当年度未処

分利益剰余金９億５，６３９万５２７円の

処分方法をあらわすもので、減債積立金に

２億円、建設改良積立金に１億５，０００

万円を積み立て、残り６億６３９万５２７

円を繰越利益剰余金といたしまして、翌年

度へ繰り越すものでございます。 

 ９ページから１０ページにかけての水道

事業会計貸借対照表は、平成２１年度にお

ける水道事業の財政状態をあらわすもので、

保有するすべての資産、負債及び資本を総

括的にあらわしたもので、資産の合計額は

１２３億２，５２０万９，５３５円、負債

の合計額は９億３，１３０万２，０５５円、

資本の合計額は１１３億９，３９０万７，

４８０円となっております。 

 以上、決算内容の説明とさせていただき

ます。 

 続きまして、議案第６４号、大阪広域水

道企業団の設置に関する協議の件につきま

して、その内容をご説明申し上げます。 

 本議案につきましては、水道用水供給事

業の経営に関する事務、水道事業の受託・

技術的支援に関する事務、工業用水道事業

の経営に関する事務等を共同処理するため、

大阪広域水道企業団を設置することに関し、

地方自治法第２８４条第２項の規定により、

関係市町村と協議するため、同法第２９０

条の規定により提案するものでございます。 

 ９月議会で上程する団体は、規約（案）

の別表にある３７団体でございまして、議

決後、速やかに大阪府知事の許可をとり、

企業団を設立するものでございます。残る

団体は、１２月議会での上程となりますが、

その際、既に議決をいただいた団体は構成

団体の追加ということで、規約改正の議決

をお願いすることになります。 

 企業団設立の趣意といたしましては、府

域の水道事業の課題が、水源開発・施設拡

張から維持更新へと変化しており、さらに

市町村においては、施設の老朽化による更

新費用の増加や団塊世帯の退職による技術

力の低下が見込まれております。このよう

な厳しい環境にある水道事業の経営基盤を

強化するため、住民に身近な市町村が連携

して用水供給事業を経営し、市町村みずか

らが事業、経営計画、料金決定を行い、併

せて市町村水道事業との連携拡大を進める

ことで双方の効率化を図っていくことが重

要であるとの認識に立ち、企業団を設立す

るものでございます。 

 協議の内容につきましては、大阪広域水

道企業団規約（案）のとおりでございまし

て、条文に沿ってご説明申し上げます。 

 なお、議案参考資料２０ページに企業団

設立の経過、設立趣意等の概要を掲載して

おりますので、ご参照願います。 

 まず、第１条は、企業団の名称に関する

規定で、大阪広域水道企業団とするもので

ございます。 
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 第２条は、企業団を組織する地方公共団

体に関する規定で、設立当初におきまして

は、企業団は別表に掲げる３７市町村で構

成するものでございます。 

 第３条は、企業団の共同処理する事務に

関する規定で、企業団は大阪府が運営する

水道用水供給事業及び工業用水道事業を承

継し、市町村の共同事務として運営してい

くものでございます。また、市町村が運営

する水道事業に対し、企業団として受託や

技術的支援を行うことで、府域の水道事業

の経営基盤強化に向けた連携拡大を図るも

のでございます。 

 第４条は、企業団の事務所の位置に関す

る規定で、円滑な事業開始が図れるよう、

当面、現在の大阪府水道部庁舎を事務所と

するものでございます。 

 第５条は、企業団の議会の組織及び議員

の選挙方法に関する規定で、企業団議会の

議員定数については、地方公営企業法の規

定による定数の上限である３０人とし、選

挙方法については、構成団体の議会の議員

の中から選挙し、構成団体の長が共同して

推薦するものでございます。 

 第６条は、企業団議員の任期に関する規

定で、第１項の任期は、構成団体の議会の

議員としての任期とするものでございます。

ただし、企業団における実際の運用方法に

つきましては、今後、市議会議長会及び町

村議会議長会と調整して決定することにな

ります。 

 第７条から第１０条は、それぞれ企業団

議会の事務局、企業長、補助職員及び監査

委員に関する規定でございます。 

 第１１条は、首長会議の設置に関する規

定で、構成団体の総意で企業団を運営する

ため、首長会議を設置するものでございま

す。首長会議は、企業団の特に重要な事項

を協議するため、構成団体の長を委員とし

て構成するもので、詳細は企業長が規則で

定めることになりますが、具体的な協議事

項といたしましては、料金、重要な計画、

規約の変更等を想定いたしております。 

 第１２条は、運営協議会の設置に関する

規定で、運営協議会も構成団体の総意で企

業団を運営するため設置するもので、企業

団の重要な事項を協議するため、構成団体

の水道事業者を委員として構成するもので

ございます。詳細は企業長が規則で定める

ことになりますが、具体的な協議事項とい

たしましては、予算、決算、利益処分の原

案等を想定いたしております。 

 第１３条は、企業団の経費の支弁の方法

に関する規定で、企業団の経費は、料金、

企業債、補助金、負担金、その他の収入を

充てるものでございます。実際には府営水

道の資産を無償承継することにより、設置

に当たっては、出資金、負担金など市町村

の新たな負担はございません。 

 次に、附則についてでございますが、本

規約の施行期日及び職務執行者に関する規

定でございます。規約は、平成２３年４月

１日から施行いたしますが、名称、構成団

体、企業長及び補助職員については、知事

の許可の日から施行するものでございます。

これは、平成２３年４月１日の共同処理の

開始までの間に、企業団として各種準備行

為を行う必要があるため、許可の日をもっ

て主要な事項を施行するものでございます。 

 また、規約施行後、速やかに企業団の関

連事務を執行することができるよう、企業

長が選任されるまでの間は、大阪府営水道

協議会会長市の長である堺市長が企業長の

職務を執行するものでございます。 

 以上、提案内容の説明とさせていただき

ます。 
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○上村高義議長 保健福祉部長。 

  （佐藤保健福祉部長 登壇） 

○佐藤保健福祉部長 それでは、特別会計決

算書５ページ、認定第３号、平成２１年度

摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

認定の件につきまして、その内容をご説明

申し上げます。 

 初めに、決算の概要についてご説明をさ

せていただきます。 

 国民健康保険特別会計につきましては、

老人保健医療制度が平成２０年４月から新

たに発足した後期高齢者医療制度に移行し

たことや、前期高齢者について、保険者間

の前期高齢者の偏在による負担の不均衡を

調整するための制度が設けられたことによ

り、予算の枠組みが大きく変動し、それに

伴って精算額が多額になっております。 

 まず、予算額につきましては、当初予算

９６億６，１８３万９，０００円に対し、

７億９，６４５万７，０００円を増額補正

し、最終予算額は１０４億５，８２９万６，

０００円となりました。 

 歳入につきましては、調定額１０９億５，

６８８万２，５６７円に対し、収入済額９

５億６，９８４万１，４７２円で、収入率

は８７．３％となっております。 

 歳入の主な構成比率は、国庫支出金が２

５．９％となり、これまで最も割合が高か

った国民健康保険料が２３．５％に低下し

ました。また、前期高齢者交付金が１６．

６％、共同事業交付金が１２．５％と増加

をしております。 

 次に、歳出でございますが、予算現額１

０４億５，８２９万６，０００円に対しま

して、支出済額９９億６，１２７万８，４

１６円で、執行率は９５．２％となってお

ります。 

 歳出の主な構成比率は、保険給付費が６

４．４％、後期高齢者支援金等が１１．

７％、共同事業拠出金が１０．４％、繰上

充用金が７．９％、介護納付金が４．１％

などとなっております。 

 この結果、３７ページ、実質収支に関す

る調書で表記のとおり、平成２１年度の国

民健康保険特別会計の決算額は、歳入歳出

差し引き３億９，１４３万６，９４４円の

赤字となり、平成２２年度予算から不足分

を繰上充用させていただきました。 

 なお、単年度収支では３億９，３１１万

９，８４２円の黒字となっておりますが、

平成２２年度において精算返還すべき交付

金や、平成１９年度、平成２０年度の精算

交付金等を控除いたしますと赤字となって

おり、依然として厳しい財政状況となって

おります。 

 それでは、決算書に従いまして、歳入歳

出の各款別のその主な内容につきまして、

ご説明を申し上げます。 

 まず、歳入でございますが、各歳入金額

につきましては、収入済額で説明をさせて

いただきます。 

 １２ページ、款１、国民健康保険料は２

２億４，９１２万３，３４０円で、前年度

に比べ５．８％、１億３，９１８万４，４

９５円の減額となっております。これは、

被保険者数の減少や賦課所得の減少による

ものでございます。収納率は、現年度分が

８４．６％で、前年度に比べ０．６％の減、

滞納繰越分が８．９％で、前年度に比べ２．

４％の減となり、全体では６１．９％とな

りました。なお、不納欠損につきましては、

平成１９年度賦課分の消滅時効等によるも

ので、延べ３，４７１件、２億１，３２８

万８，０７６円となっており、収入未済額

は１１億７，３７５万３，０１９円となっ

ております。 
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 款２、使用料及び手数料は２４万６５０

円で、前年度に比べ８．９％、２万３，６

５０円の減額となっております。 

 款３、国庫支出金は２４億８，２３３万

３，４２３円で、前年度に比べ１６．３％、

３億４，８６６万８，５２６円の増額とな

っております。 

 項１、国庫負担金は２０億１，０７８万

１，５１８円で、前年度に比べ１０．８％、

１億９，５４７万７，６２１円の増額とな

っております。これは医療費の増加に伴う

療養給付費等負担金の増によるものでござ

います。 

 項２、国庫補助金は４億７，１５５万１，

９０５円で、前年度に比べ４８．１％、１

億５，３１９万９０５円の増額となってお

ります。これは財政調整交付金の増による

ものでございます。 

 款４、療養給付費交付金は７億１，９７

８万７，１３３円で、前年度に比べ１０．

５％、６，８１１万１，６４２円の増額と

なっております。 

 款５、前期高齢者交付金は１５億９，１

３８万２，７９６円で、前年度に比べ１５．

６％の増額となっております。 

 款６、府支出金は４億６，０３９万９，

７１８円で、前年度に比べ９．０％、３，

８０１万１，１５９円の増額となっており

ます。 

 項１、府負担金は５，２９２万１，４４

８円で、前年度に比べ１０．０％、５９０

万７，２９６円の減額となっております。 

 項２、府補助金は４億７４７万８，２７

０円で、前年度に比べ１２．１％、４，３

９１万８，４５５円の増額となっておりま

す。これは財政調整交付金の増によるもの

でございます。 

 款７、共同事業交付金は１１億９，１５

４万９，１９３円で、前年度に比べ２０．

５％、２億３０３万６，７４１円の増額と

なっております。これは高額医療費共同事

業交付金及び保険財政共同安定化事業交付

金等の増によるものでございます。 

 款８、繰入金は８億４，８２６万６，５

６１円で、前年度に比べ５．４％、４，３

４６万９，２６９円の増額となっておりま

す。 

 款９、諸収入は２，６７５万８，６５８

円で、前年度に比べ３６１．５％、２，０

９６万１５７円の増額となっております。

これは第三者行為による納付金等の増及び

老人保健拠出金還付金が雑収入で歳入され

たことによるものでございます。 

 続きまして、歳出でございますが、各歳

出金額につきましては、支出済額で説明を

させていただきます。 

 １４ページ、款１、総務費は１億３７５

万４，５６８円で、執行率は８８．２％と

なっております。 

 項１、総務管理費は９，１４１万９，５

０１円となっており、その主な内容は、職

員１２名に対する人件費、その他国保運営

に係る経常経費を執行いたしております。 

 項２、徴収費は１，１９４万９，３８７

円となっており、保険料徴収員８名の報酬

や印刷製本費など徴収業務に要する費用を

執行いたしております。 

 項３、運営協議会費は３８万５，６８０

円となっております。 

 款２、保険給付費は６４億１，８５２万

２，８９６円で、執行率は９３．８％とな

っております。 

 項１、療養諸費は５７億１，６４８万６，

２５６円で、前年度に比べ２．１％、１億

１，８０７万１，５０５円の増額となって

おります。 



 

 

 

１－１８

 項２、高額療養費は６億３，１１０万２，

５５３円で、前年度に比べ１２．３％、６，

９１１万７，２１３円の増額となっており

ます。 

 項３、移送費は執行いたしておりません。 

 項４、出産育児諸費は５，３１３万４，

０１７円で、前年度に比べ１．１％、６１

万５，９８３円の減額となっております。 

 項５、葬祭諸費は８２９万円で、前年度

に比べ１７．１％、１２１万円の増額とな

っております。 

 項６、精神・結核医療給付費は９５１万

７０円で、前年度に比べ１．３％、１１万

９，３６４円の増額となっております。 

 款３、後期高齢者支援金等は１１億６，

７３９万３，３５９円で、前年度に比べ１

２．０％、１億２，５２７万１，９０２円

の増額となっております。 

 款４、前期高齢者納付金等は３３１万９，

３５９円で、前年度に比べ１３６．６％、

１９１万６，１３９円の増額となっており

ます。 

 款５、老人保健拠出金は７万８，３１８

円で、前年度に比べ、ほぼ１００％、１億

７，７７５万２，７３４円の減額となって

おります。これは、平成２１年度分の支払

いが事務費拠出金のみとなったことによる

ものでございます。 

 款６、介護納付金は４億１，０８３万６，

８５６円で、前年度に比べ５．８％、２，

５１０万６，５６９円の減額となっており

ます。これは前々年度納付金の精算等によ

るものでございます。 

 款７、共同事業拠出金は１０億３，１２

９万２，８２８円で、前年度に比べ３．

５％、３，７４５万６，０７９円の減額と

なっております。 

 款８、保健施設費は３，６４９万９，５

０８円で、前年度に比べ１３．１％、５４

９万２，６３０円の減額となっております。 

 款９、諸支出金は５０２万３，９３８円

で、前年度に比べ２７．７％、１９２万４，

５２７円の減額となっております。これは

過年度分保険料還付金の減によるものでご

ざいます。 

 款１０、繰上充用金は７億８，４５５万

６，７８６円で、これは平成２０年度の不

足額を補てんしたものでございます。 

 款１１、予備費については未執行となっ

ております。 

 以上で、決算内容の説明とさせていただ

きます。 

 続きまして、特別会計決算書４１ページ、

認定第４号、平成２１年度摂津市老人保健

医療特別会計歳入歳出決算につきまして、

その内容をご説明申し上げます。 

 それでは、初めに決算概要につきまして、

ご説明をさせていただきます。 

 老人保健医療特別会計につきましては、

老人保健医療制度が平成２０年４月から新

たに発足いたしました後期高齢者医療制度

に移行したことにより、医療費の実質的な

執行は平成２０年３月診療分までとなって

おり、平成２０年度からはこれまでの精算

等、整理期間に入っております。 

 まず、歳入でございますが、調定額３，

１４５万３，１５９円に対し、収入済額は

同額の３，１４５万３，１５９円で、収入

率は１００％となっております。前年度に

比べ９３．８％、４億７，２４３万４，８

２６円の減額となっております。 

 歳入の構成比は、支払基金交付金６．

６％、国庫支出金１０．１％、府支出金２．

０％、繰入金０．８％、諸収入２３．５％、

繰越金５７．０％となっております。 

 次に、歳出でございますが、予算現額８
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１５万９，０００円に対しまして、支出済

額は３７３万１，６８５円で、執行率は４

５．７％となっております。その結果、平

成２１年度の実質収支は、６１ページに表

記のとおり、歳入歳出差し引き２，７７２

万１，４７４円の黒字となったものでござ

います。 

 それでは、決算書に従いまして、歳入歳

出の主な内容につきまして、ご説明を申し

上げます。 

 まず、歳入でございますが、各歳入金額

につきましては、収入済額で説明をさせて

いただきます。 

 ４８ページの款１、支払基金交付金は２

０６万３，９７４円で、前年度に比べ９９．

２％、２億６，７５９万４，５９６円の減

額となっております。 

 款２、国庫支出金は３１８万９，２６７

円で、前年度に比べ９８．０％、１億５，

７２２万５，０４９円の減額となっており

ます。 

 款３、府支出金は６３万８，３０５円で、

前年度に比べ９８．１％、３，２６８万６，

０１４円の減額となっております。 

 款４、繰入金は２４万７，７６５円で、

前年度に比べ８３．１％、１２２万１，２

９２円の減額となっております。 

 款５、諸収入は７３８万９，３４０円で、

前年度に比べ５２．６％、８２０万８，７

６５円の減額となっております。これは第

三者行為による納付金や医療機関からの医

療費の過誤調整金を収入したことに伴うも

のでございます。 

 款６、繰越金は、平成２０年度の繰越金

で１，７９２万４，５０８円、前年度に比

べ２３．５％、５４９万９，１１０円の減

額となっております。 

 この結果、歳入合計額は３，１４５万３，

１５９円となっております。 

 続きまして、歳出でございますが、各歳

出金額につきましては、支出済額で説明を

させていただきます。 

 ５０ページ、款１、総務費は２４万７，

７６５円となっており、執行率は９６．

４％でございます。これは第三者行為求償

事務等に係る執行経費でございます。 

 款２、医療諸費は３４８万３，９２０円

となっており、執行率は５０．５％でござ

います。主な内容といたしましては、平成

２０年３月診療分までの月おくれ請求分医

療給付費の支出でございます。 

 款３、諸支出金及び款４、予備費につい

ては執行がなく、不用額といたしました。 

 以上の結果、歳出合計額は３７３万１，

６８５円となったものでございます。 

 以上、決算内容の説明とさせていただき

ます。 

 続きまして、特別会計決算書１３７ペー

ジ、認定第８号、平成２１年度摂津市介護

保険特別会計歳入歳出決算認定の件につき

まして、その内容をご説明申し上げます。 

 初めに、決算の概要について、ご説明を

させていただきます。 

 まず、平成２１年度の実質収支は、保険

料が計画比約２．５％、２，０４４万円の

増、保険給付費が計画比約３．７％、１億

２，５９７万円の減となったことなどから、

７，９４４万１，８７７円の黒字となりま

した。 

 歳入につきましては、調定額３６億２，

５３１万５，８６７円に対し、収入済額３

５億８，２５２万８，７１３円で、収入率

は９８．８％となっております。 

 歳入の主な構成比率は、支払基金交付金

２８．０％、保険料２３．２％、国庫支出

金１７．４％、繰入金１７．０％、府支出
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金１４．１％などとなっております。 

 次に、歳出でございますが、予算現額３

６億８，２４０万円に対し、支出済額が３

５億３０８万６，８３６円で、執行率は９

５．１％となっております。 

 歳出の主な構成比率は、保険給付費９４．

０％、総務費３．０％、地域支援事業費２．

３％などとなっております。 

 それでは、決算書に従いまして、歳入歳

出の各款別の主な内容につきまして、ご説

明を申し上げます。 

 まず、歳入でございますが、金額につき

ましては収入済額でご説明をさせていただ

きます。 

 １４４ページ、款１、保険料は８億２，

９９０万４，６０４円、前年度に比べ４．

６％、３，６１２万５，４０９円の増とな

っております。 

 現年分調定額８億４，０９９万４，１０

５円に対する還付未済額を除いた収納率は

９８．０％となっております。時効による

不納欠損額は１，０４５万３１７円、収入

未済額は３，２３３万６，８３７円となっ

ております。 

 款２、使用料及び手数料は８万９，９５

０円、前年度に比べ０．１％、５０円の増

となっております。 

 款３、国庫支出金は６億２，４４２万５，

６２７円、前年度に比べ０．１％、５５万

３７円の減となっております。 

 項１、国庫負担金は５億８，９０４万６，

７７７円、前年度に比べ８．２％、４，４

７８万７，９７４円の増となっております。 

 項２、国庫補助金は、調整交付金及び地

域支援事業費交付金の介護予防事業分と包

括的支援事業分で３，５３７万８，８５０

円、前年度に比べ５６．２％、４，５３３

万８，０１１円の減となっております。 

 款４、支払基金交付金は１０億４６１万

９，７３３円、前年度に比べ４．２％、４，

０１８万９，９４１円の増となっておりま

す。 

 款５、府支出金は５億５２６万５，８８

１円、前年度に比べ７．９％、３，７０５

万９，２４８円の増となっております。 

 項１、府負担金は４億８，６６６万８，

４５６円、前年度に比べ７．６％、３，４

５７万９，９２５円の増となっております。 

 項２、府補助金は、地域支援事業費交付

金の介護予防事業分と包括的支援事業分及

び介護職員処遇改善等臨時特例交付金の施

設開設準備経費助成で１，８５９万７，４

２５円、前年度に比べ１５．４％、２４７

万９，３２３円の増となっております。 

 款６、繰入金は６億１，０４９万５，０

００円、前年度に比べ１５．８％、８，３

２３万円の増となっております。 

 項１、一般会計繰入金は５億５，３１５

万２，０００円、前年度に比べ４．９％、

２，５８８万７，０００円の増となってお

ります。 

 項２、基金繰入金は、介護保険準備基金

繰入金及び介護従事者処遇改善臨時特例基

金繰入金で５，７３４万３，０００円、前

年度に比べ皆増となっております。 

 款７、諸収入は２１万１，４５０円、前

年度に比べ２１．０％、３万６，６５３円

の増となっております。 

 款８、財産収入は３３万４，０１７円、

前年度に比べ１５５．９％、２０万３，４

９８円の増となっております。 

 款９、繰越金は７１８万２，４５１円、

前年度に比べ９２．０％、８，２７６万８，

０５０円の減となっております。 

 続きまして、歳出でございますが、金額

につきましては支出済額でご説明させてい
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ただきます。 

 １４６ページ、款１、総務費は１億６５

６万７，９４９円、前年度に比べ１０．

９％、１，３０９万７，８９４円の減とな

っております。 

 項１、総務管理費は７，３１４万２，４

１１円、前年度に比べ１６．０％、１，３

９３万５，３８３円の減となっております。 

 項２、徴収費は３００万７３円、前年度

に比べ２１．１％、５２万２，５０４円の

増となっております。 

 項３、介護認定審査会費は３，０４２万

５，４６５円、前年度に比べ１．０％、３

１万４，９８５円の増となっております。 

 款２、保険給付費は３２億９，２３８万

５，３１５円、前年度に比べ６．９％、２

億１，１９０万３，７１８円の増となって

おります。 

 項１、介護サービス等諸費は２８億７，

９９３万１，１９１円、前年度に比べ７．

２％、１億９，４６４万１，３６０円の増

となっております。 

 項２、介護予防サービス等諸費は２億１，

５１１万３，４１８円、前年度に比べ０．

８％、１７７万７，０６４円の減となって

おります。 

 項３、その他諸費は３６７万３，９３０

円、前年度に比べ５．５％、１９万１，２

９５円の増となっております。 

 項４、高額介護サービス等費は６，０７

０万４，１９６円、前年度に比べ１７．

８％、９１８万２，４２７円の増となって

おります。 

 項５、高額医療合算介護サービス等費は

２７３万９，１１０円、皆増となっており

ます。 

 項６、特定入所者介護サービス等費は１

億３，０２２万３，４７０円、前年度に比

べ５．６％、６９２万６，５９０円の増と

なっております。 

 款３、地域支援事業費は７，８８７万２，

４１９円、前年度と比べ８．５％、６１７

万１，１３１円の増となっております。 

 項１、介護予防事業費は１，８７７万６，

８９９円、前年度と比べ２５．０％、３７

５万３，９０２円の増となっております。 

 項２、包括的支援事業・任意事業費は６，

００９万５，５２０円、前年度と比べ４．

２％、２４１万７，２２９円の増となって

おります。 

 款４、基金積立金は３３万４，０１７円、

前年度と比べ９９．８％、１億３，４２７

万１５８円の減となっております。 

 款５、諸支出金は２，４９２万７，１３

６円、前年度に比べ４１．６％、１，７７

５万４，２４６円の減となっております。 

 項１、償還金及び還付加算金は１，３９

９万５，４９２円、前年度に比べ５５．

３％、１，７２８万１，９７４円の減とな

っております。 

 項２、繰出金は１，０９３万１，６４４

円、前年度に比べ４．１％、４７万２，２

７２円の減となっております。 

 以上で、決算内容の説明とさせていただ

きます。 

 続きまして、特別会計決算書１７３ペー

ジ、認定第９号、平成２１年度摂津市後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算につきま

して、その内容をご説明申し上げます。 

 それでは、初めに決算概要につきまして、

ご説明をさせていただきます。 

 後期高齢者医療特別会計は、平成１８年

６月に高齢者医療制度関連法案が国会で議

決され、平成２０年４月から従前の老人保

健医療制度にかわって後期高齢者医療制度

が創設されたことに伴い、高齢者の医療の
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確保に関する法律第４９条により、特別会

計の設置が義務づけられたものでございま

す。 

 まず、歳入でございますが、調定額６億

１，７１４万２，２６７円に対し、収入済

額は６億１，０４３万１，６４２円で、収

入率は９８．９％となっております。 

 歳入の主な構成比は、後期高齢者医療保

険料８１．０％、繰入金１５．０％などと

なっております。 

 次に、歳出でございますが、予算現額６

億３８０万１，０００円に対しまして、支

出済額は５億８，７７２万２，７３７円で、

執行率は９７．３％となっております。そ

の結果、平成２１年度の実質収支は、１９

１ページに表記のとおり、歳入歳出差し引

き２，２７０万８，９０５円の黒字となっ

たものでございます。 

 それでは、決算書に従いまして、歳入歳

出の主な内容につきまして、ご説明を申し

上げます。 

 まず、歳入でございますが、各歳入金額

につきましては、収入済額で説明をさせて

いただきます。 

 １８０ページの款１、後期高齢者医療保

険料は４億９，４３５万３，７５１円で、

これは市町村が徴収し、広域連合へ納付す

るものでございます。 

 款２、使用料及び手数料は７万６，２０

０円で、保険料徴収事務に係る督促手数料

でございます。 

 款３、繰入金は９，１５４万４１２円で、

本制度施行に係る事務経費の繰入金及び軽

減保険料補てんに係る保険基盤安定繰入金

でございます。 

 款４、国庫支出金は４１９万６，０００

円で、前年度からの繰越しの後期高齢者医

療制度円滑運営事業費補助金でございます。 

 款５、繰越金は２，０１７万３，６０９

円で、前年度繰越金でございます。 

 款６、諸収入は９万１，６７０円で、後

期高齢者医療制度特別対策補助金として大

阪府後期高齢者医療広域連合から収入をい

たしております。 

 結果、歳入合計額は６億１，０４３万１，

６４２円となっております。 

 続きまして、歳出でございますが、各歳

出金額につきましては支出済額で説明をさ

せていただきます。 

 １８２ページ、款１、総務費は１，０７

７万６，２８５円となっており、執行率は

８０．２％となっておりますが、これは後

期高齢者医療制度の事務に係る執行経費で

ございます。 

 款２、後期高齢者医療広域連合納付金は

５億７，６９４万６，４５２円となってお

り、執行率は９７．９％でございます。こ

れは、本市が徴収いたしました後期高齢者

医療制度に係る保険料を大阪府後期高齢者

医療広域連合へ納付するものでございます。 

 款３、予備費１００万円は執行がなく、

不用額といたしました。 

 以上の結果、歳出合計額は５億８，７７

２万２，７３７円となったものでございま

す。 

 以上、決算内容の説明とさせていただき

ます。 

 続きまして、議案第５４号、平成２２年

度摂津市介護保険特別会計補正予算（第１

号）につきまして、その内容をご説明申し

上げます。 

 今回、補正をお願いいたします主な予算

の内容につきましては、平成２１年度決算

に伴う繰越金の精算及び保険給付費の当初

見込みを上回る伸びに伴う増額でございま

す。 
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 それでは、予算書の１ページをご覧いた

だきたいと存じます。 

 第１条で、既定による歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ１億１９９万４，０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額を３

８億７，５２１万１，０００円とするもの

でございます。 

 なお、補正の款項の区分及び当該区分ご

との金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額につきましては、２ページの第１表歳入

歳出予算補正に記載のとおりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款６、繰入

金、項２、基金繰入金２，２５５万３，０

００円は、保険給付費の増額に伴います財

源の繰り入れでございます。 

 款９、繰越金、項１、繰越金７，９４４

万１，０００円は、平成２１年度決算に伴

います実質収支額を２２年度に繰り越して

計上するものでございます。 

 次に、歳出でございますが、款２、保険

給付費、項１、介護サービス等諸費１，２

５５万２，０００円は、居宅介護住宅改修

費で、当初見込みを上回る伸びに伴う増額

でございます。 

 項２、介護予防サービス等諸費７３万７，

０００円は、介護予防住宅改修費で、当初

見込みを上回る伸びに伴う増額でございま

す。 

 項４、高額介護サービス等費９２６万４，

０００円は、高額介護サービス費で、当初

見込みを上回る伸びに伴う増額でございま

す。 

 款４、基金積立金、項１、基金積立金４，

０６０万１，０００円は、介護保険給付費

準備基金へ平成２１年度決算に伴う保険給

付費の剰余金３，４９４万７，０００円及

び平成２２年度分の滞納繰越分保険料５６

３万７，０００円、及び介護従事者処遇改

善臨時特例基金へ平成２１年度決算に伴う

事務費の余剰金１万７，０００円を積み立

てるものでございます。 

 款５、諸支出金、項１、償還金及び還付

加算金１，５９３万４，０００円は、平成

２１年度決算に伴う第１号被保険者保険料

還付金４５５万９，０００円の減額及び国

庫府費等返還金２，０４９万３，０００円

を計上するものでございます。 

 項２、繰出金２，２９０万６，０００円

は、平成２１年度決算に伴う一般会計への

返還金でございます。 

 以上、補正予算内容の説明とさせていた

だきます。 

 続きまして、議案第６７号、摂津市立ふ

れあいの里条例の一部を改正する条例制定

の件につきまして、提案内容をご説明申し

上げます。 

 本件は、ふれあいの里にあります摂津市

立ひびき園、摂津市立はばたき園につきま

して、障害者自立支援法の施行に伴い、平

成２３年度末までに新法に基づく新体系へ

の移行、いわゆる新法施設への移行が求め

られております。ひびき園、はばたき園は、

知的障害者福祉法に基づき、知的障害者通

所授産施設、知的障害者通所更正施設とし

て、それぞれ設置認可を受けておりますが、

同一敷地内に隣接して立地していることか

ら、これまで利用者の実情に合わせ一体的

に運営を行ってきた経緯がございます。 

 このたび、新体系への移行に当たり、新

たに二つ以上の事業を一体的に行うことが

できる多機能事業所の設置が可能となって

おりますことから、利用者の状況に合わせ

て利用枠を弾力運用できるよう、両園を一

体化したひびきはばたき園に再編し、生活

介護、就労移行支援及び就労継続支援の各

事業を行うことによって、現在利用されて
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いる方々はすべて新法施設への移行後もこ

れまでと同様の場が確保されることになり

ます。こうしたことから、これまで独立し

た施設として規定してきましたひびき園、

はばたき園について、新体系への移行を契

機に、多機能型事業所ひびきはばたき園へ

の再編を平成２２年１１月１日から行うこ

とを目的に、本条例の一部を改正するもの

でございます。 

 なお、議案参考資料１０ページからの摂

津市立ふれあいの里条例の新旧対照表を併

せてご参照賜りますようお願い申し上げま

す。 

 それでは、改正条文につきまして、ご説

明を申し上げます。 

 最初に、第２条についてでございますが、

第２条、施設、第１号の「摂津市立ひびき

園」及び第２号の「摂津市立はばたき園」

を、新たに障害者自立支援法に基づく多機

能事業所として一体運営を行う新法施設に

再編することに伴い、第２条第１号の「摂

津市立ひびき園」を「摂津市立ひびきはば

たき園」に改め、第２号の「摂津市立はば

たき園」を削り、第３号及び第４号を１号

ずつ繰り上げるとともに、条例中の「ひび

き園」を「ひびきはばたき園」に改めるも

のでございます。 

 続きまして、第５条、事業につきまして

は、条文中、「摂津市立ひびき園（以下ひ

びき園」を「摂津市立ひびきはばたき園

（以下ひびきはばたき園」に改めるととも

に、摂津市立ひびきはばたき園の実施する

事業として、第１号を、これまではばたき

園が行ってきた入浴、排せつ、食事の介護、

創作的活動の機会を提供する機能を継承す

る生活介護に関する事業とし、新たに第２

号として、これまでひびき園の実施してき

た就労に必要な知識及び技術もしくは就職

先の紹介等の支援を提供する機能を継承す

る就労移行支援に関する事業を、続いて第

３号として、これまでひびき園が実施して

きた生産活動に係る知識及び能力向上や維

持の支援を提供する機能を継承する就労継

続支援に関する事業を追加し、第２号を第

４号とし、条文の整理を行うものでござい

ます。 

 続いて、第３章、第１０条から第１３条

につきましては、摂津市立はばたき園の摂

津市立ひびきはばたき園への再編に伴い、

全文を削除し、これに伴い、関係する目次、

章、条番号をそれぞれ繰り上げるとともに、

関連条文の項ずれの整備を行うものでござ

います。 

 また、附則といたしまして、この条例は

平成２２年１１月１日から施行するもので

ございます。 

 以上で、摂津市立ふれあいの里条例の一

部を改正する条例制定の件につきましての

提案説明とさせていただきます。 

○上村高義議長 暫時休憩します。 

（午前１１時５４分 休憩） 

                 

（午後 １時    再開） 

○上村高義議長 休憩前に引き続き再開しま

す。 

 提案理由の説明を求めます。土木下水道

部長。 

  （宮川土木下水道部長 登壇） 

○宮川土木下水道部長 認定第６号、平成２

１年度摂津市公共下水道事業特別会計歳入

歳出決算につきまして、その内容をご説明

申し上げます。 

 初めに、決算の概要についてご説明申し

上げます。 

 予算現額は５７億８，１２２万１，００

０円といたしております。 
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 歳入につきましては、調定額５７億１，

０５３万４，２３８円に対し、収入済額５

６億２，２０１万８，４２５円、収入率は

９８．４％となっております。 

 歳入の主な構成比率は、使用料及び手数

料が３３．３％、繰入金が３５．２％、市

債が２７．２％となっております。 

 歳出につきましては、支出済額５７億３，

４９８万６１９円、執行率は９９．２％と

なっております。 

 歳出の主な構成比率は、下水道費が２２．

９％、公債費が７６．５％となっておりま

す。この結果、特別会計決算書１１１ペー

ジ、実質収支に関する調書に表記のとおり、

歳入歳出差し引き歳入不足額は１億１，２

９６万２，１９４円で、翌年度へ繰り越す

べき財源がございませんので、実質収支額

は１億１，２９６万２，１９４円の赤字と

なっております。この不足額につきまして

は、翌年度歳入繰上充用金により補てんい

たしております。 

 それでは、決算書に従い、歳入歳出の各

款別にその主な内容についてご説明申し上

げます。 

 決算書９４ページをお開き願います。 

 まず、歳入でございますが、款１、分担

金及び負担金、項１、負担金は、収入済額

１億４，３１２万９，１８８円で、前年度

に比べ２２．２％、４，０７９万６，６０

２円の減額となっております。これは下水

道供用開始区域の減少に伴う下水道事業受

益者負担金の賦課面積の減少によるもので

ございます。なお、不納欠損額は受益者負

担金で９１万９，０８０円となっておりま

す。 

 款２、使用料及び手数料は、収入済額１

８億７，０７９万７，９８９円で、前年度

に比べ４．８％、９，５２２万７，６５５

円の減額となっております。 

 項１、使用料１８億７，０３２万４，９

８９円は、前年度に比べ４．８％、９，５

２０万８，６５５円の減額となっておりま

す。これは主に景気低迷に伴う大口需要家

の使用水量の減少によるものでございます。

なお、不納欠損額は５４２万７，７１７円

となっております。 

 項２、手数料４７万３，０００円は、前

年度に比べ３．９％、１万９，０００円の

減額となっております。 

 款３、国庫支出金、項１、国庫補助金は、

収入済額７，８６７万５，０００円で、前

年度に比べ５．９％、４３５万３，０００

円の増額となっております。これは補助対

象事業量の増加によるものでございます。 

 款４、繰入金、項１、一般会計繰入金は、

収入済額１９億７，８５７万４，０００円

で、前年度に比べ２．７％、５，４３０万

８，０００円の減額となっております。 

 款５、諸収入は、収入済額２，１６２万

２４８円で、前年度に比べ１４．８％、３

７６万４６０円の減額となっております。 

 項１、資金貸付金返還収入２６０万８，

６００円は、前年度に比べ３４．０％、１

３４万９００円の減額となっております。

これは貸付件数の減少及び滞納繰越分の収

入減によるものでございます。 

 項２、雑入１，９０１万１，６４８円は、

前年度に比べ１１．３％、２４１万６，１

６０円の減額となっております。これは主

に流域下水道事業市町村負担金精算返還金

の減によるものでございます。 

 款６、項１、市債は、収入済額１５億２，

９２０万円で、前年度に比べ２６．５％、

５億５，０９０万円の減額となっておりま

す。これは主に公営企業借換債の発行がな

かったことによるものでございます。 
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 款７、項１、繰越金は、収入済額２万２，

０００円で、これは繰越明許費に係る財源

を繰り越したものでございます。 

 続きまして、歳出についてご説明申し上

げます。 

 ９６ページをお開き願います。 

 款１、下水道費は、支出済額１３億１，

０５５万５，１８３円、執行率９７．０％

で、前年度に比べ１．９％、２，３９８万

２，３７９円の増額となっております。 

 項１、下水道総務費は、支出済額１億３，

９８８万６，６４２円で、前年度に比べ１

８．６％、３，１８７万８，５２９円の減

額となっております。これは消費税及び地

方消費税の減額などによるものでございま

す。 

 項２、下水道事業費は、支出済額１１億

７，０６６万８，５４１円で、前年度に比

べ５．０％、５，５８６万９０８円の増額

となっております。これは流域下水道維持

管理負担金及び建設負担金の増額などによ

るものでございます。 

 款２、項１、公債費は、支出済額４３億

８，６２１万６，７０２円、執行率９９．

９％で、前年度に比べ１２．１％、６億５

４８万７，０８３円の減額となっておりま

す。これは主に借り換えを行わなかったこ

とにより元金償還金が減少したものでござ

います。 

 款３、項１、予備費につきましては、執

行いたしておりません。 

 款４、項１、繰上充用金につきましては、

支出済額３，８２０万８，７３４円で、こ

れは平成２０年度歳入不足額を補てんした

ものでございます。 

 以上、決算内容の説明とさせていただき

ます。 

○上村高義議長 生活環境部長。 

  （水田生活環境部長 登壇） 

○水田生活環境部長 特別会計決算書１１５

ページ、認定第７号、平成２１年度摂津市

パートタイマー等退職金共済特別会計歳入

歳出決算認定につきまして、ご説明申し上

げます。 

 本事業は、パートタイマー等退職金共済

条例に基づき、昭和６０年４月に発足し、

２５年が経過いたしました。平成２２年３

月末現在、加入事業所は４１事業所、被共

済者数２３６名でございます。また、平成

２１年度中の退職者は２３名であり、その

退職給付金額は８１７万２，１５８円でご

ざいます。 

 それでは、決算書に従い、ご説明申し上

げます。 

 特別会計歳入歳出決算書１２１ページ以

降をご参照願います。 

 予算額は、歳入歳出それぞれ２，９２４

万５，０００円でございます。 

 決算額は、歳入歳出とも１，４１６万４

２０円で、対予算額比４８．４％の執行率

でございます。 

 次に、本共済制度の主な内容につきまし

て、１２７ページからの歳入歳出事項別明

細書によりご説明申し上げます。 

 まず、歳入ですが、収入済額でご説明申

し上げます。 

 款１、共済掛金につきましては、被共済

者１名につき月額２，０００円の掛金を納

付していただくもので、平成２１年度中の

掛金総額は延べ２，７８６人分の５５７万

２，０００円でございます。 

 款２、繰入金は、退職給付金の支給の際

に積立金を取り崩し、歳入として受け入れ

るためのもので、平成２１年度中の総額は

８５０万８３１円でございます。 

 款３、諸収入は、積立金等の預金利子で、



 

 

 

１－２７

平成２１年度中に８万７，５８９円の収入

でございます。 

 続きまして、１３０ページからの歳出で

ございますが、支出済額でご説明申し上げ

ます。 

 款１、共済総務費は、事務的な経費でご

ざいまして、１２万５，８００円でござい

ます。 

 款２、共済金は、退職給付金の支払いに

８１７万２，１５８円、還付金として２，

０００円、積立金等に５８６万４６２円、

合計１，４０３万４，６２０円の支出とな

ったものでございます。 

 款３、予備費は、平成２１年度に支出が

ございませんので、全額不用額となりまし

た。 

 次に、１３３ページの実質収支に関する

調書につきまして、これは本特別会計の実

質収支について記載いたしたもので、歳入

総額、歳出総額いずれも１，４１６万４２

０円で、歳入歳出差し引き額はゼロ円でご

ざいます。 

 以上、決算内容の説明とさせていただき

ます。 

○上村高義議長 生涯学習部長。 

  （宮部生涯学習部長 登壇） 

○宮部生涯学習部長 議案第６５号、摂津市

民図書館条例の一部を改正する条例制定の

件及び議案第６６号、摂津市立鳥飼図書セ

ンター条例の一部を改正する条例制定の件

につきまして、提案内容をご説明申し上げ

ます。 

 本件は、民間事業者のノウハウによるサ

ービス向上と経費の削減等を目的に、平成

２３年４月から市民図書館及び鳥飼図書セ

ンターに指定管理者制度を導入するに当た

り、公の施設を指定管理者に施設管理させ

る場合には、開館時間、休館日等の管理の

基準及び業務の範囲その他必要な事項を条

例に定めることが必要であることから、そ

れぞれの条例にこれらの事項を追加し、条

例整備を行うものでございます。 

 議案参考資料（条例関係）の１ページか

ら９ページも併せてご参照賜りますようお

願い申し上げます。 

 それでは、議案第６５号、摂津市民図書

館条例の一部を改正する条例について、改

正内容をご説明申し上げます。 

 第２条は、指定管理者制度の導入に伴い、

教育委員会による図書館の管理運営に係る

規定にかえて、図書館法に基づき市民図書

館で行う事業について規定し、改めるもの

でございます。 

 第３条は、指定管理者制度の導入に伴い、

教育委員会が任命する公務員を対象とした

職員の配置に係る規定にかえて、指定管理

者による管理について規定し、改めるもの

でございます。 

 また、第４条として、指定管理者が行う

業務の範囲について、第５条として、開館

時間について、第６条として、休館日に係

る条を追加するものでございます。 

 なお、第５条の開館時間につきましては、

現行は水曜日、金曜日のみ午前１０時から

午後８時までの開館としておりますが、平

日の開館時間をすべて午前１０時から午後

８時までとし、開館時間を拡大するもので

ございます。また、第６条の休館日につき

ましては、現行では祝日及び毎月曜日とな

っております休館日を第１、第３月曜日の

月２日の休館日に改めるものでございます。

これに伴い、改正後は開館日が現行のおよ

そ２７５日から４０日拡大し、３１５日と

いたすものでございます。なお、休館日は、

このほかに図書等を整理し点検するために

毎月１回の資料整理日、年に１０日以内の
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特別整理期間がございますが、実施日が特

定されていないことなどから、第６条第３

号に教育委員会規則で定める日として規定

いたすものでございます。 

 第７条は、指定管理に伴う条の追加によ

り、第４条を第７条に改め、文言の整理を

行うものでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は

平成２３年４月１日から施行するものでご

ざいます。 

 続きまして、議案第６６号、鳥飼図書セ

ンター条例の一部を改正する条例について、

ご説明申し上げます。 

 第１条及び第２条は、今回の改正に伴い、

市民図書館条例に合わせて文言の整理を行

うものでございます。また、指定管理者制

度の導入に伴い、市民図書館条例と同様に、

第３条として、指定管理者による管理につ

いて、第４条として、指定管理者が行う業

務の範囲について、第５条として、開館時

間について、第６条として、休館日に係る

条を追加するものでございます。 

 開館時間につきましては、現行どおり、

休館日は市民図書館の改正案と同様でござ

います。 

 なお、本条例第２条第２号による鳥飼図

書センター会議室の貸付けにつきましては、

図書等を整理し点検するための資料整理日、

特別整理期間中の休館日は適用せず、従来

どおり開館といたすものでございます。 

 第７条から第１３条は、第２条第２号の

会議室の使用の許可等に係る規定でござい

ますが、指定管理に伴う条の追加により、

それぞれ第３条を第７条に、第４条を第８

条に、第５条を第９条に、第６条を第１０

条に、第７条を第１１条に、第８条を第１

３条に、また第９条を第１４条に改めると

ともに、指定管理者制度導入に伴い、管理

権原者を摂津市教育委員会から指定管理者

に改めるほか、文言の整理を行うものでご

ざいます。 

 なお、現行条例第７条、使用者の義務に

は、第１項に権利の譲渡等の禁止について、

第２項に現状回復の義務についての内容が

規定されておりますが、他の指定管理者施

設の設置条例と同様、規定の内容別に条立

てするため、第７条第１項を第１１条に改

め、第１２条として現状回復の義務を追加

し、文言の整理を行うものでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は

平成２３年４月１日から施行するものでご

ざいます。 

 以上、条例の一部を改正する内容の説明

とさせていただきます。 

○上村高義議長 消防本部理事。 

  （浜崎消防本部理事 登壇） 

○浜崎消防本部理事 議案第６８号、摂津市

火災予防条例の一部を改正する条例制定の

件につきまして、提案内容をご説明申し上

げます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）の１７

ページから１９ページに新旧対照表を記載

しておりますので、併せてご参照をお願い

申し上げます。 

 今回の改正は、対象火気設備等の位置、

構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱

いに関する条例の制定に関する基準を定め

る省令、特定共同住宅等における必要とさ

れる防火安全性能を有する消防の用に供す

る設備等に関する省令及び住宅用防災機器

の設置及び維持に関する条例の制定に関す

る基準を定める省令の改正に伴い、本条例

を改正するものでございます。 

 改正の内容は、第８条の３では、省令の

改正に伴い、新たに対象火気設備等として

固体酸化物型燃料電池が位置付けられたこ
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とから、燃料電池発電設備の種類として固

体酸化物型燃料電池を加えるものでござい

ます。 

 第２９条の５は、住宅用防災報知設備の

設置免除について規定しておりますが、同

条第３号、第４号及び第５号では、省令の

改正に伴い、福祉施設等において火災発生

時の初期拡大抑制性能を主として有する消

防の用に供する設備等が定められたことに

より、条例中で引用する条項を改めるもの

でございます。 

 同条第６号は、省令の改正に伴い、住宅

用防災警報機等を設置しないことができる

場合として、複合型居住施設用自動火災報

知設備を設置したときを追加するものでご

ざいます。 

 附則といたしまして、この条例は平成２

２年１２月１日から施行するものでござい

ます。ただし、第２９条の５第３号から第

５号までの改正規定は、公布の日から施行

するものでございます。 

 また、経過装置といたしまして、この条

例の施行の際に、現に設置され、または設

置の工事がされている燃料電池発電設備の

うち、固体酸化物型燃料電池による発電設

備に限り、改正後の摂津市火災予防条例第

８条の３の規定に適合しないものについて

は、同条の規定は適用しないものでござい

ます。 

 以上、内容説明とさせていただきます。 

○上村高義議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 お諮りします。 

 本１６件のうち、認定第１号の駅前等再

開発特別委員会の所管分については、同特

別委員会に付託することに異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 ただいま決定した以外については、議案

付託表のとおり常任委員会及び議会運営委

員会に付託します。 

 お諮りします。 

 認定第１号から認定第９号までの９件に

ついては、閉会中に審査することに異議あ

りませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 日程４、議案第５８号を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。市長公室長。 

  （羽原市長公室長 登壇） 

○羽原市長公室長 それでは、議案第５８号、

摂津市総合計画基本構想について議会の議

決を求める件につきまして、提案内容のご

説明を申し上げます。 

 総合計画基本構想は、本市における総合

的かつ計画的な行政運営を図るための基本

となるものであり、今回、新たな計画を策

定するに当たりまして、地方自治法第２条

第４項の規定に基づき、議会の議決を求め

るものでございます。 

 現在、本市では、平成８年に策定した第

３次の総合計画に基づき、政策の推進に取

り組んでいるところでございますが、近年

の社会経済状況の変化は激しく、現計画策

定時には想定しがたいさまざまな変化が生

じております。 

 まず、高度経済成長期以降、紆余曲折は

あったにせよ一貫して成長を続けてきた我

が国の経済は、バブル景気崩壊後の失われ

た１０年と言われる平成不況期を経て、一
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時持ち直しはしたものの、リーマンショッ

ク以後の世界同時不況に陥っており、いま

だ回復の兆しは見えない状況にあります。

本市においても、前年度に比べて税収が減

少するという事態が現実のものとなってい

るところでございます。 

 さらに、戦後経済成長の成果として、日

本の社会は豊かになりましたが、その中で

市民ニーズの個別化、多様化が進むととも

に、地域社会における人の孤独化が課題と

なってきております。人と人とのつながり

が希薄化することにより、地域課題や社会

問題が一層複雑多様になっており、このよ

うな中にあって、どのように人のつながり

を再生し、安心して暮らせるまちをつくっ

ていくのかということも新たな課題となっ

ております。 

 一方、急速に進む地方分権改革の流れの

中で、地方自治体は、自己決定・自己責任

の原則に基づいて、みずから政策を立案し、

地域特性を生かしたまちづくりを進めるこ

とが求められる事態となっております。こ

れらさまざまな課題や環境変化に対応して

いくためには、自治の主体である市民と行

政が対等な立場で目標を共有し、協力し、

それぞれの役割を果たすことにより地域課

題を解決していくという仕組みをつくり、

企業やＮＰＯなど多様な主体が協働して課

題の解決や身近なサービスの提供を担う新

しい公共空間を創出して、地方自治の運営

を持続可能なものにしていくことが必要と

考えております。 

 このため、本構想においては、協働によ

るまちづくりを大きな柱とし、まちづくり

の理念、摂津市の将来像、方向性、目標な

どをお示しし、現総合計画の成果も踏まえ

つつ、新たな時代の要請に応えることので

きる計画といたしたものでございます。 

 策定の経過でございますが、今回の総合

計画の策定に当たりましては、市民参画を

最も重要な取り組みと位置付け、計画策定

過程において、市民５，０００人を対象と

したまちづくりに関する市民意識調査を実

施したほか、転入・転出者を対象とした人

口移動に関するアンケート調査、まちづく

りのついての市民意見募集などの取り組み

のほか、基本構想案に対するパブリックコ

メントや市内７か所での地区懇談会を開催

するなど、広く市民のご意見、ご提案を募

ってまいりました。 

 さらに、公募による市民委員２２名で構

成する摂津市まちづくり市民会議を平成２

１年４月から９月にかけて計１１回開催い

たしました。その中では、今後のまちづく

りのあり方等について、計画策定の初期の

段階から市民の活発な議論がなされ、平成

２１年９月には、市民会議提言書として貴

重なご意見、ご提案を取りまとめていただ

きました。この提言書では、２０項目に及

ぶ施策提言がなされるとともに、一般的な

行政主導の施策では実情に応じたきめ細か

い対応が困難になってきていることから、

市民と行政の役割について見直し、市民が

積極的にまちづくりに参画し、それを積極

的に支援する行政と相まって協働できるシ

ステムづくりが課題であるとされ、「協

働」を今後のまちづくりのキーワードとし

て提言いただいたところでございます。 

 また、庁内の取り組みとしては、「職員

総がかり」を合言葉に、職員アンケートを

実施するとともに、課長代理級以下の若手

職員で構成する実務担当者会議、次長、課

長級職員で構成する幹事会、特別職、部長

級職員で構成する総合計画策定委員会など

の会議を開催し、さまざまな角度から検討

を行ってまいりました。 
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 以上のような経過を経て、平成２１年１

１月１６日に計画原案を総合計画審議会に

諮問いたしました。審議会は、本年７月２

３日まで合計１０回にわたって開催され、

慎重な審議の結果、平成２２年７月２９日

に市長に対し答申が出されたところであり、

今回、この答申を踏まえて基本構想案を上

程させていただいた次第でございます。 

 それでは、基本構想の概要についてご説

明申し上げます。 

 まず、１ページ、序論の第１節では、総

合計画策定の趣旨を示しております。 

 第２節では、総合計画の目的と役割を、

市のすべての計画・業務の基本となる、ま

ちづくりの指針であり、かつ協働のまちづ

くりを進める指針として位置付けておりま

す。 

 ２ページ、第３節では、まず本計画の構

成を基本構想、基本計画、実施計画により

構成すると定めております。 

 次に、計画期間は平成２３年度から平成

３２年度までの１０年間といたしますが、

社会経済状況などの変化により、策定時の

状況と著しい差異が生じた場合には、必要

に応じて修正や見直しを行うこととすると

ともに、基本計画の中間評価として、活動

状況や達成度の検証を行うものとしており

ます。 

 評価の進行管理につきましては、施策に

関する評価指標を設定し、行政評価システ

ムと連動した進行管理を行うものとしてお

ります。 

 ３ページから１０ページは、総合計画策

定の背景となる時代潮流に関する記述で、

１、経済低成長・成熟化の時代、２、少

子・高齢化の時代、３、環境共生の時代、

４、安全・安心の時代、５、情報通信技術

の時代、６、グローバル化の時代、７、地

方分権の時代の七つの観点から時代の変化

を説明いたしております。 

 次に、１１ページから１９ページにかけ

ては、摂津市の現状についての記述で、１、

人口構造、２、将来人口、３、昼夜間人口、

４、都市構造、５、産業構造、６、財政の

状況の六つの観点から、本市の置かれてい

る現状と見通しを記述しております。特に、

将来人口につきましては、平成２１年度の

人口をもとに、現在、読み込むことのでき

る人口変動要因を加味した上で、計画の目

標年次である平成３２年度の人口見込みを

算出しておりますが、日本全体で進行する

少子・高齢化の影響は免れがたいものとし

て、８万人と想定をしております。ただ、

これはあくまで推計であり、今後さまざま

な取り組みを進めることにより、多くの人

から住みやすい、働きやすいまちと評価を

得られるまちづくりを進めていく必要があ

ると考えておるところでございます。 

 次に、２０ページ、２１ページでは、ま

ちづくりの課題として、１、協働のまちづ

くりの実践を積み重ねていくこと、２、

様々な危機に対応し、安心して生活や活動

ができること、３、地域から、地球環境を

良くすること、４、あらゆる立場の人が、

安心して暮らせるように地域で支え合うこ

と、５、みんなで子どもを育み、誰もが生

涯を通じて学び、成長できること、６、産

業都市の特徴をまちづくりに生かすこと、

７、質の高い行政経営を実現することの７

点に整理をいたしております。 

 次に、２２ページ、基本構想の第１章、

まちづくりの理念では、まちづくりを進め

ていく上で共有すべき理念として、昭和４

６年に制定した摂津市民憲章のほか六つの

都市宣言と、思いやり、奉仕、感謝、あい

さつ、節約の五つの心を大切にする人づく
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りとしての人間基礎教育の考え方を示して

おります。 

 ２６ページ、第２章、めざす将来像では、

本市の将来像を「みんなが育むつながりの

まち摂津」と設定し、その将来像を実現す

るための基本姿勢として、１、「住み続け

たい」まちをつくります、２、「安心」を

実感できるまちをつくります、３、「まち

育て」という新しい発想で取り組みます、

「摂津らしさ・強み」を生かしますの四つ

にまとめております。 

 ２８ページ、まちづくりの目標では、め

ざす将来像を実現するため、１、市民が元

気に活動するまち、２、みんなが安全で快

適に暮らせるまち、３、みどりうるおう環

境を大切にするまち、４、暮らしにやさし

く笑顔があふれるまち、５、誰もが学び、

成長できるまち、６、活力ある産業のまち、

７、計画を実現する行政経営の七つをまち

づくりの目標として設定いたしております。 

 ３０ページから３６ページまでの第３章、

まちづくりの目標を実現する政策では、今

ご説明いたしました七つのまちづくりの目

標ごとに基本計画における各施策の大きな

方向性を１４の政策として示しております。 

 まず、第１節では、市民が元気に活動す

るまちを実現するため、「市民が活躍する

まちにします」という政策を推進すること

としております。 

 第２節では、みんなが安全で快適に暮ら

せるまちを実現するため、「都市基盤を整

備し、安全で安心して暮らせるまちにしま

す」と「生命・財産を守り、安心して快適

に暮らせるまちにします」の二つの政策を

推進することとしております。 

 第３節では、みどりうるおう環境を大切

にするまちを実現するため、「地球にやさ

しく美しい住みよいまちにします」と「自

然豊かな憩い、安らぐまちにします」の二

つの政策を推進することとしております。 

 第４節では、暮らしにやさしく笑顔があ

ふれるまちを実現するため、「平和と人権

を大切にするまちにします」、「男女共同参

画社会を実現するまちにします」、「誰もが

安心していきいきと暮らすことができるま

ちにします」の三つの政策を推進すること

としております。 

 第５節では、誰もが学び、成長できるま

ちを実現するため、「生涯学習を通じて心

豊かなうるおいと安らぎを感じるまちにし

ます」、「自ら学び、自ら考えることのでき

る子どもを育むまちにします」、「文化・ス

ポーツを通じて市民が元気なまちにしま

す」の三つの政策を推進することとしてお

ります。 

 第６節では、活力ある産業のまちを実現

するため、「産業を支え、活力のあるまち

にします」、「勤労者を守り、いきいきと働

くことができるまちにします」の二つの政

策を推進することとしております。 

 第７節では、計画を実現する行政経営を

行っていくため、「市民の視点に立った質

の高い行政経営を行います」という政策を

推進することといたしております。 

 最後に、３７ページから３９ページまで

の第４章、計画の推進に向けてでは、本計

画を推進していくための要点を、１、協働

による計画の推進、２、協働を実現するた

めの役割、３、協働による計画の進行管理

の３点にまとめておるところでございます。 

 以上、簡単ではございますが、議案第５

８号、摂津市総合計画基本構想について議

会の議決を求める件につきましての提案内

容の説明とさせていただきます。 

○上村高義議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 
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  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 お諮りします。 

 本件については、７人の委員をもって構

成する総合計画基本構想審査特別委員会を

設置し、これに付託の上、閉会中の継続審

査とすることに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 ただいま設置されました総合計画基本構

想審査特別委員会の委員については、村上

議員、野原議員、森内議員、森西議員、嶋

野議員、三好議員、野口議員の以上７名を

指名いたします。 

 日程５、報告第１３号を議題とします。 

 報告を求めます。総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 報告第１３号、平成２１年

度決算に基づく健全化判断比率及び資金不

足比率報告の件につきまして、その内容を

報告申し上げます。 

 なお、各指標の算定方法につきましては、

報告第１３号、議案参考資料１ページ、２

ページ、また、本年度、平成２１年度決算

に基づく健全化判断比率などの具体的な算

定方法は、平成２１年度決算概要４２ペー

ジから４５ページをご参照ください。 

 まず、１、健全化判断比率中、実質赤字

比率につきましては、実質赤字額がなく、

本市に適用されます早期健全化基準１２．

５１％未満となっております。その内容は、

一般会計の実質収支が１億５，２９８万８，

０００円の黒字、パートタイマー等退職金

共済特別会計の実質収支ゼロ円で、合計額

１億５，２９８万８，０００円の黒字とな

り、実質赤字比率は赤字額がないことを示

す「－」という表記になっております。 

 次に、連結実質赤字比率につきましても、

連結実質赤字額がなく、本市に適用されま

す早期健全化基準１７．５１％未満となっ

ております。その内容は、水道事業会計の

資金剰余額が２０億１１５万２，０００円、

公共下水道事業特別会計の資金不足額がゼ

ロ円、国民健康保険特別会計の実質収支が

３億９，１４３万７，０００円の赤字、介

護保険特別会計の実質収支が７，９４４万

２，０００円の黒字、後期高齢者医療特別

会計の実質収支が２，２７０万９，０００

円の黒字、老人保健医療特別会計の実質収

支が２，７７２万１，０００円の黒字、合

計１８億９，２５７万５，０００円の黒字

となり、連結実質赤字比率は連結実質赤字

額がないことを示す「－」という表記にな

っております。 

 次に、実質公債費比率につきましては、

前年度に比べ１．９ポイント低下し７％と

なり、早期健全化基準２５％未満となって

おります。本指標は、過去３年間の平均値

で算出するものでございますが、単年度の

数値で見てみますと、前年度に比べ０．５

ポイント増の７．２％となっております。

これは、一般会計、公共下水道事業特別会

計ともに元利償還金の額が減少したものの、

分母となる標準財政規模の減少幅が大きか

ったためでございます。 

 次に、将来負担比率につきましては、前

年度に比べ１０．６ポイント低下し４．

８％となり、早期健全化基準３５０％未満

となっております。一般会計及び公共下水

道事業特別会計において、地方債現在高が

減少したことにより、前年度数値より改善

したものでございます。 

 次に、２、資金不足比率につきましては、

水道事業会計、公共下水道事業特別会計と
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もに資金不足額がなく、経営健全化基準２

０％未満となっております。その内容につ

きましては、水道事業会計では、流動負債

が７億４，５６１万円に対し、流動資産が

２７億４，６７６万２，０００円で、２０

億１１５万２，０００円の資金剰余となっ

ております。そのため、資金不足比率は資

金不足額がないことを示す「－」という表

示になっております。 

 公共下水道事業特別会計につきましては、

実質収支１億１，２９６万３，０００円の

赤字があるものの、赤字額から控除できる

ものとされている解消可能資金不足額が１

億３，０６２万５，０００円で赤字額を上

回っております。そのため、資金不足比率

の算定上は、将来的に赤字を解消できる見

込みとされ、資金不足比率は資金不足額が

ないことを示す「－」という表示になって

おります。 

 平成２１年度決算に基づき算出いたしま

した各比率は、いずれも早期健全化基準及

び経営健全化基準未満となり、また、実質

公債費比率、将来負担比率では、前年度数

値から改善をされました。しかしながら、

財政状況が好転したと言い切れるものでは

なく、本市の将来を見据え、健全な財政運

営のためにたゆまぬ努力が必要であると考

えております。 

 以上、報告第１３号、平成２１年度決算

に基づく健全化判断比率及び資金不足比率

報告の件の内容説明とさせていただきます。 

○上村高義議長 報告が終わり、質疑があれ

ばお受けいたします。三好議員。 

○三好義治議員 認定第１号で、また委員会

付託もされる中で、本市の財政状況につい

ての質問の機会があると思いますが、この

際、確認も含めてご質問したいと思うんで

すが、まず、今、総務部長から報告のあっ

た数字については、これは好転したという

ことの中で判断していけると思うんですが、

特にこの監査の審査意見がつけられており

ますが、私の感覚で言うならば、この審査

意見の中に現在の財政状況を取り巻く環境

関係を本来入れるべきではないのかなとい

うふうに感じておるんですが、この点につ

いて監査の意見をお聞かせいただきたいと

思います。 

 それと、総務のほうですが、今、表面的

な国の指針に基づいて出された数値は、ま

さにこのとおりだと思うんですが、隠れた

数字の中に、我々は、この本市における状

況の中では、地方債現在高の状況というの

が平成２１年度決算で一般会計で２６７億

２，２００万円、それから公共下水道で４

４１億３，７００万円、合計いたしますと

７０８億５，９００万円、こういった現在

の市債残高があるわけですね。この辺につ

いて、こういった指標の中に盛り込まれな

いのかということが、１点疑問があります。 

 さらに、今回の決算状況を見ますと、１

億５，０００万円からの黒字になっており

ますが、実態は赤字債を相当発行した中で

の１億５，０００万円の黒字になっている

んですが、これは財政運営上、本来赤字債

を発行せずに、その部分におきましたら赤

字という見方ができるんですが、その前段

の中での財政運営上の考え方についてもお

聞かせいただきたいというふうに思ってお

ります。 

 冒頭、以上でよろしくお願いいたします。 

○上村高義議長 監査委員事務局長。 

○寺本監査委員事務局長 平成２１年度の摂

津市健全化判断比率等に係ります監査の意

見についてのご質問について、ご答弁を申

し上げます。 

 健全化判断比率等の審査におきましては、
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数値の正確性を主眼にいたしているところ

でございます。審査に当たりましては、四

つの視点から審査を行っているところでご

ざいます。一つ目につきましては、法令等

に照らし、財政指標の算出過程に誤りがな

いか、二つ目は、法令等に基づき、適切な

算定要素が財政指標の計算に用いられてい

るか、三つ目は、財政指標の算定の基礎と

なった書類等が適正に作成されているか、

四つ目は、客観的事実の妥当性を判断した

上で、財政指標の算定を行う場合において

公正な判断が行われているかといった点を

中心に審査を行いまして、意見につきまし

ては、数値が正確であった旨を報告させて

いただいているところでございます。 

 以上です。 

○上村高義議長 総務部長。 

○有山総務部長 財政健全化法に基づく財政

指標なんですが、旧法は昭和３０年で、当

時、再建団体に値する団体に対する法令制

度ができました。それから５２年ぶりにこ

の財政健全化法という形で法令の改正が行

われました。この内容を考えてみますと、

昭和３０年代、一般財源、一般会計という

ものが多くの行政領域をカバーしていたと

いうふうに思います。しかし、この５０年

間の間にいろいろな分野に対し行政がかか

わったということで、下水道でありますと

か、病院でありますとか、公営企業であり

ますとか、そういう全体的な財政の健全性

を見る必要が生じたことから、財政健全化

法というのが５２年ぶりに改正されたとい

うふうに思っております。 

 それで、本市の今年度のそれぞれの指標

については、すべてが健全であるというふ

うになっておりますが、今までと違って連

結実質赤字比率というストックの指標とい

うものができまして、公債費を今まで普通

会計ベースで見ていたものを、下水道で合

わせて両方で見るというようなことになっ

ております。 

 それと、現在の決算との比較の中で、そ

れをどのように考えるかということでござ

いますが、本年度につきましては、退職手

当債をはじめ臨時財政特例債というような

赤字地方債を発行して、その収支を図って

きたところでございます。一般会計におい

てもそうでございますが、下水道会計にお

いても、資本費平準化債という形で１１億

円余りの地方債を発行し、そのことにより

一般会計からの繰り入れを１０億円ぐらい

減少させるということで、１億５，０００

万円の黒字を図ったということでございま

す。 

 そして、何よりも私どもが心配しており

ますのは、これらの赤字地方債と言われる

比率が一般会計のうちの４５％を占める状

況になっており、多くの赤字地方債の場合、

交付税算入という形であるのですが、私ど

もは不交付団体であり、みずからが借りた

臨時財政特例債等をはじめとする赤字地方

債を返還していかなければならない、それ

らの返済に充てる財源はみずからがつくり

出していかなければならないということで

ありますので、数値以上に厳しい財政状況

にあるというふうに判断をいたしておりま

す。従前の数値で見てもかなり厳しいかな

と思うんですが、健全化法による数値は楽

観的な数値が出ておりますが、決して不交

付団体である摂津市においては、そのよう

に楽観視できるものではないというふうに

考えております。 

 以上です。 

○上村高義議長 三好議員。 

○三好義治議員 今、総務部長から現在の財

政状況においてでも予断を許さないという
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強い決意をいただきまして安心したんです

が、私は、ややもしますと、この健全化判

断比率、それから資金不足比率報告だけを

見ますと、非常に楽観視してしまうのでは

ないかなという危惧はいたしておりまして、

まさに決算概要関係を見ると、それぞれの

特別会計、一般会計の指標関係を読み取り

ますと、非常にまだ厳しい状況が続いてい

るというのが読み取れるんですが、たがを

緩めずやっていただきたいというふうに思

っております。 

 そういった中で、本年度の経常収支比率

を見てみますと、１００％を切って９４％

近くまでになっているんですが、赤字債を

除きますと、まだまだやっぱり１００％も

超えておりますし、先ほど言いましたよう

な市債現在高が特別会計を入れますと７０

０億円を超えております。さらに連結実質

赤字を見てみますと、国保の特別会計をそ

れぞれ見ますと、先ほど報告がありました

ように、国民健康保険が赤字ですし、さら

に水道は今、健全な財政運営で２０億円ほ

どの黒字になっておりますが、流動負債が

相当増えてきております。流動資産でそれ

を賄っているんですが、こういった部分で

は非常にまだまだ財政は厳しい状況であり

ます。 

 もう一つ加えますと、特に法人市民税で

市税収入が１４億円ほどマイナスになって

おりますが、過誤納還付がされまして、そ

れを合計いたしますと１７億円ほど当初予

算よりも減ってきている、こういったこと

が本当に危機意識として持っておかなけれ

ばならないという中で、私は、先ほど監査

のほうにご質問もさせていただいたのが、

この部分でいきますと、こういった参考資

料の中にも、監査としての私が言いました

ような意見をまず添付するべきではないか

なと。監査意見書、別冊になっているほう

を見ましてでも、この４指標の評価という

のが一切書かれていないんですね、監査と

して。だから、監査は本来数値監査も必要

ですが、やっぱり行政監査にも立ち入って

評価していくべきだというふうに思ってお

ります。 

 総務部長からは非常に危機意識を持って

いるということも伺いました。副市長、先

ほど再任されまして、心からお喜び申し上

げますが、この財政、第４次行革も含めて

の決意も含めてご答弁いただければ幸いだ

と思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○上村高義議長 副市長。 

○小野副市長 今、三好議員が言われた中身

につきましては、いずれにいたしましても、

平成１７年の１１０というのが新指標にな

ってどうなるかということ、それが一気に

府下平均値を下がる９２．８％まで下がっ

たと。税収は過去２０年の中で一番最悪で

あったにもかかわらず、地方交付税不交付

団体は私どもと１町のみという状況。これ

は、どこを見ましても庁内が摂津市は大丈

夫だと、過去から見てきたように、いろい

ろあったけども今までもできたではないか

と、そういうことに流れはしないかという

危惧を持っておりまして、もうすぐ来年度

予算の当初予算説明会に私も出て、もう一

度話をしようと思っているんですが、たが

が緩んではならないと思っています。 

 どっちにしても、その当時の平成１０年、

１１年でしたか、公債費が最悪の約９７０

億円ぐらいあったと思います。ここで議論

されました１，０００億円の借金をどうす

るんだという議論が、きのうのように思い

浮かびます。それが七百何ぼまで下がって

きたということでありますから、一番怖い
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のは、庁内のたがが緩むことということだ

と思います。私もあいさつをさせてもらっ

ておりますように、やはり市長ともどもの

中で、どうやってたがを締めてやっていく

かと。 

 第４次の行革については、一番大きいの

は市民負担をどう見るかと。ただ、世情は

非常に厳しいという中でどういう取り組み

をすべきかと。これは、最終的には市長判

断になりますが、そこはできるだけ知恵を

絞ってといいますか、そして、やるべきも

のはきちっとやるということをやらなけれ

ばならないと思っています。ただ、人件費

の問題も、総量抑制の中身もまだございま

すし、そういうこともやりながら、今回の

ごみ委託の問題も入っておりますけども、

そういったこともいろいろ積み重ねながら

進んでいかなきゃならないなと。ただ、世

情がこれほど悪い中で、市民負担の問題と

いうのは、市長も思われていますけども、

より慎重にということで思っておりますけ

ども、これもやるときは事前事前に議会と

十分な協議をしなければならないというふ

うに思っています。 

 いずれにいたしましても、平成１７年の

苦しみはきちっと踏まえて、やっとここま

で来たということを見ながら、建設事業の

あり方の問題も含めてどうすべきか、これ

は議論した上で議会ともまた議論させてい

ただきたいなというふうに考えているとこ

ろでございます。 

○上村高義議長 ほかにございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 以上で質疑を終わります。 

 日程６、議案第５９号を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 議案第５９号、工事請負契

約締結の件につきまして、その内容をご説

明申し上げます。 

 なお、詳細につきましては、議案参考資

料６ページから１５ページに図面等を添付

いたしておりますので、ご参照いただきま

すようお願い申し上げます。 

 （仮称）摂津市営三島住宅等建設工事の

請負契約を締結する件につきまして、議会

の議決を求めるものでございます。 

 契約の内容は、（仮称）摂津市営三島住

宅等建設工事でございます。 

 契約の方法は、一般競争入札で、契約金

額は１４億８，７５０万円でございます。 

 契約の相手方は、佐藤工業・小野工建特

定建設工事共同企業体、代表者は、大阪市

中央区北浜１丁目１番６号、佐藤工業株式

会社、大阪支店、常務執行役員支店長、大

前和博でございます。 

 工事の内容は、旧市民プール跡地に市営

野々団地、市営鯵生野団地の集約建て替え

に伴う（仮称）摂津市営三島住宅の新築工

事と（仮称）地域福祉活動支援センターの

新築工事で、開発申請に伴う外溝整備と味

舌用地水路の接続工事を含むものでござい

ます。 

 市営住宅新築工事の主な内容につきまし

ては、鉄筋コンクリート６階建て、一部５

階建て、２ＤＫタイプ４７戸、３ＤＫの１

タイプ２５戸、３ＤＫの２タイプ１２戸で、

うち車いす対応が２戸、合わせて８４戸で、

建築面積１，４６１．８３平方メートル、

延べ床面積５，７３７．６３平方メートル

で、エレベーター２基設置となっておりま

す。 

 集会所につきましては、鉄筋コンクリー

ト平屋建て、建築面積８３．５７平方メー

トル、延べ床面積８１．５４平方メートル

となっております。 
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 駐車場の内容につきましては、建築面積

７５１．７平方メートル、延べ床面積７３

５平方メートルの８３台収容の自走式２層

の立体駐車場と車いす使用者用平面駐車場

３台、合わせて８６台となっております。 

 また、その他附属施設といたしまして、

自転車置き場１６８台、バイク置き場１４

台、電気室、ごみ置き場となっております。 

 （仮称）地域福祉活動支援センターの主

な内容につきましては、鉄筋コンクリート

４階建て、１階が社会福祉協議会、２階が

ボランティアセンター、３階が地域包括支

援センター、４階が各団体共用施設で、建

築面積２４６．７６平方メートル、延べ床

面積９５７．０４平方メートルで、エレベ

ーター１基設置となっております。附帯施

設につきましては、自転車置き場１０台、

駐車場３台で、うち屋根付き車いす使用者

用１台となっております。 

 開発申請に伴う外溝整備につきましては、

児童公園の整備３２６．７平方メートル、

市道三島２３号線拡幅工事と敷地外溝工事

となっております。 

 以上、提案内容のご説明とさせていただ

きます。 

○上村高義議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。三好議員。 

○三好義治議員 素朴な質問なんですが、今

回、入札状況を見ますと、１１社ほど入札

参加をされておりまして、金額がすべて同

額、これは最低金額を公表しての入札とい

うことで、抽選で落札をされたというよう

な話を伺っておりますが、この一般競争入

札のあり方で、今回の最低価格の公表をし

てきた背景というのは、なぜそういったこ

とに持っていったのかという素朴な疑問で

質問させていただきたいと思います。 

 最低価格の公表については、他市でもい

ろいろな範例があるんですが、ただ、そう

いった最低価格を公表したときに競争原理

が働かないという部分が１点と、もう１点

は、公共事業というのは民間よりも高いと

いうような批判があります。今回、こうい

った部分での最低価格を公表しての入札に

至った経緯、この点についてお聞かせいた

だきたいのと、もう１点は、今、この価格

に対してのいろんな仕様関係を伺いました

が、今回、この落札額が今後この市営住宅

の中ですべて網羅されているのかというこ

とが非常に気になります。その点について

まずお答えいただきたいと思います。 

○上村高義議長 総務部長。 

○有山総務部長 まず、今回、入札の最低限

度額を公表しているということでございま

すが、私どもは、平成１１年１０月から、

予定価格１，０００万円以上の工事を対象

に予定価格及び最低制限価格を公表してき

ております。さらに、平成１４年１２月か

らは、すべての工事を対象に予定価格及び

最低制限価格の事前公表を行っております。

これに至りましたそもそもの原因は、当時、

かなりの箇所で工事関係者と行政側の人間

の癒着ということが社会的な問題になりま

した。当時を思い出していただきますと、

名刺受けはありますものの、我々の仕事を

している執務室にも業者が名刺を持ってや

ってくる、設計図書等を開けているという

ような、そういう状況もあります。そうい

う中で公平公正に行政を進めていく、工事

の発注を行うということから、平成１１年

１０月、それから、すべての工事につきま

しては平成１４年の１２月から、こういう

予定価格及び最低制限価格を公表してきた

という経緯がございます。それが、私ども

が公表をしてきたという背景でございます。

何も私どもの自治体に限ったことではなく、
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その当時、多くの自治体がそのような方向

で動いていました。 

 それと、民間との価格の差、公平公正な、

逆に言う競争原理を働かすためには、価格

の公表をしないほうがということのご発言

であったと思いますが、この部分につきま

しては、現在、そういう方向で動いている

という市町村もございまして、私どもにつ

いても、今後、現在の予定価格及び最低制

限価格を公表していくというやり方を引き

続いてやっていくのか、あるいは価格につ

いては設計図書で業者のほうできちんと計

算をしていただいてやっていくのかという

ことについても、併せてどちらの方法がい

いのかということは今後検討させていただ

きたいと思います。 

○上村高義議長 この金額ですべていけると

いうことは、仕様を満足できるかと。 

 総務部長。 

○有山総務部長 仕様に基づいて設計図書の

配布を行っております。もちろん、それの

設計図書に基づいて、それぞれの業者が積

算をし、これで十分いけるという判断をさ

れたというふうに考えておりますので、当

然すべての設計図書に基づいたものが完成

されるというふうに判断しております。 

○上村高義議長 三好議員。 

○三好義治議員 まず、１点目の最低価格の

公表の件については、これから検討してい

ただいたらいいんですが、私はそれ以前に、

建設物価指数で国交省の基準に基づいて算

定していっているという部分が一方では問

題ではないかなというふうに思っています。

やっぱり地方におきますと、いろんな建設

物価指数を見ていきますと、人件費も材料

費も相当ばらつきがあるし、その中で仕様

をつくりながら単価を決めていく、この方

式をさらに検討していただきたいというこ

とを、これは要望しておきます。だから、

公共事業が高いというふうに言われている

部分を再度認識していただいて、市民から

いただく税金を有効活用していくための努

力をしていただきたいなというふうに思い

ます。 

 それともう１点、総務部長、本当に今、

１４億数千万円でこの市営住宅がすべて完

成するんですか。私は、これ以外の外溝を

含めて太陽光発電、こういったことがまだ

この見積もりに入っていないというふうに

伺っているんですが、その点について、理

事者は本当にこれですべてで追加予算はな

いと言い切れるかどうか、ご答弁いただき

たいというふうに思っていますし、まずそ

の部分をお願いいたします。 

○上村高義議長 都市整備部長。 

○小山都市整備部長 それでは、ただいまの、

この予算ですべての市営住宅の工事ができ

るかというご質問に対してご答弁申し上げ

ます。 

 この市営住宅の現在の契約につきまして

は、今ご指摘の太陽光発電のパネルでござ

いますが、これについては、街路照明灯の

３基につきましては含まれておりますが、

今後計画している自然エネルギーを活用す

るという観点から、太陽光パネル設置の検

討を考えております。この分につきまして

は、この工事の予算の中には含まれており

ませんで、今後、来年度に向けて、この太

陽光パネル設置に向けて計画し、来年度予

算要求もしてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○上村高義議長 三好議員。 

○三好義治議員 先ほど総務部長は、この市

営住宅にかかわる分はすべて盛り込んでお

るということで、太陽光発電については別

途発注するという原課の今ご答弁ですが、
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もともと建設常任委員協議会を私は聞いて

おりますと、もともとそういった太陽光発

電というのは、最初の建設段階からの議会

での議論の中に入っていたというふうに思

うんですが、なぜその太陽光発電の部分だ

けを外し、さらに予算要求をしていかなけ

ればならないかというのが非常に疑問に思

います。だから、この市営住宅の建設予算

の中に本来太陽光発電もすべて盛り込んで、

建築設備と分けるならば分けるということ

の中で議会に説明すべきが本来のものだと

いうふうに思うんですが、この辺、理事者

としての考え方は一になっていないと思う

んですが、この辺もお願いしたいというふ

うに思います。 

 それと、今回、市営住宅８４戸の建設戸

数になっておりますが、今回の事務報告書

をざっとですが目を通しておりますと、市

営住宅の八町のほうが、政策空き家という

のが今１室と書いておりまして、実態は２

室あるんですね。この八町のほうまでは、

ここは含まれていないと思うんですが、こ

れは今回の上程されている議案とはちょっ

と逸脱しているかもわかりませんが、建設

戸数の８４戸に加えて質問ということの中

でご理解をいただきたいと思うんですが、

この分については鯵生野と野々団地の方々

が引っ越してこられて、これで大概満室に

なるけども、何で八町のほうが政策空き家

ができて、この部分まで入れるのかどうか

ということが、我々としても八町まで盛り

込んでくるのかなということが今見ておっ

て気になったんですが、この点については、

今回３回目の質問ですから、ただ、今の政

策的な部分の中の本来の見積額、要は落札

額の中に、何で太陽光発電まで予算の中に

盛り込んでいなかったのかということをご

答弁いただきたいと思います。さっきは、

総務部長はこれで全部できると、太陽光発

電は予算はとっていないから、これからま

だ予算計上していくと。しかしながら、前

段では、議会からは要望もあって太陽光発

電をつけるというふうに言い切っておった

と思うんですが、よろしくお願いいたしま

す。 

○上村高義議長 都市整備部長。 

○小山都市整備部長 それでは、２回目のご

質問にご答弁申し上げます。 

 太陽光発電の考えでございますけれども、

当初は小規模でありながら街路照明３基に

太陽光パネルを設置し、自然エネルギーと

いう形でこの計画には盛り込んでおりまし

た。昨年の１０月の議会で太陽光発電を使

用しないのかというご質問もございまして、

南千里丘のまちづくりではＣＯ２削減のた

めに太陽光パネルを取り組んできました経

緯がございまして、その後で計画をもう一

度見直しながら自然エネルギーの活用を検

討してまいりました。その段階では、まだ

太陽光発電の大きさ、あるいはどれだけの

容量が必要かということも決まっておりま

せんでした。国の制度も変わりながら、公

共施設に太陽光パネルを設置しても、制度

上、買い取り制度があるのかどうかという

ことも、去年の暮れには変わりましたので、

その辺を検討している間に、市営住宅との

同時の発注がおくれたという状況でござい

まして、国の制度等が明らかになってまい

りましたので、来年度、別の工事としてで

きれば発注していきたいと。太陽光パネル

につきましても補助制度を使っていきたい

と思っておりますので、市営住宅の補助制

度と太陽光パネルの補助制度は違いますの

で、その補助制度の採択に向けての計画を

もう少し進めて、来年度、この太陽光パネ

ルを市営住宅の屋根の上に設置しながら、
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共用部分、例えばエレベーターとか、ある

いは受水槽の電力にできれば使用していき

たいという当課の考えがございます。これ

はまだ予算化もできておりませんので、来

年度予算に向けて予算要望してまいりたい

と考えております。 

 それともう一つは、市営住宅の政策空き

家の件でございますが、この８４戸には八

町住宅は移転してきません。あくまでも

野々住宅と鯵生野住宅だけが移転してまい

りまして、八町住宅についてはそのまま存

地、そこには今現在２戸の空き家が出てお

りますが、１戸は政策空き家、あとにつき

ましては順次募集をしていきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○上村高義議長 木村議員。 

○木村勝彦議員 この入札について、１１の

ＪＶがすべて同じ金額、最低金額で落札を

されたということは、市にとっては最低金

額で落札をされるということは非常にメリ

ットがありますし、結構なことだと思うん

ですけれども、やはりそこには何かの話し

合いがあってそういう金額がそろっている

ということに私はなっていると思うんです

けれども、最近の入札状況を見ますと、や

はり南千里丘の関連の事業でも同じ金額で、

抽選で落札をされたというケースがありま

す。そんな中で、業界の中でも言われてい

ることは、やはりこの工事については、や

っても赤字やでという形で、赤字覚悟でや

られているというケースもあろうかと思う

んですね。そういう点では、安かろう悪か

ろうでは、これは金銭的な面でメリットが

あったとしても、実態として、うちにとっ

てはやっぱり好ましくないということもあ

りますし、そういう点では、工事の検査体

制、その辺がどういう体制できっちりやら

れているのかということについて、そして

また今の検査体制で十分であるということ

の認識を持っておられるのか、その辺の見

解についてお聞きしたいと思います。 

○上村高義議長 総務部長。 

○有山総務部長 現在の工事検査についてで

ございますが、委託の発注をするときから、

つまり設計図書から検査をいたしておりま

す。そして、設計書については事前検査と

いう形で行っておりますし、工事について

は受注事後に検査を行っております。した

がいまして、検査によって、そのものが粗

悪なものというような形のことは、本市の

場合は起こり得ないというふうに考えてお

ります。万全の体制を整えて工事を発注し

ている、事前の設計からその部分をやって

いるということでご理解をいただきたいと

思います。 

○上村高義議長 木村議員。 

○木村勝彦議員 私は、検査体制について、

本当に大丈夫なのかなという危惧をします。

過去において、東別府１号線の道路工事な

んかにつきましても、竣工した途端にあち

こちで欠陥が出てくるというケースがあっ

て、やりかえたというようなケースもあり

ますし、そういう点では、やはりチェック

体制というのはきっちりやっていかないか

んと思うんですけれども、今の摂津市の検

査体制で、これだけ大きなプロジェクトが

どんどん工事をしていく中で、果たして十

分な検査ができておるのかということを危

惧しますし、そういう点では、人的な面も

含めて、市としては今の検査体制で十分だ

ということであるのかどうか、この辺だけ

を確認しておきたいと思います。 

○上村高義議長 副市長。 

○小野副市長 検査体制の問題に入りますま

でに、私は副市長をやらせてもらっておっ
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て、建築工事が摂津市には全く出ないとい

うことで、過去１０年ぐらいは出ていなか

ったんでしょうか。土木工事だけでも待ち

に待っているという言葉を聞いたことがあ

ります。今回、ご存じのように一気に出ま

した。そういった意味では、設計管理、予

算をつけてやらせておるんですけども、そ

の時々の建築は、当分これ以上は出ないだ

ろうと思いますが、今年度、来年度と一斉

に出たということの中で、そのときにどう

あるべきかということの、急性期でしたか

ら、そこのところの議論はやはり内部では

しなければならなかったのかなというふう

には思います。 

 そして、今後、建築工事そのものが、私

の頭の中にも、そうこれからまた出てこな

いなと。今後出てくるとすれば、吹操跡地

問題でのプロポーザルなり、あれをどうい

うふうに考えるというのが大きいかと思い

ます。 

 それで、この最低価格の問題につきまし

て、今、三好議員が言われましたように、

私も国交省単価そのものを基本的にしない

と、よく業界で言われているのは、フロッ

ピーを持ってきまして、あれは全部フロッ

ピーで出るんですね、基本的に。だから、

これが安い、高いやないかと、それがいと

も簡単にフロッピーで売っていますから、

そういうところにおけるところで、どうい

う形で入札を応札してくるか。私のところ

に来るのは、高いときに言うてこられます、

高過ぎるんじゃないかと。なぜそれがわか

るんですかといったら、設計図書を見たら

すぐにもうフロッピーで打ち込めるんだと。

これはまさしく国交省単価でありますから、

最低価格のあり方については、今後、我々

も議論いたしますが、どの最低価格がいい

のかというようなことをもう一遍議論せな

あかんと思います。 

 ただ、私どもが今回見ておった中では、

この住宅問題は、多分建築がないがゆえに、

相当競争して最低価格で出てくるんじゃな

いかということは、担当のレベルでは感触

的にそんな感じで聞いておりました。した

がって、この額というのは正当だと思うん

ですが、もう一度、他市のは言うてくれま

せんが、いわゆる最低価格をどう打つかと、

どこで打つかということがありますね。た

だ、そのことについては、またそれはそれ

であまり低くしても粗悪なものになるとい

う可能性がありますし、以前にこの問題を

やったときに思い出しますのは、これは１

円入札のときもあったんです。そのときに

１円入札というのもありました、大きな工

事で。あれは１１年か、私が助役になった

ころの話ですので、この問題も含めまして、

もう少し知恵を絞るものがあるかどうかと

いうことと、それから、工事検査室の体制

というのは、いま一度きちっと見た上で、

設計管理委託もやっておりますけども、来

年度、機構改革をやるということの中で、

総務部長の意見も聞きながら、やっぱり工

事検査は大事でございますから、これは業

界になめられるということであったとした

ならば、うちの工事検査は何なのかと、も

し業者のほうが指導しているというような

ことになりますと、これは非常に大きな問

題にもなりますし、過去に一時期そんな話

も聞かんわけではなかったというふうに私

も承知しておりますので、工事検査は大事

であるということの中で、いま一度配慮し

て総務部長とも一遍協議をしてみたいなと

いうふうに考えているところでございます。 

○上村高義議長 山本議員。 

○山本靖一議員 同趣旨の質問になるかもし

れませんが、第１点目は資金計画ですね。
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当初予算では約２０億円近く、これで消費

税も入れて約１５億円ですね。そうすると、

４億円を超える、５億円に近い当初予算と

は乖離が出てきました。これで資金計画、

例えば国の補助金、それから市の積立金、

それから公債費、こういうものがどういう

形になっていくのか。それから、地域支援

のセンターの建屋の社協の負担金なども、

これも変わってくるというふうに思うんで

すけれども、今の時点でこの資金計画はど

ういうふうになっていくのかということを

教えていただきたいと思います。 

 それから、２点目には、この市営住宅が

いよいよ動いてくるということで、今、体

制の問題、仕様の問題が議論になりました

けれども、今おっしゃったようなことが本

当にこの間確立されてきたかというのが非

常に疑問に思うわけですね。今年の４月に

市営住宅の関係で大きな役割を果たしてお

られた方が退職をされたと。その後の補充

が不十分であったというふうに私は認識し

ているわけです。そうすると、今おっしゃ

っていることは、こういう大きなプロジェ

クトを出発するときに、そういう体制がき

ちっと確立できていたのかという、そうい

うことについて非常に疑問を持つわけです。

例えば公共事業について、あちこちで入札

が不調になっている、つまり業者からボイ

コットされてしまって、随分仕事がこの間

滞っているというふうな事例も聞きました。

今の最低価格の発表がだめだという意味で

はありません。そういう意味では、やっぱ

りきちっとした設計、それからそれに基づ

く検査の体制、ずっと経常的にそのことを

つくっていけるような状況には今ないと思

いますけれども、大きな事業のあるときに

は、これまでつくってきたような体制をそ

の時点だけでも確立していくというのは非

常に大事な問題ではないかという認識をし

ています。この点でお聞かせいただきたい

と思います。 

○上村高義議長 総務部長。 

○有山総務部長 もちろん入札で予算組みを

している金額から落ちるということは、不

用額が出るということなんですが、その財

源の内訳としましては、国の補助は一定割

合、それから地方債についても充当率とい

うものが決まっておりますので、その補助

裏に対する金額が起債の発行額ということ

になります。したがいまして、入札による

落札が出たということについては、地方債

の額が減じられる、国費が減じられるとい

うことになります。それに充てております

一般財源部分にある積立金も当然落ちると

いうことになります。ただし、それぞれの

割合については、もともと補助の率であり

ますとか起債の充当率という率が決まって

おりますので、その範囲の中での減になる

ということになります。 

○上村高義議長 工事体制について、副市長。 

○小野副市長 職員体制につきましては、今、

名前を言われていない職員については、こ

の３月でやめました。彼のときに長年ずっ

とこの議論をしながら最終的に市長が認め

たということでありまして、彼が設計の関

係を全部積み上げてきて今回の入札になっ

ていますから、その時点では、私はそこに

そごはなかったと、別に段差ができたわけ

ではないというふうに思います。ただ、今

後における課題として、確かに南千里丘ま

ちづくりなんかにこのことは生かしていか

なきゃならないなと。いわゆる土木下水道

部と都市整備部の融合性ということを図ら

なければ、このまま一部だけでやっておっ

て、クリーンセンター問題、ここに大きな

これからの課題があるなと。ですから、こ
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れは両部でやる、そして政策部門も入らな

ければならない。こういうこともやらない

と、都市整備部だけでやっておると、いわ

ゆるあっと驚くような結果が待っているよ

うな気がしてなりません。このことについ

てはよくわかっておりますので、今後この

市営住宅の問題は、過去の３月にやめた次

長のもとでやった予算でございますので、

これはきちっとできておるというふうに思

いますが、今後の大きな課題である分につ

いては、吹操跡地に限らず、タイムリーに

そういうことを考えて、やはりＰＴ等で集

めてそこで議論させるということは、６６

０人体制を持っていく上には、より一層こ

れが大事になってくるというふうに思いま

すので、そういうことについても今後十分

配慮して行政執行をしていきたいなと考え

ているところでございます。 

○上村高義議長 山本議員。 

○山本靖一議員 資金計画の関係、これは今

の金額を圧縮していくというふうなお答え

やったと思うんですけれども、今、２１年

の決算の報告がありましたけれども、不用

額が１５億円を超えているわけですよね。

当初予算と決算がこれほど乖離をすると。

今、最低価格に確信を持っていると、間違

いないというふうにおっしゃっているわけ

ですから、そうすると、この当初予算の２

０億円近いお金はどこから出てきたのかな

という気持ちがするわけですね。そんな予

算の組み方をされているのか。予算決算の

乖離というのはいつもあるんですけれども、

しかし、２０％から２５％の乖離というの

は、やっぱりこの厳しい状況の中で、予算

の組み方としてなかなか納得いけるような

数字ではないなというふうに私は受けとめ

ています。つまり、仕様書に確信を持って

いる、そういう体制の中でつくってきたと

いうことですから、その予算の金額はどこ

から出てきたのかと。そうすると、全体の

資金計画が変わってくるわけでしょう、大

きな事業ですからね。そういうことについ

て本当に説明できるのか。であれば、なお

さらのこと、こういう圧縮した中でも、そ

れぐらいの見通し、資金計画というのは、

今の時点でも示されるんじゃないですかと

いう気がするんですが、いかがでしょうか。

改めてその社協の負担の部分も含めて、単

純にそれはずっと圧縮していくのかという

ようなことも含めて、これは教えていただ

きたいんですが、社協に対する基本的な姿

勢がここにも問われているというふうに思

うんです。 

 それから、体制の問題では、３月までに

でき上がっているから、もうそれで大丈夫

だというふうな今お答えでしたけれども、

今から実際には動いていくわけですよね。

それは、いろんなこれまでのやり方の中で

そのことが生きていくような体制を組んで

こられたというふうに私は思うんです。今

どうのこうの言うわけじゃありませんけれ

ども。しかし、これほどの大きなものが本

当にこの２年間の間にきちっと進んでいく

ためには、そのことを監視していく、今、

それぞれ同僚議員が示されたような、その

ことは本当に必要だと思うんです。この点

について、今は状況はわかりますけれども、

考え方だけ示していただきたいというふう

に思います。 

○上村高義議長 総務部長。 

○有山総務部長 私どもでは資金の計画、当

初の予算の組んだもの、それから決算、こ

れは必ず決算額に合うような形の予算額と

いうのは組みようがないので、必然的に予

算・決算というのは乖離をいたします。こ

こ数年、私どもでは７月の決算を見て、そ
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れ以降の中期財政計画という形で１０月に

今までその部分を修正し、当該年度の予算

での動きにある部分を反映させながら見て

まいりました。現在、中期財政計画を作成

中でございますが、その中で予算との乖離

の部分というのは反映して、今後の数年分

の計画というのを立てていっておりますの

で、その中で反映しているというふうにご

理解をいただきたいと思います。 

○上村高義議長 市長。 

○森山市長 私のほうから体制についてお答

えをしておきますけれども、先ほど来、非

常に議会のほうで懸念といいますか、ある

意味では大丈夫かということで、これはあ

りがたいことでございますけれども、私は

市長になりまして５年と数か月過ごしまし

た。この間、摂津市ではいろんなハードな

まちづくりは課題がいっぱいありました。

好むと好まざるとにかかわらず取り組んで

いかなくてはならない、そういった課題が

いっぱいあったわけですが、その都度、議

会の皆さんと相談しながら今日まで参りま

したが、それにいたしましても、役所の職

員の体制がしっかりできているか、このこ

とは常々しっかり私なりに点検をしてきた

ところでございます。毎年職員が退職した

り順番にかわってまいりますけれども、間

違いのない引き継ぎがしっかり行われてお

ります。そして、都市整備、土木下水とも

ども、私は、摂津市は小ちゃなまちですけ

れども、それぞれ優秀な職員がいることを

確認いたしております。そして、今の体制

で今行われている事業をしっかりと私はこ

なせると、また、こなしてもらわな困ると

いうことで、これからも議会のほうでご指

摘があるような点を一つ一つチェックしな

がら、さらに磨きをかけて今後も怠りなく

事業を展開するように努めてまいりますの

で、どうぞよろしくお願いしたいと思いま

す。 

○上村高義議長 社協との関連について、保

健福祉部理事。 

○福永保健福祉部理事 では、社会福祉協議

会の費用負担の部分についてお答え申し上

げます。 

 建設費に社会福祉協議会からの費用負担

を求めますと交付金等が受けられなくなる

ということで、建築費の圧縮と社会福祉協

議会への費用負担とは少し切り離して考え

ていきたいと考えているところでございま

す。 

○上村高義議長 山本議員。 

○山本靖一議員 体制問題は今、市長がお答

えになりましたので、それは今、同僚議員

からいろいろ提案がありましたけれども、

これがかみ合うような形で執行していただ

きたいというふうに思います。 

 それから、資金計画の関係は一般論なん

ですよ。具体的に今聞きました。つまり最

低金額のものをちゃんと自信を持って出さ

れたと。それが２５％近い乖離があるとい

うこととの矛盾を感じませんか。私はそう

いうふうに思うんですよ。絶対に自信を持

っている、しかも、そういうところに張り

つくだろうというふうな入札結果について

も想定されている。ところが、予算はそれ

よりはるかに大きな金額を出すという、そ

ういうことについて、これはおかしいんじ

ゃないですかというのが私は素朴な思いな

んですよ。これだけ全体的に１００円、２

００円で厳しい状況で予算査定をしている

わけでしょう。ところが、自分たちは絶対

の自信を持っているその金額よりはるかに

高い予算措置をするというのは、安全率を

見るというのはわかりますけれども、予

算・決算の乖離というのは、それも理解で
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きますけれども、これほどの乖離について

財政としてどういうふうに認識しているの

かということを聞いているわけです。具体

的な話ですからお聞かせください。 

○上村高義議長 総務部長。 

○有山総務部長 予算編成を毎年行いますと

きに、それぞれ根拠を積み上げてまいりま

す。このように、工事の場合、設計金額に

基づき、その予算額、工事請負費の計上を

いたしているところでございまして、先ほ

ど少し話題になりました国土交通省の建設

物価でありますとか、そういうものに基づ

く設計図書が既に出され、それに基づいて

予算を計上しているところでございます。

そのほかのものにつきましても、備品、物

品などにつきましても、業者から見積もり

をとり、その根拠とし、その積み上げを担

当原課とは行い、財政課との予算折衝をす

るということでございますので、設計に上

がった金額を要求額としておりますので、

過大にその分を積み上げてきたというふう

には理解をしておりません。 

○上村高義議長 市長。 

○森山市長 私のほうからもお答えしておき

ますけど、私は今、山本議員がおっしゃっ

ていることについて、少し理解できないこ

とがあるんですけど、これがめっちゃくち

ゃ高うなってしまうのならまだしも、一生

懸命努力して、できるだけ安くということ

で、しかし、そこにはルールがありまして、

最低最高というんですか、これがあるわけ

ですね、今。私は、ここでこういう発言を

していいかどうかわからないけれども、最

低でみんなが入れて抽選せな、そして、そ

のしわ寄せがどこへ行くかといったら、ま

た下請け下請けへ行くんですね。だから、

おっしゃっていることは、今の世の中自体

が私はおかしいと思うんですね、そういう

ことに全部なっていくということは。やっ

ぱりある程度きちっとしたルールに基づい

て設計した額が出ているわけでありますか

ら。我々は安いほどいいんですよ。いいん

ですけれども、そのルールに基づいて最低

で入札していただく、ありがたいなと。で

すけれども、一方でおかしな社会現象が起

こっているわけでありますから、こっちの

ほうをもっときちっとせないかんなという

ほうに思いをはせておりますので、ただ、

この乖離はおかしいやないかと言われても、

これはある程度ルールによって設計して、

それに基づいて我々はもっと安くなったら

ええなと思ってやっていますので、行政が

何かめちゃくちゃな値を出して、この差を

つくってやっているのではないので、その

辺はちょっと理解をしてほしいなと。私が

言うていることは間違うているんでしょう

か。私のほうからあえてお答えします。

（「議事進行」と山本靖一議員呼ぶ） 

○上村高義議長 山本議員。 

○山本靖一議員 前提がありまして、先ほど

言いましたけれども、最低金額に自信を持

っていると、絶対間違いないと。つまり、

そういうところから、今おっしゃった設計

図書の金額からは導き出されているという

のはわかりますけれども、それほどの開き

がある、つまり２割以上開きがあるという

ことについて、非常にこれはほかのものと

違って随分開きがあるということを指摘し

ておるわけです。安いからけしからんとか、

そんな話ではないわけですね。今、不調に

終わることだってたくさん事例があるから、

それはやっぱりよくないことですし、今、

市長がおっしゃったそのとおり私は理解し

ますけれども、しかし、最低金額について、

これだけの根拠があるし自信があると。し

かし、実際に出された金額というのは、予
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算措置として２０億円近くあると。つまり、

この間に５億円、２５％近くも乖離がある

ような予算の組み方についてはどうなのか

という素朴な疑問を投げかけていまして、

この点のお答えを今いただいたということ

ですから、市長との認識の関係は、そこは

おっしゃっている意味はよくわかっていま

すので、理解しておりますので、議長のほ

うでさばいていただいて結構です。 

○上村高義議長 ほかにございますか。柴田

議員。 

○柴田繁勝議員 今回の工事契約のことにつ

きまして、中のことですので、もし私のお

尋ねすることが、それはちょっと違うでと

いうことであれば、議長でさばいていただ

いて結構なんですが、いよいよ市営住宅が

こうして建っていくわけですけれども、私

は、この住宅を建てるのに、今日の水道を

中心とした考え方ですけれども、大阪市な

どでは１０階建て以上でも直圧水道が採用

されている、また、他市でも直圧水道によ

って、Ｏ－１５７だとかいろいろな問題が

発生しないような直圧ということを考えて

おられる。この中で、摂津市の今回の建物

については、直圧水道でいくかどうかとい

うような議論を、今日まで、これを入札さ

れるに至るまでにやってこられたのかどう

か、少しお尋ねしたいと思います。 

○上村高義議長 都市整備部長。 

○小山都市整備部長 今のご質問の水道の直

圧ということでございますけれども、今現

在、市営住宅では、平屋等については直圧

で送っておりますが、今回の市営住宅の建

設に関しましては受水槽対応で設計してま

いっております。この受水槽につきまして

も、点検ということで、定められたそうい

う点検を行えば水質に問題がないと考えて

おりますので、受水槽でこの建設を行うと

いうことで設計に反映しております。 

 以上です。 

○上村高義議長 柴田議員。 

○柴田繁勝議員 通常では、今までは２階以

上はタンク方式、摂津市はもう少し高いと

ころまで直圧方式を採用されていると思い

ますし、この前聞いたときには、５階まで

であれば直圧方式がいける、私の聞き違い

かもわかりませんが、そういうふうにお聞

きしたような記憶があるんです。この建物

を見てみますと５階建てが大部分で、６階

の部分が６軒ぐらいしかないわけですね。

そのために全部もし５階までが直圧でいけ

るということであれば、それをタンク方式

にすると。タンク方式にするメリットもあ

るでしょうけれども、デメリットのほうが

多いと思うんですね。毎年１回タンクの清

掃はしなければならない、そしてまたアフ

ター管理はしなければならない、また、そ

の清掃期間中はやはり断水をしなければな

らない。こういうことを考えたときに、市

民の皆さんでも年に１回は断水があるとい

うようなことにもなりますし、本来なら、

こういう建物でなることであれば、直圧式

でやられるということのほうが市にとって

も将来的、経済的な負担が少ない、また市

民にとってもメリットがある。そういうこ

とから、本来ならこれぐらいの建物であれ

ば直圧方式ができないかという検討をもっ

と具体的に庁内でされるべきではないのか

なという感を持っております。 

 ちなみに、摂津市の水道は、最近は非常

に圧力が上がって６キロはあるというふう

に言われています。６キロあるということ

は、単純計算すれば６０メートル上がると

いうことです。この建物はどんなに計算し

ても３０メートルはないと思います。そう

いうことからいきますと、十分対応できる
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水圧が既に網羅されている中で、やはり今

後は直圧方式というものは考えていくべき

ではないのかというふうに思うんですが、

ここまでもう至っておりまして、契約もタ

ンク方式ですから、これ以上それをどうの

こうのということは申しませんけれども、

他市との関係、またこれからのメンテナン

ス、維持管理、いろいろなことを考えたと

き、またＯ－１５７のような残留塩素の問

題などを考えたとき、やはり直圧方式とい

うものをもう少し考えていかれる必要があ

るのではないかと思いますが、その辺のご

見解を聞かせていただければありがたいと

思います。 

○上村高義議長 都市整備部長。 

○小山都市整備部長 今回の市営住宅につき

ましては、受水槽対応で水道を計画してお

ります。今の議員のご指摘がございました

ように、これにつきましても、水道部と協

議しながら直圧がいいのか受水槽がいいの

かという協議をして設計してまいっており

ます。今後、こういう計画がございました

ら、やはり水道部と協議しながら、今の水

道の対応はどういうふうな対応でできるの

かということを聞きながら設計に反映して

いきたいと思っております。 

 以上です。 

○上村高義議長 ほかにございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 以上で質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 本件については、委員会付託を省略する

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 討論なしと認め、討論を終

わります。 

 議案第５９号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○上村高義議長 起立者全員です。よって本

件は可決されました。 

 日程７、議案第６０号など４件を議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 議案第６０号、動産取得に

関する件につきまして、その内容をご説明

申し上げます。 

 なお、詳細につきましては、議案参考資

料１６ページに添付いたしておりますので、

ご参照いただきますようお願い申し上げま

す。 

 摂津市立学校等地上デジタル放送対応薄

型テレビ購入（その１）契約を締結する件

につきまして、議会の議決を求めるもので

ございます。 

 契約の内容は、摂津市立学校等地上デジ

タル放送対応薄型テレビ購入（その１）で

ございます。 

 契約の方法は、指名競争入札で、契約金

額は１，２５７万９，０００円でございま

す。契約の相手方は、大阪府摂津市正雀本

町１丁目２０番１０号、木原電気株式会社、

代表取締役、市川幸衛でございます。 

 物品の内容は、地上デジタルテレビ放送

対応薄型テレビで、小学校、中学校、幼稚

園、公民館で使用いたすものです。 

 納入の期日は、平成２２年１０月２９日

で、購入物品の規格は、キャスター付きス

タンドを装備した４０型デジタルフルハイ

ビジョンテレビ９４台及び３２型ハイビジ
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ョンテレビ１６台でございます。 

 以上、提案内容のご説明といたします。 

 次に、議案第６１号、動産取得に関する

件につきまして、その内容をご説明申し上

げます。 

 なお、詳細につきましては、議案参考資

料１７ページに添付いたしておりますので、

ご参照いただきますようお願い申し上げま

す。 

 摂津市立学校等地上デジタル放送対応薄

型テレビ購入（その２）契約を締結する件

につきまして、議会の議決を求めるもので

ございます。 

 契約の内容は、摂津市立学校等地上デジ

タルテレビ放送対応薄型テレビ購入（その

２）でございます。 

 契約の方法は、指名競争入札で、契約金

額は１，６２５万４，０００円でございま

す。契約の相手方は、大阪府摂津市正雀本

町１丁目２０番１０号、木原電気株式会社、

代表取締役、市川幸衛でございます。 

 物品の内容は、地上デジタルテレビ放送

対応薄型テレビで、小学校、中学校で使用

いたすものです。 

 納入の期日は、平成２２年１０月２９日

で、購入物品の規格は、キャスター付きス

タンドを装備した４０型デジタルフルハイ

ビジョンテレビ１１６台及び３２型ハイビ

ジョンテレビ２５台でございます。 

 以上、提案内容のご説明といたします。 

 続きまして、議案第６２号、動産取得に

関する件につきまして、その内容をご説明

申し上げます。 

 なお、詳細につきましては、議案参考資

料１８ページに添付いたしておりますので、

ご参照いただきますようお願いいたします。 

 摂津市立小・中学校パーソナルコンピュ

ータ購入（その１）契約を締結する件につ

きまして、議会の議決を求めるものでござ

います。 

 契約の内容は、摂津市立小・中学校パー

ソナルコンピュータ購入（その１）でござ

います。 

 契約の方法は、指名競争入札で、契約金

額は４，３９９万５，０００円でございま

す。契約の相手方は、大阪府摂津市千里丘

２丁目１３番２６号、トミヤ文具店、杉本

公男でございます。 

 物品の内容は、教職員が使用いたします

校務用Ａ４型ノートパソコン４４６台でご

ざいます。 

 次に、議案第６３号、動産取得に関する

件につきまして、その内容をご説明申し上

げます。 

 なお、詳細につきましては、議案参考資

料１９ページに添付いたしておりますので、

ご参照いただきますようお願いいたします。 

 摂津市立小・中学校パーソナルコンピュ

ータ購入（その２）契約を締結する件につ

きまして、議会の議決を求めるものでござ

います。 

 契約の内容は、摂津市立小・中学校パー

ソナルコンピュータ購入（その２）でござ

います。 

 契約の方法は、指名競争入札で、契約金

額は４，３０５万円でございます。契約の

相手方は、大阪府摂津市千里丘２丁目１３

番２６号、トミヤ文具店、杉本公男でござ

います。 

 物品の内容は、持ち運びができる教育用

のＡ４型ノートパソコンを９０台と、ペン

入力やタッチパネル入力ができる教育用タ

ブレットパソコンが３２台、中学校のコン

ピュータ室で使用するデスクトップ型パソ

コンが２０５台でございます。 

○上村高義議長 説明が終わり、質疑に入り
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ます。山崎議員。 

○山崎雅数議員 動産購入の入札について伺

いたいと思います。 

 テレビとパソコンの購入なんですけれど

も、ともに指名競争入札で５社の指名とい

うことで、これに辞退があるんですね。特

にパソコンのほうは５社で３社の辞退とい

うのは、ちょっとおかしな状態と言えなく

ないでしょうか。結局２社だけで争うとい

うのは、そもそも入札の条件が成立してい

ると言えるんでしょうか。先の建設の入札

でしたが、３社に満たない場合はやり直す

ということになっているわけですし、これ

はなぜ３社が辞退ということになったのか、

原因がどういったところにあるのか、聞き

取りなどはされているのでしょうか。お聞

かせいただきたいと思います。入札の条件

というか、これがもともと応じられる状態

でなかったということであるなら、競争が

もう初めから働かないという状態ではなか

ったのかということをお聞かせいただきた

いと思います。 

 それからまた、受注機会を増やすという

か、条件も若干違うということで、テレビ

もパソコンも二つに分けられたと思うんで

すけれども、結局、ともに最終１社が受注

したということに対してどう考えておられ

るのか。分けた意味がなかったと言うと言

い過ぎですけれども、いっそ市内業者に細

かく配分できるような工夫ができなかった

のか、お聞かせいただきたいと思います。 

○上村高義議長 総務部長。 

○有山総務部長 まず、辞退が多かったけれ

ども、その件についてどうかということで

ございますが、指名競争入札の場合、辞退

者が出ましても入札として成立しておりま

して、適法にこの部分については契約が成

立しているということが言えます。 

 それから、もう１点、辞退者が多かった

のに、その理由の聴取をしたのかどうかと

いうお問いがございましたが、この件につ

きましては、国土交通省が出しております

文書でございますが、入札辞退の自由と不

利益な取り扱いがなされないということが、

一般競争入札、指名競争入札についての扱

いというふうにされております。ちなみに

本市の、これは指名競争入札ではないので

すが、事後審査型制限付一般競争入札要綱

に基づく入札にかかる共通公告事項という

ものがございまして、この中においても、

入札の辞退については、入札をした者にこ

れを理由として以後の入札参加に対して不

利益な扱いを受けるものではないというこ

とで、入札の辞退そのものの自由を国と同

様に認めているところなので、事情聴取は

行っておりません。 

 以上です。 

○上村高義議長 教育総務部長。 

○馬場教育総務部長 入札の辞退が多い中で

入札の条件が応じられなかったんじゃない

かという、そういうご質問だと思いますけ

ども、私のほうでテレビとパソコンの仕様

を決めた考え方でございますが、いずれも

今回、国の補助を受けまして整備を進める

ものでございますが、教育用のテレビであ

り教育用のパソコンであるということの前

提で、教育用に使うときに摂津市ではどう

いうテレビ、どういうパソコンが必要かと

いうことを協議いたしまして、現在市販さ

れているテレビないしパソコンの仕様書を

検討いたしまして、そういう教育用パソコ

ンに使う場合の仕様を決めました。一応総

務のほうへ入札依頼をいたしまして、今回

入札していただいたわけですが、いろんな

仕様を決めておりますので、業者のほうか

らも質問も出てきましたが、基本的には、
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質問の中でお答えをお伺いした中でそれ以

上質問がなかったので、私どもは必要な説

明もさせていただき、必要な教育用の仕様

で入札が行われたと、そういうふうに考え

ています。 

○上村高義議長 山崎議員。 

○山崎雅数議員 そうしますと、今聞きまし

たら、最悪１社でも競争入札と言っていい

という話になるんでしょうかね。それもお

かしな話だなと思うんですけれどもね。そ

れから、その状態がまだ聞けていないとい

うことであるなら、仕様書もちょっと見せ

てもらったんですけれども、納期が１０月

の半ばと１０月の末、もうこれが決定して、

発注して１か月あまりで納めないかんとい

う納期の早さですとか、電気屋さんがテレ

ビと併せて台も用意せないかんというのが、

何百台もとかいうのがさっと用意できると

かいうのは、やっぱり条件が限られてくる

のではないかなとか、そういった疑問点が

あるんじゃないかなと思っておりまして、

こういった発注条件になったところに何か

働いてはないのかというところで、もっと

本当にだれでも受けれると言ったらおかし

いですけども、入札がやっぱり競争原理も

含めて参加できるというものにするべきだ

ったのではないかと思うんですが、その辺

もお聞かせいただきたいと思います。 

○上村高義議長 総務部長。 

○有山総務部長 指名に当たりまして、パー

ソナルコンピュータは市内業者ということ

で、市内業者に受注の機会を与えることで

市内業者の発展というものを考えて発注を

かけました。それから、辞退者数について

は、一般競争入札のように広く公募をかけ

た場合は、１社でもその分は有効になりま

す。指名競争入札の場合につきましては、

応札をする者が１人しかないということに

なりますと競争が働かない、あえてこちら

から指名をしていますので、そういう制度

になっております。しかし、今回の場合は、

いずれにいたしましても、事前に行った中

で成立をしているもので、正当であると思

います。 

 それから、納期限等につきましては、本

来なら教育委員会から言うべきことかもわ

かりませんが、私どもは、所管をしており

ます情報政策もこの入札に当たりまして相

談に入っております。納期に無理があると

いうことは決してございません。そういう

意味で正規にやられた入札であり、契約と

して成立している、契約としてというより

も、議会の議決はありますが、そのやり方

としては成立しているものと考えておりま

す。 

○上村高義議長 山崎議員。 

○山崎雅数議員 これが間違えているという

ことではないんですけれども、最終的に両

方とも１社ずつということになった状態、

市内業者ということも念頭に置いていただ

いてやられたということなんですけれども、

これが果たして、結果を見てどうこう言う

ことじゃないんですけれども、よかったの

かなというふうに映るかなということに対

してお考えを聞きたいと思いますので、最

後にお願いいたします。 

○上村高義議長 市長。 

○森山市長 私から答えておきます。先ほど、

山崎議員が結果を見て何か働いているのと

違うかというようなお話をなさいましたけ

れども、一切そういうことはありませんの

で、念のために言っておきます。これは、

普通一般的に幅広く門戸を開いたら、何ぼ

でももっと安く応募はあったと思うんです。

我々は何とかして市内の業者の皆さんにこ

れを取ってほしいと。結果的に１、２に分
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けて、同じ業者になってしまったので、今、

ご指摘があるんだと思うんですけど、その

辺はわかっておられると思いますけど、市

内の業者さんでできるだけ安く、本来なら

家電のみんなに取ってもらったらいいんで

すけど、そうもいきませんけれど、これは

一般競争入札で門戸を開いたら、どっと来

ると思うんですね、今のとき。ほんなら、

さっきの市営住宅の話じゃないですけど、

そんなことまでしてやってはいかがなもの

かということで、行政として何とかこれま

た知恵を絞ってやったことが、こういう結

果になっていますが、今後、これをまたひ

とつ参考に、こういう場合、偶然にしろ、

その１、その２が同じようになってしまう

のがいいのか悪いか研究していきたいと思

いますので、理解をしてください。 

○上村高義議長 野口議員。 

○野口博議員 市長のおっしゃっていること

はよくわかります。そういうことではなく

て、普通一般的に素人が考えますと、わざ

わざ５社を指名されて、そこで入札をお願

いしますよといった場合には、いろんな仕

様に基づいて説明して入札に参加していた

だきますけども、入札に参加を要請した５

社がすべて入札を出して、結果出てくると

いう形が普通だと思うんですわ。その中で、

特に今回３社がパソコンについては辞退さ

れたというところに何かあるのではないか

なという疑問を持つわけですわ。 

 そこで幾つかお尋ねしますけど、まずテ

レビのほうであります。木原電気さんが一

応落札はされておりますけども、仕様書を

担当課からいただきました。単純な質問で

申しわけありませんが、４０型と３２型の

２種類あります。仕様書でいきますと、３

２型についてはフルハイビジョン薄型テレ

ビという仕様なんですけども、参考資料で

見ますとフルハイビジョンのフルが抜けて

いるわけですね。これがなぜそうなったの

かというのが第１点であります。 

 パソコンのほうは、先ほど冒頭にそうい

う懸念を申し上げましたけども、その懸念

の背景にあるのが、この仕様の中で、いわ

ゆるそこに行くような形で仕様がされたん

じゃないかという疑問を持っているわけで

す。具体的に申し上げますと、私もパソコ

ンはあまり得意ではありませんけども、例

えばソフトがあります。パソコンの中で調

達物品の詳細要件で３点示されています。

その他の分で、ソフトとして教科学習用ソ

フトでエデュメール小学校摂津市版、エデ

ュメール中学校摂津市版というソフトがあ

ります。本来ならばこのソフトを別発注に

して、それ以外で同じ条件で入札をしてい

ただくというのが、一般的に見たら公平な

入札のあり方と思いますけども、その点で、

この二つのソフトを仕様に使われて、入札

で説明をされて入札をお願いしたという点

について、わかりやすく公平にされたとい

う観点からしてどうなのかというのを若干

説明していただきたいと思います。 

○上村高義議長 教育総務部長。 

○馬場教育総務部長 まず、テレビのほうの

仕様で、４０型がフルハイビジョン、それ

と３２型がハイビジョン、この差が何かと

いうことなんですが、実は、私どもは、当

初検討したときに、国のほうは教育用パソ

コンで５０型を推奨するという話がござい

ました。ただ、学校現場等々と話し合いを

しまして、５０型はやはりあまりにも大き

過ぎて今の学校ではちょっと使い勝手が悪

いということで、普通教室は４０型を入れ

てほしいと。それと少人数の教室、例えば

支援教室等でございますが、これについて

は３２型で結構ですというふうな学校の希
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望がございましたので、私どもはその中で

機種を選定しましたら、現在、フルハイビ

ジョンにつきましては、もう３２型は生産

していないということがわかりましたので、

３２型につきましては通常のハイビジョン、

それと４０型は、やはりこれからの発展性

を考えましてフルハイビジョンに分けたと、

そういうことでございますので、よろしく

お願いいたします。 

 それと、パソコンの仕様の中で、ソフト

について別に買ったほうがよかったのでは

ないかということでございますが、パソコ

ンはハードの機械だけでは機能しません。

どういったソフトを入れてどういったふう

に使うかというのが今日的に非常に大事な

ことになりますので、ソフトが動く形のハ

ードの仕様という、逆にそういう形も必要

になってきます。例えばメモリーでござい

ますとか、ハードディスクの機能でござい

ますとか、そういうことがございますので、

まず私たちは、先ほど申し上げましたよう

に、教育用パソコンとしてどういうパソコ

ンを入れたらいいのかという議論から始め

まして、やはりこういう教育用のソフトを

入れた形で使いたいという先生のご希望が

ございました。ここに書いておりますエデ

ュメールなりにつきましては、ソフトの開

発会社の商品でございますが、これにつき

ましては、いずれの機械にも入るというこ

とでございますので、特にこれがあったか

ら競争が有利・不利ということはございま

せん。 

 以上です。 

○上村高義議長 野口議員。 

○野口博議員 なかなか理解できない部分も

あるんですけども、そうしましたら、市と

して５社に入札をお願いするとした場合に、

そのときの考え方としては、いわゆる多く

の方々に地元業者として受注に参加してい

ただきたいと、その条件は提示しますよと

いうことで入ったわけですわな。それがな

かなかできなくて、あまり近来ない、いわ

ゆる６０％の業者３社が辞退するという、

この問題についてどうお考えなんですか。

もともと条件がつくときに、５社が参加で

きる状況にされて入札をお願いするのが普

通だと思うんですけども、実際に入札を指

名されて集まっていただいて説明するとし

た場合、いろんな条件を聞かれて、そこで

５社が参加できるようにと、いろんな条件

を整備してその方向に行くように努力する

のが当然だと思うんですけども、そういう

問題からして、３社が辞退した問題につい

て、その説明ではなかなか理解できないと

思うんですけども、わかりやすく説明いた

だけませんか。 

 もう１点は、ソフトの問題をお話ししま

したけども、今回、トミヤさんがパソコン

では落札されましたけども、パソコンのメ

ーカーは決まっているわけですかね。今、

ご答弁では、どのメーカーでも対応できる

と。ただ、そのときに、例えば先ほど仕様

書に書かれているこのソフトをつくったメ

ーカーがあるとしますわな。メーカーとの

日ごろのおつき合いが多いところが安くソ

フトを購入できると、つき合いのないとこ

ろは高くなりますよという、そういう点で

も不利益が生じるという場合もあろうかと

思いますけども、もう少しソフトの問題に

ついて、どの機種、どのメーカーでも値段

も含めて公平に考慮されて入札に参加でき

るのかという点についてお答えください。 

○上村高義議長 教育総務部長。 

○馬場教育総務部長 まず、辞退の件でござ

いますが、繰り返しにはなりますけれども、

私どもは、まず学校で使うパソコンが今日
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的にどういった形の仕様であれば摂津の子

どもたちに一番使いやすいか、また、パソ

コンでございますので、こういう機械は日

進月歩でございます。ただ、一度入れます

と、やはり財政上の関係で５年７年使って

いかなきゃならないという中で、やはり今

日的に各社のメーカーの仕様等を見た中で、

複数社以上で入っている部分については、

そういった今考えられるいいものを予算の

範囲の中で私どもは求めたいということで、

こういう仕様を決めました。ただ、それに

しても、この仕様の中で入らないというこ

とはないということで、これを決めさせて

いただいています。 

 それと、それにもかかわらず、なぜ３社

が辞退なんだと言われても、それは私ども

はなかなか答えにくいんですが、いずれに

しましても、先ほど申し上げましたように、

仕様書をお出しした後に質問の期間を設け

ております。延べで２回、７項目にわたっ

て質問が上がってきました。それについて、

私どももこういうことですということでお

答えした中で理解していただいていますの

で、私どもはその中で理解していただいた

中で、当日入札に参加していただけたとい

うふうに考えております。 

 それとソフトの問題でございますが、パ

ソコンはハードのメーカーとソフトのメー

カーがございます。ソフトのメーカーは、

いずれのハードにも準拠できる形でつくる

ということが一般的でございまして、特に

こういう教育用のソフトにつきましては、

つくるソフトの会社がやはり限られており

ますので、どうしても特定の部分を選びま

すが、それにしても、それについてはどの

ハードでも動くということを確認しており

ますので、そのことによって有利・不利は

なかったと考えております。 

○上村高義議長 野口議員。 

○野口博議員 最初に３社辞退した問題につ

いて懸念を表明しましたけども、業者に発

注する場合には、地元業者育成ということ

で、そのことをキーワードにして事を進め

ていきますけども、５社が入札に指名して

３社辞退になったという点で、いろんな質

問に答えたとおっしゃったんだけども、そ

の他の業者を含めて、地元にほかにあれば、

ほかの業者も集まっていただいて、改めて

多くの業者が参加する中で入札を行うとい

うのが自然な形と思いますけども、そうい

うことはお考えにならなかったのかという

問題が一つ。 

 先ほど質問しましたけども、ソフトの活

用について、それをただトミヤさんが落札

しましたから、このソフトを使って市のほ

うに納入されますけども、ソフトの金額に

ついて、例えばどの業者が落札しても、こ

のソフトを持っているメーカーとの関係で

同じ金額でいくのかというのは確認されま

したかな。そういう問題が根っこに僕は残

っていると思っていますけども、最初の問

題を含めてお答えをいただきたいと思いま

す。 

○上村高義議長 教育総務部長。 

○馬場教育総務部長 ソフトの問題にお答え

させていただきます。今回、私どもが購入

しましたのは、こういったハードの仕様で、

それと、そのハードにこういった仕様のソ

フトを入れていただいて、こういうトータ

ルの機能が欲しいということの仕様書を一

応我々はつくりました。当然メーカーによ

っては、いろんなメーカーの工夫によって、

ハードが得意なメーカー、いや、うちはソ

フトのほうが得意なメーカー、はたまた他

の部品、メモリーだけが非常に安いとか、

いろんなことが私はあると思います。その
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中で、トータルの企業努力をしていただく

中で私どもは入札に参加していただきたい

と。ですから、この部分が安いとかこの部

分が高いということじゃなくて、私どもが

求めるトータルの性能の中で、このハード

の機械を落札していただきたいということ

をしましたので、個々に何の分が安いとか

高いとかの確認はもういたしません。 

○上村高義議長 総務部長。 

○有山総務部長 ３社辞退ということで、メ

ンバーを差しかえてもう一度入札するとい

うようなことは考えなかったのか、市外業

者を含めてというお尋ねでございますが、

実は、市内業者育成という意味でこの５社

を指名いたしました。事前に辞退の申し出

があったのは２社でございまして、入札当

日は３社による入札が行われております。

入札書に辞退というふうに、本来金額を書

くべき欄に辞退と書かれた業者さんが１社

ございまして、結果として３社辞退という

ことになっております。そのことからかん

がみまして、私どもとしましては、どうし

ても市外業者を含めた形の中での競争とい

うよりも、市内業者を育成するという観点

から３社による入札を行ったものであり、

市外業者を入れてもう一度メンバーを組み

直すという考えはそのときにはございませ

んでした。 

○上村高義議長 山本議員。 

○山本靖一議員 重なると思うんですけれど

も、改めてお聞きしたいと思います。 

 市長がおっしゃった不自然だというふう

な観点でお聞きしているわけではありませ

ん。こういう事態ですから、市内のたくさ

んの業者にこういう機会に参加していただ

くというのが一番の目的、そのためにお互

いに知恵を出したらどうだというふうな立

場でお聞きしています。 

 それで、この事業については、最初にお

っしゃったように、目的は景気対策という

ことから、国の補助金１０の１０というこ

とから来ているというふうに理解していま

す。あるいは、その目的に沿った入札のあ

り方という点で、その１、その２、すべて

これは同じ業者を当初から呼んでいると。

受け皿がこういう五つの業者しか本当にな

かったのかというふうな思いがするわけで

す。広く事前に業者を指名するという、そ

ういう方法はなかったのかと。それから、

今おっしゃったけれども、その１で入った

ら、その２は外していくというふうなこと

とかね。 

 過去で言えば、市民図書館ができたとき

には、書店会、これに加盟していない書店

も含めて地元の業者が一体となって作業を

していくという、そういうふうな方法もと

られたことがありました。それから、この

庁舎が新しくなったときの備品についても、

市内業者が参加するまたとない機会という

ことで、ほぼすべての業者にいろんな仕事

が回っていったというふうな経過を記憶し

ています。 

 こういう本当に厳しい時期ですから、そ

ういう知恵の働かし方があったのではない

かという思いがするわけですね。恐らくこ

れは合わせて１億１，０００万円の金額が

これから簡単に出るというふうには思いま

せん。であれば、なおさらのこと、たくさ

んの市内業者に参加をしていただく、そう

いう工夫が必要であったのではないかと、

そういうふうに思うんですけれども、業者

選定に当たって、なぜこの５社しかなかっ

たのか、広く当たる必要があったのではな

いか、そういう選定そのものに全く問題意

識がなかったのかということについて聞か

せていただきたいと思います。 
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 それから、辞退者について、これは業者

の保護ということで聞き取りをしないとい

うことですけれども、幾つか聞いてきまし

た。早速、これはとてもやないけれども、

呼んでいただいてありがたいですけれども、

とても参加できるような状態ではありませ

んと。つまり、１人しかいないような家電

屋さんなんかが、市のたくさんの書類を書

いて、しかも、現説もないと。現説がない

んですよね。それから、納期は十分間に合

うというふうにおっしゃったんですけれど

も、例えば、きょう１０日に議決して１５

日に納入でしょう。事前に入札したときか

ら、これは絶対間違いないということで入

れば別に問題はないですけれども、現説は

ない、それから納入期限は十分あるという

ふうにおっしゃっていたけども、たった５

日で本当に入れられるんですかね。こんな

危ない橋を渡っていくことができるんでし

ょうか。４４０台ものパソコンをね。そう

いう気がするんですよ。 

 ですから、この仕様書をつくられた問題

について、お聞きしたいんですけれども、

例えば、先ほどおっしゃったテレビの関係

は、４０インチはフルハイビジョン、とこ

ろが３０インチの関係はフルの製品はない

わけですね。ですから、この仕様書を変え

て、また入札の方に仕様書を出されたと。

つまり、最初からないようなものを仕様書

に押し込んでいたと。これは仕様書をつく

る体制があったのかなと、素朴に感じるわ

けですよ。それから、Ｂ－ＣＡＳカードが

盗難に遭わないような、そういう製品をと

いうふうなことも書いておられますよね。

このＢ－ＣＡＳカードを抜き取らないよう

な製品をつくっているメーカーは幾つある

んでしょうか。つまり、そういうメーカー

と関係のない業者は、もう最初から参加で

きない、ハードルが高いということになる

わけです。汎用品で何ぼでもあるというふ

うにおっしゃっているんですが、そうじゃ

ないんですね。Ｂ－ＣＡＳカード、これが

抜き取られないような、そういう装置を持

っているメーカーというのは限られている

わけです。そうすると、先ほど言いました

けれども、もう最初から参加できない、辞

退せざるを得ないというふうな状況になっ

ていると、これが実態じゃないかと私は思

うんですね。そういう方も集めて５社集め

たから指名競争入札と、形としては問題な

いと、そういうことではないというふうに

思うんです。この点についてお聞かせをい

ただきたいと思います。 

 それから、もう一つ、仕様書の関係でテ

レビのキャスターの関係ですよね。テレビ

とその土台、これを一体型になってつくっ

ているようなところはないわけですね。ま

たキャスターも別注せないかんという。い

ろんなことを考えていったときに、今２件、

７点の質問があったとおっしゃっているん

ですけれども、質問する以前に現説も何も

やってへんわけですから、いろいろ努力さ

れているけれども、その段階でもう参加で

きないというふうな、こういう実態がある

わけです。 

 ですから、もう一度もとへ戻りますけれ

ども、業者選定の段階で、それから仕様書

をつくる段階で、本当にその業者に対して

十分な納期と、それから現説、そういう丁

寧な対応が必要でなかったのかなという思

いがするわけです。この点についてお聞か

せ願いたいと思います。 

 １０月の１５日。失礼しました。あと１

か月あるんですね。 

 それから、先ほどパソコンの関係でおっ

しゃっていましたけれども、これも汎用品
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で十分にできるというふうなお話でした。

この仕様書でいえば、ハードディスクの情

報を消去するために物理的に壊すというこ

とと、ツールをもって壊すという、このツ

ールをもって壊す機能を持ったメーカーと

いうのは限られているわけですよね。つま

り、先ほど言いましたけれども、そことの

取引がある業者でないと、なかなかこの入

札に参加できないというようなことがある

んじゃないかなというふうな気がするわけ

です。 

 それから、今おっしゃったように、ソフ

トの関係ですね。どなたが開発をされて、

この所有権、著作権はどこにあるのかと。

本来でしたら、一番もとになるようなこう

いうソフトについては、少なくとも市の教

育委員会がやっぱり著作権として持ってお

くと、同じ値段で同じ土台で競争してくだ

さいよというふうな、そういうあり方が望

ましいのではないかなというふうに思った

りするわけです。それは、それぞれの業者

の努力で、メーカーとの交渉ということで

はなしに、であれば、このソフトの小学校、

中学校用、それから学習支援用のソフトの

関係でも、これは市として確保すると。そ

うすると、開発した、あるいはそれを持っ

ているメーカーとの関係で随分いろんなこ

とが発生するのではないかというふうな思

いがするわけです。例えば１円入札なんて

ありましたよね。一たんレールを敷いたら

そこしか行かれないというふうな、いろい

ろ今、汎用品があって、何か全部が入札に

参加できるような仕組みに見えますけれど

も、実際はそうでないというふうな、そん

な感じがするんですが、この点はいかがで

しょうか。 

○上村高義議長 暫時休憩します。 

（午後３時３２分 休憩） 

                 

（午後３時４８分 再開） 

○上村高義議長 再開します。 

 答弁を求めます。総務部長。 

○有山総務部長 ５社ということでございま

すが、テレビ、パソコンともに市内で登録

をしておる業者が５社しかなかったという

ことであります。 

 それと、指名登録制度というのは、そも

そも業者が市の発注に応えるということで

登録をしているものでございまして、私ど

もがその部分で何か操作をしたということ

ではございません。 

 それから、質問の中に、例えば庁舎など

で業者にある程度市内の業者が潤うような

仕分けを過去にしたことがあるではないか

ということがございましたが、今回の場合

はテレビ、パソコンとも単品でございまし

て、過去、庁舎でやったときのように多種

多様な用品を市が市内の業者から広く購入

するという中で、市内の業者が潤うように

ということで、市内業者育成の意味で発注

をしたという、その状況とは明らかに今回

は違うということが言えるかと思います。

いずれにいたしましても、市内業者育成の

観点から、市内で登録されておる、この登

録というのは、先ほども言いましたように、

発注者である市に対して受注ができるとい

うことをみずから示された業者でございま

す。この５社に対して入札をかけたところ

でございます。 

○上村高義議長 教育総務部長。 

○馬場教育総務部長 幾つかご質問があった

んですけど、まず、テレビの３２型の仕様

の変更の件でございますが、これにつきま

しては、当初、私どもは、この仕様書をつ

くる時点では、広くその３２型がフルハイ

ビジョンであることは確認して、４０型も
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３２型もフルスペックの分で仕様書を提供

いたしました。ただ、その中で、先ほどパ

ソコンの質問でお話ししましたが、テレビ

のほうも複数社が延べ６個の質問状があり

まして、その中で、一つの業者さんが、私

どもはこれをこれから調達するのは難しい

と、メーカーに問い合わせたところ、今後

生産がもうない予定やということを聞いた

ということでご質問がありましたので、私

どもは、せっかく来ていただいたのでござ

いますから、広く受注の機会は確保したい

ということで、３２型の小さい分まで果た

してフルスペックが要るのかどうかという

ことを学校等内部で協議した結果、これに

ついてはフルスペックではなくても学校の

ほうでいいということになりましたので、

その業者さんの提案を入れて、仕様書の回

答に３２型についてはフルスペックでなく

てハイビジョンで結構ですという形にしま

して、その業者さんについても引き続き入

札に参加できる形の配慮をさせてもらった

と、そういうことでございますので、よろ

しくお願いいたします。 

 それと、あとほかの分のＣ－ＣＡＳカー

ドとかキャスターとか、いろんなことがあ

りますが、いずれも私どもが仕様書をつく

るときには、各メーカーともそういう対応

はできるというふうな形で聞いております

ので、これも繰り返しになりますが、そう

いう対応はできないという質問もございま

せんでしたので、ご指摘の点は、私どもは

問題なかったと思っております。 

 それと、キャスター付きのスタンドにつ

きましても、これはご指摘のように別注の

製品でございます。テレビは規格品ですが、

それを載せる台は別注の規格品でして、私

どもは学校で使うためには、やはり大きさ

とか使い勝手とか、あとは地震が来るとき

の安全ということでロックが要るとか、そ

ういういろんな私どもが欲しい機能を盛り

込んで、そういうテレビ台をセットで納品

してくださいという形で仕様書をつくりま

したので、中には得意な業者、不得意な業

者さんがあったかもしれませんが、しかし、

私どもが最低今後学校現場で使うために必

要な機能は盛り込まないと、最小の経費で

最大の効果を得るために、今後５年以上使

うためには、そういった機能を盛り込まさ

せていただいたと。あとは、申しわけない

んですが、参加していただいた業者さんの

中で工夫していただいて見積もっていただ

けたというふうに解釈しております。 

 それとパソコンの分につきましても、学

校で使いますので、個人情報であるとかい

ろんな情報がこのパソコンに入ります。で

すから、教育用で使うということと、それ

と校務用につきましては、やはりセキュリ

ティが大事だということで、セキュリティ

についていろんな機能を私どもも研究させ

ていただいて、複数社の中にある機能につ

いては盛り込まさせていただきました。ま

た、一部メーカーによれば、いわゆるオプ

ションとして新たに盛り込まなければなら

なかったかもしれませんが、しかし、ほか

の部分で有利な面があったかもしれません

ので、私どもが期待する教育用の水準とそ

ういったセキュリティの水準を、こういっ

た形で摂津市は欲しいんだという提案書を

つくらせてもらって、その同一条件の中で

参加していただいたということでございま

すので、基本的には同じ条件で参加してい

ただける条件はつくらせていただいたと思

っております。 

 それと、ソフトについて開発メーカーと

の関係等々ということでございますが、基

本的にこのソフトをつくっている会社は、
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広くソフトを扱っている会社でございまし

て、特殊な会社ではございません。一般に

よく知られている会社でございますので、

どこのメーカーであっても、どの機械であ

っても、このソフトは入りますので、商取

引の中でどうかということは、ちょっと私

どもはわかりませんが、特殊なソフトのた

めに不利益ということは、私どもはなかっ

たと、そういうふうに思っております。 

 以上です。 

○上村高義議長 山本議員。 

○山本靖一議員 総務部長のほうからお答え

になったんですけれども、市内で５社しか

ないと。つまり、非常に苦労されている市

内の業者が、今、量販店に押されて成り立

たなくなっていることの裏返しだというふ

うに思うわけですよ。であればあるほど、

こういう機会にそういう人たちに仕事を回

していくという、考え方として業者育成と

いうことから入ってきているわけですから、

そこのところの配慮が必要ではなかったか

ということをお聞きしているわけです。指

名の関係でいろいろ行政が操作したことは

ないと、そんなことを言うているわけでは

一切ありませんから、地元業者に広く仕事

が渡るように、そういう観点で、何回も繰

り返しますけれども、努力が必要であった

のではないかというふうに思うわけです。 

 この方法としては、過去の例は当たらな

いというふうな話をされましたけれども、

例えば市内の街路樹の剪定、公園の整備に

ついては造園組合にお願いするとか、いろ

んなことをやっているわけですよ。この場

合だけ当たらないということにはならない

と思います。つまり、市内業者育成という

ことから見ていったときに、いろんな工夫

の仕方があったのではないかというような

ことを聞いているわけです。しかも、その

１、その２、これが同じような形になって

しまっているんですけれども、その１で受

けたら次のその２は外すと２社が受けられ

るわけですから、お金の関係は、市長がさ

っきおっしゃったように、例えば大手の量

販店に行けばめちゃくちゃ安くなるという

のは目に見えているわけですけれども、そ

うではなしに、この目的からしていったと

きに、業者育成という立場から広く仕事を

回していくと。もっと言えば、議会案件に

当たらないような形で細かく割り方があっ

たかもしれませんけれども、いろんな工夫

がされたのではないかと。間違いなかった

とか間違いがあったというような話ではな

しに、広くこの目的からしていったときに

工夫ができたのではないかと、そういう趣

旨でお聞きしていますので、この点をもう

一度聞かせていただきたいと思っています。 

 それから、仕様の関係は、どういうメン

バーでどれだけの方でつくられてきたのか

なと。実際に最初の業者選定の関係でも、

例えば納期の関係は、さっき１か月間違え

ましたけれども、これは訂正させていただ

きたいと思うんですけれども、納期を十分

にとっていく、それからペーパーではなし

にちゃんと現場で説明していく、こういう

丁寧さというのが必要になってくると思う

んです。なおさら仕様書をつくるときに、

その仕様書についてもどんな体制でつくっ

ておられるのかなというような気がするん

ですね。集団でつくっておられると。これ

はメーカーとか業者に頼らなくても、自分

たちできちっと仕様書がつくれるような体

制があるのかなというふうなことも素朴に

思うわけですね。ですから、業者の受け皿

の問題、それから仕様書をつくる、それか

ら説明していく体制の問題、それから、こ

ういう事態に対して市がとるべき方法につ
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いて、本当に集団的にこのことを置きかえ

にして１億１，０００万円を広く業者に渡

していこうと、そういう思想があったのか

なというふうな思いがするわけです。 

 さっきおっしゃった一番最後のソフトの

関係では、これはどこでもそういうふうに

ソフトが入るということなんですけれども、

そのソフトを開発されたのはだれですか、

著作権はどこが持っておられるんですかと

いうふうなことが非常に大事なキーになる

と思うんですね。そこからこのソフトを買

わなければ、これは全然その機械は動かな

いわけですから、そうすると、そういう共

通の土俵に立って競争するためには、この

ソフトそのものが、少なくともこのソフト

については同じ値段で市内の業者に五つや

ったら五つ渡るような、そういう仕掛けが

必要ではないですかというふうな思いがあ

るわけです。それは、著作権が教育委員会

にあるということにすれば同じ条件でいく

ということになりますし、メーカーがそれ

ぞれの業者との交渉能力の関係で値段に差

がつくということ、これは大いにあり得る

ことやと思うんですね。こういう出発のと

ころをならすというんですか、土台をちゃ

んとつくっていく、そういうことについて

思いをはせていくというふうなことが大事

ではないかという思いがするわけです。 

 したがって、もう一度もとへ戻りますけ

れども、こういう不況のときに、地元業者

育成のためにもっといろんな知恵を働かす

ことができなかったのかというふうな思い

がしますので、ここのところのことだけ、

もう一度聞かせていただきたいと思います。 

○上村高義議長 総務部長。 

○有山総務部長 今、かつて本を購入すると

きに書店組合というところで一括して受け

たと。それは広く市内の業者を育成すると

いう意味でそのようにしたと。事実そのよ

うにしておりました。ただし、本というも

のは再販価格があって、定価が決まってお

りまして、業者の取り分というものも逆に

決まっているという、そういう制度があり

ます。 

 今回５社に、というのは市内のすべての

登録業者に当たります５社、テレビ、それ

からＯＡ機器事務用品ということで登録さ

れておられる業者、市内５社にそれぞれ分

けて発注をしたものです。一つの窓口にし

て発注するということはあるのかもしれま

せんが、片一方で入札制度というものは競

争が働き、お互いに切磋琢磨していただく

と。先ほど話の中に市外の業者に負けてい

るというような話も出ておりましたように、

できるだけ私どもとしては摂津市の業者に

頑張っていただきたいというふうに思って

おりますので、すべて競争がない社会の中

で市からの受注を受けるというような考え

は、そのときにはなかったのでございます。

何か知恵が働かなかったのかというご質問

でございますが、私どもとしましては、市

内業者の育成と入札制度による競争と両方

を加味した方法として、それぞれ市内業者

５社に入札をかけたものでございます。 

○上村高義議長 市長。 

○森山市長 山本議員の質問に私のほうから

答えておきます。今、質問のご趣旨は、こ

れは、この時期に出た国の活性化事業でご

ざいます。あんまりかたいこと言わんと、

もっと拡大解釈して市民に潤いを与えたら

どうやねんというご指摘だと、私はそう思

っております。確かに一つのルールのもと

に、四角四面ではありませんけれども、そ

んな中でいかに市内の業者に潤いを与えら

れるかなと思って、担当はそれぞれ頑張っ

ていました。けれども、今ご指摘のような
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視点は、どこまで市として一定のルールの

中で拡大解釈的にやれるか、先ほども山崎

議員にお答えしましたけれども、今後、工

夫、知恵を絞って、まさに今、活性化とい

う大きな意味があったわけですから、そう

いう視点はこれから大事にしていきたいな

と思っています。 

 以上です。 

○上村高義議長 仕様の件について、教育総

務部長。 

○馬場教育総務部長 納期の件でございます

が、納期につきましては、私どもは事前に

メーカーのカタログとかホームページとか、

そういった部分、それと専門の方にも聞か

せていただきまして、最近、日本のメーカ

ーはいわゆるジャストインタイムというこ

とで在庫を持たないと。発注後、直ちに納

品してコストを下げる体制でやっていると

いうふうに申しておられました。また、ホ

ームページにもそれは載っています。通常、

１０日から１４日、２週間あれば一定のも

のは納入できる体制をとっているというふ

うにメーカーのホームページでも記載され

ております。しかし、私どもは、いろんな

私どもの注文がございましたので、一定い

ろんなことの中で、入札から５０日、本日

からでも３５日という期間がありますので、

十分入るということで今日まで来ておりま

す。 

 それと、仕様書の作成方法なんですが、

もちろん私どもは専門ではございません。

私どもは、教育用にどういうふうに使いた

いかということは教育委員会のほうから提

案する中で、いろんなメーカーの仕様を確

認したり、市役所の中では情報政策課が専

門のＳＥもおりますので、その方に相談し

てこういった仕様をつくっていただいたと。

この仕様書で業者さんに発注した中で、い

ろんな質問がございましたので、その質問

で補強して最終入札に耐え得る仕様になっ

たと、そういうふうに考えております。 

 それと、ソフトの件で私はお答えを漏ら

しておりました。開発に関して、このソフ

トにつきましては開発業者に著作権がござ

います。ソフト一般にそういうことでござ

いまして、開発業者が著作権を持っておる

と。我々はその使用権を買うと。ですから、

摂津市バージョンに少しカスタマイズして

いただいた、その分については使用権を買

うということで、通常の例えばウインドウ

ズの中に入っているオフィスであるとか、

そういった分と同じで、あれも著作権はメ

ーカーが持っておりますが、それを摂津市

ではパソコンで何台使いますという、そう

いう使用権を買っています。ですから、そ

ういう意味で、どの業者さんにおいても同

じ条件で、このソフトについてはメーカー

さんと交渉していただけたと、そういうふ

うに考えております。 

○上村高義議長 ほかにございませんか。渡

辺議員。 

○渡辺慎吾議員 意見が出尽くしたと思うん

ですけど、先ほど市長がおっしゃいました

ように、本当に市民の利益ということを考

えますと、家電量販店は摂津市にもありま

すけど、そういう形で発注したら安い製品

が入るわけですけど、百歩譲って市内業者

育成という形で、行政は、このような時代

であるわけですから、何とか市内業者に潤

ってほしいという気持ちを込めてやられて

いる、そのことは私は結構なんです。ただ、

業者がそれをしっかり受けとめて応えたか

ということになりますと、非常に今回の入

札、ちょっとその気持ちが受けとめられて

いないんじゃないかと思うわけですね。こ

れは指名というか、摂津市の業者として登
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録されておるわけですから、当然そのよう

な仕事は受けられるという理屈のもとで業

者登録をされておるわけです。それやのに

今回２件が辞退、それから続いて、その間

際に入札の札に辞退というようなことを書

いたわけですね。そのような５社の中、２

社までしかできないような状況が現実に生

まれたわけですから、そうなってきたら、

これは本当に皆さんと気持ちが通じていな

い。これは礼儀としたら、しっかりとどん

な状況であれ入札に参加するというのが行

政に対する業者の答えだと思うんです。そ

れがこのような状況にあるということに関

しては、これは今後しっかりと指導してい

っていただかなくてはならないと思うんで

す。 

 この書類を見ましたら、大概の人は何で

こういうことが成立するのかとなるわけで

すから、当然、事前に辞退するのやったら

辞退すると、いついつまでにきちっとルー

ルをつくって、その間に辞退をする。もし

くは、それでもう一遍がらがらぽんじゃな

いんですけど、入札し直すということにな

ったら、５社と言うてはりましたけど、こ

のパソコンに関しては、事前のテレビのあ

れじゃないんですけど、家電メーカー、電

気メーカーでも十分対応できるのではない

かと。だから、この液晶テレビが落札でき

なかったほかの業者も含めて、もう一遍入

札できるんじゃないかと、そのように思う

わけですね、これを見たら。だから、そう

いう点の指導を今後しっかりとやっていた

だきたい。それで、新たなルールの構築も

必要であると、そのように思うわけです。

これは要望にしておきます。 

 それと、２社が入札したわけですけど、

これは素朴な疑問ですけど、値段が５００

万円以上違うんですよ。１割以上違うんで

すけど、このことに関しても非常に不可解

に思いますので、その点だけお聞きしたい

と思います。 

○上村高義議長 総務部長。 

○有山総務部長 入札されている値段の違い

ということでございますが、工事などの場

合は、事前に設計をし、その設計に基づき

積算された金額というのははじき出されま

す。物品の場合は、手持ちであるとか、そ

の時々の状況によって値段の乖離が出ると

いうものでございますので、それぞれの中

で落札すべく頑張られた結果、１割以上、

大きく見ると１５％近く、その１の場合で

したら違うのですかね。額の差が出ており

ますが、今後、入札の競争がより働くよう

な方法を考えてみたいと思います。具体的

に申しますと、今、工事については入札の

予定価格などの表示をしておりますが、物

品についても、そういうような形で、うち

の予定をするような価格を明示するとか、

何か手だてがないかどうかというのを、今

後、他市事例も含めて研究・検討してまい

りたいと思います。 

○上村高義議長 渡辺議員。 

○渡辺慎吾議員 答弁が理解できなかったん

ですけど、ルールづくりは本当にやってい

ただきたいと思うんです。こんなことをし

とったら、何のための制度で、思いという

のがつながらへんわけであって、先ほど最

初に言うたように、市民の利益ということ

になりましたら、大手家電量販店に頼んだ

らええわけですから、そこをあえてこうい

う形でやっていくという意志があるわけで

すから、その辺をしっかりと指導していた

だきたい。 

 それから、価格なんですけど、先ほど例

えば馬場部長からの説明があったように、

相当製品を絞られてきておるわけですね。
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絞られて選定しながら製品を選ばれておる

わけです。在庫どうこうとかいうのは、そ

れは私は理解できないんですけど、その中

で入札するわけですから、こんなに価格の

１割も割るような違いが出てくること自体、

非常に私は不可思議で仕方がないんですけ

ど、その点、もうちょっと明確な何でやろ

うということが、ちょっと理解に苦しむん

ですが、今さっきの答弁では。在庫どうこ

うというような問題とかいうのは、それは

相手の業者が考えることであって、当然そ

ういう形でさまざまな条件を出して製品を

しっかり絞ってそれをやっておる中で、そ

ういう在庫云々というのは、ちょっと僕は

理解に苦しむので、その点、わかるようで

したら、もうちょっと詳しく聞きたいなと

思います。 

○上村高義議長 総務部長。 

○有山総務部長 業者でそれぞれの調達コス

トが変わるということもありますし、今回

のように発注台数が多いということがござ

いますので、１台で数万円、あるいは数千

円の違いであっても、その差異は合計額と

しては１割というような金額の差は出てく

るのかと思います。実際にこの価格につい

て、根拠を示して業者に入札をさせたわけ

ではないので、そこの詳細についてはわか

りませんが、想像するところによると、発

注台数が多いゆえに、それぞれその差とい

うのが、より金額的に見た場合、大きくな

っているのではないかというふうに考えて

おります。 

○上村高義議長 渡辺議員。 

○渡辺慎吾議員 こんなん言うたら怒られる

けど、業者の力の差といいますか、規模の

差というか、そういうことでこういうこと

になっているのかなというふうに勝手に私

は想像させていただきますので、その点、

あまりにも一般市民、また我々議会人が見

て、ちょっと不可思議な入札の一つのパタ

ーンというか、結果ということに関しては、

当然、私は行政がどうこうということは一

切思っていませんが、業者側にしっかりと

それを含めた指導をやっていただきたい、

そのように要望して質問を終わります。 

 以上です。 

○上村高義議長 三宅議員。 

○三宅秀明議員 いろいろ質疑応答があった

上での質問になります。恐縮ですがよろし

くお願いします。 

 まず、先ほどまでは、どちらかといいま

すと景気対策、地域活性化の観点による今

回の物品取得のお話があったかと思います

が、一方で、これは学校ＩＣＴ事業の一環

でもあったかと思います。その観点からは、

現場といいますか、ユーザー側の視点でど

のような仕様をされたかというような思い

がありまして、その中で、やはりセキュリ

ティ、特に最近でしたら外付けのＵＳＢで

あるとかＳＤカード等のリーダーライター

とか、こういったものを外部から持ち込ん

で抜き差しして情報を持ち出すということ

も非常によく生じておりますので、特に今

回数百台という大きな台数が絡んできます

ので、そういった点をどう考えておられる

のか、まずこれが一つ。 

 そして次に、これは数百台のパソコンが

一気に入ってくるということですので、電

気使用の面、これは相当変わってこようか

と思いますが、学校としてこれは対応でき

るのかについてお伺いします。 

 そして３点目ですけれども、やはりこれ

は大量に入ってくるということで、扱う側

として、まず児童・生徒に教えるに当たっ

て、教える側がしっかりとその性能等を把

握していなければならないと思いますが、
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その点、どのような体制を今とっておられ

るのかお伺いをいたします。 

 以上です。 

○上村高義議長 教育総務部長。 

○馬場教育総務部長 今回のパソコンの導入

は、三宅議員おっしゃっていますように、

今後摂津市が進める学校ＩＣＴ事業の根幹

になる部分でございます。先ほど来、私ど

もが申し上げていますように、選定に当た

っては、まず教育用でどうあるべきかとい

うことを最優先にしました。それ以外に、

今ご指摘があったセキュリティ、これも今

日的な非常に大事なことでございます。学

校には生徒の個人情報がありますので、セ

キュリティも大事ということでございます。

それと、あとこの機械が、今回多額の予算

を使いますので、少なくとも５年以上は安

定的に動く、そういった仕様という、そう

いう３点を私どもは今回重点的に選定いた

しました。 

 おっしゃっておりますセキュリティでご

ざいますが、まず、機械のセキュリティは、

今考え得るいろんなセキュリティについて、

それぞれのメーカーの営業の方なりに提案

いただき、また、私どものＳＥとも相談し

ました。私は、その一つ一つを詳しく理解

しているわけではございませんが、例えば

ＢＩＯＳパスワードといいまして、電源を

入れたときにパスワードを入れないと動か

ないと。通常、電源を入れればすぐ立ち上

がるんですが、そのときに電源を入れて、

かつパスワードを入れないと機械が立ち上

がらない、そういうパスワード。それと情

報をためておくハードディスクにアクセス

するためのまたパスワードと。ですから、

電源がついてもハードディスクのデータを

見ようと思えばパスワードを入れないと見

れない、そういった形ですね。あと、これ

は、今回学校のＬＡＮ、ローカル・エリ

ア・ネットワークを構築するに当たっての

端末でございます。ですから、学校のＬＡ

Ｎという一つのエリアの中で、当然インタ

ーネットとの接続でセキュリティが必要で

すので、ご存じのようなファイヤーウォー

ルという今日一般的に知られているソフト

をかましまして、外から侵入されない、そ

ういったこと等々。あと、物理的には盗難

されないように盗難防止用の鍵、それを機

械にかけるとか、あとセキュリティワイヤ

ーといいまして、鎖ですね。そういった部

分で固定するとか等々、ソフトの面、それ

とハードの面でセキュリティをかけている

ということでございますので、基本的には

私どもは、求められるセキュリティは今回

一応この仕様の中に入れさせていただいた

と考えております。 

 それと、電源の問題ですが、実は私ども

は以前に電源を非常に強化しております。

中学校に大きな電気容量の機械を入れると

きに、小・中学校併せて電源を強化してお

りますので、職員室から新たにコンセント

をつくることは全然無理なくできますので、

電源については心配いたしておりません。 

 それと、先生の指導体制でございますが、

基本的に今回の構築しようとしている学校

のＬＡＮ、ローカル・エリア・ネットワー

クは、教育研究所に中心となるサーバーを

置きまして、教育研究所と学校と教育委員

会事務局をつなぐ、そういうシステムを考

えております。教育研究所のほうでそうい

う情報の担当者が学校等々と指導研修等を

組んでいただいて活用を以後できるような、

そういう体制を組んでおります。 

○上村高義議長 三宅議員。 

○三宅秀明議員 ３点いずれにもお答えをい

ただきまして、１点目のセキュリティに関
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しては、パスワードであるとかファイヤー

ウォールは当然のこと、そのほかのセキュ

リティもかかっておるので、私がお伺いし

たＵＳＢ等の抜き差しのロックも、恐らく

はもう既に当然のように入っているのだろ

うというふうに理解をいたします。ですけ

れども、やはりセキュリティの突破はそれ

こそ日進月歩で、いろんなテクニックが開

発されておりますので、これに甘んずるこ

となく日々研究をしていただきたいと思い

ます。 

 次に、電源の問題ですけれども、こっち

はもう既に対応済みであるというようなお

答えをいただきました。それであれば安心

なんですけれども、もう一つ、パソコンは

当然熱を出しますので、置いている教室内

の空調、これが特に夏とか非常に暑くなる

ことが予想されますので、そういった点へ

の配慮も今後考えていただきたいと思いま

すので、これはよろしくお願いします。 

 三つ目ですけれども、これは各教育施設

を連携させてネットワークを組んで、これ

からの活用に生かしていくというお答えで

ありました。学習指導要領が変わったり、

また、いろんな生徒の部活動等の対応をは

じめ、いろいろと人員の配置、また活用の

難しい時期ではあると思うんですけれども、

情報政策に関してはこれから非常に重要度

が増してくると思いますので、そういった

点も踏まえながら、今後日本に誇れる摂津

市の情報教育が築けるような体制づくりを

お願いして質問を終わります。 

○上村高義議長 ほかにございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 以上で質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 本４件については、委員会付託を省略す

ることに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 討論なしと認め、討論を終

わります。 

 議案第６０号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○上村高義議長 起立者全員です。よって本

件は可決されました。 

 議案第６１号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○上村高義議長 起立者全員です。よって本

件は可決されました。 

 議案第６２号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○上村高義議長 起立者全員です。よって本

件は可決されました。 

 議案第６３号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○上村高義議長 起立者全員です。よって本

件は可決されました。 

 以上で、本日の日程は終了しました。 

 お諮りします。 

 ９月１３日から９月２４日まで休会する

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 
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 本日はこれで散会します。 

（午後４時２３分 散会） 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署

名する。 

 

 

摂津市議会議長     上 村 高 義 

 

 

摂津市議会議員     森 内 一 蔵 

 

 

摂津市議会議員     山 本 靖 一 
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平成２２年第３回摂津市議会定例会継続会会議録

平成２２年９月２７日（月曜日）
午前 １０時　　　　開 議

摂   津   市   議   会   議   場

１ 出席議員 （２２名）

　　１ 番　　村　上　英　明 　　２ 番　　本　保　加津枝

　　３ 番　　大　澤　千恵子 　　４ 番　　野　原　　　修

　　５ 番　　川　端　福　江 　　６ 番　　藤　浦　雅　彦

　　７ 番　　南　野　直　司 　　８ 番　　渡　辺　慎　吾

　　９ 番　　三　宅　秀　明 　１０ 番　　上　村　高　義

　１１ 番　　森　内　一　蔵 　１２ 番　　山　本　靖　一

　１３ 番　　弘　　　　　豊 　１４ 番　　山　崎　雅　数

　１５ 番　　木　村　勝　彦 　１６ 番　　森　西　　　正

　１７ 番　　嶋　野　浩一朗 　１８ 番　　柴　田　繁　勝

　１９ 番　　三　好　義　治 　２０ 番　　原　田　　　平
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（午前１０時 開議） 

○上村高義議長 ただいまから本日の会議を

開きます。 

 本日の会議録署名議員は、弘議員及び山

崎議員を指名します。 

 日程１、一般質問を行います。 

 順次質問を許可します。 

 野原議員。 

  （野原修議員 登壇） 

○野原修議員 おはようございます。 

 先日、千里丘にある企業に工場見学とエ

コについての研修に行きました。その企業

は、低炭素社会の実現に貢献する企業を目

指して頑張っておられます。その企業では、

円高で製造業は大変苦しく、海外への工場

移転も考えられましたが、我が社は他市の

工場を摂津市に移転し、設備投資を行い、

地元で雇用も生み出し、将来は敷地全体を

エコタウンとして整備していきたいと力強

い思いを聞かせていただきました。国では、

円高、デフレ、中小企業に対する支援が遅

過ぎます。市長はよく言われます。物には

旬が大切であると。これを逃せば効果も半

減します。何事もスピード感が必要です。

特に政治の世界では第一に要求されます。

摂津市では、頑張っている企業、人を応援

する。法人市民税に頼るところが大であり

ます。市内での設備投資をする企業には他

市転出防止の意味でも、減免など何らかの

支援をする施策が必要だと思いますので、

スピード感ある対応を要望いたします。 

 それでは、通告に従い質問します。 

 １、安全で災害に強いまちづくりについ

て、（１）女性消防団の取り組みについて、

（２）消防職場における学生インターンシ

ップの取り組みについて。 

 消防団員のサラリーマン率増加に伴う昼

間の消防力確保の方策として、本年１月か

ら機能別消防団が発足するなど成果を上げ

られていると評価しております。摂津市に

は、現在、新八防婦人防火クラブ、別府婦

人防火クラブ、三宅地区女性防火クラブの

３クラブで構成されている摂津市婦人防火

クラブ連絡会が活動されており、その活動

理念は、家庭から火を出さないという地域

を守る根本とも言える防火意識から成り立

ち、各種の防火啓発や災害時の炊き出し訓

練、住宅用火災警報器の設置促進にかかわ

る共同購入まで、多岐にわたるボランティ

ア活動を展開されています。今後、さらな

る安全・安心を確保するためには、婦人防

火クラブ連絡会の活動に代表されるような

人と人が協働してつくり上げる地域密着型

の防災体制を構築していく必要があるので

はないかと思います。そこで、近年、全国

的にも注目されております女性消防団員の

現状と本市の取り組みについて、どのよう

な考えを持たれるのか、お聞かせください。 

 また、以前にも質問させていただきまし

た学生インターンシップについてでありま

すが、人命にかかわる最前線の職場である

消防において就業体験することにより、人

の命の尊さ、人を思いやる心、人を助けた

喜びなど、人間基礎教育にも通ずる心をは

ぐくむとともに、若い力を地域防災の担い

手として共同参画してもらうことは、これ

からも必要不可欠であると思います。これ

についてのどのようなお考えをお持ちか、

お聞かせください。 

 ２番、ごみ収集業務について、（１）民

間委託について、（２）ごみ減量業務につ

いて。 

 これまでもごみ収集委託に係る質問を行

ってきましたが、いよいよ平成２３年４月

には、入札によって特定された業者による

一般廃棄物収集運搬委託業務が予定されて
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いますが、その民間委託にかかわるものに

ついて質問します。 

 摂津市におけるごみ収集の課題は、焼却

炉の１炉運転実施に向けたごみ減量の取り

組みと聞いております。現在、環境業務課

のごみ減量のため、分別の徹底などにより

１炉運転可能となっていますが、現行、委

託区域２６％を含めたごみ減量の成果と認

識していますが、今後、民間委託拡大によ

って、どれだけの費用対効果があるのか、

また、ごみ減量の取り組みによる収集体制

など、市としてこれまで同様にイニシアチ

ブをとれるのか、また、ごみ減量の取り組

みには、市民、自治会、事業所の理解・協

力が不可欠でありますが、地域の把握をさ

れている廃棄物減量等推進員の存在があり

ますが、どのような役割をされているのか、

お聞かせください。 

 給食費滞納について、本市の現状と取り

組み。 

 滞納状況の推移と徴収努力についてお聞

かせください。 

 以上、１回目を終わります。 

○上村高義議長 答弁を求めます。消防長。 

  （北居消防長 登壇） 

○北居消防長 質問番号１番、安全で災害に

強いまちづくりについて、ご答弁申し上げ

ます。 

 まず、女性消防団員の取り組みについて

でございますが、消防団員は、地域の防災

リーダーとして、自分たちの地域は自分た

ちで守るという崇高な精神のもと活動して

いただいております。ご質問にありました

ように、全国的に見ましても、平成２１年

４月１日現在、全国の女性消防団員は１万

７，８７９人、これは全体の２．０％を占

めます。そして、女性消防団員を採用する

消防団は１，１８０団、これは全体の５０．

５％という数字が出されております。その

ような現状も踏まえまして、本市におきま

しても、平成２０年に策定されました摂津

市消防団活性化総合計画において、基本計

画の３本柱の一つである消防団ひとづくり

の中で、女性消防団員の活動の必要性を掲

げております。 

 今や災害対策においても、男女共同参画

の観点から、女性の視点が極めて重要と認

識しております。例えば、災害時の避難所

では、授乳や着替え、睡眠というプライバ

シーに係る問題が発生いたします。また、

避難が長期化すれば、トイレの問題や衛生

用品の不足などが予想されますが、このよ

うなときこそ女性の視点による女性への配

慮が必要不可欠になると考えております。 

 次に、消防職場における学生インターン

シップの取り組みについてご答弁申し上げ

ます。 

 市内の学生などの青少年に対して、消防

職場における体験を通じての人づくりへの

取り組みに消防がかかわることができると

いうことは、今後の地域防災を担う若い力

を育成するという視点からも極めて有意義

なことであると考えております。 

 現在、本市消防では、毎年、市内の中学

生を対象にＡＥＤの取り扱い訓練、はしご

車搭乗訓練、規律訓練、放水訓練などをメ

ニューとした職業体験学習を実施し、これ

を通じて防災意識の向上を図るとともに、

人としてのあいさつ、思いやり、感謝など

人間基礎教育の精神を養い、健全な青少年

の育成にかかわることができるものと考え

ております。 

○上村高義議長 生活環境部長。 

  （水田生活環境部長 登壇） 

○水田生活環境部長 質問番号２の（１）民

間委託について、２の（２）ごみ減量と業
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務について、ご答弁申し上げます。 

 民間委託をするに当たって、費用対効果

があるのか、また、イニシアチブがとれる

のかでございますが、現在、民間委託につ

きましては、可燃ごみ、不燃ごみについて

２業者４台の収集業務委託を行っていると

ころでございます。平成２３年４月には、

委託区域拡大により、特定された業者によ

り委託業務を実施してまいります。予定し

ております委託方法については、プロポー

ザル方式で５年間の委託を考えております。 

 新たな委託による費用対効果でございま

すが、現行の可燃ごみの委託料が１世帯当

たり６９７円、不燃ごみが１世帯当たり１

６０円となっておりますが、他市の状況を

参考にするなど、委託料の削減となるよう

努めております。 

 また、市が委託業者に対してイニシアチ

ブをとれるかでございますが、ごみ減量の

取り組みとして分別の徹底を行い、１炉運

転可能になっており、今後、継続を図るた

めにも、仕様書等による適正な収集運搬業

務の履行が図れるよう体制を整えてまいり

たいと考えております。 

 次に、摂津市廃棄物減量等推進員の業務

についてでございますが、廃棄物減量等推

進員は、市民と行政が連携をとりながら、

地域における一般廃棄物の適正な分別排出

及び減量、再生利用の促進、環境意識の普

及に関する活動を行っていただいておりま

して、選任につきましては、自治会からの

推薦に基づき、毎年、市が委嘱しておりま

す。国の廃棄物の処理及び清掃に関する法

律の中で、廃棄物減量等推進員として位置

付けられており、本市では平成５年より設

置規則を定め、委嘱を行っております。 

 設置の背景には、昭和、平成の大量生産、

大量消費、大量廃棄という社会経済システ

ムを背景として、私たちの生活が豊かにな

ったことにより、その生活様式が多様化し、

ごみも増加となり、地球環境の悪化を招い

てきております。このことから、ごみを減

らし、限りある資源を枯渇させないために、

生産、消費、廃棄への一方通行の生活様式

から循環型社会の生活様式に転換すること

が必要となってきたことによるものです。

循環型生活様式の確立には、各家庭、地域

での地道な活動や教育の積み重ねが必要で、

こうしたことから地域におけるごみ減量、

リサイクルの推進の重要性が増したことに

より、廃棄物減量等推進員制度が制定され

ております。 

○上村高義議長 教育総務部長。 

  （馬場教育総務部長 登壇） 

○馬場教育総務部長 質問番号３の（１）給

食費の滞納について、滞納状況の推移の現

状と徴収努力の取り組みについてのご答弁

を申し上げます。 

 市内の小学校における給食費は、食材の

選定や調理業務における工夫等により、府

内でも最も安価な水準となっております。

このような中で、給食費の徴収率は、各学

校の担任や事務職員の努力により、現在９

９．８％程度と高い水準で推移いたしてお

りますが、一部に滞納が発生しております。

未納者に対しましては、文書督促だけでは

なく、担任、事務職員等が保護者と面談す

るなど、徴収努力を続けているところでご

ざいます。未納者の多くは経済的に困窮し

ている家庭であるにもかかわらず、公的扶

助制度を申請しないケースもあり、このよ

うな家庭については、学校長が個別面談や

家庭訪問などを重ね、公的扶助制度の説明

をし、申請を促す努力も続けております。 

 しかし、一部の納付が可能と考えられる

ケースにつきましては、今後、学校と調
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整・協力の上、対応マニュアルを整えるな

ど、法的措置も視野に入れた取り組みを進

めております。 

○上村高義議長 野原議員。 

○野原修議員 それでは、２回目、質問させ

てもらいます。 

 安全で災害に強いまちづくりについて。

女性消防団員の全国的な現状につきまして

は、先ほどの説明で理解いたしました。混

乱をきわめた災害現場の避難所で、女性で

ないとできない災害支援活動というのもた

くさんあると思います。また、日常的な活

動においても、ひとり暮らしの高齢者宅へ

の防火訪問や住民に対する防災教育及び応

急手当の普及活動など、女性ならではのソ

フトな面を生かしての活動が期待できるの

ではないかと思います。今後、女性消防団

員の具体的な加入促進については、どのよ

うに実施していかれるのか、お聞かせくだ

さい。 

 また、消防職場における学生インターン

シップの現状として、中学生の職業体験学

習を継続して実施されていることもわかり

ました。今後、さらに、まさに社会へ飛び

立とうとする高校生、大学生も対象とした

学生インターンシップを実施していただき、

人への思いやりや防災意識の高い人材育成

がなされ、多くの人が協働できる安全・安

心なまち摂津の旗印となるような地域防災

の担い手として育てていただきたいと考え

ておりますが、その点につきまして、本市

消防職場における学生インターンシップの

今後の広がりについてお聞かせください。 

 ごみ収集業務について。市がイニシアチ

ブをとるためにしっかりとした仕様書で収

集体制を守りたいとのことでありますが、

そのためには、どのような業者選定の方法

を考えているのか、また、今後１０年間の

廃棄物処理を考えると、一般廃棄物処理基

本計画を策定中と聞いていますが、市民、

事業所などの協力が不可欠であると思いま

す。廃棄物減量等推進員のかかわりが策定

に求められているのではないかと思います

が、考えを聞かせてください。 

 給食費滞納について。国は、次代の社会

を担う子どもの健やかな育ちを支援すると

いう趣旨のもと、子ども手当を創設しまし

た。また、その趣旨に従って子ども手当を

用いなければならないことが受給者の責務

として定められております。生活に困窮さ

れている世帯の学校給食費は、生活保護受

給者は生活保護費の中から、就学援助の対

象者は援助費の中から給食費が支払われて

いると聞いております。それ以外の方は基

本的に個別に給食費を支払うことになって

おり、学校給食が法の下で児童の心身の健

全な発達に資するものであるとされている

ことからすれば、子ども手当の支給を受け

ながら給食費を滞納することは、当然のこ

とながら受給者の責務として許されるもの

ではないと考えますが、このことを踏まえ

た方策についてお聞かせください。 

 以上、２回目を終わります。 

○上村高義議長 答弁を求めます。消防長。 

○北居消防長 本市における女性消防団員入

団促進については、現在、消防団本部主導

のもと検討しているところで、具体的には、

当初から女性だけの独立した消防分団等を

つくるのではなく、まずは現在あります地

域の分団に自主的に参画していただき、や

がては女性の団員が増え、相互のネットワ

ークが確立されていく方向が最善と考えて

おります。 

 また、学生インターンシップの今後につ

きましては、先ほど申し上げました実績等

も踏まえ、以前から議員にご提案いただい
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ておりましたことから、高校生、大学生な

どを対象とした学生インターンシップが重

要と考え、市内の高校に提案を持ちかけま

したが、現在のところ、残念ながら明確な

回答は得られておりません。しかしながら、

このことは第４次摂津市総合計画にうたわ

れております協働にも直結する極めて重要

な施策であることから、再度の提案を試み

るとともに、大学生にも視野を広げ、より

広い年齢層に対して消防行政への協力と理

解を深めていただき、災害発生時には、と

もに地域防災に貢献していただけるような

人づくりの施策に取り組んでいきたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○上村高義議長 生活環境部長。 

○水田生活環境部長 業者選定と、それから

廃棄物減量等推進員とのかかわりというこ

とでございますが、まず、一般廃棄物処理

に関しましては、契約の目的、また性質が、

最低価格の落札者にはよりがたいものと考

えております。家庭ごみなどを民間に委託

する場合、廃棄物処理法及び施行令により、

受託者の資格要件、能力、委託料の額、委

託料の限界、それから委託契約に定めるべ

き条項等について詳細に規定いたしており

まして、委託業務が適正に遂行されなけれ

ばならないとされております。 

 このことから、指名型プロポーザル方式

により、当該委託に係る実施体制等の提案

書の提出を受けまして、原則として提出さ

れた書類をもとにヒアリングを実施した上

で審査及び評価を行い、当該委託の履行に

最も適した受託候補者を特定する方法を考

えております。 

 また、審査及び評価につきましては、客

観性を確保するため、業者選定委員会を設

置して、学識経験を有する方にもご参加い

ただきまして選定していく予定でございま

す。 

 次に、廃棄物減量等推進員とのかかわり

ということでございますが、現在、廃棄物

減量等推進員には、地域と市とを結ぶパイ

プ役として、ごみ分別の啓発活動、ごみ減

量や処理などについて市との連絡調整、そ

れから、ごみ集積場の移設、新設、増設な

どの調整、地域での集団回収活動の推進、

それから、不法投棄巡視活動など、多岐に

わたって活動をいただいております。市民、

行政が一体となってのごみ減量対策を推進

する窓口として、その活動の定着化と一層

の活性化を目指して、今後も協働で取り組

んでまいりたいと考えております。 

 また、本年につきましては、摂津市の一

般廃棄物処理基本計画が本年で終わること

から、来年度に向けて一般廃棄物処理基本

計画を策定中でございまして、廃棄物減量

等推進員様には、そのことでご協力いただ

き、よりよいものができるよう現在策定中

でございます。 

 以上でございます。 

○上村高義議長 教育総務部長。 

○馬場教育総務部長 ２回目の質問にご答弁

申し上げます。 

 子ども手当の受給を受けながら給食費を

滞納することは許されないではないかとい

うご指摘でございますが、国においては、

平成２２年３月の子ども手当法の施行通知

に際し、子ども手当の趣旨や受給者の責務、

受給権の保護を踏まえると、仮に子どもの

育ちに係る費用である学校給食費などを滞

納しながら、子ども手当が子どもの健やか

な育ちと関係ない用途に用いられることは、

法の趣旨にそぐわないものと考えるという

ふうに明記しております。したがいまして、

子ども手当を受給しながら給食費を滞納す
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ることは、ある意味、法の趣旨にそぐわず、

適切でないものと考えております。 

 しかし、現時点で、子ども手当が受給さ

れる際に、給食費の滞納がある世帯に対し、

自動的に子ども手当を給食費に振りかえる

ことは法制度上できませんが、子ども手当

法、学校給食法の趣旨を踏まえ、各学校と

連携しながら、例えば子ども手当が支給さ

れる２月、６月、１０月の１５日前後に、

滞納世帯に対して理解と協力を求める文書

等の発送を行うなどを検討するなどして、

少しでも徴収できるよう努力に努めてまい

りたいと思います。 

○上村高義議長 保健福祉部長。 

○佐藤保健福祉部長 子ども手当の支給と給

食費滞納のご質問についてご答弁を申し上

げます。 

 本年６月から子ども手当が支給され、厚

生労働省が示しております子ども手当に係

るＱ＆Ａの中で、子ども手当と滞納してい

る給食費や保育料等を相殺できないのかと

の問いに対しまして、子ども手当は、次代

の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社

会全体で応援するという趣旨のもとに支給

するもので、子ども手当がこのような趣旨

に従って使われるよう受給者の責務を定め

るとともに、子ども手当の支給を受ける権

利は保護されているとあり、子ども手当と

滞納給食費との相殺はできない旨の回答に

なっております。しかし、子ども手当の使

途として、受給した世帯が給食費に充てる

ことは、子ども手当の趣旨に照らして順当

であり、子ども手当の支給の際に滞納者へ

の電話による督促や、支給後に家庭訪問す

る等の徴収強化は許容されるものと思われ

ます。 

 以上でございます。 

○上村高義議長 野原議員。 

○野原修議員 それでは、３回目の質問をし

ます。これはすべて要望といたします。 

 女性消防団や学生インターンシップでの

地域防災にかかわる人材が増えることによ

より、おのずとそこに人と人との協働が生

まれ、一人ひとりの防災意識が高い災害に

強いまちとなっていくのではないかと思い

ます。消防団員ＯＢや会社を定年退職され

ボランティア活動を希望されておられる方

など、幾つになってもはつらつと地域貢献

や生涯学習に参加していただけるよう、活

力あるまちづくりの施策を要望いたします。 

 ごみ収集業務について。これまで環境行

政を語る上で、ごみ処理問題は市の責務と

して最重要課題であったが、昨今、ＣＯ２

削減が求められており、環境にかかわる職

員の充実が必要と考えます。委託を拡大す

る中で廃棄物行政を推進するのならば、環

境にかかわる職員、現場を知った人材を活

用する人事交流なども行っていただき、ま

た、費用対効果については、プロポーザル

方式で公正で透明度のある契約にしていた

だき、今後ともしっかりと見きわめ、報告

していただきたいと思います。 

 給食費滞納については、給食費の滞納徴

収で校長や担任の先生の本来の仕事以上の

負担になっております。国は、ばらまきで

はなく、給食費無料、保育所整備などの施

策に重点を置くべきであります。子ども手

当を続けるのなら、菅首相が言われる有言

実行で、地方に負担をかけないで国費で賄

うよう、市長には市長会などで強く発言し

ていただくことをお願いし、質問を終わり

ます。（発言終了のブザー音鳴る） 

○上村高義議長 野原議員の質問が終わりま

した。 

 次に、川端議員。 

  （川端福江議員 登壇） 
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○川端福江議員 それでは、順位に従いまし

て一般質問をさせていただきます。 

 １、交通安全対策について、（１）都市

計画道路新在家鳥飼上線の歩道確保につい

てであります。 

 以前から何回も質問をしておりますこの

地域は、住宅開発がさらに進み、危険きわ

まりない状況になっていることから、市民

の目線で質問をするものです。新幹線側道

の川田水路から番頭面水路の間、約１５０

メートルの区間については歩道がなく、歩

行者、自転車の利用者は危険な状態での通

行になっています。特にこの約１５０メー

トル区間を歩道確保して安全対策はできな

いのでしょうか。市としてのお考えをお聞

かせください。 

 （２）鳥飼北小学校の正門前歩道の安全

柵の設置についてですが、以前、質問をし

た折、答弁で、安全柵を取りつければ歩道

の幅員が規定以下になるので設置できない、

しかし、学校の敷地活用により設置も可能

である、関係者と協議をするとのことであ

りました。その後の進捗状況についてお聞

かせください。 

 （３）朧ヶ橋交差点、別府小学校近くの

信号を歩車分離することについてでありま

す。以前、質問をした後、府道正雀一津屋

線の朧ヶ橋交差点で道路の拡幅工事が行わ

れました。現在は完成し、右折の車線が増

えまして、またそういった形態が変わりま

したので、もう一度質問をいたします。こ

の場所は市立別府小学校の通学路として指

定されており、多くの児童が横断、通学し

ている交差点です。朝の登校時にはＰＴＡ

の保護者の皆さん、夕方の下校時は地域の

安全パトロール隊の皆さんが児童の安全の

ために立っていただいています。その保護

者の皆さんからの強い要望です。この府道

正雀一津屋線は、慢性的な渋滞路線であり

ますが、だからこそ危険度も大きいと言え

ます。以前から事故もよく発生している場

所でもあります。信号を歩車分離式にして、

より安全対策を講じることができないのか

お尋ねをするものです。市としてのお考え

をお聞かせください。 

 ２、公共施設巡回バスのバス停を設置す

ることについて。 

 現在、市全体のバス網を検討すべく、公

共交通懇談会の協議会が立ち上げられてい

ますが、あえて市民の皆さんの要望でバス

停の設置をお願いするものです。場所は通

称野々公団です。高齢化も進み、地域の皆

さんから強い要望が出ています。このバス

は、公共施設をめぐるバスという性質のも

のであることは十分承知をしております。

近くには市立第２２集会所もあり、その内

容もクリアできるのではないでしょうか。

この巡回バスが市民の皆さんに愛され、さ

らに利便性の向上を図るためにもバス停の

設置をお願いするものです。市としてのお

考えをお聞かせください。 

 ３、脳脊髄液減少症の学校現場での現状

と周知対策について。 

 学校現場において、教員の正しい認識が

不可欠ですが、現在の摂津市の現状につい

てお聞きをいたします。この脳脊髄液減少

症という病気は、交通事故やスポーツ、ま

た暴力などによって頭部や全身に強い衝撃

を受けることで、脳脊髄液が漏れ出し、頭

痛、首、背中の痛み、腰痛、手のしびれ、

目まい、耳鳴り、激しい疲労感などを引き

起こすものです。患者数は２０万人とも言

われていますが、多くの患者は、事故の後、

長年にわたりさまざまな症状に苦しむとと

もに、ほとんど知られていない病気のため、

病院を受診してもなかなか原因が特定でき
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ず、怠け病あるいは精神的な病気と判断を

され、診断をされ悩んできたという経過が

あります。大阪府では、どこの医療機関で

診断・治療できるか公表されていなかった

ため、患者は府外に行き治療を受けなけれ

ばならない状況が続いていました。しかし、

大阪府においては、やっと診断や治療が可

能な府内の医療機関名を９月から府のホー

ムページで公表することとなりました。こ

れは、患者の高校３年生の万膳さんが２万

３，８６３人分の署名を府に提出した結果

によるものであります。 

 そこで質問ですが、１、東京の府中市で

は、周知を図るため、小冊子を市内の全

小・中学校の教職員に配布していると聞き

ますが、摂津市ではいかがでしょうか。 

 ２、父兄をはじめ市民の皆さんにも広く

知っていただくために市のホームページへ

掲載してはいかがでしょうか。お伺いいた

します。 

 ４点目、ヒブワクチンの公費助成につい

てであります。 

 （１）細菌性髄膜炎から子どもの命を守

るための公費助成について。 

 昨年、我が党の藤浦議員が肺炎球菌につ

いて質問をしております。命に及ぶ病を予

防するのがワクチンです。世界的に使用さ

れているワクチンにもかかわらず、日本は

他の先進国に比べワクチン行政が大きくお

くれています。命を救うワクチンをすべて

の人に、日本をワクチン先進国へと公明党

は奮闘しています。公明党では、昨年の６

月に厚生労働省に定期接種化と安定供給の

申し入れをしております。 

 前置きはこれくらいにして本題に入りま

す。ヒブとは、ヘモフィルス・インフルエ

ンザ菌ｂ型のこと、日本で毎年約１，００

０人が発症すると言われて、そういう細菌

性髄膜炎の原因菌の一つです。乳幼児が感

染、発症すると重症になることが多く、予

後の経過が悪ければ、てんかんや聴覚障害、

言語障害、発育障害などの後遺症が残るこ

ともあります。初期症状が風邪と似ている

ため、医師でも診断がつきにくいものです。

予防にはワクチンが最も有効で、生後２か

月から７か月までの間に接種をするのが望

ましいとされます。費用は１回当たり７，

０００円から８，０００円、接種回数は年

齢で異なりますが、最大４回となるため、

経済的負担が重いのです。家庭の収入に関

係なく、すべての子どもが接種できる体制

が必要です。今、地方自治体で助成制度の

導入が拡大しています。接種費用が助成さ

れている自治体は２０４に上り、うち２０

０８年度は４、２００９年度は５７、そし

て、この２０１０年度が何と１４３自治体

と急速に拡大をしています。私は、小さな

お子さんを持つお母さんから強い要望を受

けています。現在、半額程度を独自で助成

する自治体が全国各地でも増えています。

公費助成についてのお考えをお聞かせくだ

さい。また、摂津市内の医療機関で受診さ

れている状況がわかれば教えていただきた

いと思います。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○上村高義議長 答弁を求めます。都市整備

部長。 

  （小山都市整備部長 登壇） 

○小山都市整備部長 質問番号１の（１）都

市計画道路新在家鳥飼上線の歩道確保につ

いてでありますが、本路線の整備につきま

しては、過去において議会で幾度もご質問

がございましたが、現在に至っている状況

であります。鳥飼野々３丁目以東につきま

しては、鳥飼土地区画整理事業により整備

が行われておりますが、鳥飼野々３丁目か
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ら大阪中央環状線までの区間は未整備とな

っております。現状は、新幹線の側道沿い

の水路敷きを活用し、歩道として利用して

いる状況であります。ご指摘の約１５０メ

ートル区間につきましては歩道がなく、現

況の道路幅員が５メートル程度と狭小で、

通行車両も多く、歩行者や自転車利用者に

とっては危険な状態であることは認識して

おります。 

 本区間の歩道整備につきましては、周辺

の開発状況から歩行者や自転車利用者の安

全を考えますと、できる限り早い時期に都

市計画道路としての整備が必要であると考

えておりますが、都市計画道路としての整

備を図るには、本市の財政状況から市単独

費での取り組みは難しい状況であり、補助

採択を受けて事業費の負担の軽減を図らな

ければならないと考えております。 

 近年の補助制度としましては、地方自治

体が創意工夫を生かせる総合的な交付金に

変わっており、社会資本整備総合交付金が

創設されております。この交付金につきま

しては、一体的に実現可能なまちづくりを

道路のみでなく地域のまちづくりの目標を

立て、これらの計画を実現するため、整備

計画書を国に提出し、承認を受ける必要が

あります。都市計画道路だけでは承認を受

けることは困難と考えております。市とし

ましても、都市計画道路としての整備の必

要性については、交通安全対策上から必要

と考えておりますが、市内にはほかにも整

備を必要とする箇所が数多くあることから、

整備につきましては、本市の財政状況を勘

案する中で、今後、全体的な道路安全対策

の位置付けの中で取り組んでまいりたいと

考えております。 

○上村高義議長 土木下水道部長。 

  （宮川土木下水道部長 登壇） 

○宮川土木下水道部長 質問番号１番、交通

安全対策について、（２）鳥飼北小学校の

正門の歩道安全柵の設置について、ご答弁

申し上げます。 

 以前に、平成１９年第４回定例会でご質

問がございました。鳥飼北小学校正門の歩

道安全柵の設置についての進捗状況でござ

いますが、まず、歩道安全柵の設置の基準

がございます。その基準でございますが、

大阪府道路構造物設計基準では、歩道の有

効幅員が１．５メートル未満となるような

場合は、防護柵等を原則として設置しない

と規定されております。鳥飼北小学校正門

前の歩道の現況でございますが、歩道幅員

が１．５メートルのため、現時点で安全柵

を設置いたしますと、歩道の有効幅員が１．

５メートル未満となることから、現状のま

までは安全柵の設置は構造基準上規格外の

内容となるものでございます。また、児童

の登校・下校時の動向を考えますと、柵の

設置は困難であると考えております。しか

し、車両の乗り上げ防止対策として、歩行

者横断用の歩車道ブロック切り下げ部に車

どめを設置し、歩行者の安全対策を行って

いる状況でございます。 

 歩道整備の内容でありますが、平成１７

年度には、機能を喪失し、ふた構造であっ

た水路を埋め、透水性のアスファルト舗装

により歩道改良し、平成１８年度には、正

門から北側の鳥飼北小学校西交差点までの

間におきまして、信号待ちの児童が車道へ

はみ出さないよう、関係機関とも協議し、

安全柵を設置したものでございます。それ

以降、鳥飼北小学校沿いの歩道整備は行っ

ておりません。 

 安全柵を設置するための必要な歩道幅員

は、道路構造令では、歩道は有効幅員を２．

０メートルとし、柵を設ける場合は０．５



 

 

 

２－１２

メートルを加えると規定されており、新た

に安全柵を設ける歩道は原則として幅員が

２．５メートル以上必要となってまいりま

すので、現況の道路幅員では、先ほど申し

上げましたとおり、安全柵の設置は困難で

あると判断している次第でございます。し

かしながら、安全柵を設置するとすれば、

鳥飼北小学校の敷地の一部活用も考えられ

ますことから、安全確保について関係課と

その確認をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 続きまして、（３）朧ヶ橋交差点、別府

小学校の近くの信号を歩車分離式にするこ

とについてでございますが、大阪府茨木土

木事務所において、府道正雀一津屋線の朧

ヶ橋交差点から摂津市立第四中学校正門に

かけて道路拡幅工事を施工されました。朧

ヶ橋交差点は、府道正雀一津屋線と市道東

別府１号線との交差部で、府道大阪高槻線

及び府道大阪中央環状線への連絡道路であ

りますことから、正雀一津屋線の南北への

直進及び東別府１号線への右左折車両が非

常に多く、朝夕のラッシュ時には渋滞が発

生いたしております。また、市立別府小学

校の通学路として指定されておりまして、

多くの児童が横断し、通学している交差点

でもございます。 

 歩車分離式信号機とは、信号機のある交

差点において、歩行者と車両が通行できる

時間帯を分離する信号をいうものでござい

ます。また、歩車分離の目的でございます

が、交差点において、右左折車両による巻

き込み防止を図り、歩行者の安全を確保す

ることが目的でございます。歩車分離式の

長所としましては、交差点を通行する歩行

者と車両の分離を行うことによりまして、

歩行者の安全性が高まります。一方、短所

でございますが、歩行者に専用の青信号を

与えるため、赤信号による車両の待ち時間

が増えることになります。歩行者と車両の

お互いが信号を守る限り、交錯しないこと

から、事故が発生しない仕組みになってお

りますが、標準的な信号機の動作と違うた

め、運転者は車両用信号を、歩行者は歩行

者用信号をよく確認して通行、横断する必

要がございます。朧ヶ橋交差点は、連携信

号になっておりますので、歩車分離式信号

に変更することにより、右左折車両による

巻き込み防止など、より安全な横断が期待

できる反面、北側の浜町交差点や南側の東

別府４丁目交差点との距離も短く、府道正

雀一津屋線が慢性的な渋滞路線であります

ことから、さらに渋滞を起こしかねない心

配もございます。この交差点が通学路に指

定されておりますことから、児童の安全確

保のため、歩車分離式信号の運用について、

摂津警察署並びに道路管理者であります大

阪府茨木土木事務所に要望してまいります。 

 続きまして、質問番号２番、公共施設巡

回バスのバス停を都市再生機構鳥飼野々団

地前に設置することについてでございます

が、都市再生機構鳥飼野々団地につきまし

ては、現在巡回しております公共施設とは

性格の異なるものと判断しております。ご

要望の内容につきましては、ルートを変更

することになりますし、運行距離に影響も

出てまいります。また便数にも影響するも

のではないかと考える次第でございます。

そのようなことから、現在立ち上げており

ます懇談会、あるいはバス事業者それぞれ

に、協議項目とさせていただき、ご意見を

伺ってまいりたいと考えております。 

○上村高義議長 教育総務部長。 

  （馬場教育総務部長 登壇） 

○馬場教育総務部長 質問番号３の（１）脳

脊髄液減少症の学校現場での現状と周知に
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ついてお答え申し上げます。 

 脳脊髄液減少症は、先ほど議員のほうか

らもありましたように、交通事故やスポー

ツ傷害など、何らかの衝撃が原因となって、

硬膜から髄液が漏れるなどにより、脳脊髄

液が減少し、慢性的な目まい、吐き気、倦

怠感、集中力、思考力、記憶力の低下など、

さまざまな症状が出現する病態と言われて

おります。しかしながら、現在のところ、

統一的な診断基準や治療法が確立されてい

ないことからも、広く認知されていない状

況にもあります。 

 本市の学校現場への周知についてでござ

いますが、平成１９年５月の文部科学省か

らの事務連絡文書を配布し、周知いたしま

した。現在のところ学校からは対象となる

児童・生徒の報告は受けておりません。 

 国においては、平成１９年度から厚生労

働省において日本脳神経外科学会など７学

会で構成する研究班が発足し、ガイドライ

ンの作成が進められている状況にあります。

したがいまして、そのガイドラインが示さ

れた段階で、さらなる周知に努めてまいり

たいと考えております。それまでも脳脊髄

液減少症について学校において周知できる

機会の確保も努めてまいりたいと考えてお

ります。 

○上村高義議長 保健福祉部理事。 

  （福永保健福祉部理事 登壇） 

○福永保健福祉部理事 質問番号３の（１）

のうち、脳脊髄液減少症を市ホームページ

に掲載し、市民に周知してはどうかについ

てご答弁申し上げます。 

 特定の病気に絞って市のホームページに

掲載することにつきましては、昨年、新型

インフルエンザの感染の拡大が見られまし

たときに、症状や受診可能な医療機関等の

情報を掲載した経緯がございますが、これ

は、感染の予防方法や感染したときの受診

方法などを周知することによって感染の拡

大を抑えることを目的としたものでござい

ました。議員ご質問のご趣旨は理解してお

りますが、脳脊髄液減少症によって起こる

症状は他の疾病にも見られるもので、症状

から直ちにこの疾病を疑うことは困難であ

ることや、なかなか一般には知られにくい

疾患が大変多い中、脳脊髄液減少症のみを

取り上げたホームページへの掲載につきま

しては困難かと考えております。 

 次に、質問番号４、ヒブワクチンの公費

助成についてのご質問にご答弁申し上げま

す。 

 ヒブワクチンは、インフルエンザ菌ｂ型

による髄膜炎の感染を予防するワクチンで、

既に世界では１００か国以上で接種されて

おり、ワクチンの有効性も確認され、ＷＨ

Ｏからも乳児の定期予防接種プログラムに

組み込むよう勧告を出されているところで

ございます。我が国では、平成１９年１月

に厚生労働省によって製造販売が承認され、

平成２０年１２月から任意の予防接種とし

接種が開始されております。 

 本市における受診状況や接種者数の把握

は困難でございますが、現在、市内１４医

療機関でこのワクチン接種が実施されてお

ります。ワクチンの供給量がいまだ十分で

はなく、希望すればすぐに接種ができると

いう状況にはないと伺っております。 

 脳や脊髄を覆っている髄膜に細菌が感染

して炎症が起こるのが細菌性髄膜炎ですが、

その原因菌が判明した細菌性髄膜炎のうち、

ヒブが原因であったのは全国でも平成２０

年が８３人、平成２１年が５４人であった

と感染症発生動向調査で報告されておりま

す。ヒブ髄膜炎は発症率が高い状況ではご

ざいませんが、感染した場合の重症度や後
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遺症が残る場合も多く、これに対する予防

としてヒブワクチンの接種が有効であると

認識をいたしております。 

 平成２１年１２月から厚生労働省の予防

接種に関する検討会におきまして、法定外

の各種ワクチンの有効性、安全性等につい

て審議中であり、平成２２年８月末には専

門家によるヒブワクチンの作業チームを設

けて検討が進められているところでござい

ます。予防接種法に基づいた定期予防接種

ではない任意の予防接種には、ヒブワクチ

ンのほか肺炎球菌ワクチン、おたふく風邪

や水ぼうそうワクチンなど多数ございます。

公費助成につきましては、これらの予防接

種との整合性も勘案しながら慎重に検討し

ていく必要があると考えております。 

○上村高義議長 川端議員。 

○川端福江議員 それでは、２回目の質問を

いたします。 

 １、交通安全対策の新在家鳥飼上線の歩

道確保についてでありますが、ご努力をい

ただいていることは重々承知をしておりま

す。さまざまな観点からご検討いただいて

いますが、最終的には市単独での取り組み

も前向きに考えていただき、一日も早く市

民の安全確保を強く要望いたします。 

 １の（２）歩道の安全柵の設置について

でありますが、今、ご答弁をいただきまし

たが、全く何も進んでいない状況です。さ

まざまな事情があり、長々と説明をいただ

きましたが、現状は危険な状況が続いてい

ることに変わりはありません。よくこの道

を通行しますが、子どもたちはふざけ合っ

て車道に飛び出しています。見ていてはら

はらするのは私一人ではないと思います。

車との接触がないことを祈らずにはおれま

せん。もう一度安全柵についての市として

のお考えをお聞かせください。 

 １の（３）信号機を歩車分離することに

ついてでありますが、今、ご答弁をいただ

きましたが、人の命より車の渋滞を優先す

るほうが大事だとおっしゃるのでしょうか。

本市は子どもの安全安心宣言都市をうたっ

ています。その観点からも、私は各小学校

の近くに１か所安心して渡れる歩車分離式

の信号機を設置してはどうかと考えるもの

です。どうかもう一度協議をしていただき

ますよう強く要望いたします。 

 ２、公共施設巡回バスのバス停の設置に

ついてでありますが、ぜひとも現在検討さ

れている公共交通懇談会の議題に上げてい

ただけるようにお願いし、要望といたしま

す。 

 ３、脳脊髄液減少症の学校現場での現状

と周知対策についてであります。ホームペ

ージ掲載については理解をいたしました。

私は、ＣＤで中学生時代まではトランペッ

トを吹いていて発症した屋我えりいさんの

高校卒業までの体験談を見ました。この病

気だと判明するまで怠け病と勘違いされ、

大変つらい思いをされています。子どもの

場合、学校でのちょっとした外傷やけが、

例えば友達との衝突や階段からの転落など

から、既に脳脊髄液減少症を起こしている

隠れた患者がいるのではないかと専門医か

ら指摘をされるようになりました。中川医

師は、「不登校の原因の中にも、この脳脊

髄液減少症が隠れているのではないか。こ

の病気は発見がおくれれば治癒力が下がり

ます。しかし、いまだに社会的な認知度は

低く、専門医も少ないことが課題です」と

言われています。 

 答弁に、平成１９年に事務連絡文書を学

校現場に配布されているとのことでありま

すが、それ以後に教師になられた方もおら

れます。東京のように小冊子を配布すると
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同時に、学校教職員、保護者を対象に、機

会をつくって周知徹底に努めていただき、

子どもたちを守るための万全な対策をお願

いしておきたいと思います。 

 ４、ヒブワクチンの公費助成についてで

すが、細菌性髄膜炎は、日本では毎年１，

０００人が発症し、５から１０％の患者が

死亡し、３０％から４０％の患者に後遺症

が残ります。発症の原因はヒブと肺炎球菌

での感染が８割を占めます。ヒブワクチン

はアメリカより２０年おくれて、昨年１２

月に販売されるようになりました。世界保

健機構ＷＨＯが１９９８年に定期接種を勧

告していたにもかかわらず、日本で承認さ

れたのは２００７年です。ご答弁で、摂津

市での接種者は把握できないとのことです

が、予防接種の徹底は将来の医療費抑制に

つながる面もあります。対応次第で救える

命がある、こう肝に銘じて今後とも命と健

康を守る取り組みの前進を切にお願いして

おきたいと思います。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○上村高義議長 それでは、鳥飼北小学校の

歩道の安全柵についての再度の質問に対し

て、土木下水道部長。 

○宮川土木下水道部長 それでは、２度目の

ご質問で、鳥飼北小学校の正門の歩道安全

柵についての内容でございますが、このエ

リアにつきましては、ご承知のとおり、鳥

飼区画整理事業で実施された内容のもので

ございます。ですから、それぞれの地権者

に対しての用地配分、これが明確にされて

いるという事実、この中で、その当時、教

育施設への今のような形での配慮がなされ

ていなかった、これは事実かと思います。

ですから、今後、歩道拡幅ということにな

りますと、用地を求めざるを得ない状況に

なってまいります。車道を犠牲にするのか、

歩道を広げて歩行者の安全性を高めるのか。

ただ、そうしますと当初目的での区画整理

の内容も多少崩れてくる部分があるんじゃ

ないか、このように考えます。ですから、

今後、歩道を整備するに当たりましては、

先ほども少し申し上げましたように、小学

校の用地の活用も考えられるのではないか

と。このあたりにつきまして、関係課と協

議させていただけたらと思っております。 

○上村高義議長 川端議員。 

○川端福江議員 それでは、３回目の質問で

ございます。 

 ただいまご答弁いただきましたけども、

どうか関係各課で協議をしていただきまし

て、鳥飼北小学校に一日も早くこの安全柵

の設置を検討していただきますように強く

強く要望いたしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 以上で終わります。 

○上村高義議長 川端議員の質問が終わりま

した。 

 次に、三好議員。 

  （三好義治議員 登壇） 

○三好義治議員 それでは、質問させていた

だきたいと思います。今回、２項目につい

て質問をしていきたいというふうに思って

おります。 

 まず１点目で、地球温暖化防止地域計画

の進捗状況についてでございますが、この

案件につきましては、以前から強く要請も

行ってきました。その結果、今年度、平成

２２年度市長の市政運営の基本方針にも出

され、これから２年計画を策定していくと

伺っておりますが、現在の進捗状況につい

てお聞かせいただきたいと思います。 

 次に、指定管理者制度についてでござい

ますが、指定管理者制度が平成１８年に導

入され、今日まで来られました。本来なら
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ば、当初目的からいきますと、平成２２年

度には一般公募を行い、平成２３年度から

は公募で落札した事業者でスタートすると

の計画でございましたが、今年の６月末に

出されましたように、指定管理者制度導入

に関する指針で、それぞれの外郭団体の運

営方法、人員体制、経営体質に問題がある

ことから、既存の指定管理者制度について

は３年間延長、新規の指定管理者は５年契

約という指針が出されました。こういった

背景の中で、まず初めに、この４年間指定

管理者制度を導入した結果でのメリット、

デメリット、そういった総括をお聞かせい

ただきたいと思います。 

 また、それぞれ個々の指定管理者に指定

されている摂津市の外郭団体の問題といた

しまして、施設管理公社は、平成３年３月

２５日に施設管理公社設立について、大阪

府知事の許可を受け設立されました。当時

は、経費の削減、サービスの向上等を目的

に５５歳以上の高年者職員を採用し、運営

がされておりましたが、市の職員を本庁に

引き上げるのと並行してプロパー職員を採

用し、現在ではプロパー職員１１名、高年

者職員１２名、非常勤職員２名、臨時職員

２名、常勤職員１名の合計２８名体制で運

営されております。中でもプロパー職員は

平均給与が約６２４万円まで今高騰してい

る状況でございます。本来の設立した当時

の趣旨と指定管理者制度の本来のあり方か

ら課題があると思いますが、どう認識され

ているのか、お聞かせいただきたいと思い

ます。 

 次に、摂津都市開発株式会社では、２，

２００株の発行株式のうち９００株が摂津

市の持ち株であります。そのほかは摂津市

の民間企業に発行しており、都市開発株式

会社の経営の意思決定は、まずは株主総会

で行われると思っております。指定管理者

で委託している施設を公募した場合、都市

開発株式会社の経営は成り立つのか。先日、

新聞報道でありましたように、箕面市の箕

面都市開発株式会社は、阪急箕面駅前の再

開発ビル、箕面駅前サンプラザの管理運営

会社で設立されました。同社は駐車場の管

理業務が主な収入源だったのが、今年４月

以降の指定管理者に選ばれずに経営が行き

詰まったと報道がされております。摂津都

市開発株式会社も同じような状況になるの

ではないか危惧いたします。この点をどの

ように考えているのか。また、フォルテ摂

津の自動車駐車場は都市開発株式会社で、

同じ地下にある自転車駐車場はシルバー人

材センターが管理しておるような矛盾もあ

ります。同じ建屋内で管理運営が違ってい

る点についてもどう考えているのか、お聞

かせいただきたいと思います。 

 また、今議会で図書館の指定管理者制度

導入に向けて条例が提案されておりますが、

現状の指定管理者制度の総括がなされない

ままに実行するのはいかがか、考え方を聞

きたいというふうに思っております。市民

図書館、鳥飼図書センターに２５名の職員

がおられます。市職員５名は本庁に戻して

も、施設管理公社職員４名、シルバー職員

２名、非常勤再任用等の職員が１４名の雇

用は本当に確保できるのかというふうに思

っております。外郭団体に雇用されている

職員は、この間、雇用不安、仕事のやりが

い、生きがいなどで多少なりも不安は持っ

ているというふうに感じております。こう

いった点についてお聞かせいただきたいと

思います。 

 次に、摂津市水泳連盟に委託している温

水プール、これはまた視点がちょっと違う

んですが、委託料が７，９２６万円ほど委



 

 

 

２－１７

託をしております。収入については、温水

プール使用料で約７００万円、それから水

泳教室参加費で約４，０００万円、歳入合

計が約４，８００万円でございます。この

差が３，１００万円の今マイナス状況にな

っております。こういった指定管理者制度

の中で、今、指定管理者管理料の精算方法

にも問題があるというふうに私は思ってお

ります。こういった温水プール関係につい

ては、本来やったら利用料方式というのが

僕は適切だというふうに思っているんです

が、現在の精算報告書では、管理運営委託

料に対する精算報告書だけであって、今の

利用料、使用料については、先ほど申し上

げました指定管理者の中では、我々は決算

書の中で雑入もしくは委託料、管理費、こ

ういったところを相殺してみないことには、

今の指定管理者の部分がわからない状況で

ございます。これは、我々議員だけではな

しに、今回、この一般質問をするに当たっ

て、それぞれ所管の精算報告書も見させて

いただきました。こういった精算報告書に

は、ただ管理運営委託料だけの収入で、あ

とは支出部分で、それにかかわる経費分が

載せられているだけでございます。こうい

った部分で、本当に行政として指定管理者

制度に対するチェック機能が果たされてい

るのかということが今回調べていく上でわ

かった課題でもございます。 

 こういったことを踏まえ、１回目の質問

としては、先ほど申しましたような外郭団

体の現状のあり方についても行政としての

考え方をお聞かせいただきたいというふう

に思います。 

 １回目の質問を終わります。 

○上村高義議長 答弁を求めます。生活環境

部長。 

  （水田生活環境部長 登壇） 

○水田生活環境部長 地球温暖化防止地域計

画の進捗状況についてご答弁申し上げます。 

 摂津市地球温暖化防止地域計画の策定に

つきましては、本年度と来年度の２か年で

策定する予定をしておりまして、これまで

学識経験者や関係行政機関の職員、関係団

体の役員、公募市民、関係企業の社員など

１４人で組織する地球温暖化防止地域計画

策定委員会を設置するとともに、庁内から

は各部長級職員から推薦のあった１１人の

管理職で組織する地球温暖化防止地域計画

検討部会を設置したところでございます。

今後は会議を重ね、地域特性の把握や市域

の温室効果ガスの排出量の現状把握、排出

量の将来推計、排出削減の潜在可能量と実

行可能量の試算などを行うとともに、地球

温暖化対策のための市民や事業所に対する

アンケート調査や事業所ヒアリングの実施、

温室効果ガスの削減目標の設定、対策の基

本方針と基本的施策の検討などを行い、来

年３月末には計画素案の策定まで行う予定

でございます。 

○上村高義議長 市長公室長。 

  （羽原市長公室長 登壇） 

○羽原市長公室長 それでは、指定管理者制

度について、ご答弁を申し上げます。 

 指定管理者制度は、多様化する住民ニー

ズにより効果的、効率的に対応するため、

公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、

住民サービスの向上を図るとともに、経費

の削減等を図ることを目的としたもので、

受け皿となる事業者を出資法人以外の民間

事業者等にまで範囲を広げるとともに、指

定管理者の選定に当たっては、公募の過程

をたどることが原則となっておるものでご

ざいます。 

 本市においても、平成１８年４月から４

２施設について同制度を導入いたしており
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ます。本市での導入に当たりましては、そ

れまで管理委託制度を活用していた施設に

つきまして、受託してきた外郭団体等の活

動実績等を考慮し、当該団体を５年間の期

間を定めて指定管理者といたしましたが、

その指定期間が平成２３年３月末をもって

終了することから、指定管理者制度導入に

関する指針第１次改訂版を策定いたしまし

た。 

 この４年間の総括としては、市民サービ

スの維持等の観点から、現指定管理者の施

設運営や事業展開には一定の評価をしてい

るところでありますが、制度本来の趣旨を

十分に生かしているかどうかという点では、

今後に課題を残していると考えております。 

 各外郭団体は、それぞれ各時代の市民ニ

ーズや各種施策展開に対応するため設立し

たものであり、当時としての行財政改革の

一つという意味もございました。ただ、設

立後のさまざまな経過の中で、職員数も増

加し、人件費を含めた運営経費全体の議論

が避けられなくなってきていると認識をし

ております。そのため、第４次行財政改革

実施計画において、外郭団体のあり方の見

直し、指定管理者制度の拡大の項目を掲げ

ており、先に述べました指定管理者制度導

入に関する指針第１次改訂版に示した今後

の取り組みもその一環として考えておると

ころでございます。 

 外郭団体のうち、施設管理公社につきま

しては、施設管理を目的とし、５５歳以上

の高年者職員の活用を基本に設立いたしま

したが、時代の変化に伴い、プロパー職員

と高年者職員がほぼ同数になってきている

ということは認識をいたしております。プ

ロパー職員は、主に文化ホール、鳥飼図書

センター、斎場の運営にかかわっており、

各事業の取り組みにおいて一定の評価をい

たしておりますが、年数の経過により平均

給与が増加していることも承知をいたして

おります。ただ、直営による施設運営と比

較いたしますと、経費の削減という効果に

はつながっていると考えておるところでご

ざいます。 

 都市開発株式会社につきましては、市が

約４１％の株式を保有していることは議員

ご指摘のとおりであり、ＪＲ千里丘駅前の

再開発ビルの管理運営を行うために設立さ

れたことはご承知のことと存じます。 

 箕面都市開発の件は、先日、新聞報道に

接しておりますが、市といたしましては、

そのような事態にならないために、各団体

に対し経営強化等の取り組み指針の策定を

求めており、今後予定している検討委員会

の中で各方面から検討していく予定であり

ます。 

 また、議員ご指摘のフォルテ摂津の自動

車駐車場と自転車駐車場につきましても、

当然検討委員会の議題ということになると

考えております。 

 次に、図書館についてでございますが、

第４次行財政改革実施計画において、職員

６６０名体制を目標に掲げ、市民サービス

の維持向上を図りながら経費の削減につな

がる方法を個別の項目において展開する予

定であり、その一つとして指定管理者制度

の拡大も掲げているところでございます。

図書館においても、民間のノウハウを取り

入れ、経費増を来すことなしに市民サービ

スの向上を図れるとの判断のもと、その導

入を市として決定したところであり、指針

第１次改訂版の基本方針のとおり、制度本

来の原則である公募によるものといたしま

した。 

 なお、図書館職員に関連するご指摘につ

きましては、先進市のケースを総括いたし
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ますと、新たに指定を受けた指定管理者に

雇用される例も見られ、市としても非常勤

職員等がそのことを希望するのであれば努

力をしてまいりたいと考えておるところで

ございます。 

 また、水泳連盟を含め、すべての指定管

理者に対して利用料金制度を導入していな

いことについてはご指摘のとおりであり、

料金制度の導入についても検討委員会の場

で議論してまいりたいと考えております。 

 最後になりますが、指定管理者制度に関

する今後の取り組みは、先に述べました第

１次改訂版に示しており、具体的スケジュ

ールに沿い、順次取り組んでいかなければ

ならないと認識をいたしておるところでご

ざいます。 

○上村高義議長 三好議員。 

○三好義治議員 それでは、２回目の質問を

させていただきます。 

 まず、地球温暖化防止地域計画の進捗状

況でございますが、今、スケジュール管理

は確認をさせていただきました。ぜひ計画

倒れにならんように進めていただきたいと

思いますが、ただ、その中で、今年も相当

地球温暖化が進んだ中で、猛暑ということ

で世界中で異常気象に見舞われました。こ

ういったのを踏まえながら早急な計画実行

に移していただきたいんですが、計画して

実行するに当たりましてでも、やはり人、

物、金、情報ということが必要となってま

いります。その中で金という部分につきま

しては、ぜひ環境基金を創設していただき

たいというふうに思っておりまして、先般

の総務の常任委員会で提案もさせていただ

きました環境自販機が、今、相当公共施設

の中で展開をしていただいております。こ

の環境自販機の収益並びに今後の環境対策

費用として、実効ある行動として環境基金

の創設の考えはないのか、お聞かせいただ

きたいと思いますし、さらに人の問題とい

たしましては、民間企業で環境問題に取り

組んでいる先進企業が相当あると思います。

そういった中で、先進企業の方々との人事

交流を含めた取り組みということについて

の考え方についてもお聞かせいただきたい

と思います。こういった中で、前回にも話

しましたが、並行しながら一方ではＣＯ２

の吸収をするための緑化戦略ということは

待ったなしだというふうに思っておりまし

て、この点の取り組みについての進捗状況

についてもお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 次に、指定管理者制度についてでござい

ますが、私は外郭団体のプロパー職員の雇

用という部分を一番気にしております。も

う一方では、外郭団体のプロパー職員化に

持っていった段階で、一方では摂津市の職

員体制６６０名とラスパイレス指数を考え

たときに、本庁は見かけ上の数字では下が

ってきているように思われますが、一方で

は、これは人員体制の隠れみのにもなって

いるということも認識しておかなければな

らないというふうに思っておりまして、こ

れから指定管理者制度を見直すに当たって、

今日までの大きな課題として、まず管理体

制が足らなかったということは指摘をさせ

ていただきたいと思いますし、今後どうい

う体制で持っていくのか、この点について

お聞かせいただきたいと思います。 

 もう一方での問題といたしましては、業

務報告で見ましたように、本来の今の摂津

市の指定管理者制度においては、管理運営

委託方式をとるべき施設と、もう一つは利

用料金方式でとるべき施設、もう一方では

直営方式という三つの選択肢を具体的に詰

めなければ、総花的にやると、また同じよ
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うな指定管理者制度そのままになると思い

ます。その中で、管理運営委託方式という

のは、まさに図書館に当てはまると思いま

す。これは利用料金も何もありませんから。

あとの先ほど申しましたシルバーを含めて

施設管理公社、都市開発株式会社、こうい

ったところについては、ぜひとも来年度予

算から利用料金方式でわかるような財政当

局で考えていただきたいなと。これによっ

て、政策から各外郭団体に指令をしており

ます経営のあり方についても、具体的な評

価ができてくるし、これから３年間の中で

の段階的な管理運営方式というのが見えて

くるのではないかなと。また一方では、直

営方式については、いろいろ研究はしなけ

ればなりませんが、社会福祉事業団とかみ

きの路とか、こういった福祉施策について

は直営方式も考えるべきだと。こういった

ことについて、先ほど言いました財政の問

題、それから管理運営の問題、こういった

ことについてお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 それから、ぜひ副市長にお聞かせいただ

きたいのが、冒頭にも申しましたように、

この指定管理者制度を導入してもう丸５年

になるわけですね、２３年の３月末で。本

来ならば、この時期に一般公募しなければ

ならなかった。この４年間、だれがどうい

ったことの中でこれができなかったのか、

行政の副市長として、この点についてお聞

かせをいただきたいと思います。 

 以上、２回目を終わります。 

○上村高義議長 ２回目の質問に答弁を求め

ます。生活環境部長。 

○水田生活環境部長 地球温暖化防止地域計

画を着実に進めるためには環境基金を創設

すべきではないか、それから、計画を着実

に進めるためには、民間事業所などとの人

事交流を行うことが必要ではないか、それ

から、地球温暖化にはなくてはならない緑

化を推進する必要があるのではないかとい

うお問いでございますが、まず、環境基金

につきましては、地球温暖化対策に関連い

たします再生資源対策基金なども取り込ん

で地球温暖化対策基金を設置して、環境支

援自販機などからの収入も積み立てる一方

で地球温暖化防止地域計画に盛り込む各種

環境施策の財源として使用していきたいと

考えております。 

 それから、事務局の体制につきましては、

経営、計画の着実な推進や進行管理の観点

からいたしますと、強化が必要となります

が、それを民間事業所との人事交流を行っ

て強化するという点につきましては、他市

の例なども参考に研究してまいりたいと考

えております。 

 それから、緑化の推進につきましては、

横浜市青葉区や大分市などで積極的に取り

組まれていることも承知いたしております。

街路樹の拡充や河川堤などへの植樹、工場

緑化などの推進につきましては、温室効果

ガスの削減に大変有効と考えております。

策定委員会や検討部会でご議論いただき、

主要な施策として摂津市地球温暖化防止地

域計画に盛り込んでまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○上村高義議長 副市長。 

○小野副市長 指定管理に係ります内容につ

きまして、一括してお答え申し上げたいと

思います。 

 まず、外郭団体のプロパー職員の人件費

につきましては、ご指摘いただいておりま

すように、市としても過去から加齢、また

業務上による増員などで年々増加しておる

と。その状況は厳しく認識をいたしており
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ます。それで、現在の外郭団体でもって指

定管理を続けるにしろ、また他の団体を指

定するにしろ、現外郭団体の安定的、継続

的な運営という視点に立った場合に、人件

費並びに維持補修経費ともに、この増高が

外郭団体の管理運営上、経営を圧迫すると

いうことを基本的な認識点にすべきだとい

うふうにも思っております。したがいまし

て、今後、各団体に求めております経営強

化の取り組み方針、これは今年度中に提出

を求めておりますけども、その今後の方策

の中で検討していきたいというふうに考え

ておるところでございます。 

 利用料金制度の導入でありますけども、

摂津市はご指摘のとおり、施設利用等の収

入につきましては、市の歳入として扱って

おります。この方法は指定管理者として非

常に安定的な経営という視点から立てば適

しておるんですが、一方、当該団体がアイ

デア、工夫によって収入増を図るという視

点ということから見れば、その経営努力を

阻害するということも考えられるというふ

うに思っています。この点は、見直しも含

めて検討していきたいというふうに思って

いるところであります。 

 また、指定管理者制度の導入後の外部団

体への指導監督という点でありますけども、

市の施設の管理運営、事業実施の中身につ

きましては、今日まできちっとやってきた

つもりでありますけども、市の担当部がい

ま一度しっかり管理すべき立場にあるとい

うことを求めなければならないというふう

にも考えております。今後より一層指導を

行ってまいりたいと考えます。 

 ただ一方では、法人自体にもその管理運

営、経営については、一義的には法人自体

の責任でもって行うべきということも、こ

の３年間といいますか、再度指定した中で、

いま一度厳しく理解を求めていきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

 それで、今後の外郭団体と市の取り組み

の方向性、反省も含めてなんですが、基本

的には今日まで市と外郭団体の関係から、

法人の自主独立の立場を尊重して関与をし

てきたということでございまして、だから

こそ法人自体のより一層の努力を求めなけ

ればならないというふうにも考えます。こ

れが基本であります。したがって、いずれ

にいたしましても、各団体の経営努力の方

策を求めてまいります。そして、各団体の

所管部課の責任、そして努力の中で具体の

協議をさせてまいりたいというふうに存じ

ます。そこの視点をいま一度共有すること

が一つの方向性を見出す大きな視点である

ということを認識したいと思っています。 

 そこで、今後の指定管理者としての継続

施設は３年間としたところでありますけど

も、先ほどの答弁で申し上げましたけども、

本年度中に団体みずからの発意による内部

改革、経営強化策を市に提示するというこ

と、その際、所管部課と十分議論して共通

理解を図るということにしてまいりたいと

思います。その議論の観点は、先ほどご指

摘がありましたように、人件費の今後の伸

び、現職員体制と今後の改善策、そして維

持補修計画とそれらを含めた経営努力など

というふうに考えます。それにつきまして

は、平成２３年度には市が設置します外郭

団体の（仮称）あり方検討委員会、これは

構成には外部の識者等の委員をもっていた

しておりますけども、外部団体の責任者、

担当部課長のヒアリングなどもその中で行

ってまいりたいと思っております。 

 そして、この議論の中で、いわゆるその

外部団体を守るとか守らないとかいう何か

結論ありきのような議論というのは好まし
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くはないというふうに判断いたします。ま

ず、この内部改革経営強化の検討委員を出

した中で、議論する中で、その意見書を見

ながら最終的な判断をすべきという形を基

本的に考えております。これからもその視

点で取り組んでまいりますので、よろしく

お願い申し上げます。 

○上村高義議長 三好議員。 

○三好義治議員 ３回目の質問を行います。 

 地球温暖化防止の関係については、先ほ

どご答弁いただいたところで、できるだけ

早急に進めていただきたいなと。特に緑化

については民間企業を含めて取り組んでい

ただきたいということを要望しておきたい

と思います。 

 それから、指定管理者制度については、

今、副市長から総括答弁をいただきました

けれども、私は、まずそこの視点の中で、

外郭団体に働いている方々の雇用の確保と

いうことを大前提に考えていったときに、

先ほどは施設管理公社の平均給与、プロパ

ー職員１１名で６２０万円と言いましたが、

シルバー人材センターはプロパー４名で平

均７３０万円ぐらいまでいっています。そ

れを利用者方式でやったときに、民間と競

合したときに、本当にそういった基幹的一

般経費がそんなに膨らんでいる中で勝てる

のかということ、これは指摘しておきます

ので検討してください。 

 最後になりますけど、市長、先日も話し

ましたけど、今の摂津市の財政状況は、４

指標で見ますと確かに安定した見かけ上の

数字になっております。これが第４次行革

を進める中で、今、指定管理者制度でいろ

んな課題を私は申し上げましたが、いろい

ろやはりひずみが生じているところも多々

あると思います。私は、この際、改めてこ

の摂津市の財政のあり方、それから、これ

からの第４次の考え方について、これから

の方向性も含めて市長のご答弁をいただき

たいというふうに思います。よろしくお願

いします。 

○上村高義議長 市長。 

○森山市長 三好議員の質問にお答えをいた

します。 

 私が市長に就任いたしましたときに、ち

ょうど直後に、「夕張市に続いて摂津市が

危ない」と大きな見出しになったことを思

い出しますけれども、一にも二にも財政の

建て直し、そこからスタートいたしました。

行革、行革、行革に尽きると。そこで、市

民の皆さんに辛抱をお願いするには足元を

しっかり見んといかん、そういうことで、

まず退路を断って事に当たらないと、これ

は前へ進まないということで、技術職員の

退職不補充、そして一般行政職員の原則６

割補充という厳しい足かせをつくりました。

そして今日に至っておるわけでございます

けれども、議会の皆さんのご協力もいただ

く中、約５年を要しましたが、行政サービ

スを大きく後退させることなく、約１００

名の職員、これの削減ができたと思ってお

りますが、私は、この第４次行財政改革に

当たりましても、この方針は貫いていきた

いと思っています。 

 ところで、ただいま三好議員から指定管

理者団体のことについて厳しくご指摘をい

ただいたわけでございますが、この件につ

きましては、長い間の経緯から今日までの

団体に指定をしてきたことはそのとおりで

ございます。そして、今日、その中身をし

っかり点検する中、現状のままでは次なる

指定に向けて民間との競争に耐え得るもの

ではありません。そのことは私も承知をい

たしております。行政が一生懸命頑張って

おるのに、もし団体に少し緊張感が欠けて
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いるとしたならば、これはやっぱり本来の

目的に沿わないわけでございます。一方で、

安かろう悪かろうになってもちょっとぐあ

いが悪いわけでございますが、いま一度あ

くまでも市民の目線で、今の指定団体を次

なる指定に向けてしっかりと耐え得るよう

厳しくチェックをしていきたいなと、そう

いう思いでございますので、またご指摘を

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○上村高義議長 三好議員の質問が終わりま

した。 

 次に、嶋野議員。 

  （嶋野浩一朗議員 登壇） 

○嶋野浩一朗議員 それでは、順位に従いま

して一般質問をさせていただきます。 

 第１点目といたしまして、水道管の耐震

化ということにつきまして、お聞かせをい

ただきたいと思います。 

 同様の趣旨の質問は、第１回の代表質問

の際にもさせていただいたんですけれども、

本年第１回の定例会におきまして、水道料

金の値下げをするんだという方向性が示さ

れまして、第２回の定例会におきまして、

具体的な値下げといったものの議案が上程

されまして、議会全員一致で可決がされた

わけでございます。その理由といたしまし

て、長引く不況によって市民生活も今まで

になく厳しい状況になるだろうと、何とか

して行政としても、この市民生活を手助け

していくんだというような趣旨から、方向

性、それにつきましては私も理解をしてい

るところであるんですけれども、その一方

で、いつ東南海・南海地震が発生するかも

わからないと。しかも、その際には非常に

大きな規模の災害が想定されるという状況

の中で、どのような状況になっても安心を

して口にすることができる水を、安定的に、

また将来にわたって供給することができる

のか、そのための環境整備というのが行政

にとって大変に大きな責務であるというよ

うに私は思っているところでございます。 

 そこで、本市における水道管の耐震化と

いったものは一体どの程度であるのか、ま

た今後の方針といったものはどういったも

のであるのかということにつきまして、お

聞かせいただきたいと思います。 

 続きまして、仮称でありますけれども、

市民保護室の設置についてお聞きをしたい

と思います。 

 記憶に新しいところで、児童の虐待であ

りますとか、あるいは高齢者の虐待、孤独

死、そしてまた高齢者の行方がわからない

といったような状況になっておりまして、

本当に痛ましい話題が後を絶たない今日に

なったなというふうに思っております。さ

まざまな原因があるというふうに思うんで

すけれども、地域社会における人間関係の

希薄さといったものと、こういった問題は

切っても切り離せない関係にあるというふ

うに思っております。このような状況を解

決していこうとするには、短期的な視点に

立った場合には、市民からの情報を一元的

に受けていく、それに伴って動いていくと

いう体制をつくっていくということが重要

ではなかろうかと思うんですけれども、そ

のために、これは例えばなんですけれども、

仮称の市民保護室といったものを設置して

いただくということはどうなのか、このこ

とにつきまして、まずお聞かせいただきた

いと思います。 

 １回目は以上です。 

○上村高義議長 答弁を求めます。水道部長。 

  （中岡水道部長 登壇） 

○中岡水道部長 それでは、質問番号１、水

道管の耐震化についてご答弁申し上げます。 
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 水道管における耐震性につきましては、

地震動の大きさによりレベル１及びレベル

２があり、大規模なプレート境界地震や内

陸の直下型地震のように、発生確率は低い

が大きな地震動をレベル２と定義されてお

り、水道管の耐震性能として、地震動レベ

ル１及びレベル２それぞれに計算された管

体に発生する応力が管の耐力以下であるか

どうか、管の継手部伸縮量が地震時に発生

する地盤の変化量以上となっているかによ

って判断するものであり、摂津市では、こ

のような地震動に対し、安全性を確保する

ことのできる耐震性のあるダクタイル鋳鉄

管を使用いたしております。 

 管路における地震対策といたしましては、

災害発生時の事態においても、長期間の断

水による市民生活、社会経済活動への影響

を未然に防止あるいは軽減するため、阪神

淡路大震災以降、平成８年度より耐震管に

よる配水管整備を進めており、平成２１年

度末現在、導水管、送水管、配水管の総延

長２３２．４キロメートルのうち３９キロ

メートルの更新を行っております。耐震化

率といたしましては、大阪府平均で９．

９％、全国平均で１０．８％に対し、摂津

市は１６．８％であり、早期に管種の変更

を行い、耐震管への更新を実施してきた成

果であると思っております。 

 今後につきましては、給水収益の増収が

見込めない厳しい状況ではございますが、

経営収支計画と老朽管路更新計画との整合

性を図りながら、平成３４年度までに１０．

２キロメートル、現在の管路延長で申しま

すと、耐震化率２１．２％を目標とし、災

害時においても安定的な水の供給を確保す

べく、災害に強い水道システムの構築を目

指してまいりたいと考えております。 

 なお、地震などの自然災害などの非常事

態における生命や生活のための水の確保と

いたしましては、災害時においても水道水

の流出防止可能な配水池を設けており、水

量にしますと６，７００立方メートル、こ

れは災害などにより送水が停止した場合に

おいても、約１週間分の水量を確保する設

備を装備いたしております。 

 以上でございます。 

○上村高義議長 市長公室長。 

  （羽原市長公室長 登壇） 

○羽原市長公室長 それでは、（仮称）市民

保護室の設置について、ご答弁を申し上げ

ます。 

 近年、地域社会における人と人とのつな

がりが希薄化し、それが地域課題や社会問

題を一層複雑・多様化させているという状

況にあることは認識をいたしております。

このような中にあって、どのようにつなが

りを再生し、広げていくのかということが

大変重要なことと考えております。 

 現在、本市では、ひとり暮らしの高齢者

を対象に安否確認等を定期的に実施して状

況把握に努めるとともに、悩みや不安を抱

えている児童とその保護者の問題解決を図

るため、家庭児童相談室において相談事業

を実施いたしております。そのほか、民生

児童委員の皆様をはじめ、市民の皆様から

の情報を受け、状況を確認した上でケース

に応じて対応をしてきているところでござ

います。 

 しかしながら、昨今、虐待等により重大

な結果を招いた事件が頻発していることは

周知の事実であり、地域のつながりを再生

するという中長期的な対応もさることなが

ら、議員ご指摘のとおり、現在の深刻な状

況にもしっかり目を向けることもまた重要

なことと考えております。 

 このような中で、まずは庁内関係部署に
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おいて連携強化を図るとともに情報の共有

化を図ってまいりたいと考えております。

また、さまざまな事象に応じて、どこに連

絡をすればいいかということをわかりやす

く市民にお伝えできるよう、市民が気づか

れたさまざまな情報をより気軽に伝えやす

い環境づくりについて、庁内関係所管部署

を中心に検討してまいりたいと考えておる

ところでございます。 

○上村高義議長 嶋野議員。 

○嶋野浩一朗議員 それでは、２回目の質問

をさせていただきたいと思います。 

 まず、水道管の耐震化ということにつき

まして、部長からご答弁いただきました。

耐震化率の数字をお聞きしまして、今現在、

２１年末現在ですけれども、１６．８％で

あるという数字ですね。また、３４年には

２１．２％を目指すという数字なんですけ

れども、市長、私はこの数字を聞いて非常

に低いなというのが正直な感想なんです。

確かに全国平均あるいは大阪府の平均と比

べると高いという状況はあるのかもしれま

せん。それは、平成８年の阪神淡路大震災

以降、いろいろとご努力していただいてき

たという結果であろうかなということで、

一定理解はできるんですけれども、ただ、

今から１２年後にわずか５ポイントだけの

上昇と。２１．２％を目標にするというこ

と自体、これは低過ぎはしないかなという

ふうに思うんです。まず、ここについて、

ぜひ市長に耐震化率ということについてど

うなのかということについてもお聞きをし

たいというふうに思っておりますし、我々

も第２回の定例会のときには、値下げの議

案に賛成をしたわけであります。その状況

といたしまして、確かに市民生活は非常に

厳しい状況にあるであろうと、その手助け

をしていくんだということにつきましては

理解をしているんですけれども、ただ、そ

こで今の市民生活ということを考えるとそ

うなのかもしれませんが、しかし、本当に

まちづくりというか、水道事業の運営とい

うことに関しても、今で終わるわけではあ

りませんし、しっかり将来的なことを考え

ていくということについて思っていくと、

やはりもっともっと予算を私は充てていく

べきじゃないのかなというふうに思ってい

るんです。 

 代表質問させていただいた際の市長の答

弁として、今後の施設改修費などを考える

と、容易に水道料金を値下げできる状況じ

ゃないんだというようなこともお聞かせい

ただいておりまして、また、以前値下げを

した際には、市長は水道料金、たしか１０

年とおっしゃったと思うんですけれども、

上げないよという方針を示されたわけで、

じゃ、どうしていくんだということが大事

になっていくんですが、私は水道事業の重

要性を考えていくと、一般会計から、基準

外にはなりますけれども、繰り入れてでも

やっていくべきではないのかなと、特に耐

震化という問題について思うんですけれど

も、この点についてお聞かせいただきたい

と思います。 

 続きまして、２点目の仮称の市民保護室

の話なんですけれども、この趣旨というの

は、市民の方がいろいろと地域で気づかれ

ることを、本当に気軽に行政側に情報とし

て提供できる状況にあるのかなと考えた場

合に、これはそうではなかろうと思うんで

すよ。例えば、あそこの高齢者の方は最近

どうしているのかなと気になったとしても、

どこに相談していいかわからないという状

況があるんじゃないかなと思っていまして、

そういった状況もしっかりと行政側として

一元的に把握をしていくということを考え
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ていくと、やはり市民の皆さんに情報を提

供してくださいよというようなメッセージ

を発信していくということが大事じゃない

のかなと考えていまして、そのための一つ

の方法として、この市民保護室の設置とい

うことを提案させていただきました。今、

いろいろと各課で対応していただいている

という状況もわかるんですけれども、やは

り市民の皆さんから情報を提供していただ

きやすい環境をつくるという点でいうと、

何かまた具体的な方策が要るんじゃないの

かなと思っておりますけれども、その点に

つきましても再度お聞かせいただきたいと

思います。 

 ２回目は以上です。 

○上村高義議長 市長。 

○森山市長 嶋野議員の質問にお答えをいた

します。 

 水道管の耐震等々についてでございます

けれども、安心・安全はまちづくりの基本

中の基本でございますが、水道は特に私た

ちの日常生活にとって欠かすことのできな

いインフラ、ライフラインでございます。

そういう意味からいいますと、老朽管の取

りかえとか耐震、これは大切な取り組みで

ございます。先ほどの説明がございました

けれども、全国から見ると摂津市はかなり

先進的な取り組みをしてきたことはそのと

おりだと思います。しかし、この数字全体

から見ると決して安心できる数字ではござ

いません。そういうことで、今までのペー

スを崩すことなく、さらにペースを上げる

べく取り組んでいったらどうかということ

だと思いますけれども、そのとおりだと思

います。 

 ところで、今のところ水道会計について

は剰余金を持っておりますけれども、これ

はいつまでもあるものでもございません。

ただ、先ほど値下げ等々のお話をなさいま

したけれども、そのときの社会情勢を見て

判断するものと、そして長期的にわたって

両方から見て判断をしていくわけでござい

ますけれども、もっと一般会計から繰り出

してやったらどうやねんというお話でござ

いますが、これもご承知いただいての質問

だと思いますけれども、先ほどの質問の中

にもありましたように、摂津市の財政支出

というのは、非常にそれだけを見るといい

んですけれども、中身は決してそんなもの

ではない。この要因の一つは、大阪府下で

も一般会計からの繰り出し、これが突出し

ていることにあるわけでございますから、

この辺はしっかり目を向けておかないかん

ということでございますので、今の段階で

一般会計から繰り出して耐震等々に取り組

むことは少し考えられないわけであります。

でありますけれども、一方で急がなくては

ならない。企業債等々、いろんな知恵を絞

って工夫を凝らして、ご指摘の件について

は今後また取り組んでいきたいと思います。 

 以上でございます。 

○上村高義議長 保健福祉部理事。 

○福永保健福祉部理事 市民が持っておられ

る情報の提供を進めるための取り組みにつ

いてご答弁申し上げます。 

 １００歳以上の高齢者の所在確認をはじ

めとした昨今の一連のニュース報道などに

より、この間、地域で気になる方などにつ

いて、市民の皆様から直接あるいは民生児

童委員等を通じて寄せられる情報提供が増

えてきております。寄せられました情報に

つきましては、担当課が家庭訪問等により

状況の確認を行い、必要に応じてサービス

利用の勧奨などに努めております。 

 また、本年度実施しております、ひとり

暮らし高齢者実態把握事業や健診などによ
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り、日ごろから高齢者や子どもの状況の確

認に努めておりますが、このような取り組

みだけでは限界もあり、地域の皆様からの

情報提供は極めて貴重なものと考えており

ます。 

 今後、民生児童委員等に地域の住民の皆

様が持っておられる情報の収集に努めてい

ただくように重ねて協力をお願いするとと

もに、専用ダイヤルの設置など、市民の皆

様の貴重な情報を生かすことができるよう

に、その提供を促す取り組みを検討してま

いります。 

○上村高義議長 嶋野議員。 

○嶋野浩一朗議員 水道管の耐震化につきま

して、市長からご答弁をいただきました。

ありがとうございます。耐震化に努めてい

くということについての重要性は市長もご

認識をいただいておるわけなんですけれど

も、しかし、今の財政状況を考えると、一

般会計からの繰り出しは難しいんだという

お話でありました。じゃ、どうやって進め

ていくのか。要は３４年に２１．２％とい

う目標でありますけれども、これ以上に努

めていくとなったときにどうしていくのか

というと、企業債を発行するのか、あるい

は料金の値上げをするのかということしか

なくなってくるわけですね。料金の値上げ

にしてもそう簡単にできるものじゃないと

いうことも理解できますし、あるいは企業

債を発行するとしても、それはやはり我々

の世代が将来世代に対して負担を回してい

くんだということに変わりはないというふ

うに思うんですね。となると、私は難しい

とおっしゃられたけども、やはり水道事業

の重要性ということを考えた中で、一般会

計からどうするんだといったことを決断し

ていただくということになろうかなという

ふうに思っています。極端な話をすると、

行政にとって私は一番大事な責務がこの水

道ではないのかなと。いつでも安心して口

にすることができる水を安定的に供給して

いく、将来的に供給していくということで

あろうと思っていますので、ぜひ耐震化率

の目標数値も上げていただきたいと思って

おりますし、やはりそういった英断も下し

ていただきたいなというふうに、これは要

望として申し上げたいというふうに思いま

す。 

 ２点目の市民保護室の話なんですけれど

も、理事から答弁をいただきました。専用

ダイヤルの設置なんかについても検討して

きたというお話でありました。昔であれば、

地域の中でいろいろと解決できた問題もあ

るんだろうと思うんです。ですので、中長

期的なビジョンとしては、地域のつながり

をいかにして戻していくのかという答弁を

いただいたわけなんですけれども、ただ、

現状として、なかなかそういうところの対

応ができていないという現状があるのだろ

うと思っていますので、ぜひこれは市民の

皆さんにとにかく情報を提供してください

よというようなメッセージを発信していく

と。そのためには一体何がいいのかという

ことをしっかりと協議していただきまして、

効果的なものとして取り組んでいただきた

いなということを申し上げまして質問を終

わりたいと思います。 

○上村高義議長 嶋野議員の質問が終わりま

した。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時５１分 休憩） 

                 

（午後 １時    再開） 

○上村高義議長 休憩前に引き続き再開しま

す。 

 一般質問を続けます。村上議員。 
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  （村上英明議員 登壇） 

○村上英明議員 それでは、順位に従いまし

て一般質問を行います。 

 初めに、１、小学校へのエアコン設置に

ついて、お尋ねします。 

 今年の夏は、猛暑日や６月から８月の夏

全体としての平均気温も全国的な広範囲で

記録更新する中で、猛暑の夏との印象を今

までになく強く体感いたしました。気象庁

の異常気象分析検討会の木本昌秀会長は、

中休みの涼しい日がほとんどなかったのは

３０年に１回の異常気象と指摘され、その

上で、地球温暖化が進んでおり、今後は最

高気温がどんどん更新されるような夏をま

た近々経験する可能性があるとも述べられ

ています。 

 中学校においてはエアコンが使用でき、

勉学に集中できています。生徒の皆さんを

はじめ保護者の方からも、熱中症などの対

策や学習環境が格段に向上したとの喜びの

声を多く聞きます。私は、この夏の７月、

９月ともどもに小学校へ行きましたが、連

日の猛暑で教室の温度は体温を上回る状態

となり、下敷きやうちわであおぎながらの

授業風景を見て、勉学への集中力も薄れる

と感じましたし、先生方も児童が熱中症に

かからないよう対策に追われていました。

小学校へのエアコン設置につきましては、

財政状況等の関係もあると思いますが、児

童の学習環境を適切に改善することが重要

と思いますので、ぜひとも設置していただ

きたいと考えていますが、本市としての計

画等についてお答え願いたいと思います。 

 次に、２、市ホームページへの市内企業

の求人募集掲載についてですが、本市は、

各事業所の特徴などがわかるデータ掲載な

どの事業所ネットを運用されています。登

録されている市内企業の方からは、技術交

流やビジネスが広がったとの現場の声も聞

きますし、登録企業増への働きかけも行っ

ており、一定の評価ができるのではないか

と思います。 

 さて、現在の社会においては大変厳しい

景気の状態が続いています。その中で新聞

折り込みなどの求人広告を毎週のように市

内の数社が出しておられますが、求人を出

したいけれども、広告掲載する費用が負担

になっていると聞きます。事業所ネットの

今後の展開として、技術交流やビジネスの

みならず、求人情報の発信活用というのも

よいのではないかと思いますが、お答え願

いたいと思います。 

 次に、３、空き家の管理不全防止につい

てお尋ねします。 

 摂津市内におきましても、長期間居住者

のいない家、いわゆる空き家になって手入

れもされていない荒れ放題の家が幾つか目

につきます。特に集合住宅においては、雨

漏りや害虫発生などさまざまな弊害が発生

し、隣接住宅に居住されている方から、ネ

ズミやダニの発生などがあり、夜も眠れな

い日があるとの苦情が何度も寄せられてお

ります。また、不特定者の侵入や火災の誘

発、さらには老朽化もしくは台風の自然災

害による倒壊等の心配も持っておられ、地

域の防犯上、防災上も非常に大きな問題で

はないかと思っております。 

 この件につきましては、財産権の侵害等

の法的問題が大きな障壁となっていると思

いますが、行政としての何らかの方法で公

権力の行使を可能とするなどの抜本的な解

決を図ることができないでしょうか。お答

え願いたいと思います。 

 次に、４、環境美化の協力企業・団体へ

の感謝状贈呈についてお尋ねします。 

 本市におきましては、行政から収集や清



 

 

 

２－２９

掃用具の提供を行うなどで連合自治会の各

団体などの協力のもと、まちの美化活動に

取り組んでおられます。また、長年、清掃

用具等を自費で購入され、事業所近くの公

園や道路を毎週定期的に清掃されている市

内事業者、また団体の方々もおられます。

本来、公園や道路などについては、清掃も

含めた管理を行政が行うべきところである

と思いますが、行政に成りかわって市内事

業所、団体の方々が美化清掃を行っていた

だいている状況を見て、私は、毎年とは言

いませんが、何らかの折に感謝状を贈呈し

てもよいのではないかと思いますけども、

いかがでしょうか。お答え願いたいと思い

ます。 

 次に、５、道路反射鏡への連絡先表示シ

ールの貼り付けについてですけども、道路

反射鏡については、最近では本年３月、そ

して平成１９年１２月に事故があり、支柱

の根元からの転倒がなくならないくらいの

現状でもございます。道路パトロールの強

化・点検などで事故防止に努めておられま

すが、現在の対応では、完全防止は現実的

に困難な状況に感じられます。第４次総合

計画においては、協働によるまちづくりを

大きな柱とするとされています。より安

心・安全なまちづくりに向け、市役所の電

話番号、そして道路反射鏡番号を記載した

シールを支柱に貼ることで、市民の方など、

徒歩、自転車などで日々道路通行されてい

る方からも、現場で危険な事象や改善要望

に気づかれたら、市役所に迅速な連絡を行

っていただけると思います。道路反射鏡の

支柱に連絡先表示シールの貼り付けを行う

ことで、市民とともどもに安心・安全のま

ちへの一環として転倒未然防止対策が向上

するのではないでしょうか。お答え願いた

いと思います。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○上村高義議長 答弁を求めます。教育総務

部長。 

  （馬場教育総務部長 登壇） 

○馬場教育総務部長 質問番号１、小学校へ

のエアコン設置についてのご質問に答弁申

し上げます。 

 まず、現在の小・中学校へのエアコンの

設置状況でございますが、平成２０年度に

小・中学校の図書室、音楽室など、一部の

特別教室にエアコンを設置いたしました。

また、昨年は、中学校において、生徒たち

の学力向上のためには学習環境の改善の必

要性が高いことから、全普通教室へエアコ

ンを設置完了いたしました。 

 議員ご指摘のとおり、今年の夏は大変な

猛暑が９月上旬まで続きましたが、中学校

では快適な環境のもとで学習ができたとの

報告をいただいております。 

 ご質問の小・中学校の普通教室への設置

でございますが、平成２２年５月１日現在、

全小学校で普通教室計１５６教室とあり、

また、未設置の支援学級や少人数指導教室、

相談室等々を含めますと２００教室を超え

ることから、その設置費用は大変多額にな

るものでございます。 

 今年の夏の熱さでのエアコン設置は、学

習環境を整えることや熱中症対策などにお

きましても大変有効であることから、その

必要性は十分に認識いたしておりますが、

財源として国から交付される安全安心な学

校づくり交付金は、耐震化工事に重点が置

かれております。また、本市においては、

市税収入が大幅に減収すると見込まれる中

で、大変厳しい財政状況にあります。教育

委員会といたしましては、校舎の耐震化工

事や大規模改修工事などの課題も多くある

ことから、摂津市全体の課題として検討し



 

 

 

２－３０

ていかなければならないと考えております。 

○上村高義議長 生活環境部長。 

  （水田生活環境部長 登壇） 

○水田生活環境部長 質問番号２、ホームペ

ージへの市内企業の求人募集掲載における

事業所ネットを活用した市内事業所の求人

情報の発信についてご答弁申し上げます。 

 事業所ネットは、ホームページのトップ

画面に専用ボタンを配置し、スムーズに閲

覧できるとともに、仮名検索機能の追加な

どにより、利用しやすい市内事業所の情報

閲覧システムとなっております。掲載件数

は年々増加し、現在７５７件の登録をいた

だいております。 

 ご質問の、このシステムに求人情報枠を

設定し、求人情報の発信ができないかにつ

きましては、プログラムの改修により技術

的には可能となりますが、登録データ件数

が多く、年１回の更新により置きかえを行

っており、迅速性が要求される求人情報と

は違った動きとなり、現システムを改修す

る利点は少ないものと考えております。 

 次に、質問番号３、空き家の管理不全防

止についてでございますが、長年にわたり

居住がなく、手入れもされていないいわゆ

る放置家屋の近隣住民の方からの相談は、

自治振興課等へも多数寄せられております。

ご相談に対しては、現場確認の上、所有者

を調べ、適正な管理についての依頼文書の

送付や電話による依頼なども行っておりま

す。しかし、放置に至る理由が複雑な場合

も多く、短期間に解決できない場合がほと

んどで、問題解決の有効な手段が見つから

ないのが実情であります。 

 放置家屋のみならず、放置空地やいわゆ

るごみ屋敷などに対して、市が所有者にか

わって対処できないかとのお問い合わせで

ございますが、個人の所有する財産の管理

に対し、公権力の行使による解決は、個人

の財産権の侵害という問題を含み、家屋の

所有者には民法６４４条に規定されており

ます善良な管理者の注意義務が課されてお

りますことから、その処理はあくまでも所

有者の責任が前提であり、個人財産を公費

で処理することは、相当な緊急性がない限

り、現行法上では難しいものと考えており

ます。しかし、放置家屋等の存在は、隣接

の方が迷惑をこうむり、さらに地域の環境

に悪影響を及ぼすものと認識しております

ので、地域の方々との連携も十分考慮し、

実効性のある方策の実現のための法整備に

ついて国等への要望を行うなど、引き続き

検討してまいります。 

 続きまして、質問番号４、環境美化の協

力企業・団体への感謝状贈呈についてでご

ざいますが、市内には環境美化に取り組ま

れている個人や団体がたくさんおられるこ

とは承知いたしております。その活動内容

につきましても、道路や公園あるいは水路

など、かなり広い範囲を対象とされている

ところも認識いたしております。そのよう

な環境美化活動は、本市にとっても大変あ

りがたい活動と考えております。しかしな

がら、これまで活動いただいている個人や

団体につきましては、毎年あるいは周年で

行う表彰状や感謝状の贈呈の対象としてさ

れていなかったものでございます。それは、

個人や自治会、企業や事業所が行われる環

境美化活動には、範囲や内容、経過あるい

は事情なども含めてさまざまなものがあり、

表彰状や感謝状の贈呈の基準の設定が大変

難しいということも一因となっていると推

察いたしております。 

 今後につきましては、環境美化活動に対

する市としての評価や感謝状贈呈の基準な

どにつきまして、関係課と協議してまいり
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たいと考えております。 

○上村高義議長 土木下水道部長。 

  （宮川土木下水道部長 登壇） 

○宮川土木下水道部長 質問番号５番、道路

反射鏡への連絡先表示シールの貼り付けに

ついて、ご答弁申し上げます。 

 道路の付属施設としまして、標識、ガー

ドレール、安全柵など各種さまざまな構造

物があり、すべての施設に管理者の連絡先

を載せることは困難であると考えるところ

でございます。 

 ご指摘の道路反射鏡につきましては、点

検パトロールを強化し、職員の点検や清掃

時の保守点検で、道路反射鏡の情報の把握

に努め、転倒事故等の防止に努めていると

ころでございます。また、市民からも道路

反射鏡について数多くの情報提供をいただ

いておりまして、ありがたく感謝いたして

おるところでございます。 

 市民の方々が道路施設の安全点検を行っ

ていただくことは、まさに市民との協働で

あり、安心・安全を築き上げていくことに

ついては、非常に意義のあることだと考え

るところでございます。現在、道路反射鏡

の支柱には、管理者、設置場所を示す表示

を行っており、ドライバーなどには確認を

促す注意のシールも貼り付けられておりま

す。 

 連絡先の周知方法につきましては、今後、

研究してまいりたいと考えております。 

○上村高義議長 村上議員。 

○村上英明議員 それでは、２回目の質問を

させていただきます。 

 １、小学校へのエアコン設置についてで

すけども、ご答弁では、学習環境、熱中症

対策などへの必要性は十分認識していると。

しかし、耐震化工事、財政など、多くの課

題があるとのご答弁であったと思います。

確かに学校の耐震化工事も必要だと十分私

も認識をしております。耐震化に関連すれ

ば、大規模災害が発生した場合は、教室も

避難所として利用することも考えられ、ま

た、厳寒期や猛暑が続く中での災害を想定

すると、エアコンの必要性もあると思いま

す。また、小学校統廃合時にも要望が上が

っており、計画的に設置していくことの約

束もされていますので、市内児童の教育環

境向上なども含めて、早急にエアコンを設

置されるよう、これは強く要望させていた

だきたいと思います。 

 次に、２、市ホームページへの求人募集

掲載についてですけども、新聞折り込みの

求人広告に掲載する費用は、名刺大の大き

さで三、四万円も要します。逆に求職側か

ら見れば、新聞を講読されていない方は、

ハローワークなどに出向いていくなどでな

ければ情報が得られないこともあると思い

ます。先ほどのご答弁におきましては、迅

速性が要求される求人情報と事業所ネット

のシステム改良利点の事項に課題があると

いうことであったと思いますけども、それ

では、他の方法としてホームページのトッ

プ画面に専用ボタンなどを設定すれば、迅

速性にも対応可能なシステムになると思い

ます。また、摂津市ホームページを立ち上

げて、他の情報にも目を向けて閲覧してい

ただけるのではないでしょうか。行政とし

ての地域就労支援の底上げの観点からも、

ホームページへの求人募集掲載を行うこと

が大切だと思いますが、改めてお答え願い

たいと思います。 

 次に、３、空き家の管理不全防止につい

てですが、放置空き家問題については、市

民の方からの相談で、自治振興課から所有

者に対して依頼文書の送付を行っていただ

いておりますけども、何ら返答がないとい
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うのが多い現状ではないかと思います。特

に集合住宅においては、隣接住宅に居住さ

れている方から、自分には何も瑕疵がない

のに、家屋修繕、害虫駆除などの薬剤散布

などを自費対応しないといけないのかとも

言われておりました。行政には市民の安

心・安全な暮らしを担保する責務があると

考えますし、地域住民の皆さんに清潔で安

心・安全の日常生活を送り続けていただけ

るよう、行政代執行法もありますけども、

放置空き家に関して実効性ある法整備の要

望と摂津市としての条例制定など、問題解

決への取り組みを行っていただきたく、こ

れは要望とさせていただきます。 

 次に、４、環境美化の協力企業・団体へ

の感謝状についてですけども、やはり感謝

の意を形にして表されればうれしいもので

すし、今後の継続も含めて励みにもなると

思います。贈呈に当たっては、一定の基準

設定は必要と思いますが、柔軟な検討をお

願いし、これも要望とさせていただきます。 

 それに関連しまして、市内では大阪府の

アドプト・ロード・プログラムの認定を受

けて環境美化の活動をされている企業・団

体があります。これは大阪府、地元団体・

事業所、当該市の３者による契約締結を行

い、それぞれの役割分担をもって実施され

ています。自治会活動ではなく、事業所や

団体における市公共施設の清掃活動におい

ては、用具の提供、万が一の事故対応への

保険なども含めて、摂津市のアドプト・ロ

ード・プログラム制度をつくってもよいの

ではないかと思いますが、問題点も含めて

お答え願いたいと思います。 

 次に、５、道路反射鏡への連絡先表示シ

ールの貼り付けについてですが、先ほどの

答弁からは、今までどおりの情報提供と点

検で未然防止に努めていくとの認識で受け

とめさせていただいたような思いでござい

ます。私は、第４次総合計画における協働

とは、安心・安全な地域づくりにおいて、

行政もしっかりと汗をかきますが、市民の

皆様にもご協力願いたいとの意味もあるの

ではないでしょうか。そのことからも、市

民、行政が一体となって、より安心・安全

な地域づくりを進めていくためにも連絡先

表示シールの貼り付けが必要と思いますし、

これは多額の財源を要することではないと

も思いますので、検討を行っていただくこ

とをお願いし、要望とさせていただきます。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○上村高義議長 生活環境部長。 

○水田生活環境部長 ホームページでの求人

情報の掲載につきまして、事業所ネットを

活用しての掲載は難しい状況ではございま

すけれども、この７月の全国有効求人倍率

が０．５３となっております。新規学卒者

の就職でさえ難しい厳しい状況となってお

りますことから、地域就労支援の底上げ強

化の観点からも求人情報の発信ができない

ものか、表示の方法、市内の事業者からの

求人掲載の依頼方法、ハローワーク情報の

活用、また効率的な事務などの課題を見き

わめまして、検討してまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○上村高義議長 土木下水道部長。 

○宮川土木下水道部長 質問番号４番、環境

美化の協力企業・団体への感謝状贈呈につ

いての２回目のご質問で、アドプト・ロー

ドについて、市独自の制度はできないのか

についてご答弁申し上げます。 

 まず、大阪府のアドプト・ロードの制度

を例にとりますと、市民グループや企業な

どに道路の一定区画の清掃や緑化活動など

を継続的に実施していただくものでござい
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ます。その活動の内容でございますが、そ

れぞれに役割分担がございまして、市民グ

ループや企業などの参加団体は、清掃や緑

化活動などの美化活動を行うとしておりま

す。また、大阪府におきましては、清掃用

具等の貸与を行うと。そして、地元市とし

まして、発生したごみ、それを処理すると

いうような役割分担で行っておる状況にご

ざいます。 

 本市が市道を対象としたアドプト・ロー

ド制度を採用するに当たりましては、大阪

府の制度を参考に、今後、関係各課と研究

してまいりたいと考えております。現在、

既に個人や自治会等が取り組んでおられま

す町美活動との調整をどのようにするか、

対象となる道路と清掃活動の安全確保をど

う対処するか、ごみの処理方法をどのよう

に扱うかなどの課題を今のところ想定して

おるところでございます。 

○上村高義議長 村上議員。 

○村上英明議員 それでは、３回目は要望と

させていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

 まず初めに、市ホームページへの求人募

集掲載についてですけども、近年、やはり

インターネットを利用して情報を得ること

が増えてきていると思います。また、先ほ

ど申しましたように、近年のこの景気の状

況に目を向けていくと、やはり地域就労支

援の底上げの強化と、そして求人求職の改

善などとなるよう、これはホームページへ

の求人募集掲載をお願いし、要望とさせて

いただきます。 

 次に、４番目の摂津市のアドプト・ロー

ド・プログラム制度についてでございます

けども、これは安心して美化活動に取り組

んでいただけるようお願いしたいと思いま

すし、先ほど申し上げましたように、自治

会活動については、保険の適用、そういう

制度もございますけども、個人、団体等で

はそういうこともないと思いますので、そ

ういう保険の加入、また用具の提供支援も

含めて検討をお願いし、要望とさせていた

だきます。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

○上村高義議長 村上議員の質問が終わりま

した。 

 次に、藤浦議員。 

  （藤浦雅彦議員 登壇） 

○藤浦雅彦議員 それでは、順位に従いまし

て一般質問をさせていただきます。 

 １番目、大阪府の地方分権改革ビジョン

における市町村への権限移譲第一フェーズ

について、全体像と摂津市の目標とする４

７項目の中身、問題点についてご答弁をお

願いいたします。 

 また、地方分権改革ビジョンとは直接関

係ありませんけども、国民健康保険の広域

化の議論が始まっております。その中身と

保険料金の大阪府下統一化に向けた動きに

ついてご答弁をお願いします。 

 ２番目に、摂津市第４次行財政改革実施

計画についてですが、１番目、年次ごとの

進行管理についてどのように考えておられ

るのか、２番目に、第４次行財政改革の理

念にある人材育成実施計画の策定はいつで

きるのでしょうか。この件につきましては、

平成１８年３月に人材育成基本方針を約１

年間かけて作成され、その後、実施計画に

取りかかられています。しかし、平成２０

年３月当時の市長公室長の答弁では、平成

２０年度の早い時期に最終案をまとめると

言われています。しかし、平成２１年３月

の答弁では、作成は道半ばや調査研究の域

を脱していない項目もあると後退をしまし

た。平成２２年３月には今年にまとめてい
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くと言われています。一体いつできるので

しょうか。また、この５年間、実施計画の

策定にかかりっきりで、人材育成を怠って

きたのではないかとの見方もできますが、

実際の人材育成にどのように取り組んでこ

られたのか、ご答弁をお願いいたします。 

 ３番目には、今後の適切な市債管理・基

金管理の考え方についてですが、平成２１

年度決算において、これまで守ってきた借

入額を元金返済額よりも少なくするという

ことができなくなりました。今後、市債償

還額がさらに減っていくという中で、経済

的にも回復があまり見込めないことや、基

金の関係から中期財政見通しを考えていく

上で、どのような考え方でいくのか、ご答

弁をお願いしたいと思います。 

 次に、３番目、摂津市子ども読書活動推

進計画についてですが、１番目、平成１７

年６月に第１次計画が策定され、取り組ま

れてまいりましたが、５年間の期間を経過

して、その成果及び課題はどうなのか、ご

答弁をお願いします。 

 また、２番目、第２次計画が平成２２年

から２７年まで策定されていますが、その

中身についての概略を併せてご答弁お願い

いたします。 

 次に、４番目、ＪＲ千里丘駅西口のエレ

ベーター設置についてですが、現時点での

ＪＲとの交渉の進捗状況と問題点について

ご答弁をお願いします。 

 次に、５番目、吹田操車場跡地のまちづ

くりについてですが、１番目、工期につい

て吹田貨物ターミナル駅の完成が２年おく

れて、平成２５年春ごろとなることで、工

事の順番が変わってきております。具体的

にどのようになっているのか、また、今年

度の工事の進捗はどうなっているのか、ご

答弁をお願いいたします。 

 ２番目に、工事の工程の説明について、

近隣住民にどのように行っておられるのか、

ご答弁をお願いします。 

 ３番目に、今までに何度も質問しており

ますけども、山田川河川敷の扱いについて、

大阪府の方針、そして本市の方針はどのよ

うになっているのか、ご答弁をお願いいた

します。 

 １回目、以上で終わります。 

○上村高義議長 答弁を求めます。市長公室

長。 

  （羽原市長公室長 登壇） 

○羽原市長公室長 それではまず、大阪府が

進める権限移譲と本市の基本的な考えにつ

いてご答弁を申し上げます。 

 大阪府が進めている市町村への権限移譲

は、いわゆる近接性の原理、つまり一番近

いところで自治をとり行うのがベストであ

るという、ニア・イズ・ベターという基本

的な考え方に基づきまして、分権時代にふ

さわしい府と市町村の関係を確立するため、

現行法制度の枠組みの中で市町村の自主的

判断と選択に基づき、府から市町村への住

民に身近な事務の移譲、府の関与の廃止・

縮小等、府から市町村への分権を推進する

とともに、府・市町村間の連携を一層強化

することにより、まちづくりの推進、住民

サービスの向上等、市町村行政の充実を図

り、併せて大阪が地方分権を先導する役割

を果たすことを目的としているものでござ

います。 

 大阪府からは、この考え方に基づきまし

て、平成２２年度から２４年度までの３か

年で、全市町村に特例市並みの権限移譲を

目指すとして、昨年７月に１０２項目の事

務が提示されました。その内訳といたしま

しては、まちづくり・土地利用規制分野５

１事務、福祉分野１８事務、医療・保健・
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衛生分野７事務、公害規制分野１３事務、

教育分野２事務、生活・安全・産業振興分

野１１事務となっております。 

 本市といたしましては、市民サービスや

利便性の向上につながる事務については、

積極的に事務移譲を受けるという基本姿勢

を持ちつつ、本市の規模、人員等、各移譲

事務の難易度や事務処理件数、事務処理に

与える影響等を照らし合わせて最終決定を

し、１０２項目のうち４７事務について、

平成２３年度及び２４年度の２か年で移譲

を受ける権限移譲計画案を本年３月に策定

いたしました。その内訳は、まちづくり・

土地利用規制分野３５事務、福祉分野６事

務、公害規制分野１事務、生活・安全・産

業振興分野５事務となっております。 

 大阪府が提示した移譲事務は、全般的に

事業の申請、許認可、届け出など、事業者

の利便性の向上が図られるものが多く、一

般市民へのサービス向上、利便性の向上に

資するものは少ないという状況でございま

すが、地方分権の流れの中、本市といたし

ましても、先に申し上げた基本的な考え方

に基づき対応してまいりたいと考えており

ます。 

 次に、摂津市第４次行財政改革実施計画

の進行管理についてご答弁申し上げます。 

 第４次行財政改革実施計画は、ご承知の

ように、簡素でわかりやすい組織機構づく

り、職員６６０人体制の構築、スピード感

のある行政経営システムの構築、前例にと

らわれず、みずから考え、勇気を持って行

動する職員を育てる人事制度改革、健全で

安定した財政基盤の確立の五つの柱を理念

として掲げており、５本の柱のうち４本が

市役所の内なる改革というふうになってお

ると認識しております。 

 これまでの行財政改革は、財政健全化に

重点が置かれておりましたが、今回の第４

次行財政改革の大きな特徴は、それに合わ

せまして市役所改革に重点を置いていると

ころにございます。最小の職員、最小の経

費で市民満足度を高めることが重要であり、

まずは市役所内の仕事のあり方、やり方を

徹底的に洗い出し、内部改革を確実に実施

していくことに重点を置いております。こ

の計画は、人事制度改革として１１項目、

組織機構改革として５項目、人材育成とし

て３項目、事務事業改革として５２項目、

歳入改革として１２項目の計８３項目で構

成しており、実施予定年度別で見ると、平

成２２年度に３１項目、平成２３年度に３

８項目、平成２４年度に７項目、平成２５

年度に２項目、平成２６年度に５項目を実

施する予定となっております。 

 これら項目の進行管理を行うため、年度

中間で各部より報告を求めるとともに、政

策推進会議等庁内会議でも進行状況の議論

を行い、また行政評価、経常経費ヒアリン

グや新規政策事業ヒアリング等の中で個別

事業の再確認を行ってまいる予定です。今

後も定期的に進行状況の把握、議論を行い、

ヒアリング等を実施し、その内容を政策推

進会議や部長会で情報を共有しながら、多

少実施時期に差異が生じることがあるかも

しれませんが、着実に計画を遂行してまい

りたいと考えております。 

 次に、第４次行財政改革の理念にある人

材育成実施計画の策定についてでございま

すが、今年中には配布をする予定で現在作

業を進めており、人材育成基本方針に定め

ております五つの求められる職員像の実現

に向けて、人を育てる職場、能力開発を支

援する研修制度、やる気を引き出す人事制

度の連携した人材育成システム構築を目標

に取り組んでいるところでございます。 
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 この間の人材育成の取り組みでございま

すが、職場での取り組みといたしましては、

ＯＪＴの一環として、各職場での朝のミー

ティングの時間等を利用して、職員の人間

基礎教育の考え方の理解を深めるとともに、

市民への接遇・対応能力の向上や整理整と

んされた職場づくりなどの取り組みを進め、

さらなる市民満足向上に向けて取り組んで

おります。 

 研修制度の取り組みといたしましては、

既に先行実施しているものとして、カフェ

テリア型研修の導入があげられます。カフ

ェテリア型研修とは、従来型の指名研修で

はなく、職員みずからが複数の研修テーマ

の中から選択し、積極的な能力開発を進め

ていくことを最大の目的として実施してい

るものであり、職員がみずから希望し受講

するため、職員の研修受講に対する姿勢、

意気込みが増し、研修効果も高まることが

研修後のアンケート調査等からも実証され

ております。 

 人事制度の取り組みといたしましては、

団塊の世代職員が退職をした後の職員体制

を見据え、少数精鋭で業務を遂行していく

ことが求められることからも、採用、評価、

昇任、異動などの人事制度全般が効果的に

機能することが重要となっており、組織・

機構のスリム化や権限と責任の委譲に伴う

課長代理級の管理職化を図るとともに、給

与や特別休暇などの適正化等の実現に向け、

今後とも職員団体等とも協議を進めてまい

りたいと考えております。 

 また、目標管理に基づく人事評価制度の

導入に向けては、他市の先進事例等を調査

いたしておるところでございます。これら

の取り組みについては、第４次行財政改革

や人材育成実施計画にも重点項目として盛

り込んでおります。また、人材育成実施計

画に掲載しております中で、これからの取

り組みの一例といたしましては、摂津市総

合計画基本構想にあります市民と協働する

職員の育成でございます。まずは協働につ

いての理解や意識を深める研修のほか、協

働に必要なコミュニケーション能力やファ

シリテーション能力などのスキルを育成す

る研修を実施していくとともに、それぞれ

の職場での指導を通じて、実践した協働の

成果や課題を共有し、協働感覚を養ってい

く仕組みを構築してまいりたいと考えてお

るところでございます。 

○上村高義議長 保健福祉部長。 

  （佐藤保健福祉部長 登壇） 

○佐藤保健福祉部長 質問番号１の（２）国

民健康保険料の大阪府下均一化に向けた動

きにつきまして、ご答弁を申し上げます。 

 まず、現在の状況でございますが、今年

５月２７日に知事と市町村長の意見交換会

が開催され、市町村長側から、現在、市町

村単位で運営されている国民健康保険を府

レベルに広げる広域化が要望として出され、

府も基本的に応じる姿勢を示されたため、

府と市町村で広域化に向け取り組んでいく

こととなり、これを受けて７月２２日に府

と市町村との協議の場が持たれております。

この中で、国民健康保険の府内統一料金化

に向けた制度素案を府が年内にまとめるこ

とで合意をいたしました。統一料金化の方

向性には、保険料の平準化と保険者の一元

化がございますが、このうち保険者の一元

化につきましては、８月に取りまとめられ

た高齢者医療制度改革会議の高齢者のため

の新たな医療制度等について（中間とりま

とめ）におきまして、国保の運営のあり方

の中で、全年齢を対象とした都道府県単位

化の実現について言及されており、国にお

いても検討されているところでございます
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が、現行の制度上は不可能となっておりま

す。 

 また、保険料の平準化につきましては、

５月の改正で都道府県が広域化等支援方針

を策定すれば、調整交付金の減額措置が緩

和されることとなりました。都道府県が策

定する広域化等支援方針では、保険財政共

同安定化事業において、拠出金の算定に所

得割を加えることや、保険財政共同安定化

事業の対象医療費の下限を、これまでの３

０万円からゼロ円に引き下げることが可能

となっており、仮に対象医療費の下限をゼ

ロ円に引き下げますと、都道府県内の保険

料の低い市町村は、おのずと引き上げざる

を得なくなります。具体的にどのような方

法で府内統一料金化が図られるのかは明ら

かではありませんが、副知事の発言では、

大阪府が料金を決めて、その料金に各市町

村がすべてならっていただくなら、法改正

は不要とあり、また、橋下知事から年内に

という発言もあります。しかし、府内統一

料金化につきましては、現在、国保料決定

は各市町村の国保条例に基づいて実施して

きており、料金決定については、各市町村

の国保条例に基づくことが必要になるため、

具体化までにはこういう点についてもクリ

アする必要があるものと認識をいたしてお

ります。 

○上村高義議長 総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 今後の適正な市債管理・基

金管理についてでございますが、平成２１

年度普通会計決算では、市債発行額が２９

億８，８６０万円で、このうち赤字特例債

が２４億４，８７０万円で８１．９％を占

めています。一方、元金償還額は２９億２，

８９２万４，０００円で、市債発行額を５，

９６７万６，０００円下回っています。こ

のような状況が将来にわたって継続するこ

とになれば、今まで減少を続けてきました

市債残高が増加に転じることになります。

市債発行の基本的な考えにつきましては、

第４次行財政改革実施計画の財政運営の基

本方針に掲げておりますとおり、計画期間

内の建設事業債の新規発行を５年間で７５

億円を上限として枠を設けてまいります。

なお、臨時財政対策債等の赤字特例債につ

いては、地方交付税の代替財源として措置

され、後年度の基準財政需要額に算入され

るものであり、また、地方財政法等により

定められた制限内での発行となることから、

別枠としております。 

 建設事業債であれ、赤字特例債であれ、

いずれにいたしましても、市債を過度に発

行しますと、その償還が後年度負担となり、

将来の財政運営の圧迫要因となります。本

市の債務償還能力に応じた適切な市債発行

が必要です。また、今後の税制改正や国庫

補助金負担金の一括交付金化議論の方向に

よっては、市財政は多大な影響を受けると

考えております。このため、市の自主財源

として基金をできるだけ温存することが重

要になってまいります。今後の財政運営に

当たりまして、適正な市債管理と一定規模

の基金を存続すること、これら二つの課題

にしっかり対処していきたいと考えており

ます。 

○上村高義議長 生涯学習部長。 

  （宮部生涯学習部長 登壇） 

○宮部生涯学習部長 質問番号３、摂津市子

ども読書活動推進計画について、ご答弁申

し上げます。 

 最初に、第１次の摂津市子ども読書活動

推進計画の成果と課題でございますが、第

１次計画は、平成２２年６月に目標年次を

迎えましたが、この間、学校、家庭、地域
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を通じて多くの市民の方と連携し、一つ目

に、読書を楽しむ環境づくり、二つ目に、

連携による読書活動の推進、三つ目に、啓

発・広報活動の推進の三つの目標と、具体

的に５１の推進事項を設定し、４９項目に

ついて実施することができました。市民図

書館等での取り組みはもとより、平成２０

年度から全小・中学校に学校読書活動推進

サポーターが配置され、本の読み聞かせや

紹介、図書配置の工夫などによって、学校

図書室が子どもたちにとって本を選び親し

む空間となったこと、また、乳幼児期から

の読書習慣づくり、ブックスタート事業と

して乳幼児４か月児検診時に絵本の配布や

読み聞かせを行うなど、子どもに対する読

書啓発活動が大きく前進いたしました。し

かし、一方で、各小・中学校の蔵書のデー

タベースは完了いたしましたが、学校間で

本の貸し借りができるシステムの構築や、

子どもたちの読書活動をサポートするボラ

ンティアグループの活動支援、連携の充実

などは、第２次計画の中で引き続き取り組

むべき課題となっております。 

 今後も子どもが本に興味、関心を持ち、

本と仲よくなり、もっと読みたいと思う子

どもを一人でも多く育てるためには、引き

続き学校、家庭、地域が互いに連携し、本

に親しむ環境をつくることが重要と考えて

おります。 

 このようなことから、平成２７年３月ま

での第２次計画では、一つ目に、家庭、地

域、学校等における子どもの読書活動の推

進、二つ目に、子どもの読書活動の啓発・

広報活動の推進、三つ目に、子どもの読書

活動にかかわる人材の育成・活動支援、四

つ目に、子どもの読書活動推進のための関

係機関等の連携の四つの目標を柱に、摂津

市のすべての子どもたちがあらゆる機会と

あらゆる場所において本に親しみ、生きる

力、豊かな心を身につけることができるよ

う、読書活動の推進に取り組むこととして

おります。 

○上村高義議長 都市整備部長。 

  （小山都市整備部長 登壇） 

○小山都市整備部長 質問番号４、ＪＲ千里

丘駅西口のエレベーター設置に向けての進

捗状況と問題点についてでありますが、進

捗状況につきましては、本年度は、駅西口

周辺におけるエレベーターの設置箇所の検

討及び基本設計などの業務を委託しており

ます。現在は、周辺の測量及び土質調査が

完了しており、今後、この調査をもとに設

置箇所を確定した後、基本設計を進めてま

いります。課題につきましては、エレベー

ターの設置箇所には限られた範囲であり、

選定場所によっては、ＪＲ西日本が貸し出

しをしている店舗への影響が生じることも

予見され、そのため、店舗との交渉が必要

となる可能性もあります。 

 今後の予定につきましては、基本設計後、

平成２３年度に実施設計を行い、平成２４

年度には、エレベーター設置工事を行える

よう、関係者との協議を進めてまいります。 

 次に、質問番号５の（１）吹田操車場跡

地のまちづくりについて、吹田貨物ターミ

ナル駅の完成が２年おくれることによるま

ちづくりへの影響と、今年度の進捗状況に

ついてのご質問でありますが、吹田貨物タ

ーミナル駅整備につきましては、平成１８

年の着手合意協定の締結を受け、平成２３

年度の開業を目指し進められておりました

が、平成２２年２月に鉄道運輸機構より開

業が平成２５年春におくれる旨の報告があ

りました。まちづくり事業への影響を最小

限とするため、支障となる線路の切りかえ

を先行させることから、一部を除き、当初
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の予定どおり平成２３年度から区画整理事

業に着手することが可能となりましたので、

区画整理事業の工事の進め方には一部変更

が生じますが、まちづくり全体としては、

当初の予定どおり平成２７年度の完成が可

能であると聞いているところであります。 

 次に、吹田操車場跡地全体の進捗状況に

ついてでありますが、吹田貨物ターミナル

駅工事におきましては、１０月に予定され

ております線路の切りかえに向けた整備や

留置線の整備が進められており、岸辺駅周

辺では、平成２４年度春の完成に向け、自

由通路や橋上駅などの整備が進められてお

ります。また、土地区画整理事業におきま

しては、岸辺駅での駅前広場の整備を先行

して進められております。本市域では、現

在、文化財調査を実施しておられますが、

千里丘地区の民地に隣接しております上り

貨物線の切りかえが１０月に予定されてお

り、線路が撤去された後は、山田川付近か

ら順次公共下水道などの整備を予定されて

いるところであります。 

 次に、質問番号５の（２）近隣住民に対

する工事説明についてのご質問であります

が、これまでは主に吹田市域での工事や貨

物駅用地内での工事であったことから、説

明会は実施されておりませんでしたが、Ｊ

Ｒ千里丘駅周辺での夜間工事などの際には、

自治会を通じて周辺住民の方々に回覧等で

周知を図るなど、対応をされているところ

であります。今年度からは、千里丘地区に

隣接します上り貨物線の移設や撤去工事、

また土地区画整理事業におきましても、順

次下水道工事などに着手されるなど、住宅

に近接した工事が予定されておりますこと

から、７月には鉄道運輸機構が千里丘校区

を対象とした工事説明会を実施されており

ます。その後、出席されなかった方々への

対応としまして、自治会を通じ、説明会資

料を回覧するなど周知に努められていると

ころであります。 

 また、９月２７日には、味舌小学校区、

摂津小学校区を対象とした工事説明会の予

定もされているところであります。今後と

も近隣住民の方々のご理解を得て、工事が

順調に進められることができますよう、引

き続き工事説明会等を通じ、周知を行って

まいりたいと考えております。 

 次に、質問番号５の（３）山田川河川敷

の扱いについての大阪府と摂津市の方針に

ついてのご質問でありますが、ご指摘の土

地につきましては、吹田操車場跡地の土地

区画整理事業区域に隣接します大阪府管理

の河川管理通路と、現在、第三者が耕作さ

れております山田川河川敷跡地の２か所が

あります。いずれの土地も吹田操車場跡地

まちづくり用地に隣接しますことから、本

市としましても、これを機にまちづくりに

合わせた整備ができないか、河川管理者で

ある大阪府茨木土木事務所へ申し入れを行

っており、大阪府からも山田川河川敷跡地

については、本市と連携をしながら、まち

づくりに合わせた対応を検討したいとの意

向を伺っており、今後とも茨木土木事務所

と協議してまいりたいと考えております。 

○上村高義議長 藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 それでは、２回目の質問を

させていただきます。 

 １番目、大阪府の地方分権改革ビジョン

につきましては、摂津市の自主判断に基づ

き、平成２３年度及び２４年度の２か年で

４７項目を移譲する権限移譲計画案を本年

３月に策定したとありました。それぞれの

事務の受け入れまでのロードマップは作成

されているのでしょうか。また、権限移譲

により事務量が増加をいたします。市民へ
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のサービス向上につながる項目は少ないと

いうふうに今先ほどおっしゃっていました

が、そのことで逆にほかのことがサービス

低下になっては何もなりません。職員の体

制は大丈夫でしょうか。また、そのための

財源はどうなっているのか、それぞれご答

弁をお願いいたします。 

 また、国民健康保険の広域化につきまし

ては、大阪府での経緯、そして料金の統一

化に向けての動きについてはわかりました

けれども、いろいろと問題があります。特

に統一化に向け、本市のように平均より保

険料が安い市は上がるということなります

が、これは到底納得できません。経済不況

の中、今年度も保険料のことについては随

分と議論を重ねましたけども、これはとて

も市民理解が得られるものではありません。

このことについて、本市はどう考えておら

れるのか。また、国の動きが見えてきませ

んが、本来なら今後の医療費の増加を見据

えて、後期高齢者医療費制度のように、先

行して国の制度設計の見直しがあって、被

保険者の負担増にならないようにする必要

があると思いますが、本市はどう考えてい

るのか、また、国に対してどのような要望

等の動きがあるのか、併せてご答弁をお願

いします。 

 次に、２番目、摂津市第４次行財政改革

実施計画についてですが、先ほど進行管理

については、各部の報告など、さまざまな

観点から管理するというふうにありました。

その進捗状況を年次ごとに市民にも報告し、

また公表すべきだと思いますけども、いか

がでしょうか。ご答弁をお願いいたします。 

 ２番目には、人材育成については、これ

までの取り組みについて答弁をいただきま

したけれども、今年で最終年になります団

塊世代職員の大量退職に伴います技術やノ

ウハウの喪失の対策について、若干人事制

度の関係で、先ほども答弁がありましたけ

ども、再度ご答弁をお願いします。また、

人材育成基本方針の中の高いコスト意識を

持つ職員の育成を目指すことについて、こ

れについてどのように取り組んでおられる

のか、重ねてご答弁をお願いいたします。 

 次に、３番目、摂津市子ども読書活動推

進計画についてですが、先ほどの答弁で、

第１次計画において随分子どもの読書環境

が整備されてきたことがわかります。また、

学校図書室を利用する子どもたちの数も着

実に増えてきているということは、数字を

見ても明らかでありますが、全国学力・学

習状況調査の結果において、摂津市の子ど

もたちの読書の時間は平均よりも少ないこ

とを見ますと、さらなる取り組みの必要性

を感じています。引き続きこの第２次計画

の取り組みに全力を傾けていただきますよ

うに要望いたします。 

 そして、この第２次計画の中身について、

もう少し質問させていただきたいと思いま

す。 

 １番目、市民図書館における読書活動の

充実の中にあるインターネットによる本の

予約と図書館以外で受け取れるサービスが

いよいよ１０月末から始まります。その概

略と受け取り場所の拡大の展望についてご

答弁をお願いします。 

 ２番目には、学校図書館の充実について、

地域の方への開放に向けて検討するとあり

ますが、その検討内容はどのようなものな

のか、ご答弁をお願いします。 

 三つ目に、子ども読書活動の普及啓発の

中で、４月２３日の子ども読書の日のこれ

までの取り組みと今後の計画、また、子ど

も読書推進月間の設定及び考え方について

ご答弁をお願いします。 
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 次に、４番目、ＪＲ千里丘駅西口のエレ

ベーター設置についてですが、今のところ

予定どおり進んでいるとのことですが、千

里丘地域は高齢者の大変多い地域であり、

今でも多くの方からエレベーターの設置時

期について聞かれます。そうした方々の思

いに応えるためにも、平成２４年度設置予

定となっていますが、１か月でも２か月で

も早く利用できるように、これはＪＲと協

議を進めていただきますように要望として

おきます。 

 次に、５番目、吹田操車場跡地のまちづ

くりについてですが、工程関係については

わかりました。近隣説明の方法については、

隣接をしている住民に対しては、もう少し

配慮が必要ではないかと思います。昨年、

この操車場内の千里丘４丁目の比較的民家

の近くに建っていました古い建物が、何の

知らせもなく解体されましたけども、音と

ほこりが大変ひどかったので、近くの市民

から市に対して苦情を訴えられたという経

緯がありました。これは、私は鉄道運輸機

構の本質を見たような気がしましたけども、

これからこの沿線沿いの線路を解体したり、

また道路の拡張工事などで多くの工事が予

定されていますが、特に隣接する住民に対

して特段の配慮をするようにお願いすると

ともに、鉄道運輸機構及びＵＲに対しても

申し入れを行っていただきたいと思います

が、この件についてご答弁をお願いします。 

 また、山田川河川敷については、山田川

流域で最後に残された草ぼうぼう地域の解

消として、何としても今回のまちづくりに

合わせて整備を行っていただきたいと思い

ます。特に耕作地になっているところは地

元でも問題になっており、解決する絶好の

機会であります。明年から竹の鼻地域に念

願の市民農園が開設するということで進め

られているというふうに地元関係者から聞

いていますが、市としては、このことを通

じて、耕作地の明け渡しについて、地元自

治会に協力をいただき、大阪府に対しては、

明け渡しについて摂津市が責任を持って実

行するから、管理用通路等の緑道整備につ

いては、大阪府の費用負担を求める交渉が

できないのでしょうか。そうすればお互い

に円満解決ではないでしょうか。コミュニ

ティプラザを寄贈に導いた副市長の手腕な

ら全然たやすいと思います。どうですか、

副市長。このことについてお考えを述べて

いただきたいと思います。 

 以上で２回目を終わります。 

○上村高義議長 答弁を求めます。市長公室

長。 

○羽原市長公室長 それでは、大阪府からの

権限移譲にかかわる２回目のご質問にご答

弁申し上げます。 

 まず、権限移譲に向けてのスケジュール

でございますが、平成２３年度に３４事務、

２４年度には残る１３事務の移譲を予定い

たしております。これらの事務は、それぞ

れ内容が多岐にわたるものでございますし、

一律に対応するということはできませんの

で、現在、各所管課におきまして準備を進

めており、事務の内容等の確認を行ってい

る状況ということでございます。 

 大阪府のほうからは、人的支援も含めた

研修の実施などが権限移譲に当たる支援と

して示されておりますが、具体的な内容が

まだ現時点では不明ということでございま

すので、早期に支援の内容を具体化してい

ただく必要があると考えております。 

 次に、職員の体制でございます。基本的

には現行の人員で対応できるものというふ

うには考えておりますけれども、何分にも

初めての事務がたくさんございますので、
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平成２３年４月以降の事務処理の状況につ

いては慎重に見てまいりたいなというふう

に考えております。 

 最後に財源の確保ということでございま

すが、府のほうからは、権限移譲に当たり

まして、１団体につき、平成２２年度から

の３年間で１億円を上限とした交付金、併

せまして、以後、各事務ごとに年間６時間

分の固定経費と処理件数に応じた交付金が

措置されるというふうに聞いてはおります

が、それが十分に事務にかかる経費をカバ

ーし得るのかどうか、なかなか不透明なと

ころもあるのではないかというふうに考え

ております。本市といたしましては、人的

支援に要する経費をはじめ、事務処理に要

する経費、これはやはり移譲元である大阪

府がしっかり担保するということが必要だ

と考えておりますので、府に対してもきち

っと申し入れをしていきたいなというふう

に考えております。 

 次に、行財政改革実施計画の進行状況を

報告すべきではないかということでござい

ますが、行財政改革、これまで例えば第３

次の実施計画につきましても、各年度ごと

の進行状況につきましては取りまとめをい

たし、報告書という形で市民に情報を公開

いたしておりますので、第４次の実施計画

につきましても、同様に各年度ごとの状況

の取りまとめをし、報告をしていきたいな

というふうに考えております。 

 最後に、職員の大量退職への対応という

ことでございますが、団塊の世代が来年３

月に２回目の大量退職ということで、相当

職場の状況が変わってまいります。組織と

しての経験・知識が失われるという側面は、

やはり現実の問題としてあるのだろうとい

うふうに思っております。それらに対応す

るに当たりましては、業務のマニュアル、

引継書等をきちっと整理していくというこ

ともございますが、長年の経験によって蓄

積されたノウハウ等につきましては、なか

なか得がたい財産というところもございま

すので、再任用制度などを活用しながら市

民サービスの低下を招かないように対応し

てまいりたいなというふうに考えておりま

す。 

 なお、各職員のコスト意識の問題でござ

いますが、人材育成基本方針の中でもその

項目を重要というふうにとらえているとこ

ろでございまして、各職員が日ごろ自分の

業務を見直し、自分自身にかかるコストと

成果を一定勘案しながら仕事をしていく、

こういうことも非常に重要と思います。た

だ、行政の施策の評価というものはなかな

か金額には置きかえられないという側面も

ございますので、単純にはなかなかまいり

ませんけれども、やはり自分自身にかかる

コストと効率的な時間配分、そのあたりを

職員が認識するタイムマネジメント研修、

そういうようなものも実施をしながら、職

員の意識改革には努めてまいりたいと考え

ているところでございます。 

 以上です。 

○上村高義議長 保健福祉部長。 

○佐藤保健福祉部長 国保料の均一化につい

てご答弁を申し上げます。 

 先ほど、ご答弁申し上げましたように、

保険財政共同安定化事業では、対象医療費

の引き下げや所得割の導入などの変更があ

れば、府内の保険料の低い市町村は拠出金

の上昇によりおのずと保険料負担が上昇す

ることになります。しかし、ご指摘のよう

に、府内統一料金化におきましては、これ

まで本市を含め保険料抑制のためにさまざ

まな努力をしてきた市町村で保険料が上昇

するという点につきまして、十分考慮され
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るべきものであると考えております。 

 また、国に対する財政支援の要望の状況

でございますが、本年８月に国に提出をい

たしました大阪府市長会の要望書におきま

して、国民健康保険事業に係る財政措置に

つきまして、国保財政基盤強化策や保険財

政共同安定化事業を継続して実施するとと

もに、新たな財源措置を講じること、並び

に国庫負担金の負担割合を引き上げること

を要望しており、併せて、新たな高齢者医

療制度につきましても、国が責任を持って

全額財政措置を講じられるよう要望をいた

しております。 

○上村高義議長 生涯学習部長。 

○宮部生涯学習部長 インターネット予約と

図書館以外での本を受け取れるサービスに

ついてでございますが、インターネット予

約は、市民図書館と鳥飼図書センターの蔵

書分をインターネットでご予約いただくも

ので、１１月からの稼働を予定いたしてお

ります。 

 予約の方法でございますが、まず図書館

のホームページで予約申し込みボタンを押

しますと、図書貸出券の利用者コード、パ

スワード、予約本の受け取り場所を入力す

る画面が展開いたします。それらを入力し、

予約ボタンを押すことで予約が完了いたし

ます。予約本の準備ができましたら、図書

館から予約者に連絡を差し上げ、ご希望の

場所にて受け取っていただくというシステ

ムとなっております。 

 図書館以外の貸出し・返却サービスにつ

きましては、現在、千里丘公民館で行って

おりますが、同様のサービスをこのコミュ

ニティプラザにおいても、環境が整い次第、

１０月下旬には前倒し実施したいと考えて

おります。 

 受け取り場所の拡大につきましては、本

の配送・回収方法、また、それらにかかわ

る費用など、幾つかの課題がございます。

新規に開設いたしますコミュニティプラザ

における本の受け渡し状況を見る中で検討

してまいりたいと考えております。 

 次に、子ども読書の日のこれまでの図書

館の取り組みでございますが、市民図書館

におきましては、幼児の保護者を対象に、

子どもが読書に興味を持ち、言葉を学び、

感性を磨くことを主題として、実演等を交

えて、平成１４年から親子絵本教室を開催

してまいりました。鳥飼図書センターにお

きましても、平成２１年から１０月２７日

の文字活字文化の日の取り組みといたしま

して、子どもが図書館、そして本に親しめ

るよう、図書館ツアーや読み聞かせ会を実

施いたしております。 

 読書活動は、表現力を高め、想像力を豊

かなものとし、人生をより深く生きる力を

身につけていく上で欠くことのできないも

のであり、今後は読書習慣に合わせて子ど

も読書月間を設定するなど、関係課が連携

した講演会や各種イベントを実施してまい

りたいと考えております。 

○上村高義議長 教育総務部理事。 

○市橋教育総務部理事 学校図書館の地域の

方への開放について、ご答弁申し上げます。 

 平成２０年度から、全小・中学校に学校

読書活動推進サポーターを配置し、学校読

書活動の充実に努めてまいりました。その

成果として、各学校では、休憩時間や放課

後にも学校図書館を開館できるようになり、

図書の貸出し冊数は、平成１９年度と比較

して、平成２１年度には約１．４倍に、ま

た、夏休みにおける開館日数も約３．６倍

に増加いたしました。このように、児童・

生徒の本に親しむ場として、また学習態度

や学習方法を学ぶ場として、学校図書館は
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充実してきましたが、全国学力・学習状況

調査における家庭や図書館での読書時間を

問う調査では、全く読書をしていない児

童・生徒の割合が全国と比較して１０ポイ

ント以上、上回っており、読書が習慣とし

て十分に根付いていない状況がございます。

児童・生徒の学校内外での意欲的な読書活

動が実現してこそ、学校図書館の充実が真

に実現したと言え、家庭、地域への啓発が

大変重要でございます。今後、学校図書館

での活動の様子をさらに積極的に発信する

ことや学校図書館での活動についての参観

の機会も必要であると考えております。 

 学校図書館の充実のため、そのような開

かれた学校図書館を目指しますが、学校図

書館法に定義されておりますように、学校

図書館は児童・生徒の健全な教養を育成す

ることを目的とした場でございます。した

がいまして、保護者を含めた地域の方々が、

児童・生徒の学習支援のサポーターとして

学校図書館を訪れていただく形が理想であ

ると考えております。 

○上村高義議長 都市整備部長。 

○小山都市整備部長 ２回目のご質問にご答

弁を申し上げます。 

 工事説明について、近隣住民の方々への

周知につきましては、今後とも工事説明会

や自治会の回覧を活用し、行ってまいりた

いと考えておりますが、工事現場に隣接す

る住民の方々に対しましては、状況に応じ

まして、直接面談なども含め、より一層の

周知徹底を図ってまいりたいと考えており

ますので、今後も鉄道運輸機構が行う工事

やＵＲが行う区画整理事業の工事につきま

しても、近隣住民への説明を申し入れてま

いりたいと考えております。 

○上村高義議長 副市長。 

○小野副市長 区画整理事業区域に隣接いた

しております、いわゆる管理用通路、旧河

川敷につきましては、現在の現況から見ま

して、また、過去からさまざまな形で意見

なり要望をいただいていることは承知をい

たしております。したがいまして、まちづ

くりとの整合性は、どうしてもこれはやる

べきであるということが一つ、そして、そ

れについては、地域の方々の声を十分踏ま

えるべきであるということを思っておりま

す。できるだけ早期にその方向性を明らか

にして実現ができるように努めてまいりま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

○上村高義議長 藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 それでは、３回目、質問さ

せていただきます。 

 １番目、大阪府の４７項目の権限移譲に

つきましては、来年１月以降に人的支援を

含めた研修が行われ、また、財政的な支援

も少しあるようにご答弁いただきましたけ

れども、具体的な内容は示されていません。

本市としては現行の人員体制で臨むと言わ

れましたけども、団塊世代の大量退職がま

だ残っておりますし、権限移譲過渡期に他

の市民サービスが低下するわけにはいきま

せん。ここは、全職員がさらにスキルを磨

いて権限移譲にしっかりと対応できるよう

に早急な人材育成が必要です。何より職員

一人ひとりのやる気に期待をしたいと思い

ます。また、大阪府の支援に対しましては、

期待外れに終わらないように、支援につい

て積極的な態度で接していただきますよう

に要望しておきます。また、国民保険料の

統一化につきましては、市民負担を増加さ

せないことを大前提とした議論を行ってい

くべきであり、そのためにも国に制度設計

の変更を求めていくように、本市として強

く働きかけていただくよう要望いたしてお

きます。 
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 次に、２番目、摂津市第４次行財政改革

実施計画についてですが、先ほど市民にそ

の年度ごとの進捗状況を公表するというこ

とでありましたので、よろしくお願いした

いと思います。 

 人材育成についてですが、団塊世代の大

量退職に伴う技術やノウハウの喪失に対し

ましては、再任用制度などを活用して継承

できるよう取り組んでいるということでも

ありました。これからも創意工夫をして取

り組んでいただけるとともに、新しい視点

で改良を加えて継承できるような職員のス

キルアップについても取り組んでいただく

ように要望といたします。 

 また、コスト意識の醸成については、タ

イムマネジメント研修を行って、自分自身

にかかるコストと効果的な時間配分を認識

できるようにされているということですけ

ども、まさに民間にあって職員にないもの

はそれだと思います。さらに重点的に取り

組んでいただきますよう要望といたします。 

 最後に、１回目の答弁に、人材育成実施

計画に取り組む一例として、市民と協働す

る職員の育成をあげられ、その研修内容ま

で答弁されています。この協働は、第４次

摂津市総合計画基本構想にもありますが、

市民との協働の市民に対する本市の概念、

イメージをどのように共有されているのか

問いたいと思います。ご存じのように、今

までは自治会に対して町美や歳末警戒、自

主防災、ちびっこ広場や防犯灯の管理まで、

さまざまに行政にかわってお願いをしてき

ており、これも市民との協働であると思い

ますし、時間をかけて築き上げてきた本市

の財産だと思います。しかし、それだけの

概念であれば、今までとは何も変わること

がなく、わざわざ大きく取り上げることも

ありません。市民活動を行う際には、こう

した自治会とのかかわりもクリアをしてい

く必要がありますし、市民に対する本市の

概念、そして自治会の位置付けなどについ

てわかりやすく答えていただきたいと思い

ます。 

 また、副市長のほうから、最後に、なぜ

この摂津市人材育成実施計画策定が今まで

かかっているのか。先ほど説明しましたけ

ども、２０年度の答弁では、もう２０年度

にはまとまるというふうな答弁もありまし

たから、そのことと、そして、これから摂

津市の人材育成の展望について、総括的に

ご答弁をお願いします。 

 次に、３番目、摂津市子ども読書活動推

進計画についてですが、長年要望してまい

りましたインターネットによる図書館の予

約制度がいよいよスタートすることについ

ては一定評価いたしますが、受け取り場所

については、どの地域にあっても利便性が

向上し、公平性が保てるように拡大してい

ただきますよう要望いたします。 

 学校図書室の地域への開放については、

例えば土曜日親子図書室開放など、子ども

たちを主眼に置いて開放が大きく進むよう

に要望いたします。 

 子ども読書の日、子ども読書月間の取り

組みについては、創意工夫をして取り組み

の充実を図るとともに、十分なＰＲ活動を

行い、市民に周知できるように要望いたし

ます。 

 次に、５番目、吹田操車場跡地のまちづ

くりについてですが、阪急摂津市駅工事の

際、阪急の沿線住民に対する対応も決して

十分なものとは言えませんでした。結局、

夜間工事や振動・騒音に対して我慢を強い

るだけで、一度もあいさつやおわびもない

まま終わったというふうに沿線の住民が訴

えておられました。これは、鉄道運輸機構
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の工事なので摂津市は直接関係ないような

態度ではなくて、住民を守る立場に立って

対応していただくようにお願いし、要望と

いたします。 

 また、山田川河川敷の整備については、

正雀処理場のときに大阪府に煮え湯を飲ま

された経緯もありますから、副市長の手腕

に期待したいと思います。私の副市長の承

認させていただきましたｏｏは、吹田操車

場の区画整理の成功、そして正雀処理場ク

リーンセンターの問題の解決、そしてこの

山田川河川敷の整備の実施をｏｏｏｏｏｏ

ｏさせていただきましたので、よろしくお

取り計らいいただきまして、以上で私の一

般質問を終わります。 

○上村高義議長 答弁を求めます。市長公室

長。 

○羽原市長公室長 市民というものをどうい

うふうに考えるかというご質問でございま

す。このあたり、また総合計画のご審議を

いただく中でもご議論があろうかというふ

うに思いますけれども、総合計画の実施計

画をまとめる過程で、一定整理された内容

といたしましては、市民とは、通常はそこ

にお住まいの方ということになろうかと思

いますけども、お住まいの方に、当然在

住・在勤、そういう方も含めて、行政サー

ビスの対象となる人を基本的には市民とい

うふうには考えております。ただ、その上

に私どもが考えておりましたのは、では、

市内に営業活動しているいろんな事業所、

その他のいろんな団体の方もおられますけ

れども、そういう方をどうするのかという

ことも一定議論をいたしましたけれども、

やはりこれはそれぞれの果たすべき機能、

置かれている位置が違うだろうということ

で、総合計画の中では市民と事業者という

形で扱ってきておるわけでございます。 

 ただ、ご質問にありましたように、これ

まで自治会にさまざまなことをご協力いた

だき、町美であるとか実施計画であるとか、

子どもたちの安全の確保の取り組みをいた

だいております。それらもやはり協働の取

り組みではないのかということでございま

すけれども、ご質問にありましたように、

あくまでそれはお願いをして、そのお願い

を了として地元自治会の方に実施をしてい

ただいておるということでございますが、

協働といいますと、やはり少し質が違うの

かなというふうに思いますので、さまざま

な市内の課題をまず発見し、解決策を考え、

実施をし、評価をし、改善の工夫をしてい

く、それぞれの過程で市民と行政が知恵を

出し、力を出し、ともに汗をかき動いてい

くというようなのが、やはりこれからの協

働ということの考え方の基本ではなかろう

かというふうに考えておるところでござい

ます。 

○上村高義議長 副市長。 

○小野副市長 人材育成の実施計画並びにそ

の実施計画に何を求めるかということだと

思いますが、先ほど公室長のほうからも答

弁いたしましたように、いわゆる６６０人

体制の取り組みというのは、まさに少数精

鋭の取り組みでもありますし、また、そう

ならざるを得ないということに思っており

ます。私も人事が長かったものですから、

人材育成の大切さはいつの時代でも求めら

れてきました。その時々の社会経済情勢、

また財政状況によりましても、求めるもの

はそのプライオリティがありますが、ただ、

今日、地方分権なり地域主権の実現という

観点で見ましても、今日ほど重要な視点の

時代はないというふうに思っております。 

 ただ、今、申し上げましたように、一口

に人材育成といいましても、何の能力を求



 

 

 

２－４７

めるかという点では常に議論があるところ

でありました。今のこの現状の中で、本市

は年内には、若干遅くなりましたが、人材

育成実施計画を公表したいというふうに考

えております。最終の庁内のコンセンサス

を得る取り組みをしております。できるだ

け早く議会にもお示ししたいと思っており

ます。 

 それで、求める人材、職員像にはさまざ

ま求められると思います。例えば、みずか

らの仕事に関する法令・条例の理解であり

ますとか、迅速、スピードのある事務処理

能力でありますとか、公室長が言いました

ように高いコスト意識の改善とか、いろい

ろとあります。まさにどれも重要でありま

すが、私は常に職員に言っておりますのは、

まず摂津市の置かれている現状の認識をき

ちっと把握しない限りだめだというふうに

思っております。それは、職員に求めるべ

き認識の前提というのは、いつも言ってい

るんですが、このＪＲ沿線には４市１町が

ございます。その人口は１０９万人であり

ます。１市は中核市、２市は特例市。この

３市は、これに対しまして一定の権限を有

しておると。その立ち位置を十分本市職員

が認識をすべきであるということを思って

おります。 

 本市の優位な点は、市長もいつも言って

おられますように、本市の市域面積、人口

からして、職員一人ひとりにとって市民の

皆さんの顔が見えるといいますか、市民の

皆さんの考え方、求めているものが見えや

すい、それが施策に反映しやすいという利

点を持っておるというふうに、これが摂津

市の市民との近さであります。私は、業務

に当たる前提は、本市のまちのテーマ、人

間基礎教育を根底に、市長が言われている

「やる気」・「元気」・「本気」、市長は「勇

気」と加えられました。私も同感でありま

す。副市長をやっておりまして、この勇気

というのは、前例踏襲主義からの脱却であ

ります。少々の失敗を恐れないで、できな

い理由ばかりを並べるのではなくて、スピ

ードを持っていかにすれば一部でも理解、

実施ができるかと、チャレンジする職員像

を求めることから始めたいというふうに感

じております。いわゆる前例にとらわれず、

みずから考え、勇気を持って行動する職員

の育成、これを前提として、さまざま求め

られる職員の資質向上に努めてまいりたい

というふうに考えます。 

○上村高義議長 藤浦議員の質問が終わりま

した。 

 次に、大澤議員。 

  （大澤千恵子議員 登壇） 

○大澤千恵子議員 それでは、順位に従って

一般質問させていただきます。 

 質問番号１番、摂津市公共交通懇談会に

ついて。 

 毎回、何度となくバスのことについては

質問させていただいておりますけれども、

前回、平成２２年度の第２回定例会におい

て、市内公共交通の課題を検討するために

検討の機関の立ち上げを行うということで

したけれども、その後の検討機関の進捗状

況についてご質問いたします。 

 質問番号２番、コミュニティプラザの運

営について。 

 ７月に市民の皆さんの待望のコミュニテ

ィプラザがオープンいたしました。福祉会

館の機能をこのコミュニティプラザに移行

ということで、市民の皆さんの要望も聞い

た中でのオープンでした。建物は本当にす

ばらしくてきれいな建物ができたと思いま

す。しかし、オープンして３か月、今、経

過している中で、市民の方々からたくさん
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の要望が出ております。一例をあげますと、

駐車場の台数ですとか、催しをしたときの

搬入・搬出が非常に困難である、コンベン

ションホールの防音設備がない、正面入口

から受付まで非常に遠い、男女共同参画セ

ンターの中に設置されている開館時間が以

前より短い、貸し館の料金が高い、駅とコ

ミュニティプラザが暗いとか、いろんな質

問が出ているわけでございます。こういっ

たたくさんの改善要望が上がっております

ので、現在ある市民の要望を今後どのよう

に集約して、そして、今後改善に対して取

り組んでいただけるかということをお聞か

せいただきたいと思います。 

 質問番号３番、市民協働のまちづくりに

ついてということで、平成２１年度から市

民活動推進センターについて、さまざまな

質問を繰り返してきました。センターの運

営について、そして人材について、市民活

動について、このセンターが市民活動の拠

点になれば、市民の活動もますます活性化

して、地域に貢献したいという方たちが非

常にたくさん出てくるんじゃないか、また、

自分に合った活動ができ、新総合計画の協

働によるまちづくりにも大きな可能性が広

がってくるだろうと、今までさまざまな質

問をしてきたわけです。しかし、今現在は、

市民活動支援センターという業務が何をも

って行われているのか、また、これからコ

ミュニティプラザの運営を市民参画でどう

いうふうに施策されていこうとしているの

か、全く今の状況では見えてこない状況で

す。これまでの取り組みと、そして今後の

取り組みについて質問させていただきます。 

 そして、もう一つ、今後の協働としての

取り組みを先ほどから皆さん質問されてお

りますけれども、市としてどういうふうに

かかわっていこうとされているのか、この

あたりを市長にお聞かせいただければなと

いうふうに思っております。 

 以上です。 

○上村高義議長 土木下水道部長。 

  （宮川土木下水道部長 登壇） 

○宮川土木下水道部長 質問番号１番、摂津

市公共交通懇談会についてご答弁申し上げ

ます。 

 市内循環バス、公共施設巡回バスなど、

市内の公共交通の検討をされる懇談会の設

置、進捗状況についてでございますが、平

成２２年第２回定例会においてご答弁申し

上げたところでございますが、その後の経

緯についてご報告申し上げます。 

 本市のバス路線網につきましては、民間

の路線バス、本市が補助を行っております

市内循環バス、委託を行っております公共

施設巡回バスを運行いたしております。こ

のような状況の中、有料バスと無料バスが

運行している形態の異なりや、バス利用者

が不便な地域についてなど、議会や市民か

ら多くのご意見をちょうだいしているとこ

ろでございます。平成２２年度、市政運営

の基本方針で、公共交通のあり方につきま

しては、市内公共交通の課題を検討するた

め、関係機関で構成する懇談会を設置し、

地域の事情に即したバス路線網などについ

て検討してまいりますとしております。第

１回定例会におきましても、懇談会構成メ

ンバー、懇談会の開催時期などをご説明申

し上げたところでございます。 

 今年度当初には、現状を踏まえながら課

題などを整理するために、庁内関係部局に

よる準備会を開催し、意見交換を行ったも

のでございます。懇談会構成メンバーの市

民代表としましては、市内のさまざまな地

域から参画を得るために、自治連合会へメ

ンバーの選考について打診もさせていただ
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きました。自治連合会からは、年度当初に

役員の改選があることから、それ以降に進

めさせていただくとし、６月から改めてメ

ンバー選考や日程調整をさせていただいた

ところでございます。また、バス事業者に

つきましては、市内の路線バス主要事業所

であります阪急バス株式会社並びに近鉄バ

ス株式会社に対しまして、懇談会の趣旨の

説明の上、参画の打診をさせていただいて

おります。 

 このような中、８月１０日に自治連合会

代表の方々との懇談会を開催させていただ

きました。本市のバス交通の現状説明とし

て、市委託バス及び補助運行バスの利用状

況、費用負担額並びに本市における現在の

バス路線状況の説明を行い、今まで寄せら

れた要望内容も併せて報告させていただき、

懇談会における意見交換でも要望・意見を

いただきました。 

 これらを踏まえ、阪急バス株式会社並び

に近鉄バス株式会社に出向き、それぞれに

要望内容をお伝えし、バスルートの検討を

依頼してまいったところでございます。 

○上村高義議長 生活環境部長。 

  （水田生活環境部長 登壇） 

○水田生活環境部長 質問番号２、コミュニ

ティプラザの運営について、ご答弁申し上

げます。 

 ７月のコミュニティプラザオープンから

約２か月半が経過いたしました。新しい施

設のご利用にも市民の皆さんには少しずつ

慣れ親しんでいただいております。その中

で、貸室業務では、市民の利便性を図るた

め、空き情報のインターネット公開を行い、

２４時間予約できるシステムを導入し、運

営しております。 

 ご質問の催しなどの開催時の搬入路の確

保につきましては、コミュニティプラザ南

側の建設中の高齢者マンション等が完成し

た際には、その間に設けられます自由通路

を利用しての搬入が可能と考えております。

また、阪急摂津市駅の駅前広場は、一定の

照度が確保されていると聞いておりますが、

コミュニティプラザ屋上庭園において、３

階ホールから出たあたりなど、足元が暗い

箇所がございまして、安全に利用いただく

ための照明設備の整備を行っております。 

 施設を運営していく中で数々の要望等も

いただいておりますが、市民交流の拠点と

して、より一層ご利用いただきますよう努

めてまいりたいと考えております。 

 次に、質問番号３、市民協働のまちづく

りについて、ご答弁申し上げます。 

 新総合計画には、協働によるまちづくり

が最重要課題として位置付けられ、今後、

全庁的なあらゆる場面において、市民団体、

事業者らとの多種多様な取り組みが展開さ

れることになります。そのために、まず市

管理職員研修の一環としまして、今回の総

合計画審議会座長であります久教授から協

働のまちづくりのあり方についての講演を

８月に実施し、協働の浸透を図る第一歩と

いたしました。講義は、協働を進めていく

上での行政と市民、市民と市民とのバラン

スのとり方など、幾つかの自治体でこれま

でかかわってこられた貴重な内容でした。

また、市民活動支援課においては、市民協

働をテーマにした関西社会人大学院連合連

携講座を受講したほか、来年４月からのＮ

ＰＯ法人設立の認可等の事務の権限移譲は、

北摂で２市目の取り組みであり、それに伴

います研修に参加するなど、スタッフの人

材育成に取り組んでおります。 

 住民参加の協働では、よく６段階に分け

て考えられます。１段目の、役割がよくわ

からないままの参加から始まり、２段目の
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意見が言いっ放しになる参加は、いわゆる

お知らせ、意見徴取と言われ、情報を受け

取ることができる、意見を言う場が用意さ

れていることは、住民参加の第一歩目であ

り、必要な初期段階です。３段目の意見が

計画に反映させる参加、４段目の実現に住

民と行政が取り組む参加とされ、パートナ

ーシップと言われる段階です。５段目の住

民自身による活動、６段目の住民の活動に

行政を巻き込む参加が、住民が行政を引っ

張っていく、主役である住民がリードして

いく段階であります。そのための初期段階

としての情報を受け取ることができる、意

見を言う場が用意されていることを目指し、

市民活動支援課及び男女共同参画センター、

シルバー人材センター、そして保健センタ

ーとの連携を図り、複合施設の利点を発揮

してまいりたいと考えております。 

 地域で安心して住み続けていくためには、

身近に自分を必要としてくれる人がいてく

れて、人とつながっているという安心感や

自分の居場所があることが必要と言われて

おります。人をつなげていく場としてのコ

ミュニティプラザの環境整備を図り、同時

に市民活動支援の市民向けセミナーなどの

開催を企画していきます。また、並行して

市全体の市民活動を支援するルールや制度

を整備してまいりたいと考えております。 

○上村高義議長 大澤議員。 

○大澤千恵子議員 それでは、質問番号１の

２回目の質問をさせていただきます。 

 今回は、準備会として８月１０日に意見

交換を自治連合会役員の方々と行ったとご

答弁いただきましたが、今回の意見交換会

での意見とはどのような内容になっている

のか、また、前回定例会で市民とバス事業

者と個別に懇談会を重ね、その後、市民、

バス事業者、行政、またバス運行にかかわ

りや見識の高い方々で構成する懇談会を設

置するとのことでしたが、どのような行程

で取り組まれているのか、また、市として

阪急摂津市駅が開通したことも踏まえて、

市内の公共交通をどのような方向性で考え

られているのか、お聞かせください。 

 質問番号２番、現在、実質２か月半とい

うことで、箱の中に中身を入れていく作業

を、これから市民の意見をしっかりと取り

上げながら改善すべきところは改善してい

ただきたいと思います。そして、特に市民

の皆さんが怒りをあらわしていらっしゃる

のは、実は物理的なことではなく窓口の対

応です。先ほども人材育成計画のお話が副

市長のほうからお話しされましたけれども、

入口から入ったときも奥のいすから出てこ

ないとか、笑顔もなく対応されたとか、そ

ういったマナーに関しての不十分な対応が

なされていることが一番多く聞くクレーム

です。この駅は、摂津市の玄関口として位

置付けられた駅です。そして、目の前にあ

るコミュニティプラザは、市民の方々がに

ぎわい集う一番活気のあるところでなくて

はならないと思います。ですから、建物は

立派だけれども中身が伴わないと言われな

いように、コミュニティプラザにはこれか

らしっかりと改善点を改善していただき、

窓口の対応にも十分配慮していただきたい

なと思っております。１年後にはコミュニ

ティプラザが今よりもっと活気があって集

えるような場所にしていただけるように強

く要望いたします。 

 以上、質問の２番目は要望とさせていた

だきます。 

 そして、三つ目ですが、この三つ目は、

平成２２年の６月１８日の閣議決定の中に

新成長戦略というものがあります。その中

では、「新しい公共」円卓会議の提案を踏
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まえ、新たな担い手による自発的・戦略的

な地域、まちづくりの促進という項目とい

うのがあります。これは、「協働」をキー

ワードに、行政が従来の縦割り、横割りを

超えた地域連携主体や新しい公共の担い手

に一定の権限を付与し、支援する仕組みを

創設するほか、民間の参加を促すための支

援を行うというふうに書いてあります。実

は、インターネットで見ていただきました

ら、新たな担い手による自発的・戦略的な

地域のまちづくりの促進という、これはま

た確認していただければいいと思いますけ

ども、この中には、非常に大きく二つのテ

ーマがあります。一つは、官民連携主体に

よる地域づくり、これは、もともとベース

は協働というベースですけれども、一つは、

つまり国と自治体と、そして官と民が連携

して協働し、戦略して実現をしていく事業

だということです。そして、もう一つ、二

つ目は、新しい公共の担い手を支援する仕

組みの構築というのがあります。これは何

かといいますと、市民協働、新しい公共の

考え方に基づくコミュニティ活動には、地

方公共団体による認定を行って、そして、

ＮＰＯや中間支援組織に対して予算要求の

検討と、それから税制特例の検討をしてい

ってほしいと、こういったことが書かれて

いるわけでございます。国がこのような戦

略を打ち出す方向性の中で、新しい公共、

協働を実現するためには、行政と市民の関

係のあり方を、これは大胆に見直すしかな

いと、見直すことが必要であるということ

でございます。それには、自治体の中の各

課の壁を乗り越えまして、自治体一体とな

って整備して推進し、議員の私たちも頭を

切りかえていただいて、そして、依存型の

補助金や下請業務委託ではなく、新しい発

想による民間提案型の業務委託、市民参加

型の公共事業についての新しい仕組みを創

設していくことが行政としての協働ではな

いかというふうに考えているわけでござい

ます。これは国のほうもこういった形で推

進しております。 

 今後、この協働について、国のほうがこ

ういった方針を示している以上、摂津市と

しては協働について行政がどういう形でか

かわるかというところを最後に市長にお聞

かせいただければなというふうに思います。 

 以上です。 

○上村高義議長 答弁を求めます。土木下水

道部長。 

○宮川土木下水道部長 懇談会を開催させて

いただいて、その折の意見といいますか、

要望内容ということでございますが、今回、

いろいろご意見をちょうだいいたしており

まして、今回の中で申し上げますと、鳥飼

西地区、国体が開催されたあの場所にバス

を回らせないかというようなお話。それと、

バス乗り入れのステップの高さ、こういう

ふうなものをもっと低床というんですか、

そういう内容のものに改善できないかとい

うようなご意見。それから、これはちょっ

と反転するのかもわかりませんけれども、

公民館の活用により市役所に出向く手間を

減らすと、減便向けのご意見かなというふ

うに承っております。また、民間事業所バ

ス利用の提案もございました。これはいろ

いろ民間事業者の方々で定期的に運行され

ている部分を活用してはどうかと、こうい

うような内容でございます。また、近鉄バ

ス、阪急バスそれぞれを同一ルートで回る

案はどうだというようなお話もございまし

た。それと、鉄軌道の最寄りの駅への乗り

入れ、こういうご意見もちょうだいしてお

ります。この意見につきましては以前もい

ただいている内容かと思います。もう一つ
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は、従来から運行されていた経路、これが

復活できないかと。千里丘ですとか、ある

いは一津屋の方々、以前は吹田から八尾ま

での、そういう経路もございましたので、

そういうことの復活要望かなというふうに

理解しております。 

 また、一方で、利用料金のお話も出まし

て、公平性を保つためには有料でもいいん

じゃないか、有料化に一本化してはどうだ

というようなお話もございました。また、

セッピィ号といいますか、公共施設巡回バ

ス、これをやはり多用されている方々が結

構おいでのようで、この方々からはやはり

増便要望という形のものがございました。

そういうふうな要望をちょうだいしている

状況にございます。 

 今回、自治連のほうで役員の方々にお集

まりいただいてご意見をちょうだいいたし

ましたけれども、今後、いろんな形のご意

見も出てこようかと思います。そのような

ところでは、少子・高齢化というような今

の現象もございますので、高齢者の関係の

ほうにも一声かけさせていただこうかなと

いうようなところを考えているところでご

ざいます。 

 今後、どのような行程でということなん

ですが、私どもとしましては、当初、市民、

それからバス事業者、それと行政で、懇談

会でいろいろ会議を重ねて意見徴取をして

まいりたいと、このように考えておりまし

たけれども、まず素直に要望を聞いてみよ

う、それを事業者に返してどういうふうに

なるかと。最終的には、こういうバス運行

はいろいろな形で各種で出されております

から、そういうところのご意見も参考に進

められたらなというふうに考えておるよう

なところでございます。 

 バスのルートで、今度、阪急に摂津市駅

という駅ができましたから、その辺のお話

でございますけれども、今、現行としまし

て、阪急バス、近鉄バスともに新駅の横の

踏切、あそこのバス停にはとまるようにな

ってございます。昼の時間帯ですけれども、

阪急バスのほうがロータリーの中に入って

いるという状況でございます。今後もご意

見をちょうだいする中で、それらを調整し

ていかなければならないかなというふうに

は考えております。 

○上村高義議長 市長。 

○森山市長 大澤議員の質問にお答えいたし

ます。 

 いろいろと大澤議員以外からも協働とい

う言葉がよく出てまいりますけれども、さ

ようにこれからの大切なテーマだと思いま

す。たったの２文字で、言葉にすると非常

に耳ざわりのいい言葉でございますけれど

も、その中身は非常に幅が広いといいます

か奥が深い、簡単なものではないと思いま

す。これは定着さすにはかなり時間が要る

と思います。 

 そもそも、国はいろんなことを言ってい

ますけれども、あれは勝手な論理でありま

して、しかし、本音というのは、要はお金

がたくさんあって、そして十分な人材があ

って、納めた税金で行政がいいまちをつく

っていって、片一方は、市民の皆さんがそ

れを消費するというか、ああ、よかったな

と、そういう時代はもう終わってしまった

んですね。これからは限られた人材、限ら

れた予算の中でいかに今までと同等という

か、それ以上のサービスを享受していくか、

ここにあるんだと思います。さすれば、も

ちろん行政の仕組みといいますか組織とし

て、今まで同じことをやっていたって、そ

れはできない。市民の皆さんも事業所も同

じような意識を持っていたら、まちは動い
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ていかないわけですね。そういう意味では、

例えば、きのう、おととい、ろうそくファ

ンタジー、生涯学習フェスティバルに参加

してまいりましたけれども、あれを見て、

ごくごく自然のうちにみんなでつくろうや

ないかと、すばらしい結果を出しておる事

例はたくさん摂津市内にはあります。あん

まり難しく考えるんじゃなくて、その中か

ら一つ一つ検証する中で、それが言われた

からじゃなくて、ごくごく自然に根付いて、

それが形になっていくようなまちをつくっ

ていかないと、もう成り立たなくなってく

るわけですね。どっちにしろ、市民も、そ

して我々行政も協働と簡単に言っています

けど、慣れていないですね。名前も、あり

ようについても、まだまだ慣れていないで

す。これは１０年間の総合計画を立てます。

これからはこういった理念でやっていかな

いと、もう成り立たないですよと。だから、

きょう言うてあしたすぐ形になるものでは

ないし、また、なるとおかしいんですけれ

ども、この総合計画の中でしっかりと今ま

での取り組みを検証しながら、我々はもち

ろんでありますけれども、市民の皆さんに

もしっかりと認識していただくように１０

年間かけて定着をさせていきたいなと思っ

ていますので、またいろいろとご指摘をい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○上村高義議長 大澤議員。 

○大澤千恵子議員 それでは、質問１番の３

回目の要望をさせていただきたいと思いま

す。 

 摂津市内の公共交通の検討をするに当た

りまして、高齢者人口の増加に伴う福祉の

点から見た必要性、先ほども下水道部長が

おっしゃっていましたけれども、今、いろ

んな角度から見たことが必要かなというふ

うに思っております。地域の商業の活性化

につながる産業振興から見たコミュニティ

も必要ですし、いろんな角度が必要です。

しかし、今後、摂津市のバスをもっと元気

にするためにはどうしたらいいかという議

論ができる、そういった懇談会を開いてい

ただきたいなというふうに思います。 

 そして、三つ目の、先ほど市長にお答え

いただきました件でございますが、市民が

活動することをやはり行政もしっかりと把

握して、そして、それを支えるシステム、

先日も経産省の方が来られておっしゃって

いましたが、これからはもうお金がない時

代だから市民にお願いするしかないんだと

いうふうにおっしゃっておりました。そう

いった意味も含めて、市民活動に対して、

また市民との協働に対して頑張って取り組

んでいただけるような行政の皆さんの応援

をよろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。（発言終了のブザー

音鳴る） 

○上村高義議長 大澤議員の質問が終わりま

した。 

 次に、三宅議員。 

  （三宅秀明議員 登壇） 

○三宅秀明議員 では、順位に従いまして一

般質問を行ってまいります。 

 観測史上まれに見る猛暑も、ようやく一

段落し、昨年の政権交代から早くも１年余

りが経過しました。この間、連立政権は、

子ども手当や高速道路無料化の一部実施や

事業仕分けなど、マニフェストの履行に取

り組んでこられましたが、今置かれている

国家の財政状況や社会経済情勢などの点か

ら、完全実施は難しいとのことであります。

事実、日経平均株価はやや持ち直しつつあ

るものの、為替は円高に振れ続けており、

政府日銀による介入が行われました。しか
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しながら、単独介入だったこともあり、継

続的な効果を期待するのは難しいように思

われます。 

 また、９月７日午前に、尖閣諸島久場島

沖の我が国領海内で発生した中国漁船によ

る海上保安庁巡視船への追突事件について、

２４日、船長を釈放するという決定がなさ

れ、２５日未明、実行されました。本事件

につきましては、２１日に那覇市議会で全

会一致のもとに可決された中国政府への決

議案及び日本政府への意見書案にもありま

すように、歴史的にも国際法上でも明白に

我が国領土である尖閣諸島の周辺海域で起

こっており、これまでにも我が国の漁業者

が多々被害をこうむっていることを考えま

すと、このたびの釈放は、法治国家、主権

国家として看過できない決定であり、今後、

民間を含めて経済面などに甚大なる被害、

影響が出てくると推測されます。国益はも

とより、憲法を頂点とする法治主義という

近代民主主義国家の根幹を遵守するという

観点からも強く懸念が抱かれます。 

 さて、過日行われました民主党代表選挙

におきましては、そのマニフェストにつき、

菅直人総理と小沢一郎前幹事長との間で、

今後をどのように対処していくかという論

点などにおいて激しい論戦が繰り広げられ

ました。結果、修正容認派の菅総理が再選

を果たされたため、純粋な完全実施という

形での履行はなくなったと考えられますが、

修正の中身次第では、本市をはじめとする

地方自治体の負担が増えることも予想され

ますので、動きを慎重に注視していかねば

なりません。 

 冒頭、少し申し上げましたが、この夏は

各地で観測史上最高気温や熱帯夜の最多記

録が更新される異常気象と呼ぶべきもので

ありました。我が国では、東南海・南海地

震を中心に、地震対策に力点を置いた防災

政策が検討されておりますが、こうした環

境を勘案しますと、全く違った災害にも見

舞われるかもしれません。嶋野議員は水道

管の指摘をしておりましたが、さまざまな

観点からの対策が求められます。 

 このように、現在は内憂外患という情勢

ではありますが、地方自治体の政治に携わ

る者として、少なくとも摂津市、摂津市民

は全力で守るという気概のもと、もろもろ

の課題に取り組んでまいる覚悟でございま

すので、ここにおられる理事者の方々をは

じめとする行政のすべての皆様にも強くご

協力をお願いし、本論に入ってまいります。 

 第１点目は、行政運営と協働についてで

あります。 

 まず、第１項目めの住環境について。 

 これまでにもさまざまに機会をとらえ、

また、多くの議員からも多数の指摘がござ

います。皆様からも多数のご協力をいただ

いているところではございますが、快適な

住環境を阻害するごみの不法投棄につきま

しては、法令などとの関連もあり、なかな

か有効な対策が見つからないのが現状であ

ります。そんな中、テレビの完全地上デジ

タル化がいよいよ残り１年を切ってきまし

た。これと不法投棄のテレビについての対

策につき、どのように考えておられるのか

お伺いします。 

 また、以前、各種の資源価格が暴騰した

ときには、自治会の廃品回収などにおける

資源ごみの持ち去りという事案が近隣他市

を含めて多発しました。この対策として、

持ち去りを禁止する条例を制定していると

ころもあるようですが、条例化についての

認識につき、併せてお伺いいたします。 

 次に、第２項目めの交通政策についてで

あります。 
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 これにつきましては、公共交通懇談会や

総合計画基本構想審査特別委員会などでも

さまざまな観点から議論されることと承知

をいたしておりますので、今回は本市のノ

ーマイカーデーとの連関についての視点で

お伺いしてまいります。 

 まず、このノーマイカーデーについてで

ありますが、庁内放送で毎月耳にし、また、

部長会などでも、その推進についてたびた

び取り上げられておりますが、そもそもこ

れはどのような経緯で始まったのでしょう

か。現在の評価や数字的な効果と併せてお

聞きいたします。 

 第２点目は、危機管理についてでありま

す。 

 この危機管理という表現につきましては、

ともすれば地震などの災害対応のみの意味

として使われますが、今回、私が用います

折には、突発的あるいは後々への影響が大

きな事象についての対応という意味も含ま

れておりますので、ご理解を願います。 

 まず、第１項目めの資料の作成と広報の

あり方について。 

 本市では、防災についてハザードマップ

などの資料を作成しております。かつて総

務常任委員会、それの協議会だったと思い

ますが、その場でご説明もいただきました。

このハザードマップなどにつきましては、

カラーであればさまざまな色彩を用いて作

成されるものでありますが、その色使いに

ついては何か基準を設けておられるのでし

ょうか。また、これらをもとにした、ある

いはそれ以外のケースにおいて、広報活動

についてはどのように対応しておられるの

か、併せてお聞きいたします。 

 最後に、第２項目めの庁内体制について

であります。 

 既にいろいろと広報が行われております

が、１０月１日より国勢調査が始まります。

過日には指導員が任命され、各位がそれぞ

れ準備にいそしんでおられることと推察い

たしますが、この多忙な状況において、所

管課の方が１名退職されるというアクシデ

ントが発生しました。他課より応援をいた

だくという形で対応されたとのことであり

ますが、こうした事例は過去にも数多くあ

ったことと推測いたします。今後、６６０

人体制に向かうに当たり、こうした突発的

な欠員への対応は厳しさを増してくるもの

と確信しておりますが、どのように考えて

おられるのか、現状の認識をお伺いします。 

 １回目は以上であります。 

○上村高義議長 暫時休憩します。 

（午後３時 １分 休憩） 

                 

（午後３時３０分 再開） 

○上村高義議長 休憩前に引き続き再開しま

す。 

 答弁を求めます。生活環境部長。 

  （水田生活環境部長 登壇） 

○水田生活環境部長 質問番号１の（１）地

デジ化による不法投棄対策と資源ごみの持

ち去りについての対応と、その条例化する

ことのメリット、デメリットについてご答

弁申し上げます。 

 まず、テレビの地デジ化については、来

年２０１１年７月から完全移行となります。

これにより、廃棄アナログテレビの不法投

棄の増加が懸念されます。道路等に不法投

棄された家電製品等は、不法投棄された場

所の管理者が処理することになり、主に行

政が家電リサイクル法によって処理に係る

リサイクル料を負担しております。本市の

テレビの不法投棄の状況でございますが、

２０年度６１台、２１年度６１台と、現在

のところ大きく不法投棄は増加しておりま
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せんが、地デジ化完全移行を視野に入れな

がら、今後も不法投棄の指導・啓発に取り

組んでいかなければならないと考えており

ます。 

 次に、資源ごみの持ち去りについての対

応と条例化することのメリットとデメリッ

トでございますが、自治会等の再生資源集

団回収場所や収集ステーションからの持ち

去り行為が発見された場合、自治会や摂津

市廃棄物減量等推進員の通報があれば、直

接現場にて注意を促すなどの指導を行って

おります。条例化によるメリット、デメリ

ットでございますが、メリットとして、こ

の条例を制定することにより、悪質な持ち

去り者への抑止力になること、デメリット

としては、全市域のごみ集積場をパトロー

ルし、持ち去り行為を見張ることは難しく、

即効性のある対応ができないなどの課題が

多くあると、条例を制定されている近隣市

から伺っております。したがいまして、現

状の対策として、自治会、市民団体、廃棄

物減量等推進員と情報の共有を図れるよう

連携を密にしてまいります。 

 続きまして、質問番号１の（２）ノーマ

イカーデーについて、どういう経緯で始ま

り、どのように評価されているのかについ

てご答弁申し上げます。 

 ノーマイカーデーについては、大気汚染

の抑制と交通渋滞の緩和を目的として、大

阪府下では平成２年から毎月２０日のノー

マイカーデーを推進していましたが、平成

１６年には２０日に１９日を加えた新たな

分散型ノーマイカーデーを北摂の７市３町

で実施することになりました。その後、地

球温暖化対策の機運の高まりなどもあり、

平成２０年７月からは、原則として毎月２

０日の１日をノーマイカーデーとして自動

車で通勤する全職員が参加するように取り

組み姿勢の強化を図り、今日に至っており

ます。ノーマイカーデーは、地球温暖化が

進む今日においては、従来にも増して意義

のある取り組みと考えており、昨年度１年

間にノーマイカーデーに参加した市役所や

市内小・中学校等の職員数は、延べ人数で

約５，０００人余りとなっております。 

○上村高義議長 総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 本市のハザードマップにつ

いてでございますが、１００年に一度起こ

る降雨確率を想定し、避難所や避難時の心

構え、過去の水害写真等とともに、安威川、

山田川、正雀川、大正川、境川の５河川が

はんらんした場合と、淀川を含む６河川が

はんらんした場合の状況を、市内地図に浸

水状況を色分けにして示しております。色

使いは５メートル以上を桃色、２メートル

から５メートル未満を紫色、１メートルか

ら２メートルを水色、５０センチから１メ

ートルを薄緑色、５０センチ未満を黄色で

表記しております。殊に、色使いの基準は

特に定まったものはございません。 

 また、危機管理の広報についてですが、

本市洪水ハザードマップは、平成１８年３

月に作成し、全戸配布をいたしました。そ

のほか、緊急の事故・事件等が発生したと

き、また、多くの市民に影響が出る場合、

市役所に多数の問い合わせがある場合など、

その影響が大きいと考えられる場合には、

本市ホームページの緊急情報の提供権限が

与えられている所管課が広報について対応

することとなっております。災害時におき

ましては、緊急防災無線を利用しまして、

市内新旧１２小学校屋上に設置しておりま

すスピーカーから一斉放送により市民に直

接情報提供をすることができます。また、

市内消防団の団長宅にも受信機を置いてお
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りますので、各消防団にも緊急情報を提供

することが可能な状況となっております。 

 以上です。 

○上村高義議長 市長公室長。 

  （羽原市長公室長 登壇） 

○羽原市長公室長 職員の欠員に対応する庁

内の職員体制について、ご答弁を申し上げ

ます。 

 職員が病気等で長期休職となる場合や、

退職等で突発的な欠員が生じた場合には、

臨時職員を雇用したり、人事異動により業

務の停滞が生じないよう対応しております

が、そのような緊急時に対応するためには、

課内の職員全体で業務をカバーしていくこ

とが基本的には重要となります。今後、６

６０人体制に向けて職員が減少してまいり

ますと、欠員の影響が大きくなると考えら

れますことから、日常の業務の中で多面的

な視点からリスクの洗い出しを行うなど、

リスクマネジメントを意識することがより

一層大切であり、日ごろから課内で報告・

連絡・相談を大切にし、職員全体で情報を

共有化することが重要になります。 

 また、業務の主担・副担制や業務のロー

テーション化の導入を図っていくこともよ

り一層重要になることと認識をしておると

ころでございます。 

○上村高義議長 三宅議員。 

○三宅秀明議員 それでは、２回目に入って

まいります。 

 まず、住環境についてでありますが、資

源ごみの持ち去り対策について、条例化に

ついてメリットとデメリットをご紹介いた

だきました。確かに条例化は、するに当た

れば、やはりそれが実効性を担保しなけれ

ばなりません。これは交通関係の法規にも

よく言われることですが、通行禁止区域、

あるいは通行禁止時間帯等に監視がなけれ

ば、その規制はむだになってしまう、有名

無実になってしまうと。そういう観点から

すると、今回の条例化についても、その結

論はそうであろうなという感じがいたしま

す。しかし、いろいろ難しい面があること

は承知をしております。この難しいことを、

やはり市民の皆様と協働の精神を持って乗

り越えていくべく、この持ち去り対策につ

いて努力をお願いしたいと思います。 

 また、テレビの不法投棄について、数の

増減こそはありませんが、しかし、年間６

１台ということですので、これは月に直す

と５台程度が捨てられているということで

あります。しかし、これはやはり何らかの

対策を打たなければなりません。不法投棄

というものは、一つのごみがあれば、そこ

に次から次へとごみが増えていくのが常で

ありますので、その一つ目の対策をとるべ

く、やはり市民と一体となった取り組みが

必要かと存じます。再びの質問となる感じ

もありますが、この地域との協働という観

点からホットラインのようなものの必要性

を強く感じるところであります。この点に

ついて、取り組みへの認識についてお伺い

をいたします。 

 次に、交通政策についてであります。ノ

ーマイカーデーの由来や現状について、ご

答弁をいただきました。もともとは大気汚

染や渋滞の緩和を目的として、そして、今

は地球温暖化対策も含んでいるということ

でございます。延べ約５，０００人余りと

いう方が参加されていることですので、一

定効果はあるものと感じております。そう

であれば、この取り組みを市役所関係だけ

にとどめておくのではなく、広く市民の皆

様や事業所の皆様にも協力を要請してはい

かがでしょうか。この夏の猛暑では、車の

排気ガスも影響があったのではないかとい
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う感じもいたしますし、地球温暖化防止、

そして協働の観点から、こうした取り組み

が必要だと感じますので、考え方をお聞き

いたします。 

 続きましては、危機管理についての資料

の作成と広報のあり方についてであります。

ハザードマップにつきまして、作成の基準、

また広報についてもご答弁をいただきまし

た。色使いについては特段の基準はないと

いうことでございました。これまで私は、

委員会やさまざまな場で、この色使いとい

うものついて多々質問を何度も触れてまい

りました。それは、私自身が色弱であるか

らという点がございます。今回は、特に重

要性が高いと思われるハザードマップを例

示し、その広報もお伺いいたしましたが、

そのほかの広報印刷物や広報物などでも、

この点について、どの程度周知がされてい

たのかが気になるところであります。現状

をどのように認識されているかお伺いいた

します。 

 また、この７月に、東京ビッグサイトで

開催された教育ＩＴソリューションという

イベントを観覧してきたのですけれども、

そのとあるブースで色覚を補正する眼鏡に

ついて紹介がなされておりました。そこの

担当の方が、今は学校での色覚検査が行わ

れていないので、ハザードマップや教材な

どの作成に影響が出ているとおっしゃって

いました。現在、この色覚検査については

どのようになっているのでしょうか。教材

や授業での対応と併せてお伺いをいたしま

す。 

 最後に、庁内体制についてであります。

ご答弁には、欠員の影響が大きくなること

や、またリスクマネジメントについての意

識、職員全体で情報を共有化することなど、

私がこれまでこの人材育成について申し上

げてきた必要と考えるエッセンスが多数含

まれておりますので、これらの確実かつ反

復的な実施を強く願います。また、それと

同時に、突発的な欠員補充に関しては、も

ちろんすべての課を対象とするわけではあ

りませんが、知識や経験が物を言う職場が

やはりあるかと思います。そうした部署に

おいて、経験豊富な方を採用するという手

段について一つ思いがあるのですが、この

点についてお伺いをいたしたいと存じます。 

 以上を２回目といたします。 

○上村高義議長 答弁を求めます。生活環境

部長。 

○水田生活環境部長 地域と協働を考えて、

不法投棄や資源ごみの持ち去り等をホット

ラインをつくって取り組めないかというこ

とでございますが、本市の地域には、自治

会長から選任推薦を受けた方の摂津市廃棄

物減量等推進員として委嘱された方がござ

います。推進員の活動といたしましては、

不法投棄の巡視活動、不法投棄の予防に努

めていただいており、行政への情報提供も

お願いしておるところでございます。また、

地域での集団回収活動の推進についても行

っていただいており、既に地域で実施して

いる場合は、より効果的・効率的な回収が

できるよう、実施団体と自治会との連絡調

整役を担っていただいております。このよ

うに、廃棄物減量等推進員は、市と自治会

を結ぶパイプ役としての役割がございまし

て、市民、行政と一体となった取り組みを

行っていただいており、協働で不法投棄や

資源ごみの持ち去りについて対応してまい

りたいと考えております。 

 それから、地球温暖化防止の観点からい

たしますと、市役所だけではなく市民や市

内事業所などにもノーマイカーデーの取り

組みを広げるべきではないかというお問い
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でございますが、地球温暖化対策の観点か

ら申し上げますと、ノーマイカーデーの取

り組みは大変意義ある取り組みでございま

す。現在、本市では摂津市地球温暖化防止

地域計画の策定に着手したところでござい

ますが、ノーマイカーデーのような自動車

利用の自粛というのは、市や市民、事業所

のいずれにとりましても、必須の取り組み

として、地球温暖化防止地域計画の中に位

置付けられるものと考えております。 

 以上でございます。 

○上村高義議長 総務部長。 

○有山総務部長 色覚異常の方に対する現状

認識ということでのお問いでございますが、

私どもが現在発行しておりますハザードマ

ップでは、暖色系の淡い色が使用されてお

ります。心身障害者へのバリアフリーは社

会的な認知がなされており、行政としても

さまざまな取り組みを行っております。し

かし、発行物に関して色覚異常の方に対す

る配慮が十分になされていなかったと考え

ております。現在、印刷技術の発達により、

少し前でしたらモノクロであった新聞、教

科書、一般書籍などは、ほとんどがカラー

印刷になりました。地図や案内図、電光掲

示板も多色のものが普通になりました。ま

た、鉄道の路線図や公共施設や展示会場な

どの案内図などは、多彩で微妙な色使いが

増えてきております。大多数の方にとって

は、このような色の表示はわかりやすく、

情緒的な情報さえも伝えられる便利な信号

なのですが、色覚異常の方にとっては、こ

れら色信号による表示は識別しづらく、か

えって不便を感じるといったケースも考え

られます。議員ご指摘のとおり、今後、ハ

ザードマップのみならず、本市の発行物に

対しましては、ユニバーサルデザイン、と

りわけ色覚バリアフリーを考え、色覚異常

の方の立場にも配慮していきたいと考えて

おります。 

○上村高義議長 教育総務部理事。 

○市橋教育総務部理事 学校での色覚検査と

色覚問題に関する指導について、ご答弁申

し上げます。 

 小学校における色覚検査につきましては、

学校教育法施行規則の一部改正により、健

康診断項目から色覚検査が削除されたこと

に伴い、平成１５年度から実施しておりま

せん。その際、文部科学省の判断根拠は、

色覚異常についての知見の蓄積により、色

覚検査において異常と判別される者であっ

ても、大半は支障なく学校生活を送ること

が可能であることが明らかになっているこ

と、及び色覚問題に関する指導の手引きを

作成し、色覚異常のある児童への配慮につ

いて指導していることの２点でございます。

現在、中学校を含めての学校現場における

色に対する配慮は、ユニバーサルデザイン

の観点から行っているところでございます。 

 平成１５年度に、文部科学省が作成した

色覚に関する指導の資料をもとに、知らず

知らずのうちに子どもたちの学びを妨げる

ことのないよう、緑色の黒板に赤いチョー

クをできるだけ使わないよう配慮するなど、

取り組んでいるところでございます。また、

カラー化が進む中、教科書においても、幾

つかの会社がカラーユニバーサルデザイン

に取り組んでいる状況もございます。 

 今後も、だれにとってもわかりやすく、

よい学びを目指すためにも、さらに教育的

配慮に努めてまいります。 

○上村高義議長 市長公室長。 

○羽原市長公室長 欠員補充の対策というこ

とでございますが、一般的には事務補助と

して臨時職員を雇用したり、人事異動によ

り対応しているところでございますが、業
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務の内容によりましては、その業務の知識、

経験の豊富な人材を雇用することも必要に

なるであろうと考えられます。しかし、突

発的な欠員に対応するために、迅速に正規

職員を雇用するということは、現行制度上

は非常に難しいところでございます。現時

点では、長年の経験を持ち、その業務の中

心になっている職員の退職などに際しまし

ては、補充要員となる職員をあらかじめ採

用するほか、業務の知識、技術の継承や業

務の円滑な推進を図ることを目的として、

再任用制度や大阪府職員の派遣制度などを

活用しているところでございます。今後と

も継続的な組織力の維持のために人材の育

成には努めてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

○上村高義議長 三宅議員。 

○三宅秀明議員 では、３回目に移らせてい

ただきます。 

 まず、住環境ホットライン云々について

質問をいたしましたが、先ほど来、登場し

ておりました廃棄物減量の推進員さん、こ

れがその役割をほぼ担っているという内容

であったと理解をいたしました。であれば、

やはりこちらのほうを充実していただくほ

うが、その必要があるのかなというふうに

思います。今はインターネットなどのさま

ざまなツールがあることですし、こうした

ものも生かしながら、まずはこの地上デジ

タル化のテレビの不法投棄を端緒として、

今後の不法投棄対策等の対応に当たってい

ただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 次に、交通政策、特にはノーマイカーデ

ーについてであります。温暖化対策への取

り組みの充実等に関連して、地域計画との

兼ね合いの重要性をご指摘いただきました。

であれば、やはりこれは非常に前向きな答

弁であると私は認識をいたすところであり

ます。市民、また市内事業者にはしっかり

とした協力をいただきたいと思いますが、

しかし、去る２２日には、市内商業者団体

８団体、計１５１店舗がこども１１０番の

家に加わられたということで、本市の事業

者の皆様の協働に対する熱意、高い意識を

感じ、感謝をいたすところであります。 

 そして、このノーマイカーデーを推進す

るということは、地球温暖化対策の面はも

ちろんでありますが、公共交通機関の利用

増にもつながるものであり、ひいてはその

周辺商業店舗等の活性化にもつながると思

われます。そこで、さまざまな議論の基礎

ともなり得る、そして有意義だと思われま

すが、この点について、このノーマイカー

政策につき、部長会で厳しく指摘を行われ

ている副市長にお考えをお伺いしたいと思

います。 

 次に、危機管理について。資料の作成と

広報について、総務、また教育委員会から

前向きな答弁をいただきました。昨今は、

さまざまな新しい疾病対策に取り組まれて

おります。これはもちろん重要なことでは

ありますが、今回の私の質問のように、把

握されづらい疾病を有する方がおられるこ

ともまた事実であります。広報の観点から

は、本市のホームページには、色調変換ツ

ールが搭載されております。こうしたもの

を紙媒体にも取り入れていただきたいと思

いますし、また、既に搭載されているこの

配慮については、ありがたく思います。ま

た、学校につきましては、チョークの色を

はじめ、さまざまな工夫がなされていると

いうことでございました。これは、決して

検査がなくなったことについて、その当否

を問うものではありません。今後、電子黒

板や電子教科書などが普及していくに当た
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り、一層の労力が必要となってくると思わ

れます。それはどういうことか。色が増え

るということは、すなわち脳が処理する情

報量が飛躍的に増大するということであり

ます。ＡＤＨＤなどとの関連はもちろんで

ありますが、集中力の維持などといった授

業の組み立て方にも大きな影響が出てくる

ことは避けられません。管理職の皆様には、

現場との連携を一層密にし、既に取り組ん

でおられる学力向上プランなどとともに、

子どもたちのよりよい学習環境づくりに努

めていただきますよう要望いたします。 

 最後に、庁内体制についてであります。

今後の見通し等についてご答弁をいただき

ました。以前、私は、この事業継承、知識

継承について、伊勢神宮の式年遷宮を例示

したことがございます。今回のご答弁でも、

そうした継承についての意識に触れておら

れました。短期的、また長期的な戦略を持

ってこうした点に当たっていただきたいと

強く思います。仕事は、ますます質の変化

が進んでおります。各位が一層の努力をさ

れることを併せてお願いいたします。 

 そして、最後に、国政はもはや言うに及

ばず、大阪府も今や激動の中にありますが、

市長にはトップとして摂津市行政をしっか

りと牽引し、市民に安心を与えていただく

責務があります。そうした意識を、副市長

や教育長をはじめとするすべての皆様が共

有され、また、状況の共有を意識され行政

運営に当たっていかれますよう強く要望し、

質問を終了いたします。 

○上村高義議長 答弁を求めます。副市長。 

○小野副市長 ノーマイカーデーの取り組み

につきましては、部長答弁がありましたよ

うに、当初は大気汚染の防止もありますけ

ども、大阪の交通渋滞の解消策ということ

が大きな観点であったと、そういうことで

理解をしております。そういった意味で、

本市はいち早く実施をいたしたところであ

ります。 

 その取り組みにつきまして、今、考えま

すと、当市は、ある程度、職員の自主性に

重きを置いて実施をしてきたというふうに

感じております。例えば、一つには妊娠中

の職員の問題だとか、子育て中の職員の問

題であるとか、遠方から交通機関不便地か

らの通勤であるとか、時間外勤務、変則勤

務、これは職員団体ともそういう議論をい

たしましたが、考慮して、また強制的に行

うのであれば、通勤手当の増加を招くので

はないかという議論もきのうのように覚え

ております。しかし、ＣＯ２削減とか地球

温暖化防止の観点ということから、車社会

から交通機関への利用といった世間一般の

高まりといいますか、せめて月１回のノー

マイカーデーは例外を設けないで実施をす

るということにいたしました。 

 例えば、今後、平成２３年には、環境負

荷の削減をするための計画を策定していく

ということを部長が言っておりますが、そ

の中に行革の視点も含めまして、公共施設

の附属駐車場、これを有料駐車場にしたい

ということを第４次行革の中でも言ってお

ります。その考え方の中に、いわゆる有料

の市営駐車場としての取り扱いをお願いし

たいと。これはまた今後、議会でご議論を

願いますけども、その視点は、環境問題か

ら、できる限り市民の皆さんについても自

転車、徒歩、交通機関の利用をお願いした

いということも一つ考えております。 

 もう一つは、この駐車料金の一部につき

ましては、議会でも議論いたしますが、先

ほど環境基金ということを申し上げました。

その中身については、一部、環境施策推進

のための基金を創設ということもその中に
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入れ込んでおるということも検討しており

ます。いずれにいたしましても、先ほど部

長から言いましたようなノーマイカーデー

の取り組みは、市や市民、事業所の必須の

取り組みとして位置付けられるものという

ふうにも答えておりますように、本市が毎

月２０日のノーマイカーデーを、マイカー

通勤からいかに職員も交通公共機関、自転

車、徒歩で来る取り組みということも当然

延長線上の中にも入ってくるというふうに

は思っております。これもいろんな職員の

議論もあると思いますが、今後のＣＯ２の

削減の取り組みの中でノーマイカーデーの

取り組みをどう強化できるか、もしくはマ

イカーを自粛して、徒歩、自転車等で通勤

をするか、こういったことも大きな観点と

いうふうにも考えておりますので、今後十

分その中の議論として市としての方向を定

めてまいりたいなというふうに考えており

ます。 

○上村高義議長 三宅議員の質問が終わりま

した。 

 次に、山崎議員。 

  （山崎雅数議員 登壇） 

○山崎雅数議員 では、一般質問をさせてい

ただきます。 

 ７月２２日、府と市町村の協議会を持た

れた中で、国民健康保険料の府内統一料金

化ということを年内に知事はまとめるとい

うことにしたというふうにお聞きをしてお

ります。藤浦議員の質問でご説明いただき

ましたけれども、市の条例を府がさわれな

いというのは当然のことなんですけれども、

相手はマスコミによく出てくるあの橋下知

事でありますから、影響がないということ

にはならないと思っております。７月の協

議の最後に副知事が示した方針は、それぞ

れの自治体で行っている一般会計からの繰

入れ、減免制度、これはないものとして、

じゃないと統一できないと言っていますか

ら、そういうことで統一料金を試算すると

いうことを言っています。こういう動きが

摂津市にもたらす影響は今後どうなってい

くか、どう考えておられるか、お聞かせい

ただきたいと思います。 

 次に、大阪府は８月５日に財政構造改革

プラン（素案）を出しまして、パブリック

コメントを求めております。ここに示され

たプランが摂津市に及ぼす影響について伺

いたいと思います。このプランは、国にい

ろんな制度を求めるという形をとっており

ますけれども、それが実現するかせんかに

かかわらず、府の仕事はばっさり削ってい

こうということが骨子になっていると思っ

ております。このプランは、府民生活をさ

らに苦しめることにならないかと。都市基

盤の見直しでは維持補修のみとして建設を

行わない、その補修も市町村に振り分けよ

うと。ほかにもたくさんの業務が、先ほど

からの議論にも出ています業務の移譲の検

討もされています。府の仕事をどんどん減

らそうと。また、府税などの徴収業務の強

化、教育の分野でも私学助成、修学金の見

直し、こういった要するに削減をあげてお

られるわけです。また、このプランにはあ

りませんけれども、その一方ではＷＴＣの

買い上げ、府庁移転もあきらめておりませ

んし、箕面森町、安威川ダムも断念しない

と。こんなプランは撤回すべきだと思って

おりますけれども、ここではその中の４点

について伺いたいと思います。 

 まず、中小企業向けの融資制度の見直し

についてです。預託資金を引き上げて焦げ

つきが起こっているのをなくすんだという

ことを言っておりますけれども、平たく言

えば、これは府の融資支援をなくしていく
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ということではないでしょうか。現状と将

来についてお聞かせをいただきたいと思い

ます。 

 次に、来年から廃止としてあげられてい

る事業に千里救命救急センターの支援事業

があります。これはどういうことかと、大

丈夫なんですかと問わざるを得ません。摂

津市からも市民が利用する医療機関だと思

いますけれども、現状と見通しを聞かせて

ください。 

 次に、素案では公営住宅への行政投資の

あり方を見直すとあります。本来、公営住

宅は法律で規定をされ、自治体は安価で安

定した住環境を保障していくべきだという

精神に立つべきだと思うんですけれども、

民間家賃と比較をして入居者が不当に利益

を受けているかのような議論が展開されて

いる。抽選の高倍率が不公平だと、まるで

差別が存在するかのような。また、公営住

宅のあり方そのものを否定するような議論

が展開されております。これまでは府民の

入居希望がかなえられるように増設を求め

ておりました。その方向で入居希望が困難

な問題を解決すべきだとしておりました。

ですから、２０年近く増設はないわけです

けれども、部屋の増改築改修工事、耐震工

事を行っていく中で、少なくとも戸数は減

らさないとしてきたものです。それを今回

は一転半減の方向、半減するとは書いてい

ませんけど、半分ぐらいは改修が必要だか

らどうしましょうというふうな形を書いて

いるわけですね。摂津市における府営住宅、

これにどういう影響があるかということを

お聞かせいただきたいと思います。 

 四つ目に、これまでも府民の運動で福祉

４医療の制度を後退させないと頑張ってま

いりました。２度の知事の予算提案を阻止

してきたものですけれども、プランの中で、

国が本来福祉医療を行うべきだと、だから

これを要求するんだと言っていますけれど

も、その上で、大阪府は福祉を向上するた

めに国の制度に今行っている医療保障を上

乗せして充実するというのならわかるんで

すけれども、国が行う福祉医療制度を重視

するとしていますけれども、それが実行さ

れるかされないかわからないけれども、平

成２５年という期限も切って制度の見直し

を行うということを書いています。府が実

施すべき守備範囲を検討すると。つまり、

府が実施する福祉４医療を府の持ち分では

ない、削減して国と市町村でお願いすると

いうような発言が続いているわけですから、

２５年からの実施がどういうことになるか、

お聞きしたいと思います。 

 １回目は以上です。 

○上村高義議長 答弁を求めます。保健福祉

部長。 

  （佐藤保健福祉部長 登壇） 

○佐藤保健福祉部長 質問番号１、国民健康

保険料の府下統一の協議に反対することに

つきまして、ご答弁を申し上げます。 

 まず、現在の状況でございますが、先の

ご答弁で申し上げましたように、本年５月

末に知事と市町村長の意見交換会が開催さ

れ、国民健康保険の広域化が市町村長側か

ら要望として出されました。これを受け、

７月２２日に府と市町村との協議の場が持

たれ、国民健康保険の府内統一料金化に向

けた制度素案を府が年内にまとめることで

合意をしております。また、統一料金化の

方向につきましては、保険料の平準化と保

険者の一元化がございますが、このうち保

険者の一元化は、現行制度上は不可能とな

っております。また、大阪府が標準料金を

決めて、その料金に各市町村がすべてなら

っていただくなら法改正は不要との発言が
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副知事からあり、年内をめどにこのような

観点から制度素案をまとめることとなって

おります。今のところ、具体的にどのよう

な方法で府内統一料金化が図られるのかは

明らかではありませんが、保険料について

は、各市町村の国保条例に基づくことが必

要で、具体化までにはこういう点について

もクリアする必要があるものと認識をいた

しております。なお、市町村の条例がその

ままとなるなら、現行の繰出金や減免制度

につきましては、それぞれの市町村がそれ

ぞれの国保運営協議会や議会に諮りながら、

あるべき形を検討することとなるものと考

えております。 

 続きまして、質問番号２の（４）福祉４

医療制度について、府が実施すべき守備範

囲を検討し、見直すことについて、ご答弁

を申し上げます。 

 福祉４医療制度の見直しのうち、まず国

への制度提言でございますが、地方単独事

業の実施に伴う国保への国庫負担金の減額

措置については合理的理由がなく、国が負

うべき責務を担っている自治体の努力を阻

害するものであり、直ちに廃止すべきであ

るとの主張は的を射たものであり、また、

福祉４医療制度を国において制度化される

べきものとの主張も、安心して医療を受け

るため、全国一律に制度を設ける必要性に

ついては妥当なものであると考えておりま

す。 

 次に、こうした見直しが往々にして後退

につながるという点につきましては、大阪

府の福祉医療の現状は全国のレベルに比べ

平均点なものであり、決してレベルを下げ

る状況ではないと考えております。府の福

祉医療制度は、福祉４医療制度の基盤であ

り、府の福祉医療制度をもとにしなければ、

市町村単独制度も成り立たないため、非常

に重要なものでございます。具体的なこと

は、平成２４年秋ごろに示すとされており、

何をどのようにするのか、現時点では不明

なため、福祉医療の後退につながらないよ

う注意深く見守ってまいりたいと考えてお

ります。 

○上村高義議長 生活環境部長。 

  （水田生活環境部長 登壇） 

○水田生活環境部長 質問番号２の（１）大

阪府の財政構造改革プランに係る中小企業

向け融資制度について、概要と本市の影響

にご答弁申し上げます。 

 府の制度見直し案は、保証残高の債務増

加に伴い、預託資金の調達コストや損失時

の補償負担が年々増加し、持続可能性に懸

念が出ていることから、低金利を実現する

ための預託金や貸出審査に影響する損失補

償の抑制による改革案となっています。本

市は、現在、大阪府と連携し、市内中小企

業への事業資金融資を積極的に取り組んで

おり、平成２１年度の対前年比では、市事

業資金融資の３６件が８７件となり、２．

４倍の利用となっております。プラン実施

による本市の影響につきましては、府融資

利率の上昇分が市の融資利率である１．

２％に上乗せされるのではないかと考えて

おるところでございます。 

○上村高義議長 保健福祉部理事。 

  （福永保健福祉部理事 登壇） 

○福永保健福祉部理事 質問番号２の（２）

大阪府の財政構造改革プラン（素案）のう

ち、千里救命救急センター支援事業廃止の

影響について、ご答弁申し上げます。 

 ８月初旬に示された大阪府の財政構造改

革プランの中で、廃止される事業の一つに

千里救命救急センター支援事業があげられ

ておりますが、これは、平成１８年度に府

立千里救命救急センターが社会福祉法人恩
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賜財団済生会支部大阪府済生会へ移譲され

た際、その民営化が円滑に実施できるよう、

両者の覚書に基づき、今年度まで５年間の

運営費補助等が行われていたものが、補助

期間終了になるものと伺っております。救

急医療体制につきましては、大阪府が各二

次医療圏ごとに主宰する保健医療協議会で

体制の確保を図ることとなっておりますこ

とから、豊能二次医療圏に属する千里救命

救急センターに関する情報に直接接すると

いう機会は限られておりますが、今回の補

助金の廃止に関しましては、経営者である

済生会千里病院や吹田市から大阪府あてに

存続についての要望が出されていると伺っ

ております。今回、廃止になりますのは、

民営化に伴う一時的補助金で、経常的な運

営補助につきましては継続されるようです。

本市の属しております三島医療圏におきま

しても、三島救命救急センターに対する

国・府からの運営費補助金がございますが、

現在のところ影響はないものと考えており

ます。 

 平成２１年度に摂津消防から三次救急医

療機関へ搬送された件数は、全体で１４６

件ございましたが、９６％に当たる１４０

件が三島医療圏と豊能医療圏の医療機関に

搬送されております。医療機関別では、三

島救命救急センター４７件、千里救命救急

センター２２件で、全体の搬送件数の半数

近くを占めております。 

 このような状況を踏まえ、市としまして

は、広域的観点から、北摂市長会を通して

財政的支援の充実を要望しているところで

ございます。 

○上村高義議長 都市整備部長。 

  （小山都市整備部長 登壇） 

○小山都市整備部長 質問番号２の（３）大

阪府の財政構造改革プラン（素案）のもた

らす摂津市への影響で、公営住宅への行政

投資のあり方についてのご質問でございま

すが、今年８月に大阪府財政構造改革プラ

ンの素案が出されました。その中で、公営

住宅への行政投資のあり方については、事

業目的や内容、府営住宅が抱える課題、住

宅政策のあり方、公営住宅経営などが掲げ

られ、今後、国に対し制度改正を提言され

ようとする内容になっております。この財

政構造改革プランは素案であり、具体的な

検討についてはまだ未定であると大阪府か

ら伺っております。そうしたことから、本

市における府営住宅の削減については、具

体的に示されてはおりませんので、影響に

ついてはまだわからない状況でありますが、

市内の府営住宅は耐震工事も着手されてお

りますので、現段階ではそのようなことは

ないと考えております。 

 また、特別会計の導入で管理コストなど

の見直しや一層の収入確保については、府

営住宅だけを特化することにより、歳入歳

出を明確にし、自立性を高めるもので、住

宅家賃については、公営住宅法の規定もあ

り、直接リンクするものではないと伺って

おりますが、今後の大阪府の動向につきま

しては注視してまいります。 

○上村高義議長 山崎議員。 

○山崎雅数議員 大阪府の素案であり決定で

はないと。どうなるかわからないでは困る

んじゃないかと思っているんです。どうな

るか、これがやってきたときにどういう対

策を打つか、準備をしましょうという答え

をぜひいただきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 まず、国保料の統一の問題は、国保会計

への一般繰入れをやめたいという各自治体

の左前の財政事情、こういう発言を市長会

などで引き出しております。それを御旗に
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統一料金の提案ということを言い出したわ

けですね。大阪府知事という立場で府下統

一料金というものを言い出して、各自治体

に影響がない、こういうことは言えないと

思います。先ほどの藤浦議員への説明でも

ありましたけども、今現在でも、もう府知

事の意向の形というか、この流れの中で摂

津市が繰入れを減らす、減免を見直すとい

うことになれば、現行制度上でも限りなく

統一化に近付くことは可能なわけです。で

すから、国保が国民皆保険制度で医療を保

障していく制度として発展させていくもの

だという立場に知事は立てていないと思う

んですけれども、国が後期高齢者医療制度、

これをどうしていくかという中で、高齢者

の保険を広域化するという案が検討されて

おります。知事はこれを先取りしたもので

はないかと思っています。 

 広域化の議論は、統合でスケールメリッ

トといって職員の削減ができるかのように

言っておりますけれども、携わる事務の量

や質が変わるわけではありませんし、運営

や経費も今現在自治体が負担していますか

ら、保険会計そのものには負担がかかりま

せん。逆に、後期高齢者医療制度のように、

独立した機関をつくって経費まで連合体に

かぶせると、国民負担というか市民負担が

増大することになります。後期高齢者では

現役世代の負担も入れましたけれども、国

保でしたらそういうわけにもいきませんか

ら、もっとひどくなります。 

 また、広域化では、各自治体が窓口で被

保険者の事情を今現在聞いて、医療が受け

られないことのないように一生懸命フォロ

ーしております。これが連合体の窓口業務

の代行ということになると、滞納者、それ

から届けが困難なお年寄り、こういう方々

にコンタクトをとる努力が小さくなれば、

弱者の切り捨てにつながるおそれがあると。

短期証の発行が後期高齢者医療制度では増

大しています。短期証や資格証の発行で医

療からの締め出しが加速されるおそれがあ

ります。国が社会保障、医療保障として医

療に負担をするという立場に立ち返らない

限り、府や広域連合、こういった組み合わ

せを幾ら変えても、医療費、高齢化の増大

が保険料など国民負担に直結します。答弁

されたように、知事が各自治体の保険料の

決定を左右できるものではありません。し

かし、ここまで国保料は何円まで上げるべ

きだと知事がアナウンスをする、この効果

は軽視できるものではありません。もう統

一保険料算定との発表はやめるよう求める

べきだと思うんですが、いかがでしょうか。

摂津市としては市民の命と健康を守る保障

の仕組みとして国保を発展させるべきであ

り、府の動きを負担の増大の理由にすべき

ではない。これまで培ってきた委任払いと

か減免の制度を堅持して発展させるべきだ

と思います。お考えをお聞かせいただきた

いと思います。 

 摂津市の国保では、昨年の軽減分が３億

２，０００万円、これがすべてなくなると

いう乱暴なものではないにしても、世帯当

たり２万円以上の負担をかけるということ

になります。知事が旗振りをして強権的に

推し進めようとしたら、副知事の発言、保

険料を示すことで各自治体も値上げができ

ないんじゃないかと苦慮している国保で、

府のせいにできるとまで副知事は言ってい

ます。市長としてはこんな乱暴な援助は要

らないと府知事に伝えるべきではないでし

ょうか。 

 次に、府の融資制度、これは昨年から不

況業種の緊急支援がありまして、市内の多

くの中小業者が受けておられます。お答え
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にあったように昨年で２．４倍、今年も続

いております。預託を引き上げるというこ

とは、保証協会が保証審査をして貸し出し

ていたものが銀行へ直接お願いしに行くこ

とになる。厳しくなります。府や保証協会

の果たしていた役割は非常に大きく、銀行

から直接借りるとなると、交渉するにも金

融機関が今大分撤退をしていますから、ま

た、それから法人向けの融資の審査は東京

でしかやらないというところもあるんです

ね。大変です。また、信託保証がなければ

金利が上がることになります。先ほども１．

２％上がると言われました。業者にとって

は不況からいつ抜け出せるかわからないと

きに、低利だからこそ借りて運転資金にし

ていた借金、これがやり繰りが厳しくなっ

たから借り換えようとしても、金利が上が

るでは借りれません。低利だから借りれて

いたものが借りられなくなるということに

なります。審査も厳しい、経営が苦しくて

借金をしてでも商売を続けていたものをも

うやめてしまえと言われているようなもの

だと、それこそ返せません。 

 運転資金というのは本当に重要で、資金

がないというだけで法人がつぶれるという

ことがあるんです。今でもありますけれど

も、金融危機のときに貸しはがし、貸し渋

りが続いて、運転資金が枯れた企業が数日

後に入ってくる入金が待てずに黒字倒産と

いうことが続きました。また、知事が、預

託金を引き上げたら、預託金の６，８００

億円、これが浮くと言っていますけども、

焦げつきもなくなるというような言い方も

しますけれども、ご存じのように大阪府も

５兆円に上る膨大な財政赤字でお金がある

わけではありません。府もお金を借りて運

用しているわけですから、実質的な府の経

費というのは０．１％と言われる公的金利

の７億円程度のものなんです。それで経済

的には貸出残高２兆１，０００億円の経済

効果を生み出しているわけですから、この

お金としては非常に生きた使われ方をして

いるわけです。ですから、２兆１，０００

億円の流動資本が大阪府から引き上げられ

たら、それこそ大阪の経済の底が割れてし

まいます。やめても、これは知事が言うよ

うに使えるお金ではないんです。 

 そして、融資は市場原理に任せるべきだ

と知事は言い張ります。一緒に国に対して

大阪府が申請しているサラ金特区、多重債

務の問題解決に一生懸命弁護士さんとか皆

さんが頑張ってきたものを壊そうと。まさ

しく弱肉強食で放任状態にしようと言うの

でしょうか。大きい企業も中小企業も同じ

条件でお金を借りろというのでは戦えるわ

けがない。事実上、中小企業の支援融資な

くして銀行金利でお金を借りよ、これでは、

公的融資に力を入れて雇用を守ると菅政権

が言っていますけども、これとも真っ向か

ら反対します。沖縄に次いで経済状態が悪

く、雇用も落ち込んでいる大阪がとるべき

政策では全くありません。 

 岡山県では、この９月２２日、円高対策

の融資の緩和の対策を出したところです。

これまでも大阪府が中小企業振興費、商業

振興関連費を半分にされたり１０分の１に

されたり、大幅に削られています。それこ

そ倒産を出さない、失業者を出さないため

にこの融資を続けるよう強く求めるべきだ

と思うんですけれども、お考えをお聞かせ

いただきたいと思います。 

 次に、千里救命救急センターですけれど

も、千里救命救急センターの約束の期間が

終わったということであったとしても、セ

ンターの経営が上々というわけではないと

聞いております。経済的理由で診療科、職
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員、病床、これの削減が行われれば、やは

り利用者が困ります。本市の医誠会でも救

急を減らされたところです。各地で経営危

機とか医療機関の廃止・削減が続いて、医

療の危機と言われている昨今、三次救急の

整備には充実を図ってもらいたいと思いま

す。この夏には熱中症の救急搬送が倍加し

ました。民間であっても医療制度を支える

医療機関を支援してほしいという要望はし

っかり上げてほしいと思います。３億５，

０００万円という補助が、新しい形とか、

ほかの制度からぶん取ってくるなんていう

ことは、なかなか望み薄というか、まずな

いと思うんです。ですから、金額も制度も

維持してもらえるよう要望していただきた

いと思います。要望で結構です。 

 それから、次、公営住宅では、一昨年か

ら地位承継など制度改定もされて、今年か

ら駐車場の管理が指定管理者制度に移った

んですね。来年からは早速空き駐車場の有

効利用ということで、時間貸しの駐車場に

されるということが今月の府営住宅のたよ

りに掲載されておりました。このように、

もうける住宅経営のように料金の収容に力

を入れるというのもこのプランに書かれて

います。また、特別会計にして一般会計か

らの繰入れを行わず独立採算にするという

か、公営住宅の精神とはちょっと違ってい

る方策をとろうとしていると思います。摂

津市民が住んでいる府営住宅が住み続けら

れる適正な公的住居としての機能を果たし

ているか、しっかり市にも注視をしていた

だきたいと思っております。要望といたし

ます。 

 次に、４医療制度、これは先ほどの答弁

では平均的だとかありましたけれども、い

や、医療制度は大阪府下では全国市町村に

比べると低いほうです。例えば、幼児医療

やったら２歳までしか大阪府は保障してい

ません。しかし、この４医療の制度は、大

阪府が医師会と契約をして医療証を持って

いけば患者さんに窓口の負担を求めない制

度になっています。どこまで見直しをする

かは具体的ではないにしろ、大阪府と契約

するのは大阪府、これを一切なくしてしま

うということになると、各自治体が大阪府

の医師会、例えば摂津市やら吹田市が各大

阪府の医師会にお願いしに行かんと、この

制度は続けられへんということになりはし

ないでしょうか。少なくともこの制度をし

っかり残してほしい。かつ、もし残らない

ということであっても、せっかく中学校の

卒業まで入院、それから小学校入学まで乳

児医療、子ども医療補助をつけることにな

った摂津市ですから、もしなくなって各医

師会とのコンタクトが、きちんと窓口負担

ができないということになれば、還付でで

もこの補助制度というのは摂津市としては

残すというようなことを言っていただきた

いと思っております。 

 以上で２回目とします。 

○上村高義議長 保健福祉部長。 

○佐藤保健福祉部長 まず、国保の保険料の

平準化の問題でございますが、これにつき

ましては、先ほどご答弁でも申し上げまし

たように、本市の国保料につきましては、

国保条例の１２条から１５条の１０までの

各項目で子細に保険料率、均等割、平等割

の計算式が記載されておりますので、この

形というのは大阪府下の大方の市町村がほ

ぼ同一の形態であると、こういう状態がご

ざいます。そういう意味で申しますと、大

阪府内の国保のすべての加入者の所得を読

み込んで、いわゆる大阪府内の市町村が単

一の保険者になったときに、大体どれぐら

いの保険料率になるのかというようなこと
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は、相当計算としては難しい部分もあろう

かとは思うんですが、技術的には可能かと

思います。ただし、先ほどのご答弁でも申

し上げましたように、それぞれの市町村の

保険料を決めておるのはそれぞれの市町村

の条例ということがございますので、その

部分については、それぞれの市町村の中で

の一定の手続きが要ると。ただし、この手

続きがあったとしても、私の認識といたし

ましては、この１２条から１５条の１０と

いうのは、いわゆる医療費の支払いに必要

な財源を賄うための保険料を算出する計算

式が条文になっておりますので、それをも

とに算出された保険料率を下げることは可

能であっても、それ以上に設定するという

ことは、この条例がある限り、実際上非常

に難しいという状態がございますので、先

ほどのようなご答弁をさせていただいたと

いうことでご理解をちょうだいしたいと。 

 それから、もう１点は、いわゆる府内の

すべての市町村が単一の保険者になる、こ

れも現行の法制度の中ではできないような

形になっておりますので、これは国が定め

る国民健康保険法そのものの改正が必要だ

というふうに認識をいたしております。 

 それから、福祉４医療制度にかかわるご

質問でございますが、これにつきましても、

議員ご指摘のとおり、摂津市が行っており

ます市単独でのいわゆる上乗せ制度、この

部分はあくまでも大阪府の福祉医療制度、

これを大阪府が実施するということで、大

阪府が府の医師会と協定を交わして、その

基盤の上に立って、市町村がそれをもとに、

その上に制度拡充をしているというような

仕組みになっておりますので、そういう意

味で、この市の制度を維持しようというこ

とになるのであれば、府の制度がない中で

は、摂津市が市の医師会だけにとどまらず、

近隣各市ないしは市民の方々が利用しそう

な府内の医師会と個別契約をするか、ない

しは大阪府の医師会と摂津市が契約すると、

こういう手順をしない限り、医療証が流通

しないような状態になりますので、そうい

う意味で、先ほどもご答弁申し上げており

ますように、今の府の制度がやはり福祉医

療制度の基幹をなすものであるという認識

はいたしております。そういう意味で、今

回の府のほうでの提言については、趣旨と

しては十分理解できるところでございます

が、決して国に提言をしたら府の分はもう

やめてもいいもんやというようなものでは

ないという認識をいたした中で、具体にど

ういうような対応が出てくるのか、これを

十分注視していきたいというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

○上村高義議長 生活環境部長。 

○水田生活環境部長 中小企業向け制度融資

の見直しでございますけれども、本市が中

小企業向け融資制度の変更点を府に確認い

たしましたところ、現在、概要部分の公表

であって、直接影響する融資メニューや利

率などの詳細についてはまだ確定していな

いと聞いております。もちろんプランが実

施されますと、利用者は依然厳しい景気の

中での利上げなり実質的な負担増が見込ま

れます。本市といたしましては、府連携融

資を継続し、市内事業者の支援を行ってい

く観点から、詳細情報が示された段階で府

や信用保証協会に強く要望してまいりたい

と考えております。 

○上村高義議長 山崎議員。 

○山崎雅数議員 だから、決定ではなくてこ

れからのという話を、ぜひ、やられたら大

変やという認識を今回持っていただきたい

と思って取り上げたんですけれども、ほん
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まに摂津市民のために、このプランがため

にならないということが議論できたらなと

思っております。建設や教育、府下の施設

閉鎖とか売却とか、開発の温存については

議論しませんでしたけれども、大阪の未来

予想をするにおいて大変なことになりそう

やと。市民の言葉を借りると、背筋が寒く

なると言われております。今回議論した国

保を入れた５点だけでも恐ろしいことにな

るんじゃないかと。 

 まず、国保が府下で統一される、条件を

合わせるために一般会計からの繰入れ、減

免をやらない、保険料は平均で、２００万

円の世帯４人家族で摂津市では今１９万円

を辛うじて切っています。それが、府下平

均は今現在でも２４万円なんです。これが

減免もなくなって延ばされたら２５万円超

えてくる、こういうことになるんじゃない

かと。保険料が上がって払えない世帯が増

える、国保財政にもマイナス、広域化で窓

口がもし薄くなれば滞納理由の短期証、資

格証の発行が増えるということにならない

か、医療にかかれない人が増えるのではな

いかと。また、福祉医療が、窓口でお金が

かからなかった人が、摂津市が頑張っても

一たん窓口で負担して還付になるとか、も

しくは医療費がかかるようになると。それ

から、この医療福祉制度の中で使えた受領

委任払いも、府と医師会との連携がなけれ

ば使えなくなってくる部分が出てくるので

はないでしょうか。千里救命救急センター

の補助金がなくなります。ほかの医療補助

もどんどん減らされています。大阪府が医

療とか救急医療に責任を持たなくなってく

ると、本当に行くところがなくなるという

ことが起きるのではないでしょうか。 

 一番大変なのが中小企業向けの融資。こ

れまで論じたように、預託金の引き上げと

いうのは低利融資の廃止なんです。その上、

保証協会との保証の府の持ち分まで減らそ

うとしているわけですから、２兆円の経済

の血流に例えられるお金が引き上げられる、

黒字倒産、連鎖倒産、冗談でなくなるわけ

です。大阪の雇用は中小企業が支えている

んです。それこそ雇用も、菅首相が一にも

二にも三にも雇用だと言いましたけども、

ほんまに大阪が大変なことになるんじゃな

いかと。タレント人気かどうか知りません

けども、相変わらず支持率が高い知事です

けれども、摂津市民の生活、命と健康を守

るという点では、国の制度、福祉医療制度、

それから金融支援、住宅政策、地域医療に

ついて、これをしっかり守っていくという

立場で、意見が知事と対立しても、市長と

してはしっかりとそういう態度をとってい

ただきたいと思います。コメントをいただ

ければありがたいと思います。 

 私からは以上です。 

○上村高義議長 市長。 

○森山市長 コメントをいただければという

ことでございますので、一言。 

 私は各種のアンケートにいろいろ出すん

ですけど、その中でこんなアンケートに回

答したことがあるんですけれども、国と府

と各市町村があるとするならば、それぞれ

の役割があると。大阪府しかできない、大

阪府だからやらなくてはとか、とにかく大

阪府が頑張ってもらわないかんと。要する

に大阪府、都道府県にはそれなりの役割が

あるわけですね。最近の知事の言を聞いて

いると、地方分権というにしきの御旗のも

とに、どさくさに紛れてという言葉はよく

ないかもわからんけど、何もかも丸投げし

ようとしている、こいつは見逃せないとい

うふうな回答したアンケートがあるんです

けれどもね。このままいくと、大阪府が生
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き残って摂津市のような弱小自治体は疲弊

してしまうと答えたんですが、それは報道

されなかったんですけども、だと思います。

そういう意味では、やっぱり言うべきとき

はしっかりとはっきり物は言わないかんな

とは思っています。 

 国保の件につきましては、いつでもどこ

でもだれでもというんですか、安心して医

療が受けられる日本の皆保険制度、これは

世界に誇る大切な制度だと思います。ただ、

ご存じのように、国の制度でありますけれ

ども、各自治体任せみたいなことになって

おった、そういう中で、もう成り立たんよ

うになってきたと。そこで何とかせないか

んぞと、我々も市長会を通じて国に何度も

何度も意見を言ってきたわけですけれども、

なかなか国も府も皆それぞれ事情があると

いうことで、そのようにはなっておりませ

んけれども、国保会計、健全な運営あって

の健康でございますから、これをどうすべ

きか、これはやっぱりしっかりと発言もし、

そして現実を見ていかないかんと思います。 

 そんな中で広域化という話が出てまいり

ました。今度は国のほうも７５歳以上のお

年寄りの広域化というのを打ち出そうとし

ておりますけれども、いずれにいたしまし

ても、国の法律も改正せないかん話です。

各自治体の条例もあるわけでありますから、

そんなに簡単に、長い長い間の経緯があり

ますから、変われるものでもないんです。

だから、健全な運営、安心して受けられる

一方で、今るるおっしゃったことについて

の整合性をどこに求めていくか、これは

我々もしっかりととらえて、はっきり発言

すべきときは市民の立場で発言せないかん

なと思っています。 

 ちょっと長くなりますけど、この間、あ

る会合のときに、府会議員の幹事長さんが

ちょこちょことおられたんです。僕らは市

長会ででも物はよう言うけれども、どうし

ても靴の上からかゆいところをかいている

ような状況になりかねないと、府議会、し

っかりしてくれよと、私はあえて笑いなが

ら言っておったんですけれども、そういう

意味では、またいろんな折に触れて、いい

ように変わっていくように私たちも努力し

ていきたいと思います。 

 以上です。 

○上村高義議長 山崎議員の質問が終わりま

した。 

 お諮りします。 

 本日はこれで延会することに異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 本日はこれで延会します。 

（午後４時４３分 延会） 
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　　日程１から日程３まで
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（午前１０時 開議） 

○上村高義議長 ただいまから本日の会議を

開きます。 

 本日の会議録署名議員は、木村議員及び

森西議員を指名します。 

 本日の日程に入る前に、昨日の一般質問

の発言中、不適切な部分などについて取り

消したいとの申し出が藤浦議員からありま

したので、発言を許可します。藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 昨日の私の一般質問におき

まして、３回目の質問中の「ｏｏ」及び

「ｏｏｏｏｏｏｏ」という発言につきまし

ては、不適切でありますので取り消しをさ

せていただきたいと思います。よろしくお

取り計らいいただきますようお願いいたし

ます。 

○上村高義議長 ただいまの発言取り消しの

申し出を許可することに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 日程１、一般質問を行います。 

 順次質問を許可します。 

 原田議員。 

  （原田平議員 登壇） 

○原田平議員 おはようございます。 

 １０番、原田でございます。順番に基づ

いて一般質問いたします。 

 まず最初に、市民税の申告についてであ

ります。１番目といたしまして、修正申告

についてであります。 

 例年、毎年ですが、２月になりますと、

市民の皆様方が確定申告をしていただきま

す。そういうところで確定申告をなされて、

その後、申告内容で過ちがあったというこ

とで、例えば扶養の問題とか、あるいは医

療費控除等、控除額の問題や、あるいは所

得について誤りがあったということであり

ます。そういったことで、後日、その修正

の申告をまたされます。そういったときに、

提出をされます修正申告について、税務担

当の方はどのような形でされているのか、

まず１点お聞きをいたしたいと思います。 

 ２番目に、税の申告は複雑多岐でござい

ますので、市民の方も非常にわかりにくい

ということで、そういった知識が非常に少

ない、知識を十分持っておられない方がお

られます。そういった方への対応について、

どのようにされているのか、お尋ねをいた

します。 

 ２番目に、摂津市セッピィ商品券につい

てであります。 

 先般、摂津市セッピィ商品券の実績報告

書として、８月に私どもは産業振興課から

そのまとめをちょうだいいたしまして読ま

せていただきました。そういう中で、いろ

んなアンケート等もとられまして、いろん

な意見が出ておるということであります。

そういった中において質問をいたしたいと

思います。 

 まず、商品券の総括というか検証をどの

ようになされたのか、お尋ねをいたしたい

と思います。 

 続いて、その販売等について、市外の方

が多数購入されているという状況が載って

おりました。これについてどのようにされ

ているのか総括をお聞きしたいと思います

し、また、１人１冊という決めがあったと

いうふうに聞いておりますが、複数求めら

れている方もおられるということでありま

す。そういったことへの問題について。そ

して、取扱店の問題も出ておりました。取

扱店のＰＲ、あるいは市外の取扱店の問題。 

 そして、三つ目に、たばこの販売があり

ましたので、少し疑問に思いましたので質

問いたしたいと思います。他市のこういっ



 

 

３－４

た種類の商品券の取り扱いについて、たば

こについては小売定価以外による販売の禁

止ということで、たばこ事業法の第３６条

にしてはならないという、こういう定めが

あるわけでありますが、そういったことを

踏まえて、例えば茨木市が最近行いました

けれども、商品券にたばこを扱ってはなら

ないというようなことが掲載されて、市民

に周知徹底を図られています。本市におい

ては、たばこはたくさん売れたというふう

に書いておりますが、これについての考え

等もお聞きをいたしたいと思います。 

 続きまして、市営住宅の空き家について

であります。 

 昨日、村上議員が一般住宅の空き家につ

いてのご質問をされておられました。これ

に少し類似をするわけでありますが、お聞

きをいたしたいと思います。摂津市の市営

住宅の各団地における空き家の状況はどん

な状況になっているのか、そして、政策空

き家についてどのように考えておられるの

か、お聞きをいたしたいと思います。そし

てまた、今後の計画についてもお聞きをい

たしたいと思います。 

 ４番目といたしまして、摂津市のコミュ

ニティプラザ複合施設カフェテナントの出

店について、この間、どういった経過で進

んできているのか、経過の進捗状況等につ

いてお尋ねをいたしたいと思います。 

 これで１回目を終わります。 

○上村高義議長 答弁を求めます。総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 市民税の申告についてでご

ざいますが、個人市民税、府民税を合わせ

た個人住民税の申告は、個人所得税の確定

申告の申告時期と同じその年の２月１６日

から３月１５日までの間に前年の所得や控

除を申告していただくものでございます。

一般的に給与所得の方であれば、給与支払

者が年末調整をして所得税を納め、新年の

１月３１日までに給与支払報告書を作成し、

その年の１月１日の賦課期日現在の住民登

録地の市町村に提出し、市町村は給与支払

報告書の内容に基づいて個人住民税を決定

いたします。また、自営業や給与所得者で

年末調整されない、または年末調整ができ

ない方は、税務署へ所得の確定申告をして

いただき、市町村はその申告内容に基づい

て個人住民税を決定しています。さらに、

所得税は課税されないものの、住民税では

課税になる住民税の申告をしていただいて

おります。 

 しかし、年末調整やこれらの申告の内容

に誤りがあった場合は、訂正や修正の申告

が必要となります。当初の申告内容や年末

調整で誤りがあり、所得税が増減する場合

は、税務署で確定申告や確定申告の訂正、

修正申告、更正の請求をしていただき、そ

の変更された内容で住民税も再計算し決定

いたします。所得税が増減しない場合の修

正は、住民税の申告の修正となりますので、

市民税課で修正申告をしていただき、その

変更された内容で再度税計算を行った上で

決定を通知いたします。なお、所得税も住

民税も、当初の申告から修正する際には、

その根拠となる資料として源泉徴収票や控

除関係の証明書などが必要となります。必

要書類がない場合や申告書の記載内容に疑

義がある場合は、修正の申告を受け付けい

たしておりません。 

 次に、税申告の知識が少ない市民への対

応策についてでございますが、２月１６日

から３月１５日までの間に行われます個人

所得税の確定申告の申告期間に合わせて住

民税の申告も同じ時期に行っております。

この時期に毎年、広報せっつの２月１日号
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と２月１５日号で、市府民税と所得税の申

告のタイトルで記事を掲載いたしておりま

す。その内容は、市府民税の申告について、

申告が必要な人、申告をしなくてもよい人、

申告に必要なものなどを説明いたしており

ます。これに先立ち、１月下旬に自治会経

由で確定申告の申告相談会場開設のお知ら

せのチラシを回覧していただいております

が、この中でも市府民税の申告が始まるこ

とをお知らせさせていただいております。

税の申告以外でも、広報せっつの紙面を活

用し、昨年１０月から実施されました住民

税の年金天引きについては、９月１日号と

１０月１５日号でその内容と具体例をあげ

て説明させていただきました。また、１１

月１１日から１７日までの税を考える週間

に合わせて、市民の生活を支える税につい

ての理解を深めていただくことを目的に、

毎年、広報せっつの１０月１５日号で、個

人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自

動車税の税率や税額の計算方法も説明いた

しております。 

 なお、市民税課の窓口に申告等でお越し

になった方には、職員が住民税をより詳し

く説明し、「住民税のしおり」と題した小

冊子も配布いたしております。電話やイン

ターネットで税に関する質問等を受けてお

りますが、担当課では市民が理解しやすい

説明ができるよう、その対応に心がけてお

るところでございます。 

○上村高義議長 生活環境部長。 

  （水田生活環境部長 登壇） 

○水田生活環境部長 質問番号２、摂津市セ

ッピィ商品券に係ります総括、販売、取扱

店等の質問にご答弁申し上げます。 

 商品券の総括といたしましては、昨年１

２月に販売しました商品券が多くの販売所

で即日完売となり、事故や苦情もなく無事

に販売することができました。取扱店は、

当初２００から２５０店を見込んでおりま

したが、商工会の協力もあり、約１．５倍

の３７０店の参加となりました。幅広く使

え、環境に優しいコンセプトが市民に受け

入れられ、歳末の大きなイベントとして市

内消費の拡大が図れたと考えております。 

 販売時の市外の方が購入している件につ

きましては、並ばれた方に順次販売をして

おりますので、実態の把握は非常に困難と

なっております。また、１人１冊の取り決

めが守られていない件につきましては、窓

口では販売は１人１冊での販売となってお

りますが、完売までの時間差で別の販売所

に行かれて購入される場合、平日販売と日

曜販売ともに購入される場合の追跡調査は

困難で、若干ではありますが起こり得る事

象と考えております。 

 ＰＲにつきましては、１０月議会の承認

後の実施となり、実質１か月間の周知とな

りました。市民への周知は、新聞記事、四

大新聞への折り込み、広報紙やホームペー

ジへの掲載、商工会報への掲載、商業団体

への回覧周知、公共施設や駅舎でのチラシ

配置などにより、登録店のＰＲでは、ホー

ムページに最新一覧を掲載するとともに、

商品券購入者には取扱店の一覧を１冊ずつ

配布し、周知に努めました。 

 また、市外の取扱店として、千里丘のイ

ズミヤ店が該当しておりますが、同施設の

敷地の半分以上は摂津市の行政区域となっ

ており、区域をまたがる施設のため、取扱

店の対象としております。 

 そして、たばこの販売につきましては、

たばこ事業法の第３６条、小売定価以外に

よる販売等の禁止に抵触する大阪まるごと

商品券とは取扱方法が違い、セッピィ商品

券が同法に抵触しないことを近畿財務局に
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確認いたしております。また、隣接する自

治体が来年１月に発行する商品券もたばこ

を取扱商品とする予定であると聞いており

ます。 

 続きまして、質問番号４、摂津市コミュ

ニティプラザ複合施設カフェテナント出店

についての進捗状況についてでございます

が、コミュニティプラザのカフェテナント

の出店につきましては、オープン前に市内

に食堂、喫茶等の店舗を有している方を対

象に募集を行いましたが、応募がなく、そ

の後、同一条件で市外事業者を対象に募集

を行いましたが、それも応募がございませ

んでした。本年７月、各市のテナント出店

の条件などを参考に、南千里丘の現状等を

考慮し、基準となる賃料を緩和して、市内

事業所を対象に再度募集を行った結果、出

店申込みを受け付けておりまして、現在、

出店計画書などについて、税理士らの専門

家を交えて書類審査を行っております。コ

ミュニティプラザの運営において、１階に

設置を計画しております喫茶・軽食スペー

スは、利用者のラウンジコーナーとして、

また、コンベンションホール等で行われる

催しにとっても必要な施設であるため、オ

ープンした現在、早期の出店を求めたいと

考えております。 

○上村高義議長 都市整備部長。 

  （小山都市整備部長 登壇） 

○小山都市整備部長 質問番号３、市営住宅

の各団地における空き家状況につきまして

のご質問でございますが、平成２２年８月

末現在の市営住宅の空き家状況は、鳥飼

野々団地では１１戸、鯵生野第１団地と第

２団地では８戸、八町団地では２戸であり、

一津屋第１団地と第２団地の空き家はござ

いません。合わせまして２１戸の空き家と

なっている状況であります。 

 政策空き家の考え方につきましては、公

営住宅法上の定義はございませんが、一般

的には建替計画があり、入居者の退去後、

住宅に補修費を投じてまで入居していただ

くには市の財政負担が大きいため、建て替

えが完了するまで空き家として扱うもので

あります。今後、野々団地と鯵生野団地で

の空き家となっている１９戸分につきまし

ては、建て替え先の（仮称）三島住宅が完

成した時点で新規募集してまいります。ま

た、八町団地につきましては、現在２戸の

空き家となっている状況でございますが、

１戸につきましては近々募集する予定でご

ざいます。もう１戸につきましては、火災

など緊急時の対応のため、即時入居できる

市営住宅を政策的な空き家として扱ってい

くものでございます。 

○上村高義議長 原田議員。 

○原田平議員 それでは、２回目の質問をい

たします。 

 市民税の修正申告があった事案で、先ほ

ど十分なご説明をいただきました。やはり

問題は、非常に税の知識が乏しいというか

少ない方が来られて、窓口の対応が重要だ

というふうにも感じているわけであります。

そういう意味で、いろいろ広報活動や、あ

るいは丁寧にご説明をしていくということ

であります。そういった中で、最終、修正

申告をされるわけでありますが、このとき

に、還付の場合はいいです、税金が返って

きますよという場合はいいですけども、税

金が今度増えますよ、たくさん払ってもら

いますよということがあります。その場で

税額は出ないとは思うんですけれども、お

おむねこれぐらいは払っていただかなけれ

ばなりませんよということをやはり申し添

えておかなければいけないと思います。も

ちろんそれは修正に来られるから、そのこ
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とも理解をされているけれども、十分窓口

の段階でやるべきだというふうに思うんで

すけれども、その辺についてもう一度ご見

解をいただきたいと思います。 

 それから、商品券の検証についてであり

ますが、やはり幾つか問題を残しておりま

す。そして、茨木市の場合を見ますと、ビ

ール券や図書券や、あるいはプリペイドカ

ードなど、換金性の強いものはやってはい

けませんよの中にたばこがきちっと書かれ

ておったということであります。今後、他

市においてもたばこは取り扱われるという

ことでありますけれども、十分慎重に配慮

しなければならないんじゃないか、抵触の

おそれがあるということであります。ない

ということでありますけれども、そういっ

たことも十分考慮した上で取り組まなけれ

ばならないというふうに思います。 

 そこで、第１弾ということで昨年ありま

して、いよいよ今年、第２弾ということで

あります。市内の消費拡大に一定の役割を

果たしていただいているというふうに思い

ますし、評判もよいということであります。

そういう意味で第２弾が始まるわけであり

ますが、先ほど申し上げましたような問題

点等をどのように踏まえて商品券の発行を

していこうとお考えなのか、再度お聞きを

いたしたいと思います。 

 それから、市営住宅の空き家の問題であ

ります。昨日も村上議員からお話がありま

したように、空き家で置いておきますと、

まずゴキブリが発生をしたり、あるいは一

部八町住宅にございますが、庭も草が生え

て毛虫等も発生しますし、いろんな問題が

出ます。同時に、閉め切ったままでありま

すから、住まなければ住宅は傷んでまいり

ますと。中は非常に湿気を含んだりして、

次に入る方については非常に入りにくい、

使いにくいような感じに思います。八町団

地において、火災などの災害のために１戸

を政策的に空けておきたいということであ

ります。そういった火災やとか、あるいは

災害等が発生すれば、私はそういった役目

として地域の集会所や公民館がありますし、

一時的な避難ということで活用するべきだ

というふうに考えております。 

 そういう考えを聞きたいのと、それから、

第４次の行財政改革の中で、使っていない

ような用地あるいは施設等は有効活用をす

るということで、第４次の行財政改革実施

計画の事業が書いておりまして、事務事業

の改善ということで、６番目の項として２

６ページの上段に書いております。今後、

市財政、市政運営を安定的・継続的に行っ

ていくためには、安定した財政基盤の確立

が重要な課題であり、これまで以上に市有

財産を効果的に活用する必要があるという

ふうにきちっと書かれています。この方針

に基づいて、１戸の空き家でも政策的に空

き家として残すんじゃなくして、やはり活

用して、市民の住宅の供給に供する、こう

いうことをやらなければならないというふ

うに思うのでありますが、どういうお考え

なのかお尋ねをいたしたいと思います。 

 コミュニティプラザ複合施設のカフェテ

ナントは、ようやく見通しが立ってきたよ

うな感じのご報告をいただきました。ぜひ

ひとつテナントとして入っていただいて、

市民の利用に供していただくというふうに

取り組みを強めていただきたいということ

をお願いしておきたいと思います。 

 以上で２回目を終わります。 

○上村高義議長 ２回目の質問に対しての答

弁を求めます。総務部長。 

○有山総務部長 市民税の修正の申告があっ

たときの対応、また修正後の税額について
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の説明についてですが、当初申告いただい

た内容の修正申告で、市民税課窓口へ来ら

れた方には、その根拠となる資料として源

泉徴収票、また控除関係の証明書、それか

ら確定申告の控えなどを確認した上で申告

をしていただいております。そして、税額

が増える場合には、具体的にこれぐらいの

税額という税額を提示するとともに、例え

ば、今まで行政サービスにおいて所得制限

の関係で受けられた受益がなくなるケース

や、それから、所得が増えたことによって

負担が増えるケースも、増額になる場合に

ついても、この申告によってこういうこと

になるという旨を説明しておるところでご

ざいます。 

○上村高義議長 生活環境部長。 

○水田生活環境部長 １１月に発売を予定い

たしております第２弾のセッピィ商品券で

ございますけれども、前回同様の規模の内

容で５００円券の１２枚つづりで額面６，

０００円を５，０００円で１万セットの販

売を予定いたしております。また、スーパ

ーなどの中規模店舗には一定の負担を追加

するとともに、小規模店におきましては１

００％の換金率を維持します。商店街の誘

導対策となる抽選会も引き続き継続して行

う予定でございます。また、環境に優しい

商品券を継続し、ＣＯ２の排出にも配慮し

てまいりたいと考えております。 

 それから、たばこの商品券の取り扱いで

ございますけれども、これは大阪府が発行

いたしました大阪まるごと商品券がたばこ

事業法の第３６条に抵触するといったこと

だと思います。そもそもの商品券というも

のが、まず１，０００円に対しまして府が

５０円の補助をいたします。それに小売店

が１００円を負担して１，１５０円の商品

券を発行いたしたというところでございま

す。そのプレミアムの部分に店が１００円

を負担することに、そのことに対して抵触

するということであります。ですから、そ

のたばこ店が既に１００円を負担している

という行為そのものが、値引きをしてたば

こを販売しているといったことの部分で抵

触するということでとまったという部分で

ございます。 

 本市の商品券につきましては、店の負担

をプレミアムの分に負担するものではなく

て、その部分をすべて市のほうで負担する

というところでございますので、いわゆる

定価でもって販売、額面でもって購入する

といった形になっております。これはもう

近畿財務局のほうに確認いたしておりまし

て、本市の商品券につきましては、その分

については抵触しないといったことで回答

をいただいております。ご理解いただきま

すようお願い申し上げます。 

○上村高義議長 都市整備部長。 

○小山都市整備部長 市営住宅について、２

回目のご答弁を申し上げます。 

 災害時には、市立集会所や公民館などを

活用すべきとのご質問でございますが、集

会所や公民館は、数日の短期間の使用は可

能と思いますが、長期にわたる使用は困難

であり、火災や災害時の収容は数か月と長

期間にわたるため、救済措置として庁内の

関係課と協議した結果、第４次行政改革の

中で低未利用地や公共施設の有効活用など

を検討されている中でありますが、当面の

間、現在空いている八町団地の１戸を政策

的に空けるものでございます。 

 以上です。 

○上村高義議長 原田議員。 

○原田平議員 修正申告等については、今後、

市民にやっぱり丁寧にご説明をいただいて

納得をしていただいてお帰りをいただける
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ようなことをさらに頑張っていただきたい

ということで要望しておきたいと思います。 

 セッピィの商品券でありますが、いろん

なことを申し上げて、市の予算を執行して

いくわけでありますから、やはり現状に満

足をすることなく、より投資効果の高い事

業となるように、さらに取り組んでいただ

くことを要望しておきたいと思います。 

 八町団地の問題でありますが、先ほども

ご答弁ありましたように、公営住宅法の定

義の中に政策空き家というものはない、し

かし、そういったことが起こった場合に政

策空き家として活用するんだということで

ありますが、庁内で協議をされたというふ

うに思うのでありますが、例えば、火災が

起こって、そこに入っていただこうという

場合、それでは、リフォームをして常に快

適な状況で維持管理をされた中で入ってい

ただこうということになるのか。今の状況

であればほったらかしなんですね。前任者

が出ていかれたままで、金をかけないでそ

のまま残しておこうと。それで直ちに使う

んだということでは、これは入っていただ

く方に大変申しわけないというふうに思う

わけであります。そういうことで、私の意

見として出したわけでありますが、庁内協

議も十分されたということでありますけれ

ども、今後どのように取り組みをしていこ

うとされているのか、副市長からお考えを

お聞きしたいと思います。 

 それだけです。 

○上村高義議長 答弁を求めます。市長。 

○森山市長 原田議員、副市長の指名でござ

いますけれども、この件については私が当

初から大きくかかわっておりますので、ち

ょっとだけお話を。それでもいいですね。 

 政策空き家の件についてですけれども、

そもそも私が市長になりましたときに、１

年目でしたか、大きな火災がございまして、

そのときにどないしようという話が持ち上

がりました。直接いろんな話も聞かせてい

ただいたんですけれども、とりあえず集会

所等々の緊急避難ということがあったんで

すけれども、長期にわたる方が何件かござ

いまして、何とかしてほしいという話が直

接、間接に伝わってまいりました。取り決

めはあってなかったと思うんですね、当時。

私は、建て替えを想定して鳥飼野々団地

等々に空き家がかなり出ておったことを承

知しておりました。それこそ今言われたよ

うにほったらかしの状態で、もう戸をくぎ

づけのような形の空き家が何戸かございま

して、私は、もう畳もないしゴキブリの巣

になっておるのではないかと思ったんです

が、大変失礼だと思うけれども、一度被害

者の皆さんにご提案してはどうかというこ

とで、直接お話を申し上げました。結果的

には、被害者の方、後から本当にありがた

かったという心からのお礼をいただいたこ

とを思い出します。緊急避難のときには集

団で入っておられて、それから少し長期化

する場合、やっぱり物理的には大変確かに

汚いし、いろいろあったらしいんですけれ

ども、それよりも何よりも精神的に安住の

ところを即提供してもらえて、こんなうれ

しいことはなかったということを私は直接

聞きまして、これは、災害というやつはと

っさに着のみ着のままでありますから、何

よりもぐっすりと眠れるといいますか、そ

ういうところやなと、そういうことを思い

まして、たまたまといいますか、そういう

建て替えを想定しての空き家がございまし

たので、それ以来、政策空き家という形で

置くことにいたしました。 

 今、野々団地等々ももう建て替えという

ことでなくなってしまいます。そういう中
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で、適当な政策空き家につきましては、八

町団地については、将来建て替えをするか

ら即そこやというような話じゃございませ

んで、今、空き家が幾つかあると。そのう

ちの一つをとっさの場合に備えて政策空き

家として置いておいてはどうかということ

で現在あるわけでございます。 

 ただ、その一つが、やっぱり住宅に困っ

ておられる方に供給する、そんなこともあ

るわけでありますし、ほったらかしにして

おいて隣近所に迷惑がかかることも、それ

はしっかりと踏まえておかないかんわけで

すが、今、ご指摘がありましたように、全

摂津市の中にも有効利用できる施設等々も

ないこともないわけでありますが、一度し

っかりと点検いたしまして、そういう恒久

的な政策空き家というものをしっかりと視

野に入れて考えていきたいなと思います。 

 以上でございます。 

○上村高義議長 原田議員の質問が終わりま

した。 

 次に、山本議員。 

  （山本靖一議員 登壇） 

○山本靖一議員 指定管理者制度について質

問をいたします。 

 昨日、同僚議員から問題点が指摘され、

改善するとの答弁をされています。改めて

お聞きしたいと思います。 

 この制度の目的は、自民党政治のもと、

規制緩和の流れに沿って１０兆円とも言わ

れる公の施設管理を民間に開放し、サービ

スの向上と自治体のコスト削減を目的とし

て導入されてきました。２７、２８次地方

制度調査員を務められた中央大学法学部教

授の今村都南雄氏が、「公共サービスと自

治体の役割」という小論の中で、本来、地

域公共サービスの供給問題に立ち返るなら

ば、十分にしてかつ良質な公共サービスを

確保するための公共的決定において、自治

体が果たすべき役割をしっかり踏まえるこ

とが前提であると。その上で、困難な制約

条件のもとで、その役割の遂行能力に限界

があるとなれば、外部にある資源の活用を

図るしかない。それが本来の姿であって、

やみくもに外部の組織団体に公共サービス

の供給責任をゆだねてしまうことではない

と提言されています。 

 指定管理者制度を拡大していくとの答弁

がありましたけれども、少なくともこれ以

上の民間委託を拡大する、そういうことは

しない、そして、現状の改善を大いに進め

る、こういう立場に立つべきではないかと

思いますが、見解を示していただきたいと

思います。 

 ２点目にお聞きしたいのは、きのうも質

問がありました。これまでの総括について、

どんな物差しで検証されてきたのか、新た

に物事を進めていくとき、これまでの事業

についてしっかりとした検証なしに、改善

すべき課題も見えず、方針も練り上げてい

くことはできません。公室長は、一定の評

価をしているが課題も残していると抽象的

な答弁をされました。具体的に示していた

だきたいと思います。 

 教育委員会にお聞きしたいと思います。

市長部局は、これから指針をつくるという

ふうにおっしゃっています。教育委員会は、

来年度からこの指定管理者に基づいて民間

委託をするということをお決めになりまし

た。選定要綱などはお決めになったようで

すけれども、どんな指針を持っておられる

のか示していただきたいと思います。 

 次に、バスの問題についてお聞きをした

いと思います。 

 きのうの議論で示された自治会関係者の

方から否定的な声も出されたということを
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聞きました。こういう声も理解していただ

くためには、理念やはっきりした目的を示

して税金の使い方について説明責任を果た

していく必要があると思いますが、その目

的、理念を改めて示していただきたいと思

います。例えば、高齢者の社会参加を確保

していくとか、ＣＯ２の削減の問題もあり

ました。それから高齢者の免許証の返還代

替措置としても確保していくとか、いろん

なことがあると思うんですが、そういうこ

とについての市とした理念とか目的を示し

ていただきたいと思います。 

 ２点目には、庁内関係者による準備会が

設置されたと。これは何を積み上げていく

のかお聞きをしたいと思います。巡回バス

を走らせたときの資料や、１２年前にプロ

ジェクトチームでつくり上げた成果を参考

にする、そういうことも必要ではないかと

いうふうに思うんですが、これは全く活用

していないのか、そういうことを聞きたい

と思います。 

 それから、３番目には、現在の市の持ち

出しは約２，３００万円ほどですが、財源

をどのように見ているのか。当初、来年か

らの実施を私は想定していたんですけれど

も、このままではいつこのバスが走るのか

全く見えてきません。プログラムについて

も示していただきたいと思います。 

 １回目の質問です。 

○上村高義議長 答弁を求めます。市長公室

長。 

  （羽原市長公室長 登壇） 

○羽原市長公室長 指定管理者制度に関しま

すご質問にご答弁申し上げます。 

 指定管理者制度は、ご存じのとおり、公

の施設の管理に当たりまして、直営ではな

く、指定管理者にその経営を一時期一定の

権限の範囲でゆだねることができるという

制度でございます。そもそも公の施設とは、

住民の福祉を増進する目的をもって、その

利用に供するための施設ということでござ

いまして、直営で経営をしていくか、もし

くは指定管理者制度にのっとりまして指定

管理者を指定して経営をしていくか、選択

肢としては二つございます。 

 ご指摘のとおり、指定管理者制度そのも

のは、従来の管理委託制度から変更するに

当たりましては、規制緩和という流れの中

で取り入れられた制度であろうというふう

に思いますが、現在、市におきまして、行

財政改革を進めるという観点から、さまざ

まな点で取り組みを進めております。全体

の行政コストをやはり一定圧縮し、それに

合わせまして行政サービスが低下すること

のないように取り組んでいくということを

市全体で進めておるわけでございまして、

そういう観点からいいますと、やはり新た

な指定管理者制度を導入する施設というこ

とで、現在の指針の中に一定盛り込んでお

るということでございます。 

 現在の市の４２施設につきましては、平

成１８年４月に指定管理者制度を導入いた

しておりますけれども、これまでの評価と

いたしまして、やはり現在の指定管理者が、

従来の外郭団体等をそれまでの実績を評価

した上で指定管理者に指定しておりますの

で、大きなサービス供給の低下ということ

は認められないというふうに考えておりま

すし、市の考え方を非常によく理解した上

でやっていただいておるというふうに思い

ます。ただし、指定管理者制度本来の趣旨

である、競争を一定踏まえながら、よりコ

ストを削減し、よりサービスを向上させて

いくというのが十全に機能しているかとい

うことになりますと、やはり検討すべき課

題もあるのではないかというふうには考え



 

 

３－１２

ておるところでございます。 

○上村高義議長 生涯学習部長。 

  （宮部生涯学習部長 登壇） 

○宮部生涯学習部長 図書館を指定管理する

教育委員会の指針ということでございます

けれども、図書館は、教育基本法で規定さ

れた社会教育施設であり、教育基本法第２

条に掲げます教育の目的は、あらゆる機会

にあらゆる場所において実現されなければ

ならない、また、第３条、教育の機会均等

ということで、すべて国民は等しくその能

力に応じる教育を受ける機会を与えられな

ければならないとされており、それを体現

するのが公立の図書館であることは十分認

識しております。 

 行財政改革の視点として、行政サービス

を後退させることなく行財政改革を遂行す

るということでございますけれども、教育

委員会といたしましては、行財政改革を後

退させることなく市民サービスの向上を図

りたいと考えております。 

 図書館におきましては、蔵書の充実や開

館日、開館時間の拡大、延長、各種イベン

トの開催など、市民の方からたくさんのご

要望をいただいております。そのご要望に

応えていくため、市民に親しまれる図書館、

生涯学習を支える図書館、子どもの読書活

動を推進する図書館、そのための図書館ネ

ットワークの構築・連携を目指して、図書

館を運営してまいりたいと考えております。 

 これまで、直営の図書館といたしまして

も、いろいろな事業を新たに起こし、図書

館運営を進めてまいりましたけれども、こ

の図書館運営を実効性あるものとするため

には、館長はじめ図書館運営の核となる職

員にかかっておると考えております。行財

政改革の中で、今後も６６０人体制を目指

す市の人事制度の中では、正規職員として

これ以上専門職を配置することは困難と考

えておりまして、指定管理者制度を導入し、

図書館運営の中心となる職員、専門職を配

置することによって市民サービスの向上を

図り、かつ、結果として行財政改革に寄与

したいと考えております。 

 市民図書館、鳥飼図書センターにつきま

しては、指針に基づき、５年間の指定期間

ということで、選定基準に基づき公募した

いと考えております。指定管理に当たりま

しては、事業の評価、モニタリングを行い

まして、公立図書館として十分現在以上の

図書館運営をできるように体制を整えてま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○上村高義議長 土木下水道部長。 

  （宮川土木下水道部長 登壇） 

○宮川土木下水道部長 質問番号２番、市内

バス交通網について、ご答弁申し上げます。 

 ご意見といたしまして、ご質問の内容と

しまして、自治会のほうからも否定的な意

見が出たと、こういうようなお話でござい

ます。確かに自治会のほうからも他の施設

を利用することで便数を減らすということ

も一つの方法ではないかと。また一方、税

金の使い方といいますか、これはやはり公

平な使い方が一つの理念かなと。ただ、バ

スを今、運行しておる状況の中では、有料

と無料という、こういう料金体系の違いも

ございます。ですから、ここらに向けまし

ても、やはり税金をいかにうまく活用する

かということが一つのポイントになってこ

ようかと思います。 

 高齢者の問題ですね。免許証も高齢にな

ってこられますと返還をしなければならな

い時期をお迎えになるかと思います。今現

在、高齢者としましては、本市では約２割

弱の人口比というふうに伺っております。
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このようなことからも、やはり今後こうい

う公共交通バスが求められてくる時期が迫

ってきたのかなというふうに感じておりま

す。 

 庁内の準備会ということでございますが、

これは私どもとしまして、今の交通対策課

のほうにつきましては、非常に新しいメン

バーがそろっておるという状況でございま

して、過去の経緯についてはなかなか十分

把握していない状況にございます。そのよ

うな中で、まず私どもとしましては、市内

の意見といいますか声を聞かせていただい

て、福祉的な要素を探るのか、あるいは路

線バスとしての性格を探るのか、あるいは

補完バスという考え方もあるのではないか、

そういうところを確認させていただきたい

ということで、準備会を１回開かせていた

だいたという状況でございます。 

 私もあまり知らなかったんですが、１２

年前にバス交通検討委員会というのが立ち

上げられているというのをつい最近認識し

た次第でございまして、その資料を今確認

中という状況でございます。路線バス、あ

るいはこういう循環バスに対しましての補

助、今現在、両方委託と補助とを合わせま

して二千数百万円程度の補助額になってい

るかと思います。この分につきましても、

今後、懇談会の中でバス体系をどういうふ

うにするべきか、その中で便数をどうする

んだ、エリアをどうするんだ、距離を延ば

せばその分時間がかかりますので、今の１

台運行の中では便数も減という状況になっ

てまいります。そのようなところから、今

後、市の財政のことも考えつつ、懇談会の

意見を尊重もさせていただきながら、より

よいバス運行計画を立ててまいりたいと、

このように考えるところでございます。 

○上村高義議長 山本議員。 

○山本靖一議員 バスの便のほうからお聞き

をしたいと思うんですけれども、目的、理

念をはっきり示していただきたいというこ

とを最初に言いました。今の説明ではなか

なかどういうことなのかなというのが見え

ません。こういう時期ですから、本当には

っきりとした目的、理念というのを改めて

示していく必要があると思うんですけれど

も、この点についてもう一度答えてくださ

い。 

 それから、今年の４月からそういう懇談

会をつくっていくというようなお話でした

けれども、いまだにまだ懇談会ができてい

ない。庁内準備会ということですけれども、

その中で、特に１２年前でしたでしょうか、

プロジェクトをつくって、５か月間で成果

物をつくられた。これは全く知らなかった

ということでいえば、どんなことになって

いるのかなというような思いがするわけで

す。この成果物の中には、例えば安威川以

南、以北、合わせて２ルートを３，２００

万円ぐらいの積算で走らせるというような

ことまで書いてあったんですよね。これも

全く参考にならないか、そんなことはない

と思うんです。こういうことを継ぎ足して

いけば、今やっているようなことを相当省

けて、来年の実施にもそういうことの道が

開けてくるのかなと思うんですけれども、

庁内の体制の問題もありますし、それと、

このスピード、それから財源的な問題につ

いても本当にやる気があるのかどうか、改

めてそのことをお問いしたいと思うんです。

今の状況で実際にどれぐらいの財源を見込

んでいつから走らせようとしているのか、

もう一度この点を聞かせていただきたいと

思います。 

 それから、指定管理者の問題ですけれど

も、公室長もやっぱり検証の中身について
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具体的にお答えにならなかった、つまりこ

の検証をしてこなかったということではな

いかと思うんですね。きのう、副市長は真

剣な反省をというような言葉の中に、その

ことが包含されているかというふうに思う

んですけれども、検証する機会があったん

ですよ。このことを是とするわけじゃない

んですけれども、２００５年３月、それか

ら２００６年の８月だったと思うんですけ

れども、地方行革の新指針で、指定管理者

制度の促進を図ってきた。その中で、現在

直営で管理しているものを含めて、すべて

の公の施設について管理のあり方について

検証を行い、検証結果を公表するというこ

とを２度にわたってやられているわけです

ね。これをやってきたのかやらなかったの

か。やらなかったとすれば、国の言うこと

ですから、全部聞くということになりませ

んし、随分不当なこともありますから、は

ね返していくという理由もあると思うんで

すけれども、こういう検証をされていれば、

少なくとも新たなこの制度へ移行するとき

にきちっとしたものが出てくると思うんで

すけども、こういう検証を無視してきたの

かということをお聞きしたいと思います。 

 それから、指定管理者制度運用上の留意

点の中で、指定管理者の選定過程に関する

事項、特定事業者を選定する際、当該事業

者の選定理由について十分説明責任を果た

しているかというふうなものがあります。

これは、もう早速、教育委員会が選定基準

をつくっていこうとしておられるわけです

けれども、市長部局のほうは、来年からま

た２回目、同じ事業者に選定するというこ

とになっているんですけれども、この選定

理由について十分に説明責任をする、そう

いう中身をお持ちなのかということを聞か

せていただきたいと思います。同時に、住

民から見て透明性が確保されているかとい

うことも聞いています。このことも併せて

示していただきたいと思います。 

 ２回目といたします。 

○上村高義議長 まず、土木下水道部長。 

○宮川土木下水道部長 公共交通バスという

ことでの目的、理念ということでございま

すが、私どもとしましては、今の生活体系

をよりいい方向に向けたい、そういう形の

中で、市民の需要に応じた輸送を確保した

い、こういうふうに考えるところでござい

ます。そのようなところから、いきなり私

どもがどうのこうのと考えるんじゃなしに、

やはり市民の方々のご意見もお伺いした中

で、それも反映できる範囲でさせていただ

きたいというふうに考えているような次第

でございます。 

 ４月から懇談会が開かれていないという

ことでご指摘をいただいておりますが、こ

の件につきましても、私どもとしましては、

第１回目をどういうふうに開催すべきかと

いう状況をいろいろ内部的にも考えた次第

でございます。先日も申し上げましたよう

に、市民の方々、それから事業者、それと

私ども行政とで懇談会を開きたいという思

いもございましたが、３者が三様集まって

しまいますと、それぞれの意見も聞き取り

にくい部分があろうかというところで、と

りあえず要望は要望、回答は回答というふ

うな形でまずできないかという判断をした

ところでございます。 

 １２年前の検討委員会のことのご指摘を

受けております。その範囲のことを認識し

ていなかった、実にご指摘のとおりであり

まして、まことに申しわけない状況かと思

っております。ただ、私どももせっかくそ

ういう経緯があるということを教えていた

だきましたので、今後、それもまた参考に
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させていただいて、今の時代と時代の流れ

の差はございますけれども、それも活用さ

せていただいて、できるだけ早い時期にま

とめ上げたいというふうに考えております

ので、よろしくご理解のほどをお願い申し

上げます。 

○上村高義議長 市長公室長。 

○羽原市長公室長 指定管理者の実績等につ

いてきちっと検証されているかというご質

問でございます。指定管理者制度そのもの

は、公共サービスをきちっと安定的に提供

していくという市の責任がございますので、

制度の中でも、管理権限の範囲でございま

すが、事業報告書を毎年出されて点検をす

る、チェックをしていくという制度がござ

います。それに基づきまして、毎年所管課

のほうには各指定管理者から報告書が出さ

れているというふうに考えておりますので、

それぞれの所管において内容の点検はされ

ているだろうというふうに考えております。 

 ただ、より高い水準、より拡大したサー

ビスという形で、やはりもう一段も二段も

要求をきちっと整理しながら、時代に合わ

せた検討をしてきたかということになりま

すと、やはりもう一歩踏み込んだ作業が必

要であったのかなというふうには考えてお

るところでございます。 

 そういうことで、これからの取り組みと

いたしましては、その辺のことを踏まえま

して、現在考えております改定指針では、

３年間の猶予の中で改めて検討していくと

いうふうにしておるところでございます。 

 以上です。 

○上村高義議長 選定理由の説明という答弁

が抜けていますけれども。 

○羽原市長公室長 申しわけございません。 

 それぞれの指定管理者につきましては、

それぞれのサービスの特性、施設の特性が

ございますので、それぞれ施設ごとにどう

いう団体、どういう者が適切かということ

の判断は必要になろうかと思います。現行

の指定管理者につきましては、従来の管理

委託をしておりました外郭団体を指定管理

者にいたすという経過から、指定管理者の

選定委員会を設けての検討ということはし

ておりませんけれども、今後、公募等で行

っていくとなりますと、やはりそれぞれの

施設ごとに基準を設け、それぞれ検討委員

会等を開きながら、市民に説明できる形で

議論をし、最終的な業者を決定していくと

いう手続きを踏んでいく必要があろうかと

いうふうに思っております。 

○上村高義議長 山本議員。 

○山本靖一議員 やっぱりきちっとした検証

ができていないということは、おっしゃら

ないけれども、はっきりしているでしょう。

今言いました２００５年、それから２００

６年の問題についてもお答えがなかった。

非常に不誠実な態度やというふうに思うん

です。しかも、今言いましたけれども、こ

の２３年から特定事業者にまた選定すると

いうことになっておるんですけれども、こ

の選定の指針を２４年度につくるというこ

とになったら本末転倒なんですよ。選んで

しまった後、これはまたその指針をつくる、

これは何ですかという部分を問われるわけ

ですね。改めてそのことについてお答えく

ださい。同時に、管理職が定年で退職され

た方が２年間また行かれる、今年は残念な

ことで１か月足らずで退職されたような方

がありましたけれども、そういう方が本当

にこの中で役割を果たしていくということ

も重要なことだと思うんですけれども、こ

のことについても、ひとつお答えをいただ

きたいと思います。 

 それから、バスの問題ですね。これは改
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めてこれまでのプロジェクトチームをつく

った成果物を検証するというふうにおっし

ゃった。一番大事なのは、いつから実施を

するのか、どれぐらいの財源規模を考えて

いるのか。当時は近鉄のお金を引き上げて、

そういういろんなことも考えておられたみ

たいですけれども、あと１，０００万円あ

れば、少なくとももう１ルートできるとい

うふうなことにつながるわけですから、具

体的な内容についてお答えください。 

○上村高義議長 市長公室長。 

○羽原市長公室長 検証ができていないので

はないかというご指摘でございますが、私

どもは、今回の導入に関する指針第１次改

訂版、それをつくるに当たりましては、や

はりそのことも踏まえまして、どう対応し

ていくか議論をしてきたというふうに思っ

ております。本来であれば、今回、５年間

の時間が過ぎまして、改めて指定管理者を

選定していくという作業の中で、本来の趣

旨である競争の原理を導入し、公募で進め

ていくということも論理的には可能と思い

ますけども、それぞれの外郭団体の抱えて

いるさまざまな課題、これも現実にあるわ

けでございますので、私どもといたしまし

ては、これまでの経過を踏まえ、外郭団体

の現状も考えますと、もう一段の猶予をも

ちまして、それぞれの団体のあり方等も含

めて議論させていただきたい、その猶予を

３年間は申しわけないが与えていただきた

いというふうに考えまして改訂版をつくっ

てきたというところでございます。その間

にしっかりと議論をしまして、経営の状況

等を踏まえて議論をした上で、新たに２次

の改訂版をつくり、本来の制度により近い

形で、より効率的、より合理的な形で指定

管理者制度については運用してまいりたい

というふうに考えております。 

 なお、今、ご指摘がございました人の問

題でございます。確かにこれは随分環境が

変わってきたというふうに感じております。

以前の指定管理者制度に基づく外郭団体の

いわゆるトップに当たります人の配置につ

きましては、退職した職員のうち、しかる

べき人間を雇用してもらうというようなこ

ともございましたけれども、ただ、そうい

う競争というようなことも視野に入れます

と、なかなかそれだけでは難しいのではな

いかというふうに考えておりますので、そ

ういう人の配置も含めまして、改めて見直

していく必要があるのかなというふうには

感じておるところでございます。 

 以上です。 

○上村高義議長 土木下水道部長。 

○宮川土木下水道部長 バスの問題につきま

して、いつから実施するのか、財源はどう

するのかというようなご質問でございます。

非常に難しい状況でございまして、実施時

期につきましても、まだ意見集約は整って

おりませんし、事業者のほうからの回答も

いただいていない状況にございます。また、

時期的にも、やはりそれらが決まった中で

予算要求もしてまいらなければならないの

で、申しわけないですけども、２３年４月

はちょっと無理かなという判断をいたしま

す。財源のほうも、補助と、それから委託

を合わせまして二千数百万円を組んでおり

ますけれども、それぞれ近鉄バス、阪急バ

スにお願いしているバスの台数としまして

は１台ずつでございます。ですから、これ

を２台にする、あるいは距離を延ばすとい

うことになれば、それなりの比例した範囲

の中での予算が増えてくるのではないかな

という思いがあります。そういう内容の中

につきましては、意見を集約した後に財政

部局とも予算の内容について詰めてまいり
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たいと考えておりますので、ご理解のほど

よろしくお願い申し上げます。 

○上村高義議長 山本議員の質問が終わりま

した。 

 次に、本保議員。 

  （本保加津枝議員 登壇） 

○本保加津枝議員 それでは、順位に従いま

して一般質問を行います。 

 １、特定年齢への子宮頸がんワクチン一

斉接種実施とがん予防に対する本市の施策

について、お尋ねをいたします。 

 まず、がん対策基本法施行後の本市のが

ん予防施策の対応と現状についてお聞かせ

ください。子宮頸がん予防は、現在、世界

的に見て非常に大きな国家戦略であり、政

治の決断が必要な事柄だと言えます。子宮

頸がんは、予防法を獲得した唯一のがんで

あり、細胞診とＨＰＶヒトパピローマウイ

ルス検査を併用する精度の高い検診とワク

チンの両者によって根絶が期待できるから

です。ところが、日本の子宮頸がん検診の

受診率は、現在２０％台にとどまっていま

す。この原因は、検診事業を行っている自

治体のほとんどの予算額が対象住民の２

０％に満たないため、住民に十分な働きか

けができないからだと考えられています。

質の高い検診を導入して、検診間隔を伸ば

せば、医療従事者の負担も減り、医療費の

抑制にも力を発揮することになります。子

宮頸がんワクチン接種の全国的な広がりが

一気に加速してきている現状では、市区町

村の公費助成事業は、予防ワクチンの接種

費用を全額助成するところもあれば半額助

成のところもありとさまざまですが、本年

７月の時点で１１４自治体が公費助成を行

い、うち７８自治体が１万２，０００円以

上の助成を行っていることが明らかになり

ました。また、特定年齢へのワクチン接種

については、１２歳の女児全員を対象にワ

クチンの接種を実施したとき、おおむね２

１０億円の費用を必要とするが、医療費や

労働損失を減らすことができるため、４０

０億円の効果があり、社会全体で１９０億

円の損失を減らすことができるとの見方も

あります。 

 そこで、本年６月の第２回定例会におい

ても質問をいたしました特定年齢への子宮

頸がんワクチンの一斉接種実施について、

課題も含め、その後、どのような形でご検

討いただいたのかお聞かせください。どの

ような人が発がん性ＨＰＶに感染後、子宮

頸がんを発症するのか、そのメカニズムは

解明されていないため、感染したすべての

女性が子宮頸がんを発症するリスクにさら

されています。０．１から０．１５％の発

症率は、個人から見ると低い可能性に見え

ますが、それが累積して年間１万５，００

０人が新たに罹患し、約３，５００人もの

方が命を落とされていると推計されていま

す。 

 既に申し上げたように、子宮頸がんの原

因は、ヒトパピローマウイルスの感染です。

性交渉によって感染しますが、特別な人だ

けに感染するのではなく、ＨＰＶはだれに

でも感染の可能性があります。子宮頸がん

は、最初のころは全く症状がないことがほ

とんどで、自分で気づくことがありません。

そのため、異変に気づいたときには、がん

はかなり進行していることがあります。子

宮頸がん予防ワクチンは、子宮がんの原因

となるウイルスに免疫をつくらせるもので

す。このワクチンは、既に感染しているＨ

ＰＶを排除したり、既に起こっている子宮

内部の前がん病変やがん細胞を治したりす

るものではありません。反対に、がんの症

状を悪化させたり、がん化を促進させるこ
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ともまたありません。このようなワクチン

の性質を踏まえ、がん予防対策における子

宮頸がんワクチンの有効性について、本市

ではどのように認識をしておられるのか、

併せてお聞かせください。 

 １回目は以上です。 

○上村高義議長 答弁を求めます。保健福祉

部理事。 

  （福永保健福祉部理事 登壇） 

○福永保健福祉部理事 特定年齢の子宮頸が

んワクチン一斉接種実施とがん予防に対す

る本市に施策について、ご答弁申し上げま

す。 

 平成１８年にがん対策基本法が施行され、

それに基づくがん対策基本計画が策定され、

がん検診受診率を５年で５０％以上とする

ことが国の目標として掲げられております。

本市におきましては、平成１３年度から乳

がん検診でマンモグラフィーによる検診を

はじめ、また、平成１６年度には子宮頸が

ん検診の対象年齢の引き下げなどを行い、

現在、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、

子宮頸がんの５種類のがん検診を実施して

いるところでございます。特に、平成２１

年度には、一定の年齢に達した女性に対し、

乳がん、子宮頸がん健診の無料クーポン券

と健康手帳を個別送付し、受診勧奨を図っ

てまいりました。こうした取り組みにより

まして、平成２１年度の各種がん検診の受

診者数は、乳がん検診で１，３６４人、子

宮頸がん検診で２，４９９人となり、がん

対策基本法が施行されました平成１８年度

と比較して、ほぼ倍増しております。また、

胃、大腸、肺がん検診では、平成２０年度

の特定健診への制度変更の影響もございま

して、やや受診者数が減少しており、今後

一層受診促進を図ってまいりたいと考えて

おります。 

 次に、子宮頸がんワクチン一斉接種の実

施についての考え方でございますが、現在、

厚生労働省の厚生科学審議会に設置されま

した予防接種部会におきまして、子宮頸が

んワクチンを予防接種法に位置付けるかど

うかについての議論が行われているところ

で、市長会等を通じて国策として定期接種

への位置付けを要望しているところでござ

います。また、がん対策という側面からい

たしますと、定期的な検診とワクチン接種

で予防できる唯一のがんということから、

この子宮頸がんワクチンは非常に有効でご

ざいます。がん対策基本計画におきまして

も、がんの予防ということが大きな柱の一

つとなっており、厚生労働省でも２３年度

予算の概算要求で、市町村が実施する事業

に対して補助する制度が盛り込まれており

ます。今後、こうした国の動向に注目して

まいりたいと考えております。 

○上村高義議長 本保議員。 

○本保加津枝議員 それでは、２回目の質問

を行います。 

 本市のがん予防施策への取り組みにつき

ましては、５種類のがんに検診を実施され

ているとの現状をお聞かせいただきました。

女性特有のがんである乳がん、子宮がんと

同様に前立腺がんなどの男性特有のがんも

増加傾向にあり、がん検診の対象に組み込

み、予防及び早期発見に力を入れなければ

ならないと考えます。また、特定検診の制

度変更の影響を受け、胃がん、大腸がん、

肺がんについては、やや受診者数が減った

とのことですが、がん対策推進基本計画の

中にがん対策を総合的かつ計画的に推進す

るために必要な事項として、目標の達成状

況の把握及び効果に関する評価があげられ

ています。受診率の低下が平成２０年度の

特定検診の制度変更による影響だけであっ
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たのかどうかについて、受診率の推移を見

る上でも、受診促進と併せて原因を正確に

検証しておく必要があったのではないかと

感じましたので、今後はこういった点につ

いても留意していただきたいと思っており

ます。 

 本市における今後のがん予防施策に期待

する点といたしましては、男女の性による

格差のないがん予防検診の受診機会の均て

ん化を図るとともに、罹患率の高いがんに

敏感に反応し、検診対象として適切に取り

組むことができる体制づくりと柔軟な姿勢

で予防検診の拡大に取り組まれ、平成２３

年度まで、５年以内に目標とされるがん早

期発見のためのがん検診受診率５０％の達

成を目指して頑張っていただきたいと思い

ます。これらがん予防施策の拡大等につき

ましては要望といたします。 

 さて、特定年齢への子宮頸がんワクチン

の一斉接種実施についてでございますが、

事業として取り組んでいただいた場合を想

定して、次の３点についてお聞かせいただ

きたいと思います。 

 まず、１点目は、子宮頸がん予防ワクチ

ンの接種は、１０歳から可能とされていま

すが、抗体価の獲得や接種率の効果を考え

ると、特定年齢として接種を実施する場合、

対象年齢は何歳の女子が適正だと考えられ

るのでしょうか。お聞かせください。 

 ２点目に、国の動向を見守っていきたい

とのご答弁でしたが、厚生労働省が来年度

の予算概算要求で求めたとおりの事業費が

国で予算化され、本市で実施された場合の

予算規模はどの程度見込めばよいのかお聞

かせください。 

 ３点目は、予防ワクチン接種の実施方法

においては、個別接種と学校現場で一斉に

実施する集団接種の二通りの方法があると

思いますが、それぞれのメリット、デメリ

ットについてはどのように認識しておられ

るのかお聞かせください。 

 ２回目は以上です。 

○上村高義議長 保健福祉部理事。 

○福永保健福祉部理事 子宮頸がんワクチン

接種を実施する場合の予算規模についてで

ございますが、抗体価の獲得や接種率など

の効果を考慮し、小学校６年生あるいは中

学校１年生の女子を対象にして、放課後等

に集団接種を行う方法が接種率を確保する

上で望ましいと考えております。集団接種

を前提とした場合、医師、看護師の人件費、

ワクチン代を含め、３回の接種に係る概算

で、およそ１，６００万円が見込まれます。

市内の医療機関での個別接種の場合、診療

報酬に基づいた注射料等が加算されるため、

２，０００万円程度の予算が必要となりま

す。今回、厚生労働省の概算要求では、事

業費の３分の１が補助金として計上されて

おりますので、一般財源としておよそ１，

０００万円から１，３００万円程度が必要

と見込まれます。 

 集団接種につきましては、効率的な実施

方法ではございますが、過日、市の予防接

種検討委員会で一部検討していただきまし

たところ、個々人の体調管理面や保護者の

同伴をどう取り扱うのかといった集団接種

での課題も指摘されたところでございまし

て、実施する場合の方法についても、今後

の検討課題として認識をしているところで

ございます。 

○上村高義議長 本保議員。 

○本保加津枝議員 それでは、３回目の質問

を行います。 

 質問の１点目につきましては、本市にお

いてのワクチン接種の特定年齢については、

小学校６年生か中学校１年生を対象にとの
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ご答弁でした。 

 ２点目の接種費用の公費助成につきまし

ては、国の事業費が３分の１の場合、およ

そ１，０００万円から１，３００万円程度

の一般財源が必要となるとの認識をされて

いるということでお答えをいただきました。

本市の今年度補正後の予算総額が約３２０

億円余りですので、ワクチン接種費用を１，

３００万円と仮定すると、公費助成を実現

するためには、予算全体の約０．０４％程

度の費用の捻出が必要になります。 

 ３点目の実施方法については、放課後に

集団接種を行う方法が望ましいが、集団接

種については課題もあるとのお答えでした。

検討課題を解決するためには、保護者の皆

さんが子宮頸がん予防ワクチンについて、

正しい知識を得るための詳しい情報の提供

とワクチン接種後の副作用についての丁寧

な説明会等の実施が必要であり、接種対象

者個々人の体調管理面の確認作業は不可欠

であると思いますし、保護者同伴の取り扱

いについても同様の対応が必要であると考

えます。この点につきましては、ご苦労を

おかけいたしますが、教育委員会、学校関

係者の皆さん、医療機関関係者の皆さんに

連携とご協力をお願いしていただき、保護

者の皆さんのご理解とご納得のもとで効率

的な集団接種実施体制の構築を実現してい

ただきますようお願い申し上げます。 

 本市におかれては、がん予防への取り組

みの中で、胃がん、大腸がん、肺がん、乳

がん、子宮頸がんの検診に対し、積極的に

お取り組みをいただいておりますが、既に

ご承知のとおり、他のがんと子宮頸がんの

違いは、現状において、一定の条件のもと、

唯一ワクチンで予防できるがんとされる点

であります。ご認識いただいておりますよ

うに、現時点における国の動向は、来年度

予算概算要求では、市町村が実施する子宮

頸がん予防ワクチン助成事業などに対して

補助する制度が盛り込まれることになって

います。ただし、同事業では助成事業を実

施していない市区町村は対象に含まれてお

りません。この点に留意され、本市におか

れては直ちに子宮頸がんワクチンの特定年

齢一斉接種実施助成制度の創設と、これに

対する予算措置をはじめ、必要な体制を整

え、国の施策が明確になった段階では既に

対象事業となっているよう、早急にお取り

組みをいただきたいと考えます。 

 コンパクトな摂津市だからこそ可能なが

ん予防施策の実現をぜひともお願い申し上

げたく、前回の定例会に引き続き、今回も

質問させていただきました。ワクチンの特

定年齢一斉接種に対する第一歩として、ま

ず、ワクチンの特定年齢一斉接種事業に着

手していただきたいとの思いでございます

ので、国の助成事業の創設を踏まえ、極め

て有効とされる子宮頸がん予防ワクチンの

特定年齢一斉接種事業に対する本市の今後

の取り組み方について森山市長にご答弁を

いただきたいと思いますので、よろしくお

願い申し上げます。 

 以上です。 

○上村高義議長 市長。 

○森山市長 本保議員の質問にお答えをいた

します。 

 この件につきましては、今日まで何度か

ご質問をいただいておると思います。以前、

この議会で前立腺がんの話も出てきたと思

いますけれども、たくさんこういった同種

の問題があると思います。いずれも大切な

問題で、しっかりと目を向けないかんこと

は承知をいたしております。その都度お答

えしてきたと思います。問題はしっかりと

とらまえているけれども、市独自ですべて
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ということはなかなかかなわないと、一つ

基準を設けておりますと。それは、法定と

いいますか、国の認知をされたもの、これ

を一つの基準として、今後しっかり目を向

けていきたいというような答弁をしてきた

と思います。 

 今、ご指摘があったんですけど、今日ま

でその都度、市長会等々を通じて、厳しく

といいますか、国に対して申し入れをして

きたところでございますから、このたび来

年度の概算要求に盛り込まれるやの話を承

っておるところでございます。国がしっか

りと予算を組むという前提のもとではござ

いますけれども、この子宮頸がんのみなら

ず、他の施策との整合性も図りながら、先

ほどおっしゃいました、がん撲滅先進市を

目指せたらなと思っておりますので、るる

検討したいと思います。 

 以上です。 

○上村高義議長 本保議員の質問が終わりま

した。 

 次に、弘議員。 

  （弘豊議員 登壇） 

○弘豊議員 それでは、順位に従いまして一

般質問を行います。 

 第１に、子育て支援にかかわって、子ど

も手当の支給と就学援助制度についてそれ

ぞれ伺います。政府の少子化対策、子育て

支援の目玉としてスタートした子ども手当

ですが、国会でも十分な議論が尽くされて

おらず、解決していないさまざまな問題を

残しています。当面の財源を所得税、住民

税の年少扶養控除の廃止などと抱き合わせ

で始まった点、こうした増税は保育料決定

などに連動して雪だるま式の負担増となっ

てかぶさる可能性もはらんでいます。また、

２０１１年度、政府予算の概算要求が出さ

れ、検討が進められていますが、子ども手

当の上乗せ額は示されておらず、全額支給

は当面ないものと考えられています。今後

の財源のこととなると、配偶者控除、成年

扶養控除の廃止など、子どものいない世帯

には丸々負担となること、子育て関連予算

の相互の食い合い、ましてや消費税増税な

んてことは決してあってはならないと考え

ています。そうしたもとで、トータルで見

たときに、本当に子どもにとって、子育て

世代にとって暮らしをしっかり支えるもの

になっていくのかどうか、注意して見てい

く必要があるのではないでしょうか。 

 さて、厚生労働省では、この９月、子ど

も手当を受給する対象者のうち、未申請が

３０万人にも上るとの見通しを発表しまし

た。手当受給の対象者で申請を行わない場

合は、そっくりそのまま税の負担増です。

定額給付金のときのように、制度そのもの

に反対の意思を持って受給されない方が中

にはいるのかもしれませんが、手続きでき

ない何らかの事情をお持ちの方も中にはい

ることも考えるべきです。摂津市における

手当の申請状況と未申請に対する取り組み

についてお聞かせください。 

 一方、就学援助制度については、２００

５年、当時の小泉政権時代に国庫補助が一

部廃止となり、一般財源に置きかえられ、

それに伴って市町村によって基準の切り下

げ、制度の縮小の動きが進みました。摂津

市では、就学援助を広く子育て支援の施策

ととらえて認定基準は維持してきたわけで

すが、２月に示された４次行革案で、今年

度見直し検討、来年度実施のスケジュール

が記されています。雇用の不安定化や景気

状況の悪化は若い世代に、暮らしに一層深

刻にあらわれています。支援の強化・拡充

こそ大事だと考えますが、見直しの中身を

お聞かせください。 
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 第２に、今年の猛暑に対する熱中症対策

の取り組みについて伺います。 

 全国的に記録的猛暑となった今年の夏、

摂津市でも熱中症になられる方が多く出ま

したし、それ以上に多くの方が予防や対策

に気を配っていたかと思います。そこで、

摂津市における今期の熱中症患者の状況に

ついて把握しているところをまず伺いたい

と思います。 

 次に、市の取り組みとして、公民館での

一時避難所の設置が緊急に取り組まれまし

たが、それも含めて予防や対策をどのよう

に取り組まれてきたのかについてもお聞か

せください。 

 続いて、学校における対策について伺い

ます。きのうの村上議員の質問でも、小学

校の普通教室ではエアコン未設置の状況が

指摘されましたが、なかなか授業に集中で

きないことももちろんありますし、今年の

ような場合、安全面からいっても、子ども

たちの健康は大丈夫かなと、こういった心

配の声も聞きました。今年から夏休み期間

も若干少なくなって、８月末から新学期を

迎えました。９月の中ごろまで本当に残暑

もきつかったわけですが、学校施設の対策

がどのように取り組まれたか、お聞かせく

ださい。 

 第３に、ワクチン接種における公費負担

について伺います。きのう川端議員、先ほ

ど本保議員から、ヒブワクチン、子宮頸が

んワクチン、それぞれ質問が行われました

が、国のワクチン政策における取り組みの

おくれは本当に明らかです。本来的には、

国が責任を持って対応するべきと、予防接

種法の改正で定期接種に切りかえていくこ

とが大事であると、こう思いますが、ただ

それを待っているだけでは救えるはずの命

が救えないということが起きているのも実

際のところではないでしょうか。ヒブにつ

いても子宮頸がんについても、既に自治体

独自の公費助成を実施している市町村が増

えてきています。府内各自治体の動きや本

市の助成制度をつくることについてのお考

えをお聞かせください。また、全額自己負

担でのワクチン接種を希望しても、すぐに

は受けられない状況も問題です。市内医療

機関での状況についてお聞かせください。 

 以上、１回目の質問です。 

○上村高義議長 答弁を求めます。保健福祉

部長。 

  （佐藤保健福祉部長 登壇） 

○佐藤保健福祉部長 子ども手当の申請状況

等についてご答弁を申し上げます。 

 子ども手当は、中学生までの年齢拡大と

所得制限がなくなったことにより、児童手

当に比べて対象が拡大し、本年３月３１日

時点で児童手当を受給していない方につい

ては、新しく申請が必要となっております。

新しく対象となられた方の中で最も多いの

は中学校２年生、３年生で、これらの対象

者に対しては、本年４月に制度のお知らせ

と申請書を送付し、９月末までに申請があ

れば、４月にさかのぼって支給されること

をお知らせするとともに、広報やホームペ

ージ、学校等を通してチラシ配布などによ

り周知を図ってまいりました。この結果、

９月１４日現在では、対象者１，４５４件

のうち１，２３０件から申請を受理してお

り、未申請は２２４件、１５．４％となっ

ております。９月には、中学校を通じて２

年生、３年生の生徒全員に子ども手当の申

請に関するお知らせを配布するとともに、

広報９月１日号やホームページで周知を図

っておりますが、未申請の方の中には、公

務員の扶養家族については勤務先の官公庁

で支給されるため、市への申請は必要のな
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い方も含まれており、これらの方々の区分

けは困難な状況にあります。しかしながら、

支給漏れを防止し、すべての方々に子ども

手当を受給していただくことは必要でござ

いますので、改めて未申請の方全員に対し、

お知らせと申請用紙等を再度郵送し、確認

を行う予定をいたしており、子ども手当の

支給については今後も制度の周知を図り、

申請の促進に努めてまいります。 

○上村高義議長 教育総務部長。 

  （馬場教育総務部長 登壇） 

○馬場教育総務部長 質問番号１の（２）就

学援助制度の充実について、ご答弁申し上

げます。 

 就学援助制度は、学校教育法において経

済的理由により就学困難と認められる学齢

児童・生徒の保護者に対しては、市町村は

必要な援助を与えなければならないとされ、

生活保護法第６条第２項に規定する要保護

者及び教育委員会が要保護に準ずる程度に

困窮していると認める者を対象として運用

しているところでございます。また、教育

基本法第４条教育の機会均等を保障する上

でも重要な制度であると認識いたしており

ます。 

 ただし、現行の就学援助制度は、議員の

ご指摘のように、平成１７年度に国の補助

金が廃止され、市町村が実施主体となりま

した。したがって、援助の対象となる世帯

の所得水準や援助費の支給水準を市町村が

独自に決定する制度のもとでは、市町村の

財政力に左右されず、国の示す制度を運用

することは非常に困難になってきておりま

す。したがいまして、本市におきましても、

今後、現行の就学援助制度のあり方につい

て議論の必要があると認識しております。 

 次に、質問番号２の（３）夏の猛暑に対

する熱中症予防の取り組みについてのうち、

学校施設での対策について、答弁いたしま

す。 

 この夏の猛暑に対する小・中学校、幼稚

園において実施いたしました熱中症予防対

策といたしまして、２学期の始業時に各学

校・園に対し、熱中症の危険度を測定でき

る簡易型の測定器や、児童・生徒の体温を

下げる冷却用ジェルシート、また、水分、

塩分補給のために長期間保存できるスポー

ツドリンクの錠剤などを熱中症対策用とし

て購入し、緊急時に対応できるよう配布い

たしました。 

 また、学校では児童・生徒に対し、水筒

やタオルの持参、帽子の着用、水分、塩分

の補給、教室の換気等を徹底したほか、

日々の健康チェック、野外でのテントの活

用、また、エアコンの設置教室の活用、家

庭での規則正しい生活などを指導してまい

りました。この結果、幸い本市におきまし

ては、学校の授業中に熱中症にかかった児

童・生徒はございませんでした。 

 次に、熱中症対策としての小学校への普

通教室へのエアコンの設置についてのご質

問でございますが、現在の小学校へのエア

コンの設置状況は、平成２０年度に図書室、

音楽室などの一部の特別教室に設置いたし

ました。今年の夏は大変な猛暑が９月上旬

まで続きましたが、中学校では昨年に普通

教室にエアコンを設置したことから、快適

な環境のもとで学習できたとの報告を得て

おります。小学校の普通教室の設置でござ

いますが、全１０小学校で普通教室や支援

教室、また少人数指導教室や相談室等々を

含めますと、２００教室以上となることか

ら、その設置費用が非常に多額となるもの

でございます。 

 エアコン設置は、学習環境や熱中症対策

などにおきましても大変有効であることか
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ら、設置の必要性は十分に認識いたしてお

りますが、財源として国から交付される安

全安心な学校づくり交付金は、耐震工事に

重点を置いており、また本市においては、

市税収入が大幅に減少する見込みで、大変

厳しい財政状況にあります。今後、教育委

員会といたしましても、引き続き校舎の耐

震化工事や大規模改修工事などの課題も多

くあることから、摂津市全体で取り組む行

財政改革の課題として各事業の見直しを行

い、財源確保に向けて市全体で調整してい

かなければならないと考えております。 

○上村高義議長 消防長。 

  （北居消防長 登壇） 

○北居消防長 質問番号２番、夏の猛暑に対

する熱中症予防の取り組みについて、

（１）今季の熱中症患者の状況について、

ご答弁申し上げます。 

 今季における本市での熱中症患者の救急

搬送状況でありますが、搬送人員は、平成

２２年９月２７日現在６３名でありまして、

昨年の同時期に比べまして５２名の増加、

約６倍の搬送人員数となっております。傷

病程度の内訳は、軽症、中等症がすべてを

占めておりまして、重症事例はございませ

ん。発生原因につきましては、高温環境下

における屋内外での作業が、また、年齢別

では６５歳以上の高齢者が多く見受けられ

ました。 

 消防本部の熱中症対応としましては、防

災演習など、屋外におけるイベント時には

救急車を会場に待機させるなど、緊急事態

に対処してまいりました。今後もこのよう

な経験を生かし、市民の安全・安心の確保

に努めたいと考えております。 

○上村高義議長 保健福祉部理事。 

  （福永保健福祉部理事 登壇） 

○福永保健福祉部理事 質問番号２の（２）

熱中症に対する市の取り組みについて、ご

答弁申し上げます。 

 この夏は猛暑日が続き、熱中症による救

急搬送も多く、お盆を過ぎても猛暑日が続

いていたことから、８月２４日から９月９

日までの１７日間、市内六つの公民館の１

室に、熱中症一時避難所として、飲料水、

毛布を用意した休憩室を設けさせていただ

きました。休憩室の設置に当たりましては、

公用車による広報活動をはじめ、民生児童

委員等に情報の提供を行い、市民の皆様へ

の周知に努めたところでございます。また、

一時避難所の利用者は、高齢者１名、成人

４名、子ども５名の計１０名でございまし

た。そのほか、リハサロンなど多くの高齢

者が参加する事業におきまして、保健師な

どによる熱中症予防のミニ講話を行い、ひ

とり暮らし世帯や介護保険サービス利用世

帯などにホームヘルパーや地域包括支援セ

ンターの職員が訪問した際には、熱中症に

対する注意喚起を行うなど、例年以上にき

め細かい取り組みを進めてまいりました。

来年度に向けましては、一時避難所の開設

など、今年度の取り組みについて改めて検

証を行い、熱中症予防の取り組みをさらに

充実させることができるように検討してま

いります。 

 次に、質問番号３、ヒブワクチン、子宮

頸がんワクチンについてのご質問にご答弁

申し上げます。 

 平成２２年３月に、厚生労働省が調査し

ました公費助成を実施あるいは予定してい

る市区町村調査では、ヒブワクチンは全国

で２０４市区町村助成しており、大阪府内

では河内長野市と寝屋川市が一部助成を実

施しております。また、７月時点の子宮頸

がんワクチン調査では、全国で１２６市区

町村の実施報告中、大阪府内はゼロでした
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が、その後、池田市がヒブと子宮頸がんの

二つのワクチン、堺市が子宮頸がんワクチ

ンの一部助成を発表しております。 

 本市における状況は、ヒブワクチンが市

内１４医療機関、子宮頸がんワクチンが６

医療機関で実施されております。ヒブワク

チンについては供給量がいまだ十分ではな

く、各医院１ないし３か月待ちであること、

子宮頸がんワクチンは、供給量はあるが接

種希望者が少ないと伺っております。 

 これら二つのワクチンは、法律によって

接種が定められた予防接種ではなく、希望

者がおのおのの判断で接種を受ける任意接

種のワクチンでございますが、予防接種後、

副作用による健康被害の救済についても、

法律に規定された定期接種に対する救済と

比較し、死亡時の見舞金など大きな差がご

ざいます。今後におきましては、引き続き

市長会等を通じて法定の予防接種となるよ

うに要望してまいりたいと考えております。 

○上村高義議長 弘議員。 

○弘豊議員 それでは、２回目の質問です。 

 子ども手当の未申請の問題では、２２４

件ということですが、このうち多くは公務

員などの扶養家族であるため、既に申請も

済ませ、支給されているところについても

市では把握できないということです。ここ

に制度の不備といいますか、児童手当の制

度をそのまま残して上乗せしてつくった、

そうした設計に矛盾があらわれていること

も感じましたが、私が問題だなと感じるの

は、手続きできていない世帯が一定数残っ

ていることです。 

 きのう、野原議員の質問で給食費の滞納

世帯の質問のやりとりがありましたが、滞

納率は０．２％ほどでしたから、実数は１

０件以下だと思うんですけれども、こうし

て実態がわかれば手を打てます。経済的に

本当に困窮している世帯が大半でという答

弁をされていましたから、就学援助制度か

何らかの手続きを進められたんだと思うわ

けですが、子ども手当の未申請についても、

ぜひこれは手を打っていただきたいと思い

ます。申請するかどうかは親の責任で、子

どもにとっての利益が損なわれることにな

れば、広く社会で子どもを育てていこうと

した制度の趣旨が生かされないことになる

と思います。昨今の子どもの虐待の事例を

見ても、親が子どもの養育にかかわって、

本当にさまざまな社会制度との結びつきか

ら外れていることも指摘されています。こ

の機にどうか丁寧な実態把握と、そして支

援に取り組んでくださいますようによろし

くお願いします。これは、答弁は結構です。 

 次に、就学援助についてですが、４次行

革との関係で、あらゆる事務事業の総点検

という中で出てこざるを得なかったのかも

しれませんが、次世代育成支援のすこやか

子育てプランにも、大阪府下でトップの認

定率、広く子育て支援策と定着している、

このことが紹介されています。対象を切り

縮めるとは一言も書いていません。深刻な

少子・高齢化の中で、この次世代育成支援

後期行動計画も進められていますが、昨年

３月のアンケート調査の中で、今、現に摂

津市で子どもを産み育てている世代の多く

が、実際欲しい子どもの数より実際の子ど

もの数は少なくて、主な原因は経済的な環

境と答えています。子ども手当の創設につ

ながった背景には、７割の子育て中の親が

経済的な支援が必要と求めた、そうした調

査結果もあると思います。そこで、就学援

助ですが、この間、多くの自治体で認定基

準の引き下げが行われたわけですが、摂津

市ではずっと維持しているかといえば、必

ずしもそうとは言えない現状もあると思い
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ます。５年前の生保基準の見直しの際、４

人家族で１８万４，０００円所得限度額が

引き下げとなり、その年の議会のやりとり

でも、約４１名がボーダーラインで認定か

ら外れるというような報告がされています。

府内トップの認定率ですが、昨年の決算資

料で小学生３７．７２％という数字が出て

いますが、５年前の切り下げ前は小学生４

１．５３％という数字です。実際、今度の

見直しで何人の児童・生徒に影響が出ると

考えておられるのか、また、同時に行革の

効果額についてもお聞きしたいと思います。

最初の質問の中で、この実施のスケジュー

ルについてのご答弁はなかったかと思いま

すけれども、その点についてもお聞かせい

ただきたいと思います。 

 本来、義務教育は無償であるべきと憲法

２６条に記されていますが、子どもの教育

費に出費が多いというのは多くの方の実感

です。仮に就学援助を受けていれば、すべ

て学校に係る経費はなくなるかといえば、

ＰＴＡ会費や生徒会費、クラブ活動費など、

先の第２回定例会で山崎議員が質問しまし

たが、こうしたものは対象外に現状でもな

っています。小学生、中学生、それぞれ学

校や部活によって違うと思いますけれども、

平均して年間幾らぐらいの出費になるのか、

この点についても伺いたいと思います。 

 次に、熱中症の対策にかかわってですが、

摂津市での救急搬送は６３名、そのうち２

８名が高齢者ということであります。すべ

てが軽症、中等症ということでありました

が、日によっては１日７件、そのうち６件

が中等の症状だったということも伺いまし

た。最近、よく軽症の場合は救急車を呼ぶ

のはどうかといった議論もありますが、熱

中症の場合、適切に処置をしないと、時間

を置けば、軽症であっても、中等、重症と

どんどん症状が悪化します。埼玉のある市

では、８０歳のひとり暮らしの女性を心配

して見に来た大家さんが１１９番連絡を入

れたにもかかわらず、聞き取りで緊急では

ないと判断し、別の回線を案内するが、そ

の際、結局本人がもういいと言って、その

３時間後に亡くなる、そんなニュースの記

事を目にしました。新聞やテレビなどでも

熱中症による死亡のニュースが相次ぎまし

たが、ひとり暮らしの高齢者や広がる貧困

の問題、経済的な事情でエアコンがない、

あっても電気代が払えないので使わない、

認知症で使い方がわからないなどなど、い

ろんなケースを耳にします。支援が必要な

ところへ行き届く、そうした支援やつなが

りの輪の大切さを改めて感じさせられます。 

 また、公民館での一時避難所についてで

ありますが、予防と啓発の意味で、広報カ

ーの案内の音などを耳にすると、気をつけ

ないといけないと意識します。しかし、実

際利用するかといえば、近くに公民館がな

い方からは、そこに行くまでに暑さで倒れ

てしまうという意見を聞きました。そこで、

例えばですけれども、摂津市には地域に５

１の集会所がありますが、憩いの場として

有効活用がされているかどうか、総合計画

の市民会議提言書の中に問題提起がされて

います。①高齢者が安心して安全に暮らせ

るまちへの項目で触れられています。もち

ろん今回の避難所のような意味合いで言っ

ているのではないと思いますが、地域包括

支援センターと集会所の管理者が連絡をと

り合って支援を受けられるようにするとい

う具体的なことまで踏み込んでいます。こ

の際、自治会長や集会所の管理者に過剰な

負担にならないような工夫ももちろん要り

ますし、５１の集会所それぞれ条件は違い

ますから、すべて一概にはいかないと思い
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ますが、高齢者のより身近なところで支援

を考えていっていただきたいと思いますが、

今後の取り組みについてお考えをお聞かせ

ください。 

 学校での対策ですが、子どもの安全に気

をつけて取り組んでおられることと思いま

すが、やはりエアコンがなくても問題がな

いということではないわけだと思います。

他市の例で業務用の大型扇風機を急遽購入

したという市や、屋外のテントで水を霧状

に出すホースを取りつけたなど、さまざま

な取り組みが紹介されていましたが、工夫

をしてしのげるものであれば、それも考え

ていくべきだと思います。小学校で、今、

エアコンがある特別教室をほかの時間も代

用して使う、そうしたことも聞きましたが、

そういうことであるならば、やはり早急に

設置のスケジュールを組むべきだと思いま

す。小学校で特別教室にエアコンを設置し

た際、初期投資で既に骨格部分はできてい

るように聞いていますが、先ほど答弁で２

００基以上必要ということですが、今ある

普通教室をすべて一斉に取りつけると１５

６、半分入れれば幾らになるか、段階的に

でも予算を組んで実行に移していただきた

いと思います。設置費用が全体で幾らぐら

いになると見込んでおられるのか、この点

についてもぜひ答弁を聞きたいと思います。 

 次に、ワクチン接種についてであります。

この問題では、やはり国が任意ワクチンを

きちんと国で費用も負担する定期接種に切

りかえていく、そういうことがなければ大

きくは改善していかないというふうに思い

ます。しかしながら、やはり地方自治体と

して助成制度を取り組んでいる、そういう

市もあるわけです。保健福祉部理事のほう

からは、この間の質問の中でも、ワクチン

といってもヒブや、また子宮頸がんだけで

はなく、おたふく風邪、水ぼうそう、Ｂ型

肝炎や肺炎球菌、さまざまあるということ

でありますが、今、定期接種に取り組まれ

ている種類は６種類、任意接種になってい

る種類が１１種類、こういう数であります。

その中でどれを優先的に行っていくのか。

それぞれの自治体の判断、これは政治的、

政策的な決断の中で取り組まれているかと

いうふうに思います。決して今、地方自治

体として独自の助成制度を行っている市が

財政的にゆとりがあってということではな

いというふうに思います。先ほどの本保議

員の質問の中でも、ぜひとも子宮頸がんワ

クチンの接種をお願いしたいというような

こともありますが、子どもの命を守る、そ

ういった点では、ヒブワクチン、また小児

用である肺炎球菌（７価）、そうしたワク

チンについても早急に決断していっていた

だきたい、このように思うわけですが、ぜ

ひともこうした問題について前向きに積極

的に取り組んでくださいますように、この

点を要望としておきたいと思います。 

 以上、２回目の質問とします。 

○上村高義議長 暫時休憩します。 

（午前１１時５４分 休憩） 

                 

（午後 １時    再開） 

○上村高義議長 休憩前に引き続き再開しま

す。 

 答弁を求めます。教育総務部長。 

○馬場教育総務部長 まず、就学援助に関し

まして、幾つかご質問がございましたので、

答弁申し上げます。 

 就学援助の見直しで何人に幾らぐらいの

影響が出るかということでございますが、

これにつきましては、第４次行革の中で２

２年から２６年の間に見直しをするという

形が規定されておりますので、今現在、ど
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ういう形で見直しするかを検討し始めたと

ころでございますので、何人で幾らの影響

があるという、そういう形まではまだいた

しておりません。 

 次に、スケジュールですが、これは今申

し上げましたとおりで、４次行革が２２年

から２６年でございます。ですから、この

間に４次行革の中で示されました単独扶助

費の見直し、これは教育委員会の分もあり

ますし、市のほかの分もございますので、

当然全体的なスケジュールの中で、この４

次行革の中で見直しをしていくと、そうい

う形を考えております。 

 それから、教育費にどれぐらいの支出が

ということだったと思いますけれども、こ

れにつきましては、教育委員会のほうで一

定公費で出していく分につきましては、も

ちろんこれは税金のほうで出しております

のであれなんですが、学校のほうで各種徴

収金というのがありますので、そのことを

お問いになっているのかなと思っておりま

すが、この学校の各種徴収金につきまして

は、学校でさまざまな教材費でありますと

か活動、そういう形で徴収しておりますの

で、私どものほうで一定幾らというような

把握はいたしておりません。学校によって

も学年により６年生と１年生とは違うでし

ょうし、そういうことがございますので。

ただ、言えることは、この就学援助の中に

学用品であるとか体育実技の用具費である

とか通学用品であるとか校外活動費、林間

とか臨海ですね、それとか、あと修学旅行

の費用とか医療費とか給食費とか、そうい

った部分で就学援助で出しておりますので、

必要な額の多くについては、この就学援助

の中で一定カバーができているというふう

な形を考えております。 

 それから、二つ目の質問のエアコンの件

でございますが、設置のスケジュールと費

用をどの程度見ているかということでござ

いますが、基本的にエアコンにつきまして

は、中学校までは終わりましたが、小学校

につきましては、まだ設計もできておらな

い段階でございます。最初の答弁で申し上

げましたように、非常に暑い中で必要だと

いうことについては、教育委員会としては

認識しておりますが、やはり多額の財源が

かかるということで、これにつきましても、

市全体の施策の中でどういった形にするか

と、その財源をどこに求めるかということ

が今後議論されると思います。仮に２００

教室で幾らぐらいかということですが、こ

れも積算もいたしておりませんので、非常

に雑駁な数字になりますが、大体今考えて

おりますのは、１教室１００万円から１５

０万円程度の金額がかかるであろうと考え

ております。そうしますと、２００教室す

れば２億円から３億円ぐらいの歳出予算額

が予定されると。ただ、これも設計します

と、やはり１階と４階では違いますし、い

ろんな形状で額が変わってきますので、こ

の２億円から３億円をあくまでも目安の数

字として考えていただいて、もし仮に予算

がつけば必要な設計をして、必要な額につ

いて算定していきたいと思います。 

 以上でございます。 

○上村高義議長 保健福祉部理事。 

○福永保健福祉部理事 では、熱中症対策、

高齢者等への今後の取り組みについて、ご

答弁申し上げます。 

 現在、本市では、６５歳以上の単身世帯

へのアンケートや訪問によるひとりくらし

高齢者実態把握事業を実施しております。

今後もひとり暮らしや高齢者のみの世帯な

どの生活状況の把握に努めてまいりたいと

考えております。その上で、民生児童委員
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や介護保険事業所など、これまで以上のご

協力をお願いして、きめ細かな家庭訪問を

行い、熱中症予防の注意喚起や状況観察に

努めてまいりたいと考えております。 

 また、高齢者に限らず、イベントなどの

さまざまな機会をとらえて、そしてさまざ

まな広報媒体を活用して、幅広く市民に注

意を促してまいりたいと考えております。 

 集会所における一時避難所の開設につき

ましては、管理運営上の問題等もあること

から、今年度の取り組みの検証を行い、さ

まざまな観点から検討してまいります。 

○上村高義議長 弘議員。 

○弘豊議員 それでは、３回目の質問です。 

 最初に、就学援助の問題ですけれども、

私の認識では、この行革のスケジュールを

出されていますね。これで２２年度に検討

というようなことがずらずらと各項目につ

いて書かれています。２３年度に実施と書

かれている分と、２４年度に実施と書かれ

ている分と、それぞれ矢印が黒く塗りつぶ

されていますけれども、それで見ましたら、

就学援助金制度の実施が２３年かなと思っ

ていたわけですけれども、これは２３年か

ら２６年までの間のどこで実施するかとい

うのが決まっていないというようなことで

受け取っていていいわけでしょうか。これ

についてはお答えを願いたいというふうに

思います。 

 それから、児童・生徒にどれぐらいの影

響が出るのか、また、効果額が幾らぐらい

になるのかというようなことで、今年の９

月時点において、今の時点でここで明らか

にできないというようなことでありました

ら、来年度から実施というようなことはま

ずないのだなということでとらえたわけな

んですけれども、見直すということで、本

当に慎重にといいますか、できるだけこれ

以上基準を下げてはいけないというふうに

思っているわけです。 

 例えばですけれども、ちょっと私が調べ

た資料の中で、文部科学省の中で設けられ

た教育安心社会の実現に関する懇談会とい

うのが昨年７月に設置されています。その

資料なんですけれども、全国的に見ました

ら、就学援助の中で準要保護の児童・生徒

の数というのは年々増えていっています。

やはりこれは今の経済状況や子育て世代の

そういう暮らしぶりを反映しているのかな

というふうに思うわけなんですけれども、

その中で、資料で注意して見ないといけな

いのが、東京、山口、大阪、兵庫、こうし

た都府県では逆に受給率が下がっています。

これは、やはり従来の認定率が引き下げら

れていっている、そういう状況の中で、こ

ういうものがあらわれているというふうに

とれるかと思います。また、その懇談会の

中で指摘はされているんですけれども、財

源が一般財源から切りかえられてというふ

うなことですね。そういう中で、市町村に

よる就学援助が適切になされないというこ

とが増えてきていることについては、社会

的な不安につながるというようなことで、

ここは注視していかないといけないという

こと。それから、その最後には、国庫補助

や地方財源措置が十分なされていない部分

について、やはり国の財政を増額すべきで

はないのかというようなことが、具体的な

提案も昨年行われているこの懇談会の中で

は、文部科学省の中でも提案されています。

今回、今年の例えば概算予算要求の中には

こういうようなものは盛り込まれていませ

んけれども、やはりここの点については、

国が切ったから、これはもうずっと切られ

たままだというようなことではないという

ふうにとらえておく必要もあるのではない
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でしょうか。この間、子ども手当の支給が

開始されて、来年度は全額にはならないと

いうことから、現物支給みたいなことの考

えも出ているようですが、それはどういう

形で使われるのかということはまだまだ不

透明な状況です。やはりしっかりと子ども

のための施策を守っていくために、摂津市

としても声を上げていってもらいたいと思

いますし、ここの制度についてはしっかり

守っていってもらいたいというふうに思っ

ております。 

 高齢者の身近な支援というようなことに

なりますけれども、地域包括支援の取り組

みがやっぱり大事やというふうに思います

し、先日の市の広報せっつの中でも触れら

れている中で、出張サービスも行っている

けれども、まだまだやっぱり足りないとい

うふうに思います。千里丘小校区とか鳥飼

の東側とか、こういったところにもしっか

りと目の行き届くような、そういったとこ

ろも要望しておきたいというふうに思いま

す。（発言終了のブザー音鳴る） 

○上村高義議長 答弁を求めます。教育総務

部長。 

○馬場教育総務部長 ４次行革の中の検討・

実施の矢印等々の意味合いでございますが、

当然、４次行革の中で平成２２年検討、そ

れから２３年から２６年で実施というふう

になっておりますので、この４次行革の中

で検討・実施をするという形の計画になっ

ております。私どもは、この４次行革の中

で書いておりますように、従来の個人給付

から社会的自立を支援するサービスや、よ

りよい効果的なサービスへの転換が可能か

どうか検討するということでございますの

で、その視点に立って、今現在検討いたし

ております。その選択肢の中に、国が今年

度から始めました子ども手当、コンクリー

トから人へということで、子育て世帯に多

くの財源をということで、国が一般化して

いただいた施策でございますが、摂津市は

今まで他市よりもやはり就学援助をより広

く子育て施策という位置付けの中でやって

まいりました。そのことが一定国において

評価していただいて、そういう子ども手当

の充実をしていただいた中で、それでは、

私どもの今やっている就学援助の考え方、

それを先ほど言いました行革の見直しの検

討の中に入れまして、よりよい効果的にサ

ービスに使う、そういった方法、手段、そ

ういうのがあるのかないのか、それを検討

して、よりよい税の使い方、最大の効果を

上げるべく検討していきたいと、そういう

ふうに考えている次第でございます。 

○上村高義議長 弘議員の質問が終わりまし

た。 

 次に、森西議員。 

  （森西正議員 登壇） 

○森西正議員 それでは、順位に従いまして

質問をさせていただきます。 

 市内での硬式野球場の利用場所について

ですけれども、市内には本格的に硬式野球

の練習や試合ができる野球場や運動広場が

なく、硬式野球チームが練習場所の確保に

苦慮をされております。以前から他の議員

からも質問が出ていますが、スポーツ振興

の観点からも、硬式野球ができる環境を整

備すべきではないか、見解をお聞きします。 

 続きまして、産科・産婦人科の市民の市

内での診療についてでありますけれども、

現在、市内には産科・産婦人科の診療がで

きる病院がありません。多くの妊婦、子育

て世代の市民から、市内で産科・産婦人科

がなくて大変不便だ、市内に産科・産婦人

科をどうにかしてほしいという声を聞きま

す。市民の産科・産婦人科の受診動向はど
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のようになっているのか、市内に産科・産

婦人科のない状況を市としてどのように認

識しているのかお聞きします。 

 続きまして、淀川と新幹線を活かしたま

ちづくりについてですが、森山市長は、平

成１６年、１期目の選挙公報で、摂津市の

大動脈、淀川と新幹線基地を活かしたまち

づくりと公約をされていました。では、現

在の進捗状況と今後のまちづくりの方向性

をお聞きしたいというふうに思います。 

 １回目は以上です。 

○上村高義議長 答弁を求めます。生涯学習

部長。 

  （宮部生涯学習部長 登壇） 

○宮部生涯学習部長 質問番号３、市内での

硬式野球の利用場所について、ご答弁申し

上げます。 

 摂津市内には、野球が楽しめる施設とし

て、青少年運動広場、スポーツ広場を管理

運営いたしておりますが、いずれも野球専

用球場といった位置付けではなく、多種目、

多目的に使用していただく施設として位置

付けております。現在、市内の硬式野球チ

ームは、市内高等学校野球部や少年硬式野

球チームとして活動されている団体がござ

いますが、本市では施設管理上、各団体の

簡易な練習場所の提供として、青少年運動

広場Ｂコートをノックやトスバッティング

に限り使用許可しております。 

 本格的な硬式野球練習や試合となります

と、軟式野球やソフトボールに比べ、ボー

ルがかたく、打球も速いことから、バック

ネットや防球ネットの新たな設置や補強な

ど、現在の施設を改良する必要が生じてま

いります。また、他の利用者の安全面や金

属バット特有の金属音など、付近住民の方

への影響などを考えた場合、多くの課題が

あると考えております。 

○上村高義議長 保健福祉部理事。 

  （福永保健福祉部理事 登壇） 

○福永保健福祉部理事 質問番号２、市内に

産科の医療機関がない現状と、市民の受診

状況につきまして、ご答弁申し上げます。 

 全国的な医師不足の影響が特に著しい産

科につきましては、大阪府の方針といたし

ましても、集約化・重点化の方向にござい

ます。以前に南千里丘の開発に合わせまし

て、民間主導により産科の誘致を要請いた

しましたが、実現には至らず、産科開設の

厳しい現状を実感したところでございます。

しかしながら、長らく産科のない状態が続

いておりましたが、このほど千里丘地区で

産科開設予定地の看板が掲げられ、開発許

可に伴う事前協議を終え、近々正式な申請

がなされると伺っております。今後、法に

定められた手続きが進み、早期に開設され

るよう期待しているところでございます。 

 この計画されております産科の開設に伴

いまして、市民の受診の利便性も高まるも

のと期待しておりますが、現状では全体の

７割以上の妊婦の方が近接の吹田市と茨木

市内の医療機関を受診されているという状

況にございます。本市は全国的にも比較的

恵まれた医療圏域である北摂地域のほぼ中

央にありまして、特に市民の受診の多い医

療機関としては済生会吹田病院がございま

すが、当該病院は、地域の周産期医療の拠

点の一つとして緊急時にも対応できる体制

が整っており、安心して受診できる環境に

あるのではないかと考えております。今後

とも医師会と連携しながら、本市の置かれ

ている医療環境の中で市民の皆様が不安に

陥らないよう取り組んでまいりたいと考え

ております。 

○上村高義議長 市長公室長。 

  （羽原市長公室長 登壇） 
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○羽原市長公室長 淀川と新幹線を活かした

まちづくりについて、ご答弁を申し上げま

す。 

 本市域には、淀川、安威川をはじめ数多

くの河川が流れているとともに、水路も多

く、また、新幹線基地はＪＲ東海の西の拠

点として本市に建設されたものであり、そ

れぞれ本市の特徴となっているものでござ

います。これらを活かしたまちづくりの取

り組みでございますが、新幹線基地につき

ましては、これまで何度かＪＲ東海に対し

て何らかの形で市民に開放できないかとい

った打診をしておりますが、治安、安全面

から困難との回答に終始いたしております。 

 一方、淀川の広大な河川敷は、貴重な水

辺空間として多くの市民の憩いの場として

親しまれており、現在、地域の皆様も参画

されている地域協議会でさまざまな方向か

らの検討がなされているところでございま

す。今議会に上程いたしました摂津市総合

計画基本構想におきましても、摂津市らし

さ、摂津市の強みを最大限活用し、また地

域特性も活かしたまちづくりを進めること

といたしており、淀川をはじめ市域を縦横

に流れる河川や水路、そして新幹線基地な

ども貴重な資源としてとらえ、本市の魅力

として発信していくことにより、市全体の

まちづくりをよりよい方向に導いていける

よう、市民とともに取り組んでまいりたい

と考えておるところでございます。 

○上村高義議長 さっきの答弁の中で、生涯

学習部長が質問番号１のところを３と言い

ましたので、一応１ということで訂正をさ

せていただきます。 

 森西議員。 

○森西正議員 それでは、２回目の質問をさ

せていただきます。 

 市内での硬式野球場の利用場所について

ですけれども、整備には多くの課題がある

という答弁でありましたが、市内にせめて

１か所は硬式野球ができる、フリーバッテ

ィングができる施設を整備すべきであると

いうふうに考えます。ある硬式野球チーム

は、青少年運動広場で週３回程度、夕方か

ら練習を行っております。しかしながら、

青少年運動広場は、１１月から３月までの

間、午後５時までの使用時間となっており、

１１月から３月までの間は、午後５時以降、

市内で唯一硬式ボール使用可能な場所での

練習さえもできない状況にあります。夏季

だけでなく冬季も夜間照明を検討すべきだ

と思います。考えをお聞かせください。 

 続いて、産科・産婦人科の市民の市内で

の診療についてですが、医療圏域が北摂地

域のほぼ中央にあって、そして安心して受

診できるのではないかという答弁でありま

したけれども、実際に不便であるという声

があります。私も千里丘の府道大阪高槻京

都線沿いに産婦人科予定地という看板が掲

げられているのを拝見いたしております。

早期の開設を期待しますけれども、開設予

定地はＪＲの北側になりますので、安威川

以南の市民、妊婦の方からしますと、不便

の解決には至らないのではないかというふ

うに思います。千里丘地区に新しく開設を

されても、今までどおりに吹田市、茨木市

内の医療機関を受診されるのは、変わりは

ないのではないかというふうにも思います。

南千里丘の開発に合わせて、民間主導によ

り誘致を要請したが実現に至らなかったと、

産科開設の厳しい状況を実感したというこ

とでありますけれども、民間の開設がなけ

れば、これは行政の介入も必要ではないか

というふうに思います。当然、医師会は、

医師情報、医療情報を持ち合わせておられ

るわけですから、医師会の連携はもとより、
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千里丘地区に新規開設される病院の動向を

見ながら、医師会に産科・産婦人科の誘致

を申し入れていくことも必要だと思います。

市内すべての地域の市民が安心して身近で

子どもを産むことができる体制を考えてい

ただきますよう、これは要望とさせていた

だきたいというふうに思います。 

 続いて、淀川と新幹線を活かしたまちづ

くりについてですが、淀川については、淀

川河川公園の整備状況と今後の方向性につ

いてお聞きしたいというふうに思います。

新幹線については、新幹線公園の現状と今

後の方向性についてお聞きしたいというふ

うに思います。 

 以上、２回目です。 

○上村高義議長 生涯学習部長。 

○宮部生涯学習部長 硬式野球の簡易な練習

場所の確保として、青少年運動広場のナイ

ター時間の延長でございますが、議員ご質

問のとおり、現在、青少年運動広場のナイ

ター使用は、４月から１０月までの間、午

後９時までと定め、多くのスポーツ愛好団

体にご利用いただいております。青少年運

動広場のナイター照明は６基で、グラウン

ド全体を照らす設計となっており、外部へ

光が漏れないように照明角度を調整いたし

ております。企業等のグラウンドが減少す

る中、硬式野球に限らず練習場所の確保に

苦慮されていることは十分認識しておりま

すが、年間を通しての使用となりますと、

地元自治会、近隣企業の方の了解に加え、

利用ニーズや維持管理費、他市の状況など

を参考に、冬季のナイター使用について検

討してまいりたいと考えております。 

○上村高義議長 土木下水道部長。 

○宮川土木下水道部長 淀川と新幹線を活か

したまちづくりについての２回目のご質問

にご答弁申し上げます。淀川河川公園の整

備についてでございますが、現在、国土交

通省が進めております淀川河川公園の整備

につきましては、平成２０年度の淀川河川

基本計画の改定によりまして、淀川の自然

を取り戻す計画に変更となっております。

その変更に基づきまして、本市が要望して

おりますグラウンドゴルフが可能な多目的

広場の整備に向けまして、現在、地元住民

と利用者等の声を聞くための淀川河川公園

中流右岸域地域協議会の開催も順調に進ん

でいるところでございます。 

 次に、新幹線公園につきましてですが、

展示車両であります０系新幹線の引退に伴

いまして、公開日には１日に２００名程度

の来場者があり、人気が高まっているとこ

ろでございます。また、新幹線公園の中央

環状線側入口から鳥飼水路沿いに現在のと

ころ１６４本の桜の並木がございます。春

の桜の花見の時期には隠れた桜の名所とも

なっております。また、既存桜の樹齢も約

３０年が経過しておりますので、樹木の延

命とともに桜並木を延ばす取り組みを平成

２２年度から継続して実施していく予定で

ございます。桜並木を延ばすことで新たな

名所づくりにも取り組んでいきたいと考え

ておるところでございます。 

○上村高義議長 森西議員。 

○森西正議員 それでは、３回目の質問をさ

せていただきます。 

 市内での硬式野球場の利用場所について

ですけれども、ナイター設備に関しては、

硬式野球に限ったことではなくて、サッカ

ー、ソフトボール、軟式野球など、多くの

種目に当てはまります。青少年運動広場の

ナイター設備の設置時には、地元の同意を

得て設置されたというふうに伺っておりま

す。ただ、ナイター設置時にあった隣接す

る矢崎の社宅は現在取り壊されております
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し、当時とは近隣の状況が変化をしており

ます。また、４月から１０月までの間だけ

ナイターが了解されて、１１月から３月ま

での間は了解されないということはないと

私は思います。まず、地元自治会、近隣企

業の了解を得る働きかけをしていただき、

１１月から３月までの間もナイターが使用

でき、グラウンドが開放できますように要

望をぜひともいたします。第二中学校、第

四中学校のナイター使用についても４月か

ら１０月の間だけであります。併せて第二

中学校、第四中学校のナイターについても

１１月から３月までの間のナイター使用を

検討すべきだと思います。要望いたします。

そして、何よりも市内に硬式野球ができる

環境を整備していただきますよう、強く要

望したいというふうに思います。 

 続いて、淀川、新幹線を活かしたまちづ

くりについてですけれども、淀川河川公園

整備の具体的な内容と地域協議会後の具体

的なスケジュールについてお聞きをします。

新幹線公園は、大阪ミュージアム構想のベ

ストセレクションであり、橋下知事一押し

となっております。にもかかわらず、新幹

線公園利用者の駐車場はなく、大阪中央環

状線側道に駐車していることが多く見受け

られます。いつ事故が起こっても不思議で

ないくらい危険であります。駐車場を確保

するのが困難ならば、市役所を利用者の駐

車場として案内すべきだと考えます。公園

みどり課の新幹線公園のホームページを見

ると、駐車場はありませんとなっておりま

す。ホームページに市役所の駐車場を利用

していただくように掲載すべきだと思いま

すが、見解をお聞きします。 

 以前に水上バスについて質問をしたこと

がありますけれども、現状では運航は困難

であるということでしたけれども、水上バ

スの運航というのは、これは不可能である

のか。川の駅はちけんやが天満橋に誕生し

ましたけれども、摂津市で川の駅というの

は検討できないものか。淀川河川公園整備、

その他さまざまなことを考えることができ

ると思いますけれども、そして、新幹線基

地については、市民への開放は治安・安全

面から困難とＪＲ東海から回答が来ている

ということですけれども、ＪＲ東海の須田

寛相談役は、歴史的・文化的に価値のある

工場や機械などの産業文化財や産業製品を

通じて、ものづくりの心に触れることを目

的とした産業観光を提唱されておられます。

新幹線基地はまさしくそのとおりであると

思います。宮城県にあるＪＲ東日本新幹線

車両センターは、基地の一般公開をされて

おります。年間７万人の来場者が来られる

そうであります。新幹線基地の見学、新幹

線公園の充実など、さまざまなことを考え

ることができますが、市長の言う淀川と新

幹線基地を活かしたまちづくりというのは

どういうものなのか、１期目の選挙公約と

６年後の現在とでは考えの変化はあるのか、

お聞きしたいというふうに思います。 

○上村高義議長 土木下水道部長。 

○宮川土木下水道部長 淀川と新幹線を活か

したまちづくりについての内容でございま

すが、淀川河川公園の整備内容とスケジュ

ールということでございます。平成２２年

３月５日に第１回の淀川河川公園中流右岸

域地域協議会が開催されております。協議

会で提案のありました鳥飼下地区の整備内

容としましては、既存サッカー場、フット

サル場と淀川本川との間の空間に多目的広

場の整備と、河原樋樋門から淀川上流側に

既存のわんどがございまして、現在、樹木

が生い茂り、ちょっと見えない状況にはご

ざいますが、樹木の伐採や水草の除去によ
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り、わんどの保全を行う内容となっており

ます。 

 また、多目的広場の整備内容では、本市

が要望しておりますグラウンドゴルフが可

能な整備内容を盛り込んでいただく内諾は

いただいております。第２回地域協議会の

開催日程も平成２２年１０月４日に決まり、

利用者のアンケート調査も現在実施されて

いるという状況でございます。本年度、関

係機関の意見徴取を行い、整備内容の取り

まとめができ次第、工事実施のための実施

設計業務委託を経て、工事実施へ取り組ん

でいただく運びとなっております。 

 次に、新幹線公園利用者の駐車場につい

てでございますが、現在、周辺に駐車場を

つくる用地もないのが現状でございます。

したがいまして、新幹線公園のアクセスの

問い合わせの折、市役所駐車場を案内させ

ていただいている状況にございます。また、

春の桜の花見の時期にですが、近畿自動車

道高架下の本市職員駐車場も開放させてい

ただき、来園者の利便性を高めているとい

う状況でございます。 

 議員ご提案のホームページへの掲載につ

きましては、速やかに取り組むことが可能

でございますので、その段取りに入りたい

というふうに考えております。 

○上村高義議長 市長公室長。 

○羽原市長公室長 ご質問のうち、水上バス

に関しましてご答弁申し上げます。 

 議員ご承知のとおり、現在、本市が淀川

を利用した船の運航ということで議論して

おりますのは、淀川舟運整備推進協議会と

いうのがございます。平成１２年から立ち

上がった協議会でございますが、大阪府下

では大阪市をはじめ６市１町、京都府から

は京都市をはじめ３市が参加をいたしまし

て、淀川における船の活用ということにつ

いての検討をいたしております。この中で

は、さまざまな論点がございますけれども、

一つには川のしゅんせつの問題もございま

すし、大阪市内であれば、非常に水面から

橋げたの下までの距離のない橋もございま

すので、場合によったら船の一からの設計

というような議論もされております。特に

船着場につきましては、大阪市内のような

まちと川が接近しているところはまだ別か

もしれませんが、淀川本川となりますと、

堤防から水面まで広い河原がございまして、

相当距離もございますし、増水時の対応、

そういう問題もございますので、なかなか

こうやればできるという道筋が現在まだ見

えておりませんし、仮にやるにしても相当

大きな費用が必要になるだろうというふう

に考えております。本市といたしましても、

淀川は一つの財産でございますから、それ

をいかに活用できるか、この舟運の協議会

の中でも各市と協力しながら検討していき

たいというふうに考えております。 

○上村高義議長 市長。 

○森山市長 森西議員の質問にお答えをいた

します。 

 新幹線、淀川等々につきましては、議会

ごとにいろんな議員からもご質問をいただ

いておる、またご提案をいただいておると

ころでございますが、６年たってどう思っ

ているのかというふうな質問だと思います。

そのまち、その市には、それぞれそこにし

かないといいますか、そのまち独特なもの

がありますね。これは、そのまちの特徴と

いうのだと思いますけれども、摂津市にも

特徴は幾つかあると思いますが、その中で

も、先ほど来出ておりますように、摂津の

まちのど真ん中といいますか、中心部を東

西に貫いておるといいますか、日本最大の

国土軸、東海道新幹線の鳥飼基地がどっか



 

 

３－３６

りと居座っております。一方で、南の端っ

こには、これまた日本を代表する一級河川、

母なる川淀川、これが東西に流れておりま

す。この二つは、摂津市ならではの一つの

特徴だと思っています。ということで、ま

ちをつくっていくとき、この二つの特徴を

生かさない手はありませんし、また意識を

せざるを得ないということだと思います。

そこで、私は、そのことをまちをつくって

いく上で大切にしたいということを市民の

皆さんに申し上げてまいりましたし、今日

もそのとおりでございます。 

 ところで、この二つの特徴を見たとき、

まち全体から見て、この地形をいかに生か

していくのか、また、その二つのそのもの

自体から見てどうまちをつくっていくか、

この二つからまちづくりを見ていく必要が

あると思います。摂津のまちは、私はよく

言うんですけれども、１５平方キロと非常

に小ちゃなまちです。山も谷もありません。

市の６０％以上が準工地帯ですね。そんな

中にあって、新幹線の広大な基地がどっか

りと中央に居座っておるわけでありますか

ら、これは、それでなくてもごつごつとし

た粗削りなまち、それを象徴的なものにし

ている一つの新幹線の基地だと思っていま

す。私は時々思いますね。この基地が端っ

こにあって、あの淀川の河川敷が真ん中に

あったらよかったのにな、そんなことを思

うこともありますが、それはかないません。

ということで、どっかりと居座ってしまっ

てハードなごつごつとしたまちづくりにつ

ながっておるわけでありますから、このこ

とを意識してまち全体を考えていくから、

私は就任以来、いつもこのまち、一方で優

しさといいますか、ソフトなまちづくり、

こっちのほうにしっかり目を向けておかな

いと、このまちはほんまに住みにくいまち

になってしまいます。そのことばっかり言

い続けてきたわけでありまして、それに基

づいて、何かやるときに環境環境という言

葉が出てまいりますし、また、ソフトなま

ちづくりの象徴、スポーツ文化の振興、こ

っちにもしっかり目を向けないかんな、そ

んなことを言い続けてきたわけでございま

す。そういう意味では、私は全体から見た

この地形でいうと、市民の皆さんも、そう

だな、このまち、バランスのとれたまちを

つくっていこうという意味で、環境とかス

ポーツ文化等々に対する思い、意識は、私

は大阪府下でもすぐれたものがあるのでは

ないかと思っておりますので、これは全体

から見た一つの形態から見たまちづくりの

一面だと思っています。 

 新幹線の基地、それからまた淀川堤防敷、

これをそのものから見たまちづくりになっ

てまいりますが、これは、今、具体的に一

つ一つお話をされているような問題であろ

うかと思います。もうだれしもがあそこを

通ると、危ない、何とかならんやろうかと、

私は毎日あそこを通ってきておりますから、

よくわかっております。今までも議会でも

何度も何度もその話も出ました。何とかあ

そこに観覧席をつくって、子どもたちの夢、

新幹線の見えるああいう場所にならんのや

ろうかなと。歴代の国会議員を通して、国

に対していろんな働きかけをしてまいりま

したが、いかんともしがたいということで

あります。それだけに、あの基地は全国に

ある基地と少しレベルといいますか、位置

付けが違うらしいです。そういうことで、

観覧席はかなわない。これはいつも思って

いるんですが、何とかならんかな、これは

質問された森西議員もそのとおりだと思い

ます。しかし、それでほっておくわけにも

まいりません。そういう意味では、民間の
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団体の皆さん、新線組等々を中心に新幹線

公園を非常に一生懸命守り育てていただい

ております。等々をしっかりと応援する中、

新たなる新幹線を活かしたまちづくりをし

っかり今後も見続けていかないかんなとは

思っています。 

 淀川敷公園についてもそうであります。

私は、以前、あの淀川沿いに桜をずっと摂

津市で植えるから、うちで管理するから目

をつぶれというようなことを国土交通省に

言ったことがあるんですけど、あかんあか

んですわね。とにかく頭がかたいというか、

堤防の安全・安心もあるからでしょう、な

かなかかなわないんですけれども、要する

に、そのものを中心に生かしたまちづくり

を考えるときは、あの新幹線、そして堤防

敷ともどもに国のものでありまして、相手

があるわけでありまして、こちらから必死

になっていろんな働きかけをしても一向に

動かない、そういう現状がありますので、

これからも粘り強く、やっぱりこの二つを

活かしたまちづくり、さらに前を向いて取

り組みたいと思いますので、またいろいろ

ご提言をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○上村高義議長 森西議員の質問が終わりま

した。 

 次に、木村議員。 

  （木村勝彦議員 登壇） 

○木村勝彦議員 それでは、第３回定例会の

一般質問、最後の質問をさせていただきま

す。 

 まず最初に、地上デジタル放送への移行

に伴う電波障害地域の対策についてであり

ます。 

 平成１３年に電波法が改正をされ、平成

２３年７月２４日、テレビ放送はアナログ

放送から地上デジタル放送に完全移行され

る予定であります。近隣の寝屋川市ほか多

くの自治体で、マンション配信施設廃止に

対して、今さら独自アンテナなんてと周辺

住民から反発が相次いでいることが報道さ

れています。摂津市でも、味生体育館建設

に伴う電波障害に対して、現在まで共聴ア

ンテナで対応しています。今後、摂津市は、

地デジになれば電波障害がなくなるので共

聴アンテナの対応はしないという方針で、

電波障害地域の住民に地デジに関する文書

を詳しい説明もなくポスティングされてい

ます。住民は、共聴アンテナが設置された

時点でアンテナの必要がなく取り外してし

まって、今は屋根のアンテナもない、今さ

ら費用をかけてアンテナを立てるなんてと

困っています。 

 高齢化が進んで年金生活者が多く、チュ

ーナーやアンテナの費用をかけることは負

担が大き過ぎる、せめて府営住宅あるいは

ＵＲ都市機構鳥飼野々２丁目団地並みの対

策を摂津市として講じてもらいたいと、別

府２丁目味生体育館近隣の住民代表が過日

陳情に来られました。摂津市は、地上デジ

タル放送移行に伴って、市の公共施設によ

る電波障害対策を終了するのか、お答えく

ださい。 

 ２番目に、別府公民館の建て替えについ

てであります。 

 別府公民館は、市内公民館の中で最も古

くて手狭で使い勝手が悪いという市民の声

が強いという状況を踏まえて、市内の公民

館の建て替え、改修計画についてお示しく

ださい。摂津市の財政が厳しい中でハコモ

ノを建設することは当面大変困難な状況で

あります。しかし、費用を抑えるためのい

ろんな選択肢を追求すべきであると考えま

す。その一つとして、近くに北大阪農協別

府支店の空き店舗があります。これを借り
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上げることが可能であれば、北大阪農協と

しても固定資産税の減免を受けることが可

能となり、メリットがあります。交渉して

はどうかと考えますけれども、市の見解を

求めます。 

 ところで、北大阪農協別府支店は、市民

団体が借りる方向で計画を進められておる

と聞き及んでいます。どのような団体なの

か、どのような計画で何を目的としている

のか、わかればお答えください。また、そ

の団体の企画書案が既に提出をされていま

すけれども、その中に摂津市の補助金団体

である農業団体が掲載されていると聞き及

んでいるが、それは事実なのか、そして、

その申請はどこまで進んでいるのか、この

件に関して摂津市はどこまでかかわってい

るのかお答えください。 

 １回目を終わります。 

○上村高義議長 答弁を求めます。市長公室

長。 

  （羽原市長公室長 登壇） 

○羽原市長公室長 市の公共施設による電波

障害対策についてご答弁申し上げます。 

 本市では、これまで公共施設の建設に伴

い電波障害を起こしていた地域において、

共聴アンテナ方式により対策を実施してき

たところでございますが、平成１３年に電

波法が改正され、平成２３年７月２４日正

午をもって地上アナログ波の配信が停止さ

れ、地上デジタル放送に切りかわる旨の決

定がなされております。今回の地上デジタ

ル放送への切りかえは、あくまで国の決定

した施策であり、総務省は電波障害地域へ

の対策として、受信障害の原因者が受信調

査を行い、受信障害が解消されることを確

認して、個別受信への移行、施設の廃止を

決定した場合は、施設の利用者、つまり受

信世帯は、自己負担等によりＵＨＦアンテ

ナの設置やケーブルテレビ等への移行を行

う必要があるとの総務省見解を出しており

ます。これを受けまして、本市でも地上デ

ジタル放送への移行後に公共施設による電

波障害がどうなるのかについて、平成１８

年に専門業者に委託し、市内１９０地点に

おいて調査しましたところ、近畿広域圏放

送及び大阪府を放送対象地域としている地

方局の地上デジタル放送は、アンテナを上

げると環境を整えれば受信できるとの結果

が出ております。加えて、総務省テレビ受

信者支援センター、通称デジサポ大阪によ

り、地上２メートルの高さにおいてデジタ

ル放送の受信可否が調査されておりますが、

この調査においても、摂津市内での受信障

害は報告されておりません。総務省の見解

と二つの受信調査の結果を考えますと、今

回の地上デジタル化により従来の電波障害

は解消されることから、さまざまな市民の

負担の公平性を図るという観点からも、本

市における電波障害対策は、地上アナログ

波の配信停止に合わせ終了してまいる予定

でございますので、ご理解賜りますようお

願い申し上げます。 

○上村高義議長 生涯学習部長。 

  （宮部生涯学習部長 登壇） 

○宮部生涯学習部長 質問番号２番、別府公

民館の建て替えについて、ご答弁申し上げ

ます。 

 現在の公民館の建設年、建て替えの時期

と今後の建替計画についてでございますが、

本市には現在６館の市立公民館がございま

す。別府公民館は昭和４７年に建設され、

築３８年が経過しております。千里丘公民

館は昭和４９年に建設され、築３６年、新

鳥飼公民館は、昭和５６年に建設され、築

２９年、味生公民館は、昭和６０年に建設

され、築２５年、鳥飼東公民館は、昭和６
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１年に建設され、築２４年となっておりま

す。安威川公民館は、老朽化により平成１

１年に建て替え、現在１０年が経過いたし

ております。 

 別府公民館は最も古い公民館で、老朽化

が進み、地域住民からも建て替えの要望が

出ている公民館であることは十分承知いた

しております。議員ご提案の旧北大阪農協

別府支店につきましては、支店統合の際の

条件といたしまして、２階部分は農協組合

員女性部が優先利用できること、組合員の

福利厚生等に利用することなどが取り決め

られているとお聞きいたしており、事実上、

２階部分は他の用途に使用できない状況と

なっております。また、廃止店舗について

は、経営が苦しくなるまでは売却はしない、

貸付けする場合にも、農業関連事業に資す

る用途にするとの方針が示されたようにも

お聞きいたしております。このようなこと

から、旧北大阪農協別府支店を別府公民館

の代替施設として利用することは非常に難

しい状況にあると考えております。いずれ

にいたしましても、教育委員会といたしま

しては、本市の生涯学習施設全般にわたっ

て老朽化が進行する中、別府公民館の建て

替えにつきましては、今後、建て替えを必

要とする公共施設全体の中で検討していか

なければならないと考えております。 

○上村高義議長 生活環境部長。 

  （水田生活環境部長 登壇） 

○水田生活環境部長 旧北大阪農協別府支店

に係ります質問にご答弁申し上げます。 

 市民団体とはどのような団体なのか、ど

のような計画、何を目的とされているのか

についてでございますが、その市民団体は、

農業支援学校の設立を計画されており、地

域のさまざまな主体に対し、ボランティア

募集して、協働で別府支店の空き店舗を教

室として借り上げ、農業体験等を含め、援

農ボランティアの育成をすることが目的と

うたわれております。近畿農政局のホーム

ページでは、都市農業振興促進事業の都市

農業の振興及び都市農業保全のためのモデ

ル的取り組みとして、摂津市農業支援学校

設立協議会が補助金交付候補者として選定

されているのが掲載されております。今後、

平成２２年度中に事業企画案に基づいて、

摂津市農業支援学校設立協議会を設立する

とともに、事業実施計画を策定して、国に

提出し、事業採択選定委員会に図られるこ

とになります。 

 市はどこまでかかわっているかについて

でございますが、この補助金については市

が関与するものではありませんが、市民団

体から市に対し、近畿農政局に事業企画案

を提出したとの報告がありました。その事

業企画案を確認したところ、協力団体とし

て農業振興会が記載されていたことから、

この企画案について問題があると指摘した

ところであります。 

○上村高義議長 木村議員。 

○木村勝彦議員 １点目の地デジの問題です

けれども、国の決定した施策であるという

答弁がありました。これは、先ほど申し上

げましたように、寝屋川市での説明会で

「国策ですから」と繰り返すばかりだった

という報道があったのと全く同じものであ

って、納得するものではありません。弱者

の視点が全く欠落しています。高齢者や寝

たきりの人にとって、テレビが唯一の楽し

みであり情報源であるという場合が多く、

国策とはいえ、市として弱者保護の観点か

ら何らかの対応ができないのか、お伺いし

たいと思います。 

 ２点目の別府公民館の問題ですけれども、

摂津市が団体補助をしている農業振興会の
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名前が使われているとすれば、農業振興会

の三役会での協議を経て、総会で承認が得

られているのかどうか、そのことについて、

補助金を交付している市としてどういうふ

うに考えておられるのか、お答え願いたい

と思います。もし承認が得られていないと

いうことになれば、無断で団体名を使用し

ているということは、コンプライアンスに

反する暴挙であり、ゆゆしき問題でありま

す。近畿農政局のホームページでは、先ほ

ど答弁がありましたけれども、都市農業振

興促進事業の都市農業の振興及び都市農地

保全のためのモデル的取り組みとして、摂

津市農業支援学校設立協議会が補助金交付

候補者として選定されていることが掲載さ

れるということであります。もし仮に近畿

農政局が、摂津市の農業振興会が承認して

いるものとして補助金交付候補として決定

したとなれば大きな問題であります。摂津

市は、この件について、補助金団体である

農業振興会に対してどのような助言なり対

応をされておるのか、お答えください。 

 ほかにも同じような団体の承認なしに企

画書に社団法人の団体名が入っているケー

スもあります。これもお聞きしますと、そ

の法人の中でも議論をされたこともないし

承諾もしていないということであります。

昨日も質疑応答されている協働という視点

とは全く異質でかけ離れたものであり、協

働は何でもありではなく、あくまでもコン

プライアンスに立脚をして取り組むことが

前提であることを肝に銘ずるべきでありま

す。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○上村高義議長 答弁を求めます。市長公室

長。 

○羽原市長公室長 地上デジタル放送への円

滑な移行についてのご質問にご答弁申し上

げます。 

 平成２３年７月の地上デジタル放送への

移行に伴いまして、市民生活に何らかの影

響を与え、一部で混乱が生じるのではない

かというご指摘につきましては、市として

もいささかの危惧をいたしておるところで

ございます。市では、広報紙をはじめホー

ムページで地上デジタル放送への移行を呼

びかけるとともに、関係各課との連携によ

りまして、デジタルチューナーの無償配布、

アンテナ改修の対象世帯の皆様への周知及

び申請支援を行っております。地上デジタ

ル放送への移行につきましては、第一義的

には国がしっかりと対応すべきことは言う

までもございませんが、市民生活に大きな

影響が出る可能性があるということに関し

ましては、市といたしましても看過できな

いものと考えております。今後の円滑な地

上デジタル放送への移行の対応につきまし

ては、国の動向を注視してまいる必要があ

ると考えておるところでございます。 

 以上です。 

○上村高義議長 生活環境部長。 

○水田生活環境部長 農業振興会は、市が団

体補助をしておる団体でございます。この

ことで農業振興会会長に協力の承諾をされ

ているかについて伺いますと、企画案につ

いて事前に説明もなく承諾もしていないと

のことでございます。 

 農業振興会の名前の使用につきましては、

農業振興会三役で協議を経て、総会におい

て承認されることが必要なことから、農業

振興会の名前の無断使用について抗議し、

企画案から名前を削除するよう市民団体に

申し入れされたと伺っております。 

○上村高義議長 木村議員。 

○木村勝彦議員 地デジの問題、何遍も繰り

返していますけれども、答弁を聞く限り、
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市の姿勢は国任せの印象が強く、やはり弱

者の視点が欠けていると思います。市長は、

平成２０年度の市政運営に関する所信表明

の中で、国において骨太の方針等々を進め

られる中で、末端の自治体にしわ寄せが来

ている、特に弱者に重くのしかかっている

ことも事実であると、最前線を預かる者と

して、何としてもそのしわ寄せをできる限

り最小限に食いとめなくてはならない、こ

れらについてもしっかり目を向けていくと

表明されています。地デジ移行に伴う弱者

に対する市長の見解を求めます。 

 公民館の問題ですけれども、今後、各種

団体が、先ほどいろいろ答弁がありました

けれども、やはりとりあえず当面公民館の

建て替えが困難であるとなれば、短期間の

対応でも結構ですから、今後、各種団体が

北大阪農協別府支店を利用した計画を立て

て借り上げ交渉してくる可能性があります。

摂津市の市民憲章にうたわれているかおり

高い文化のまちづくりに向けて、地域文化

の支え手である別府公民館の建て替えが当

面財政的に困難であるとすれば、北大阪農

協別府支店の空き店舗の借り上げも視野に

入れて、旬を失うことにならないように、

早急に検討すべきであると考えます。設置

義務者である摂津市長としての見解を求め

ます。 

○上村高義議長 市長。 

○森山市長 木村議員の質問にお答えをいた

します。 

 地デジの話ですけれども、以前にも同様

の質問が何度か出ておると思いますけれど

も、テレビを見ていますと、このごろいつ

も下に７月ですよということはよく出てい

ます。いよいよ１年を切ったということで、

国民性といいますか、火がつかないとなか

なかその気にならないというのがあります

から、早くからということだと思いますが、

そういうことで、近寄ってくるといろんな

課題が次から次へと出てきております。国

のほうでも以前とは違ったいろんな方針を

打ち出されようとしておるようです。 

 以前にもお答えしたと思うんですけれど

も、この地デジ対策につきまして、摂津市

の因果関係のある地区の皆さんに対してど

うあるべきかということであったと思いま

すけれども、第一義的には電波障害がない

ということをまず確認いたしました。とこ

ろで、府下の状況等々、国の方針等々、い

ろんなことを見た上ですけれども、電波障

害がない場合、公費の投入は各市ともしな

いと。公費の投入をしているところはどう

いうところがあるんだろうかということを

調べたんですけれども、何らかの形で電波

障害があるところ、そして、市独自で三セ

クで経営しているところ、ここについては

公費の投入という方針が打ち出されており

ます。よって、私どものまちにつきまして

も、電波障害がございませんので、地デジ

対策としての公費投入は行いません。ただ、

国のほうでもいろんなチューナー等々の対

策を打ち出されて、いろいろ変化をしてき

ておりますので、対象地域に限ってですけ

れども、福祉の観点から弱者の視点で何が

できるのか、これは今後一遍みんなで考え

ていきたいなと思っております。以上でご

ざいます。 

 それから、別府農協の話でございますけ

れども、いろんな文化施設として考えたら

どうかというお話ではないかと思いますけ

れども、先ほども話に出ていましたけれど

も、市内に四つの農協の空きがあるわけで

ございます。何とかそれぞれいい場所にい

い施設があるわけでありますから、摂津市

と農協と力を合わせて何か地域の振興にな
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ればいいのになという思いは同じだと思い

ます。ところで、農協さんの立場からいい

ますと、何らかの形で農業に資する活用方

法という一つの枠があるようでございます

けれども、それを拡大解釈し、地域の福祉

につながっていくようなことがあれば、と

もどもに協議しながら考えていったらいい

なと思います。 

 以上でございます。 

○上村高義議長 以上で木村議員の質問が終

わり、以上で一般質問が終わりました。 

 日程２、議案第５３号など７件を議題と

します。 

 委員長の報告を求めます。 

 総務常任委員長。 

  （野口博総務常任委員長 登壇） 

○野口博総務常任委員長 ただいまから、総

務常任委員会の審査報告を行います。 

 ９月１０日の本会議において、本委員会

に付託されました議案第５３号、平成２２

年度摂津市一般会計補正予算（第２号）所

管分及び議案第６８号、摂津市火災予防条

例の一部を改正する条例制定の件の以上２

件について、９月１４日、委員全員出席の

もとに委員会を開催し、審査しました結果、

いずれも全員賛成をもって可決すべきもの

と決定しましたので、報告します。 

○上村高義議長 建設常任委員長。 

  （山本靖一建設常任委員長 登壇） 

○山本靖一建設常任委員長 ただいまから、

建設常任委員会の審査報告を行います。 

 ９月１０日の本会議において、本委員会

に付託されました議案第６４号、大阪広域

水道企業団の設置に関する協議の件につい

て、９月１３日、委員全員出席のもとに委

員会を開催し、審査しました結果、全員賛

成をもって可決すべきものと決定しました

ので、報告いたします。 

○上村高義議長 文教常任委員長。 

  （柴田繁勝文教常任委員長 登壇） 

○柴田繁勝文教常任委員長 ただいまから、

文教常任委員会の審査報告を行います。 

 ９月１０日の本会議において、本委員会

に付託されました議案第５３号、平成２２

年度摂津市一般会計補正予算（第２号）所

管分、議案第６５号、摂津市民図書館条例

の一部を改正する条例制定の件及び議案第

６６号、摂津市立鳥飼図書センター条例の

一部を改正する条例制定の件の以上３件に

ついて、９月１４日、委員全員出席のもと

に委員会を開催し、審査いたしました結果、

いずれも賛成多数をもって可決すべきもの

と決定しましたので、報告をいたします。 

○上村高義議長 民生常任委員長。 

  （森西正民生常任委員長 登壇） 

○森西正民生常任委員長 ただいまから、民

生常任委員会の審査報告を行います。 

 ９月１０日の本会議において、本委員会

に付託されました議案第５３号、平成２２

年度摂津市一般会計補正予算（第２号）所

管分、議案第５４号、平成２２年度摂津市

介護保険特別会計補正予算（第１号）及び

議案第６７号、摂津市立ふれあいの里条例

の一部を改正する条例制定の件の以上３件

について、９月１３日、委員全員出席のも

とに委員会を開催し、審査しました結果、

議案第５３号については賛成多数、その他

の案件については全員賛成をもって可決す

べきものと決定しましたので、報告します。 

○上村高義議長 委員長の報告が終わり、質

疑に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 討論に入ります。通告がありますので、

許可します。 
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 山崎議員。 

  （山崎雅数議員 登壇） 

○山崎雅数議員 では、日本共産党議員団を

代表いたしまして、議案第５３号、議案第

６５号及び第６６号に対する反対討論を一

括して行います。 

 第５３号については、本補正予算案の問

題点は、一般廃棄物収集運搬業務委託事業

と学校給食調理業務等委託事業の債務負担

行為です。以下それぞれについて反対討論

を述べます。 

 まず、一般廃棄物収集運搬業務委託事業

の債務負担行為は、一般ごみ収集運搬業務

の民間委託を拡大するために、平成２３年

から平成２７年度までの５年間で７億７，

５６０万円を限度額とする契約を締結する

ものです。ごみの収集運搬などの環境業務

は、これまで環境センターの炉の延命の課

題もあり、１炉運転で対応可能な量までご

み減量を推し進めてきた経過があります。

分別リサイクルの徹底などを呼びかけ、現

場の職員が実態に応じた減量案を策定し、

地域や事業所へ直接足を運んで市民に訴え、

協力を訴える中で、１０年前に４万５，０

００トンあったごみ総量が２万８，０００

トンにまで減らすことができています。一

人当たり家庭から排出されるごみ量も、北

摂各市と比べても一番少なく、市民と職員

との協働でつくり上げてきた成果と言えま

す。現状でも市の収集車と民間業者の車と

で分別の徹底や収集時の市民への声かけな

どには明らかに差が存在します。指名型プ

ロポーザル方式の選定と仕様書で業務内容

の質は守られると言いますが、利潤追求を

優先する私企業が業務を請け負うことがご

み減量の流れや市民サービスについて、こ

れまでの水準を維持・発展していくことに

つながるとは思えません。 

 次に、学校給食調理業務等委託事業の債

務負担行為は、平成２０年、摂津市で初め

て締結した鳥飼西小学校の給食調理業務民

間委託契約が今年度末に更新時期を迎え、

さらに平成２３年度から２５年度までの３

年間、６，１５０万円を限度とする更新契

約を行うものです。学校給食は、教育の一

環として学校設置者が直接責任を持って実

施するものです。現に摂津市の学校給食は

安心・安全のおいしい給食を児童に提供す

るために、教育委員会、学校、栄養士、調

理師の皆さんの創意工夫の積み重ねによっ

て、児童・保護者の信頼をかち取ってきま

した。ところが、１９８５年の文部省通知

「学校給食業務の運営の合理化について」

をきっかけに、全国で給食調理員の非正規

化、調理業務の民間委託がどんどん進みま

した。摂津市でも退職者不補充の方針が調

理現場の正職員を減少させ、安全・安心度

の確保を危うくし、調理現場にやむなく民

間委託を選択せざるを得ない状況をつくり

出し、平成２０年に鳥飼西小学校で、平成

２２年には鳥飼北小学校で民間委託となり

ました。業者選定においてはプロポーザル

方式を導入、メニュー、食材購入、調理方

法など、直営と同じ１年に１回検証委員会

を開催してチェックを行うことによって安

全・安心が確保される、直営よりも多く人

員配置がなされ、サービス向上につながっ

ていると報告されています。しかし、こう

した厳しい条件のもとで人員を増やしても

民間会社の経営が成り立つのは、極端に低

い人件費によるものであることははっきり

しています。厳しい労働環境の割に低い報

酬と不安定な身分となる調理員によって担

われている職場であることをしっかり認識

するべきです。 

 全校民間委託している自治体では、質の
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低下による安全性が確保されない問題や、

委託費用の上昇によって民間委託の重要な

目的だった経費削減も果たせないという事

態を招いているケースもあります。加えて、

学校給食調理業務の民間委託は、偽装請負

の疑いも指摘されています。今回の契約更

新時期にあらゆる面で検証を行い、民間委

託を見直すべきです。 

 ごみの収集業務でも、学校給食調理業務

でも、行革と称して職員６６０人体制を金

科玉条のごとく掲げ、市民の評価が高い市

民サービスの担い手である職員や職場を疲

弊させ、さまざまなチェック体制をつくり

検証しなければ安全性を保障することがで

きない、また、必ずしも経費削減につなが

っていない民間委託を選択するようなやり

方は、行革の最大目的が市民サービスの向

上であるならば、本末転倒と言わなければ

なりません。必要な業務には必要十分な人

員を配置し、公共サービスの充実を図る方

向に切りかえることを求めます。 

 次に、議案第６５号及び議案第６６号に

対する反対討論を行います。 

 本議案は、直営で運営してきた市民図書

館と市立鳥飼図書センターの管理運営業務

を指定管理者に行わせる条例改正です。指

定管理者制度の導入の目的は、民間事業者

のノウハウを生かして、市民サービスの向

上と経費の削減を図ることとされています。

しかし、図書館における指定管理者制度の

導入は、ほかの公の施設ほど進んでいませ

ん。今回の指定管理者の導入は、大阪府内

では３番目、北摂では初めてとなります。

日本図書館協会が２０１０年７月に報告し

ている図書館における指定管理者制度の導

入の検討結果について２０１０年調査によ

ると、２００９年までに指定管理者制度を

導入したのは２２０館、２０１０年度導入

予定は５５館にとどまり、逆に５１４の市

町村が導入しないとしています。また、一

度は導入しつつ直営に戻した自治体も生ま

れています。それは、３年ないし５年とい

う短期間の指定管理者制度では、長期的視

野に立った運営が難しくなり、図書館にな

じまないとする２００８年６月の文部科学

大臣の国会答弁、そして、指定管理者制度

の導入による弊害についても十分配慮して、

適切な管理運営体制の構築を目指すことと

する国会の附帯決議、また、１９項目に及

ぶ指定管理者制度の検証、見直しの留意事

項を示した２００８年の総務省の通知など

を総合的に検討すると、図書館への指定管

理者制度の導入には無理があることが明ら

かになってきたからではないでしょうか。 

 また、摂津市の指定管理者制度の指針に

ついては、今年６月に第１次改訂案が出さ

れ、指定管理を行ってきた外郭団体のあり

方、指定管理者制度のあり方など、広く意

見を徴取して、３年かけてこれから２次指

針を策定していくとしています。摂津市の

図書館で働く司書資格を持った非常勤職員、

図書センターで働く施設管理公社の、これ

も司書資格を持つ職員さんの雇用問題、地

元書店の安定に資する図書購入など、課題

もあります。 

 市の教育委員会が掲げている平日の開館

時間の延長、開館日の拡大など、市民のニ

ーズに応えるための努力は当然です。しか

し、そのための人員や経費が賄えないから

と安易に指定管理者制度の導入では、市民

の図書活動、社会教育に責任を持つ教育委

員会の姿勢に疑問を抱かざるを得ません。

摂津市指定管理者選定委員会設置要綱は先

月８月中旬につくられたばかりです。今議

会で条例改正、１０月から１１月に指定管

理者候補を選定し、１２月議会に決定して、
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来年４月には直営から指定管理者へ移行す

るというスケジュールはあまりに拙速です。

総務省の指定管理者制度の運用上の留意事

項の中で示されている選定委員会のあり方

について、十分説明責任を果たしているか、

情報公開等を十分行い、住民から見て透明

性が確保されているかという点でも問題が

あります。 

 以上、反対討論といたします。 

○上村高義議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 以上で討論を終わります。 

 議案第５３号、議案第６５号及び議案第

６６号を一括採決します。 

 本３件について、可決することに賛成の

方の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○上村高義議長 起立者多数です。 

 よって、本３件は可決されました。 

 議案第５４号、議案第６４号、議案第６

７号及び議案第６８号を一括採決します。 

 本４件について、可決することに異議あ

りませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、本４件は

可決されました。 

 日程３、議会議案第２０号を議題としま

す。 

 お諮りします。 

 本件については、提案理由の説明を省略

することに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 質疑に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 お諮りします。本件については、委員会

付託を省略することに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 討論なしと認め、討論を終

わります。 

 議会議案第２０号を採決します。 

 本件について、可決することに異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義議長 異議なしと認め、本件は可

決されました。 

 以上で本日の日程は終了し、これで散会

します。 

（午後２時２１分 散会） 
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1， 議長辞職許可の件

2， 議 選 第　　１号 議長選挙の件
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（午後２時５８分 開会） 

○上村高義議長 ただいまから本日の会議を

開きます。 

 本日の会議録署名議員は、嶋野議員及び

柴田議員を指名します。 

 この場で暫時休憩します。 

（午後２時５９分 休憩） 

                 

（午後３時    再開） 

○安藤薫副議長 休憩前に引き続き再開しま

す。 

 ただいま上村議長から議長辞職願が提出

されました。 

 お諮りします。 

 この際、議長辞職許可の件を日程に追加

し、直ちに議題とし、日程を繰り下げるこ

とに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫副議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 日程１、議長辞職許可の件を議題としま

す。 

 お諮りします。 

 上村議長の議長辞職を許可することに異

議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫副議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 議長辞職のあいさつを受けます。上村議

員。 

  （上村高義議員 登壇） 

○上村高義議員 議長退任に当たりまして、

一言ごあいさつを申し上げます。 

 昨年の１０月８日、この場で皆様方にご

推挙いただき、摂津市の市議会議長に就任

をさせていただきました。そして、きょう

までの１年間、安藤薫副議長、そして同僚

議員、先輩議員、そして議会事務局をはじ

め理事者の皆様に大変お世話になり、そし

てご協力賜りましたことを、この場を借り

まして厚く厚く御礼を申し上げます。議長

の仕事を通じて、いろんな貴重な体験もさ

せていただきました。今後は一議員として

摂津のまちづくりに誠心誠意取り組んでま

いりたいと思っております。 

 今後とも何とぞご指導、ご鞭撻を賜りま

すようお願い申し上げまして、甚だ簡単で

はございますけれども、退任に当たりまし

てのごあいさつとさせていただきます。あ

りがとうございました。（拍手） 

○安藤薫副議長 あいさつが終わりました。 

 お諮りします。 

 この際、議長選挙の件を日程に追加し、

直ちに議題とし、日程を繰り下げることに

異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫副議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 日程２、議選第１号、議長の選挙を行い

ます。 

 お諮りします。 

 選挙の方法は、指名推選で行うことに異

議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫副議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法は、議長が指名することに異

議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫副議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 藤浦議員を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま指名しました藤浦議員を当選人

と定めることに異議ありませんか。 
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  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫副議長 異議なしと認め、藤浦議員

が議長に当選されました。 

 藤浦議員が議場におられますので、当選

の告知をします。 

 議長就任のあいさつを受けます。藤浦議

員。 

  （藤浦雅彦議員 登壇） 

○藤浦雅彦議員 このたび、皆様方の温かい

配慮によりまして、議長という大任を拝命

することになりました。まことにありがと

うございます。若輩ではありますが、皆様

のご協力のもと、議長の名を汚すことなく、

全身全霊を傾けて議長職を全うしてまいり

ますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 摂津市議会は、先輩諸氏のもと、今日ま

で他市に先駆けてさまざまな議会改革を進

めてまいりました。その伝統を守り、さら

に本市の発展と摂津市民の生活向上に資す

ることができますよう努めてまいります。 

 何とぞ皆様方の温かいご指導、ご鞭撻を

賜りますよう、心からお願いを申し上げま

して、簡単ではございますが就任のあいさ

つとさせていただきます。ありがとうござ

いました。（拍手） 

○安藤薫副議長 あいさつが終わりました。 

 この場で暫時休憩します。 

（午後３時３分 休憩） 

                 

（午後３時４分 再開） 

○藤浦雅彦議長 それでは、休憩前に引き続

き再開します。 

 ただいま安藤副議長から副議長辞職願が

提出されました。 

 お諮りします。 

 この際、副議長辞職許可の件を日程に追

加し、直ちに議題とし、日程を繰り下げる

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 日程３、副議長辞職許可の件を議題とし

ます。 

 お諮りします。 

 安藤副議長の副議長辞職を許可すること

に異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 副議長辞職のあいさつを受けます。安藤

議員。 

○安藤薫議員 副議長退任に当たりまして、

一言ごあいさつを申し上げます。 

 この１年間、議会議員の皆様に支えられ

て副議長の職務を果たすことができました。

まことにありがとうございました。 

 上村議長をはじめとした先輩諸氏のご指

導のもと、議会の民主的運営のあり方や二

元代表制たる議会のあるべき姿など、これ

からの私の議会活動にとっても大変重要な、

そして大事な体験をさせていただくことが

できました。これから一議員に戻りまして

も、この経験をしっかりと生かして、市民

の暮らしを守るという摂津のまちづくりの

ために全力を尽くしていきたいと思います。 

 本当にありがとうございました。簡単で

ございますが、退任に当たってのごあいさ

つとさせていただきます。（拍手） 

○藤浦雅彦議長 あいさつが終わりました。 

 お諮りします。 

 この際、副議長選挙の件を日程に追加し、

直ちに議題とし、日程を繰り下げることに

異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 
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 日程４、議選第２号、副議長の選挙を行

います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法は、指名推選で行うことに異

議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法は、議長が指名することに異

議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 森西議員を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま指名しました森西議員を当選人

と定めることに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、森西議員

が副議長に当選されました。 

 森西議員が議場におられますので、当選

の告知をします。 

 副議長就任のあいさつを受けます。森西

議員。 

  （森西正議員 登壇） 

○森西正議員 このたびは皆様方のご推挙を

いただき、副議長に就任させていただくこ

ととなりました。議会制民主主義としての

活発な議会運営を図り、藤浦議長をサポー

トし、摂津市発展のために全力で頑張りま

すので、どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 本当に簡単ではございますけれども、副

議長就任のごあいさつとさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いします。（拍

手） 

○藤浦雅彦議長 あいさつが終わりました。 

 お諮りします。 

 この際、議案第６９号を日程に追加し、

直ちに議題とし、日程を繰り下げることに

異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 日程５、議案第６９号を議題とします。 

 本件の除斥に該当する野口議員の退席を

求めます。 

  （野口博議員退席） 

○藤浦雅彦議長 提案理由の説明を求めます。

市長。 

  （森山市長 登壇） 

○森山市長 議案第６９号、監査委員の選任

について同意を求める件につきまして、提

案理由のご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、平成２２年９月２

９日付の南野直司氏の辞職に伴いまして、

野口博氏を摂津市監査委員に選任いたした

く、地方自治法第１９６条第１項の規定に

より、議会の同意を求めるものでございま

す。 

 簡単ではございますが、提案理由のご説

明とさせていただきます。 

○藤浦雅彦議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 お諮りします。 

 本件については、委員会付託を省略する

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 



 

 

４－６

○藤浦雅彦議長 討論なしと認め、討論を終

わります。 

 議案第６９号を採決します。 

 本件について、同意することに異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、本件は同

意されました。 

  （野口博議員着席） 

○藤浦雅彦議長 お諮りします。 

 本日はこれで延会することに異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 本日はこれで延会します。 

（午後３時１０分 延会） 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署

名する。 

 

 

摂津市議会旧議長    上 村 高 義 

 

 

摂津市議会旧副議長   安 藤   薫 

 

 

摂津市議会新議長    藤 浦 雅 彦 

 

 

摂津市議会議員     嶋 野 浩一朗 

 

 

摂津市議会議員     柴 田 繁 勝 



摂 津 市 議 会 継 続 会 会 議 録 
 

 

 

 

 

平成２２年９月３０日 

 

 

 

 

 

（第５日） 

 



平成２２年第３回摂津市議会定例会継続会会議録

平成２２年９月３０日（木曜日）
午後 　３時　　　　開 議

摂   津   市   議   会   議   場

１ 出席議員 （２２名）

　　１ 番　　村　上　英　明 　　２ 番　　本　保　加津枝

　　３ 番　　大　澤　千恵子 　　４ 番　　野　原　　　修

　　５ 番　　川　端　福　江 　　６ 番　　藤　浦　雅　彦

　　７ 番　　南　野　直　司 　　８ 番　　渡　辺　慎　吾

　　９ 番　　三　宅　秀　明 　１０ 番　　上　村　高　義

　１１ 番　　森　内　一　蔵 　１２ 番　　山　本　靖　一

　１３ 番　　弘　　　　　豊 　１４ 番　　山　崎　雅　数

　１５ 番　　木　村　勝　彦 　１６ 番　　森　西　　　正

　１７ 番　　嶋　野　浩一朗 　１８ 番　　柴　田　繁　勝

　１９ 番　　三　好　義　治 　２０ 番　　原　田　　　平

　２１ 番　　安　藤　　　薫 　２２ 番　　野　口　　　博

１ 欠席議員 （０名）

１ 地方自治法第１２１条による出席者

市 長 森 山 一 正 副 市 長 小 野 吉 孝

教 育 長 和 島 剛 市 長 公 室 長 羽 原 修

総 務 部 長 有 山 泉 生 活 環 境 部 長 水 田 和 男

保 健 福 祉 部 長 佐 藤 芳 雄 保健福祉部理事 福 永 冨 美 子

都 市 整 備 部 長 小 山 和 重 土木下水道部長 宮 川 茂 行

会 計 管 理 者 寺 西 義 隆
教 育 委 員 会
教 育 総 務 部 長

馬 場 博

教 育 委 員 会
教育総務部理事

市 橋 正 己
教 育 委 員 会
生 涯 学 習 部 長

宮 部 善 隆

水 道 部 長 中 岡 健 二 消 防 長 北 居 一

消 防 本 部 理 事 浜 崎 健 児

監査委員・選挙管理
委員会･公平委員会･
固定資産評価審査委
員 会 事 務 局 局 次 長

豊 田 拓 夫

１ 出席した議会事務局職員

事 務 局 長 野 杁 雄 三 事 務 局 次 長 藤 井 智 哉

事 務 局 参 事
兼 次 長 代 理

池 上 彰

５−１



１ 議　事　日　程

1， 常任委員会委員及び議会運営委員会委員選任の件

2， 特別委員会委員選任の件

3， 議会運営委員会の所管事項に関する調査の件

１ 本日の会議に付した事件

　　日程１から日程３まで

５−２



 

 

５－３

（午後３時 開会） 

○藤浦雅彦議長 ただいまから本日の会議を

開きます。 

 本日の会議録署名議員は、三好議員及び

原田議員を指名します。 

 日程１、常任委員会委員及び議会運営委

員会委員選任の件を議題とします。 

 本件は配付の名簿のとおり指名します。 

 この際、特別委員会委員の辞任の報告を

します。本日、藤浦議員、森内議員、原田

議員及び野口議員から駅前等再開発特別委

員会委員を、また、森西議員から総合計画

基本構想審査特別委員会委員を辞任したい

旨の申し出があり、これを許可したことを

報告します。 

 お諮りします。 

 この際、特別委員会委員選任の件を日程

に追加し、直ちに議題とすることに異議あ

りませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 日程２、特別委員会委員選任の件を議題

とします。 

 駅前等再開発特別委員会委員は、配付の

名簿のとおり指名します。また、総合計画

基本構想審査特別委員会委員は、木村議員

を指名します。 

 お諮りします。 

 この際、議会運営委員会の所管事項に関

する調査の件を日程に追加し、直ちに議題

とすることに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 日程３、議会運営委員会の所管事項に関

する調査の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本件については、閉会中に審査すること

に異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 以上で本日の日程は終了し、これで平成

２２年第３回摂津市議会定例会を閉会しま

す。 

（午後３時１分 閉会） 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署

名する。 

 

 

摂津市議会議長     藤 浦 雅 彦 

 

 

摂津市議会議員     三 好 義 治 

 

 

摂津市議会議員     原 田   平 



☆ 添 付 資 料 



曜 会 議 名 内 容 開 議 時 刻

9 ／ 10 金 本会議（第１日） 提案理由説明・質疑・委員会付託・即決 10:00

（議会議案届出締切　17:15）

11 土

12 日

13 月 建設常任委員会（第一委員会室） 10:00

民生常任委員会（第二委員会室） 10:00

14 火 総務常任委員会（第一委員会室） 10:00

文教常任委員会（第二委員会室） 10:00

（一般質問届出締切　12:00）

15 水

16 木

17 金

18 土

19 日

20 月

21 火

22 水 議会運営委員会（第一委員会室） 10:00

23 木

24 金

25 土

26 日

27 月 本会議（第２日） 一般質問 10:00

28 火 本会議（第３日） 一般質問・委員長報告（休会分）・議会議案 10:00

29 水 本会議（第４日） 役員改選 15:00

30 木 本会議（第５日） 役員改選 15:00

議会運営委員会（第一委員会室） 本会議終了後

平成２２年第３回定例会審議日程（案）

月 日
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〈総務常任委員会〉
認定 第 1 号 平成２１年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分

認定 第 5 号 平成２１年度摂津市財産区財産特別会計歳入歳出決算認定の件

議案 第 53 号 平成２２年度摂津市一般会計補正予算（第２号）所管分

議案 第 68 号 摂津市火災予防条例の一部を改正する条例制定の件

〈建設常任委員会〉
認定 第 1 号 平成２１年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分

認定 第 2 号 平成２１年度摂津市水道事業会計決算認定の件

認定 第 6 号 平成２１年度摂津市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定の件

議案 第 64 号 大阪広域水道企業団の設置に関する協議の件

〈文教常任委員会〉
認定 第 1 号 平成２１年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分

議案 第 53 号 平成２２年度摂津市一般会計補正予算（第２号）所管分

議案 第 65 号 摂津市民図書館条例の一部を改正する条例制定の件

議案 第 66 号 摂津市立鳥飼図書センター条例の一部を改正する条例制定の件

〈民生常任委員会〉
認定 第 1 号 平成２１年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分

認定 第 3 号 平成２１年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件

認定 第 4 号 平成２１年度摂津市老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定の件

認定 第 7 号 平成２１年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計歳入歳出決
算認定の件

認定 第 8 号 平成２１年度摂津市介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件

認定 第 9 号 平成２１年度摂津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件

議案 第 53 号 平成２２年度摂津市一般会計補正予算（第２号）所管分

議案 第 54 号 平成２２年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第１号）

議案 第 67 号 摂津市立ふれあいの里条例の一部を改正する条例制定の件

〈議会運営委員会〉
認定 第 1 号 平成２１年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分

〈駅前等再開発特別委員会〉
認定 第 1 号 平成２１年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分

〈総合計画基本構想審査特別委員会〉（９月１０日設置予定）
議案 第 58 号 摂津市総合計画基本構想について議会の議決を求める件

議 案 付 託 表

平成２２年第３回定例会
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質問順位

　１番　野原修議員　　　２番　川端福江議員　　　３番　三好義治議員

　４番　嶋野浩一朗議員　５番　村上英明議員　　　６番　藤浦雅彦議員

　７番　大澤千恵子議員　８番　三宅秀明議員　　　９番　山崎雅数議員

１０番　原田平議員　　１１番　山本靖一議員　　１２番　本保加津枝議員

１３番　弘豊議員　　　１４番　森西正議員　　　１５番　木村勝彦議員

野原修議員

１　安全で災害に強いまちづくりについて　

　（１）女性消防団の取り組みについて

　（２）消防職場における学生インターンシップの取り組みについて

２　ゴミ収集業務について

　（１）民間委託について

　（２）ゴミ減量と業務について

３　給食費滞納について

　（１）本市の現状と取り組みについて

川端福江議員

１　交通安全対策について

　（１）都市計画道路新在家鳥飼上線の歩道確保について

　（２）鳥飼北小学校の正門の歩道安全柵の設置について

　（３）おぼろげ橋交差点、別府小学校の近くの信号を歩車分離式にすることについて

２　公共施設巡回バスのバス停を都市再生機構鳥飼野々団地（野々公団）前に設置する

　ことについて

３　脳脊髄液減少症の学校現場での現状と周知対策について

　（１）小冊子を市内全小・中学校の教職員に配布することについて

４　ヒブワクチンの公費助成について

　（１）細菌性髄膜炎から子どもの命を守るための公費助成について

三好義治議員

１　地球温暖化防止地域計画の進捗状況について

２　指定管理者制度について

平 成 ２ ２ 年 第 ３ 回 定 例 会 一 般 質 問 要 旨
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嶋野浩一朗議員

１　水道管の耐震化について

２　（仮称）「市民保護室」の設置について

村上英明議員

１　小学校へのエアコン設置について

２　市ホームページへの市内企業の求人募集掲載について

３　空き家の管理不全防止について

４　環境美化の協力企業・団体への感謝状贈呈について

５　道路反射鏡への連絡先表示シールの貼り付けについて

藤浦雅彦議員

１　大阪府の地方分権改革ビジョンにおける市町村への権限移譲第一フェーズについて

　（１）地方分権改革ビジョンの全体像と摂津市の目標とする４７項目の中身、問題点に

　　　ついて

　（２）国民健康保険料の大阪府下均一化に向けた動きについて

２　摂津市第４次行財政改革実施計画について

　（１）年次毎の進行管理について、どのように考えているのか。

　（２）第４次行財政改革の理念にある人材育成実施計画の策定はいつできるのか。

　（３）今後の適切な市債管理・基金管理の考え方について

３　摂津市子ども読書活動推進計画について

　（１）平成１７年６月からの第１次計画の成果と課題について

　（２）後期計画の考え方について

４　ＪＲ千里丘駅西口のエレベーター設置に向けた交渉の進捗状況と問題点について

５　吹田操車場跡地の街づくりについて

　（１）工期について吹田貨物ターミナル駅の完成が２年遅れて、平成２５年春頃となる

　　　ことで工事の順番が変わっているが、具体的にどのようになっているのか、また、

　　　今年度の工事の進捗はどうなっているのか。

　（２）工事説明について、近隣住民にどのように行っているのか。

　（３）山田川河川敷の扱いについて、大阪府の方針と本市の方針はどうなっているのか。

大澤千恵子議員

１　摂津市公共交通懇談会について

２　コミュニティプラザの運営について

３　市民協働のまちづくりについて
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三宅秀明議員

１　行政運営と協働について

　（１）住環境について

　（２）交通政策について

２　危機管理について

　（１）資料の作成と広報のあり方について

　（２）庁内体制について

山崎雅数議員

１　国民健康保険料の府下統一の協議に反対することについて

２　大阪府の「財政構造改革プラン（素案）」のもたらす摂津市への影響とこれに反対

　することについて

　（１）中小企業向け制度融資の見直しについて

　（２）廃止８事業にあげられた千里救命救急センター支援事業について

　（３）公営住宅への行政投資のあり方見直しについて

　（４）福祉４医療制度を「府が実施すべき「守備範囲」を検討」し、見直すことについて

原田平議員

１　市民税の申告について

　（１）修正申告について

　（２）税申告の知識が少ない市民への対策等について

２　摂津市セッピィ商品券について

３　市営住宅の空家について

４　摂津市コミュニティプラザ複合施設カフェテナント出店について

山本靖一議員

１　指定管理者制度について

２　市内バス交通網について

本保加津枝議員

１　特定年齢への子宮頸がんワクチン一斉接種実施とがん予防に対する本市の施策について

資料−5



弘豊議員

１　子育て世帯の実態と就学援助金制度について

　（１）子ども手当制度の開始について

　（２）就学援助金制度の充実について

２　夏の猛暑に対する熱中症予防の取り組みについて

　（１）今季の熱中症患者の状況について

　（２）公民館での一時避難所設置など市としての対応

　（３）学校施設での対策について

３　ワクチン接種への公費負担について

森西正議員

１　市内での硬式野球の利用場所について

２　産科・産婦人科の市民の市内での診療について

３　淀川と新幹線を活かしたまちづくりについて

木村勝彦議員

１　地上デジタル放送への移行に伴う電波障害地域の対策について

２　別府公民館の建て替えについて
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資料−７ 

選任名簿 

 

常任委員会委員及び議会運営委員会委員選任の件 

 

《常任委員会》 

委 員 会 名 委員長 副委員長 委    員 

総務常任委員会 三好 義治 村上 英明 
川端 福江  三宅 秀明  上村 高義 

野口  博 

建設常任委員会 山本 靖一 大澤千恵子 藤浦 雅彦  木村 勝彦  原田  平 

文教常任委員会 柴田 繁勝 野原  修 南野 直司  渡辺 慎吾  安藤  薫 

民生常任委員会 森内 一蔵 嶋野浩一朗 
本保加津枝  弘   豊  山崎 雅数 

森西  正   

 

 

《議会運営委員会》 

委 員 会 名 委員長 副委員長 委    員 

議会運営委員会 南野 直司 木村 勝彦 
大澤千恵子  三宅 秀明  上村 高義 

山崎 雅数  原田  平 

 

 

 

 

 

特別委員会委員選任の件 

 

委 員 会 名 委員長 副委員長 委    員 

駅前等再開発 

特別委員会 
木村 勝彦 渡辺 慎吾 

大澤千恵子  南野 直司  上村 高義 

弘   豊  三好 義治 
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議会運営委員会の所管事項に関する調査表 

 

（平成２２年第３回定例会） 

 

 

 

調 査 事 件 調 査 期 限 

１．議会の運営に関する事項について 委員の任期満了まで 

 



議決結果一覧

議  案  番  号 件　　　　　　　　　　　名 議決月日 結果

報　　告 第 13号
平成２１年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足
比率報告の件

（9月10日 報告）

認　　定 第 1号 平成２１年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件 9月10日
閉会中の
継続審査

認　　定 第 2号 平成２１年度摂津市水道事業会計決算認定の件 9月10日
閉会中の
継続審査

認　　定 第 3号
平成２１年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
認定の件

9月10日
閉会中の
継続審査

認　　定 第 4号
平成２１年度摂津市老人保健医療特別会計歳入歳出決算
認定の件

9月10日
閉会中の
継続審査

認　　定 第 5号
平成２１年度摂津市財産区財産特別会計歳入歳出決算認
定の件

9月10日
閉会中の
継続審査

認　　定 第 6号
平成２１年度摂津市公共下水道事業特別会計歳入歳出決
算認定の件

9月10日
閉会中の
継続審査

認　　定 第 7号
平成２１年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会
計歳入歳出決算認定の件

9月10日
閉会中の
継続審査

認　　定 第 8号
平成２１年度摂津市介護保険特別会計歳入歳出決算認定
の件

9月10日
閉会中の
継続審査

認　　定 第 9号
平成２１年度摂津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決
算認定の件

9月10日
閉会中の
継続審査

議　　案 第 53号 平成２２年度摂津市一般会計補正予算（第２号） 9月28日 可 決

議　　案 第 54号
平成２２年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第１
号）

9月28日 可 決

議　　案 第 55号 副市長の選任について同意を求める件 9月10日 同 意

議　　案 第 56号 教育委員会委員の任命について同意を求める件 9月10日 同 意

議　　案 第 57号 公平委員会委員の選任について同意を求める件 9月10日 同 意

議　　案 第 58号 摂津市総合計画基本構想について議会の議決を求める件 9月10日
閉会中の
継続審査

議　　案 第 59号 工事請負契約締結の件 9月10日 可 決

議　　案 第 60号 動産取得に関する件 9月10日 可 決

議　　案 第 61号 動産取得に関する件 9月10日 可 決

議　　案 第 62号 動産取得に関する件 9月10日 可 決

議　　案 第 63号 動産取得に関する件 9月10日 可 決

議　　案 第 64号 大阪広域水道企業団の設置に関する協議の件 9月28日 可 決

議　　案 第 65号 摂津市民図書館条例の一部を改正する条例制定の件 9月28日 可 決

議　　案 第 66号
摂津市立鳥飼図書センター条例の一部を改正する条例制
定の件

9月28日 可 決

議　　案 第 67号
摂津市立ふれあいの里条例の一部を改正する条例制定の
件

9月28日 可 決

議　　案 第 68号 摂津市火災予防条例の一部を改正する条例制定の件 9月28日 可 決

議会議案 第 20号 子宮頸がんの予防措置実施の推進を求める意見書の件 9月28日 可 決

議長辞職許可の件 9月29日 許 可

議　　選 第 1号 議長選挙の件 9月29日 決 定

議長辞職許可の件 9月29日 許 可

議　　選 第 2号 副議長選挙の件 9月29日 決 定

議　　案 第 69号 監査委員の選任について同意を求める件 9月29日 同 意

常任委員会委員及び議会運営委員会委員選任の件 9月30日 選 任

特別委員会委員選任の件 9月30日 選 任
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議  案  番  号 件　　　　　　　　　　　名 議決月日 結果

議会運営委員会の所管事項に関する調査の件 9月30日
閉会中の
継続調査
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